


武士神格化一覧．稿（下•西日本編）

高野信治

はじめに

本稿では、前稿「武士神格化一覧．稿（上・東日本編）」に続き、武士

が神格化されることの意味を、本来は武力行使による人の殺傷を職分とし

武力で裏付けられた「武威」を背景に政治を行っていた武士への眼差しと

いう問題を前提に考察する一環として、武士神格化の一覧を試みる。前稿

と重なるが、間題意識と留意点について記しておきたい。

ここでいう武士とは、前近代日本において武力行使と政治支配の二つの

局面に何らかのかたちで関わる身分にあった人物と考える。また神格化と

は信仰の対象として社（寺や小祠・顕彰碑なども含めた宗教的施設と広義

にみたい）に祭神として祀る宗教的行為と捉る。対象時期は武士を神にま

つりあげる行為がみられる全ての時代を想定している。当初の意図は近世

（安土・桃山～江戸時代）期の武士の神格化を考えていたが（もちろんこ

れは当面の私自身の研究課題であるのだが）、もう少しレンジを広げ、い

わば日本史における武士像を捉える視野がなければ所期の目的の達成は困

難のように思われ、かかる設定にした。具体的には、武士が歴史上登場す

るとされる平安中期頃より現在までである。なお、とくに平安末期から南

北朝期、具体的には保元・平治の乱から源平争乱、承久の変、南北朝内乱

などの各時期には、武士的性格をもった皇族・公家が多く見られ、一覧に

加えるべきか判断に迷った人物がある。また、江戸時代では士分としての

由緒をもつとされる村落の有力者や逆に士分に取立てられた人物について

も一覧に加えるべきか微妙な問題がある。しかし、本稿においては前稿同
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様、明確な基準を設けることができず、結果、恣意的選択の恐れがあるこ

とをあらかじめお断りしておく。もっとも、繰り返しになるが私自身の問

題関心が、武士自身の自己認識や武士身分以外の階層による武士認識、つ

まり、前近代から近現代まで通した、大仰な言い方が許されれば日本史に

おける武士をめぐる自他認識という問題を神格化という切り口で検討する、

というところにあることから判断したというのは付記しておきたい。ただ

揺れがあるのも事実でかかる問題は今後に熟考したい。

したがって一覧に選択すべき人物・祭神はかなりの数にのぼろう。同一

人物でも神体が別であれば別の祭神としてカウントするので（つまり別の

人物や社会集団による神格化）、徳川家康の事例などを出すまでもなく、

個別祭神数は膨大である。短期間の調査では言わずもがなの限界がある。

しかし、武士神格化のおよその傾向性を探ることは、いわゆる日本人の人

神観念や天皇制の問題、ひいては宗教と社会の関係性を検討する上でも好

個の素材を提供しよう。かかる観点から、不十分さは承知の上で「一覧」

の「稿」として提供する次第である。

一覧作成にあたり、留意した点（凡例）は次の通りである。

(1) 配列

配列は都道府県単位とし、そのなかで祭神名の五十音順とした。した

がって同一祭神の場合は一連で示される。これは武士神格化の地域的特

性を探ることを一覧作成の目的の一つとしたいからである。その地域は

様々なレベルが想定できようが（例えば国郡単位、あるいは天領・藩領

などの領単位）、ここでは便宜的に現行の行政区域を基準とした。ただ

し、同一族の祭神が並ぶ場合は必ずしも五十音順の原則にしたがわない

ことがある。例えば歴代藩主を配列する際には在位順（代数順）とした

ものもある。また本藩主と支藩主が同一性で並ぶ場合も、五十音順とせ

ず藩単位の在位順に並べた事例がある。このように同一族については一

覧の便宜性を優先させることがある。なお当号での都道府県別収載範囲
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宮崎・鹿児島・沖縄）であり、東日本（北海道・青森・岩手・宮城・秋

前稿に掲載している。

(2) 祭神名

祭神名は神名・通称名・官途名・本姓などで示される場合も、原則と

して実名表示とした。例えば、高譲味道根之命は徳川光囲、蒲冠者は源

範頼、新羅三郎は源義光、八幡太郎は源義家、源家康は徳川家康、堀田

相模守は堀田正睦などの如くである。また祭神名に地域性が反映される

場合などもある。かかる祭神名の複雑な表現に鑑み、祭神名に実名以外

の名称の一部または全部を（ ）内に付記することもある。なお祭神名

の前の＊印は、その祭祀社の主祭神ではなく配祀・合祀されたことを示

す。周知のように明治初期の神仏分離、あるいは明治中後期や太平洋戦

争後の神社合祠政策で、祭神の合祀化が進んだが、歴史的に見れば本来、

単一の神体（あるいは一族神）として信仰の対象となっていたものであ

る。その検証は困難な場合が多いが、判明分を備考欄に記す。

(3) 祭祀社

判明する限り、創祠された段階ないしそれに近い祭祀社名（祭祀され

た宗教施設として寺院や顕彰碑なども含む）を記すが、それが困難な場

合は現在名となる。収集資料（後述）の関係でむしろこの場合が多いこ

とをあらかじめ断っておく。なお（ ）内に注記を付す。「A社 (B社

境内社）」とある場合は、祭祀されているA社がB社の末社・摂社など

を含む境内社であることを示す。また「C社 (D社）」とある場合は、

C社が後にD社に社名変更したことを示す。これらの点は祭神・社の歴

史的変遷を検討する材料となるが適宜備考に記した。

(4) 創祠時期・創祠者

これも検証することが困難な場合が多いが、本稿では伝承などのデー
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タを記載した場合もある。また、創祠時期の前の＊印は、その時期に社

の再興・祭神の合祠などがあって存在が確実な場合を示す。したがって

本来の創祠時期はそれ以前となる。これらの事情も備考に記す。

(5) 所在地

祭神は合祀・末杜化などでまつられる社を移遷する場合がある。所在

地は判明する限り、創祠時期のそれを現行地名で記す（ただし、都・府・

県・大字の名称は省略し、小字・番地なども複数の杜相互が区別できな

い場合を除き省略）。そして現在所在地への移遷の経緯を杜名変遷の経

過などとともに備考欄に記す。しかしこれも他項目同様に特定が難しい

場合が多い。その場合は現所在地を記している。なお現行地名表記を原

則とするが、現在消滅している社など、地名特定が困難な場合は、その

限りではない。

(6) 備考

これまで掲げた祭神名、祭祀社、創祠時期、創祠者、所在地などの情

報を記す。武士が神格化される背景は多様に想定され、また、祭神や社

の性格は歴史的に変化していると思われる。現段階では、武士の神格化

の背景や方向性について、

ア）氏神化、先祖神

イ）民俗神化、地域神・鎮守神・利益神・救済神

ウ）国家神・民族神化、「公」に尽くしたとされる人物の祭祀

オ）怨霊の神格化、御霊信仰

などの見通しを持っている。この場合、エ）とオ）は、ア）からウ）に

複合化する場合があり、またア）からオ）が相互に複合化する事例もみ

られる。例えば、江戸期、城中に先祖神として祀られていた藩主が、明

治期になり城外や城跡に新たな社が創建され、地域神としての性格を持

つ祭神に変容するような事例は祭神の性格変化の典型を示そう。このよ

うに神格化された武士が信仰の対象としてもつ性格は歴史的にかわると
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考えられるので、備考欄は伝承なども含めいささか詳述した場合がある。

了とされたい。ただし、これも資料的制約で意を尽くせず、また空白欄

も多くある。創祠の背景や地域社会での信仰・祭礼のあり方など個別情

報の収集が今後の課題である。なお、祭神に関する記述は、その地域で

の神格化をめぐる背景の情報化となるように努めたがが、これも個別地

域の歴史的実情をさらに踏まえた調査が必要であり、不十分に終わって

いる。また本欄で、「当杜」という表現は当該データの祭神が直接まつ

られる社、「本社」という表現はその社を摂社・末社など境内社として

包摂する社ないし当該祭神が合祀された社、をさす。

(7) 典拠

祭神収集にあたっての典拠資料は各都道府県別に刊行されつつある神

杜誌類と、神社本庁による「全国神社祭祀祭礼総合調査」のデータ

（「平成祭データ」）を基本とした。なおこれらは神社本庁包括社を主と

したいわば現状の祭神データを示すにとどまっており、歴史的に存在し

た祭神・社で廃絶したものも少なくないであろう。それは例えば近世の

地誌類に記される祭神と比較すれば容易に想定できる。武士の祭神もそ

の例外ではなかろう。しかし、①先述のように武士の神格化について近

現代の問題も射程に入れ検討する課題意識をもっていること、②寺院の

廃絶と比較して社が廃絶された場合の祭神は他の社に合祀・配祀される

可能性が高かったと思われること、③摂社・末社の境内社や合祀・配祀

の状況から祭神や社の歴史的変遷をある程度復元できる可能性があるこ

と、④一定の基準資料を典拠に祭神の収集を図ることで作業についてあ

る程度の網羅性と合理性が保証される可能性が考えられること、などの

理由から、かかる典拠に基づくことにした。しかし、神社本庁データに

は創祀時期・創祀者を含めた歴史的変遷に関する内容は皆無であり、各

神社誌類も歴史文献調査や民俗祭礼調杏などが充実した例は残念ながら

少ない。そこで、各自治体史はもとより地元の情報収集機関（歴史資料

館・図書館・教育委員会等）、当該神社やその氏子などの方々にも情報
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提供でお世話になっている。ただし当方の調究不足で不備・誤謬が少な

からずあると思われる。新たな情報提供も含めご教示願えれば幸いであ

る。

祭神収集の典拠資料で略称を用いたものは、次のようである。

本庁データ＝神社本庁「全国神社祭祀祭礼総合調査」のデータ

（「平成祭データ」）

名鑑＝神社本庁調壺部編『神社名鑑』（神社本庁、一九六二年）

全国＝全国神社名鑑刊行会史学センター絹刊『全国神社名鑑』上・

下(-九七七年）

神社誌料＝明治神社誌料編纂所編『明治神社誌料」上・中・下（講

談社、一九七五年 復刊）

東照宮＝高橋晴俊『家康公と全国の東照宮」（東京美術、一九九二

年）

なお、本項は祭神確認の典拠資料記載を基本としている。したがって、

「国史大辞典』（吉川弘文館）、『藩史大事典』（雄山閣）や各種の人名・地

名辞典など、多くの辞事典類も各項記述にあたり参照したが、自治体史類

などとともに特に記す必要性があると判断される場合を除き割愛した。ま

た、機関名・組織名・人名は、各項の記述内容が直接にこれらの聞取対象

者の情報にもよることを示す。

謝辞

本稿作成に当たっては先述のように多くの方にお世話になった。厚く御

礼申し上げたい。とくに各地域の神社や寺院、その氏子や檀家などの方々

から貴重なお話を多々うかがわせていただいた。神社本庁教学研究所瀬尾

いて、当方の研究意図をご理解いただき資料閲覧等で格別のご高配を頂戴

した。また國學院大學附属図書館にも大変お槻話になった。記して謝辞の

しるしとする。
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追記

本稿は科学研究費補助金・基盤研究 (C) (2) （平成13~16年度）課題

番号13610390（研究代表者・高野信治）「民俗神や民族神との関係分析を通

した近世武家権力神の基礎的研究」の研究成呆の一部である。

なお所在地については、現在自治体の合併事業が進行中であり、不備な

点も多いと思われるが了とされたい。
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武士神格化一覧

祭神名 祭祀社 創嗣時期 創祠者 所在地

（滋賀）

雨森芳洲 芳洲神社 昭和27 住民 滋賀伊香郡高月町雨森

井伊共保 井伊大明神（井伊神社） 天保13 井伊直亮 滋賀彦根市古沢町

井伊直政 佐和山神社（井伊神社） 滋賀彦根市古沢町

井伊匝孝 佐和山神社（井伊神社） 滋賀彦根市古沢町

井伊匝孝 皇后神社（山田神社境内社） 滋賀彦根市宮田町

井伊直中 祖霊社（井伊神社） 滋賀彦根市古沢町

井伊直亮 祖霊社（井伊神社） 滋賀彦根市占沢町

井伊直弼 祖霊社（井伊神社） 滋賀彦根市古沢町

井伊彦根藩主家 祖霊社（井伊神社） 滋賀彦根市占沢町

歴代

生和忠重（藤原） 生和神社 平安後期 滋賀野洲市冨波

市橋政房 涼橋神社（落神神社境内社） 滋賀蒲生郡日野町西大路

伊藤祐治 大髭神社（樹下神社境内社） 滋賀滋賀郡志賀町北小松

上杉謙信（景虎） 上杉神社（鹿座神社境内社） 滋賀長浜市西上坂町

加藤清正 豊国神社 慶長 5 滋賀長浜市南呉服町

加藤嘉明 嘉明霊社（嘉明大明神、藤栄神社） 文政12 滋賀甲賀市水口町梅ガ丘

金子忠成 林幸社（八幡神社境内社） 滋賀蒲生郡竜王町須恵

木村重成 豊国神社 慶長 5 滋賀長浜市南呉服町

黒田宗満 荒尾神社 滋賀米原市本郷

佐々木氏頼（源） 権殿（沙沙貴神社境内社） 滋賀蒲生郡安t町常楽寺
佐々木高綱 大笹原神社 滋賀野洲市大篠原

佐々木秀義（源） 権殿（沙沙貴神社境内社） 滋賀蒲生郡安士町常楽寺

＊佐々木義清 椿神社 文和 2 隠岐五郎清三 滋賀甲賀市甲賀町隠岐

佐々木六角一族 五十余朴I神社 滋賀神崎郡能登川町南須田

五十余人

＊曽我時致 曽我神社 滋賀犬神郡多賀町曽我

曽我祐重 曽我神社 滋賀犬神郡多賀町曽我

＊曽我祐成 曽我神社 滋賀犬神郡多賀町曽我

曽我祐成 曽我神社 滋賀犬神郡多賀町曽我

土居通増 大川神社 大正 8 滋賀伊香郡西浅井町余

藤堂高虎 藤森神社（八幡神社境内社） 滋賀犬神郡甲良町在七

徳川家康 東照宮（日吉神社） 寛永11 天海（幕府） 滋賀大津市坂本本町

徳川家康 膳所東照宮 江戸期 本多氏 滋賀大津市膳所

徳川家康 入町東照宮（国主神社境内社） 滋賀野洲市入町

徳川家康 吉槻東照宮 滋賀東浅井郡浅井町吉槻

徳川家康 日枝神社（水口神社境内社） 滋賀甲賀市水口町宮の前

徳川家康 東照宮（日吉神社境内社） 滋賀甲賀市甲南町野川

徳川家康 権現神社（吉野神社境内社） 滋賀米原市吉槻
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備 考 典 拠

芳洲の従四位叙任を顕彰して出牛地に創立 滋賀県神社誌p528

始祖共保の750回忌にあたり社殿を彦根石ヶ崎に造営、稜威鞘安彦命として祀る。明 全国rp32 
治2年社殿を現在地に移し井伊神社と称する。昭和14年近接の佐和山神社、祖霊社
の祭神を合祀

初代井伊彦根藩主。昭和14年、井伊神社などと合祀 滋賀県神社誌p60

3代井伊彦根藩主。昭和14年、井伊神社などと合祀 滋賀県神社誌p60

滋賀県神社誌p68

14代井伊彦根藩主。昭和14年、井伊神社などと合祀 滋賀県神社誌p60

15代井伊彦根藩t。昭和14年、井伊神社などと合祀 滋賀県神社誌p60

16代井伊彦根藩主で幕末期江戸幕府大老。桜田門外の変にあう。昭和14年、井伊神 滋賀県神社誌p60
社などと合祀

昭和14年、井伊神社などと合祀 滋賀県神社誌 p60

寛弘6年大和より藤原氏荘園冨波に領主として赴任、大蛇退治伝承があり住民が崇 滋賀県神社誌p246
めたという

初代仁正寺藩主市橋長政孫。藩主未就任 本庁データ

寛喜2年伊豆より近江に移り、小松荘草創期の仁治2年十禅師権現など再建 滋賀県神杜誌p217

本庁データ

全国下 p51

水口藩主加藤家祖。のち嘉明大明神、明治4年現社名 滋賀県神社誌 p263

柳沢高秀家臣 本庁データ

安土桃山時代から江戸時代初期の武将。豊臣秀頼の小姓として育ち、秀頼家臣。大 全国下 p51
坂夏の陣で戦死

黒田氏祖の宗満を祀り同家氏神。黒田氏移封後姻族の荒尾氏が崇敬し現社名 滋賀県神社誌p434

佐々木氏。本社は佐々木家氏神 本庁データ

源頻朝家人。本社は佐々木氏氏神。江戸期も領主市橋氏が寄進 滋賀県神社誌p240

佐々木家9代 本庁データ

鎌倉時代近江守護佐々木秀義の五男佐々木義清が当地領主、のち出雲陀岐の領主で 滋賀県神社誌p286
氏を隠岐に改称。その子孫清三が出雲より帰郷、宇多天皇と合祀

佐々木六角氏家臣 家族が落城の際自害 滋賀県神社誌 p377

曽我兄弟の弟 滋賀県神社誌 p422

当地多賀庄内に所領を有した近江曽我氏祖 滋賀県神社誌p422

曽我兄弟の兄 滋賀県神社誌p422

滋賀県神社誌p422

南朝方家臣 滋賀県神社誌p564

本社は藤党高虎の祖先景盛が応永年間に勧請、同家氏神 滋賀県神社誌p416

当地は天台宗総本山比叡山山麓で天海は天台宗僧侶で山王一実神道を説く 東照宮 p84

場所は大津市膳所城ドか、創祠者は本多氏か。別当長松寺霊照院。廃寺廃絶か 東照宮p226

東照宮 p226

東照宮 p226

当地は水口藩領。外様から明英代に譜代格になったことが勧請の背景か 本庁データ

滋賀県神社誌p294

本庁データ
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

豊臣秀吉 豊神（豊国神社） 慶長4 滋賀長浜市南呉服町

＊豊臣秀吉 草野神社 滋賀東浅井郡浅井町鍛冶屋

豊臣秀吉 豊国神社（森本神社境内社） 滋賀伊香郡高月町森本

中江藤樹（与右 藤樹神社 大正11 高島郡民 滋賀高島郡安曇川町 l：小川

衛門）

本多忠俊 本多神社 明治16 旧領内有志 滋賀大津市御殿浜

本多忠次 本多神社 明治16 旧領内有志 滋賀大津市御殿浜

本多康俊 本多神社 明治16 旧領内有志 滋賀大津市御殿浜

本多俊次 本多神社 明治16 旧領内有志 滋賀大津市御殿浜

三上藤川 碑（湯次神社内） 滋賀東浅井郡浅井町大路

源経基（六孫王） 涼橋神社（落神神社境内社） 滋賀蒲牛郡日野町西大路

源義経 八幡神社（鏡神杜） 滋賀蒲牛郡竜王町鏡

前田氏 祖霊社（住吉神社境内社） 明治力 滋賀高島郡今津町今津

分部光信 分部神社 明治13 旧藩領民有ぷ 滋賀裔島郡閥島町勝野

（京都）

秋元喬知（但馬 秋元神社（天満宮社境内社） 尿都以都市左扇区八瀬秋元町

守）

明智光秀 御霊神社 京都福知山市中の238 239 

壱岐守 壱岐守神社 乍保年中 地域民 点都天田郡―三和町高杉

一色義清 義清霊神社 尿都宮津市鶴賀町

稲葉政成 稲葉神社 京都京都市伏見悩淀本町

海日ホ兵衛 海上神社（神谷神社境内社） 京都京丹後市久美浜町小谷

梅田雲浜 京都府招魂社（霊山官祭招魂社内。 明治 l 尿都点都市東山区清閲寺需山町

現京都霊山護国神社）

大石良雄 大石神社 昭和10 京都府知事 京都京都市山科悦西野山

有志

小国友重（若狭 城末神社（聴部神社境内ネt) 点都京丹後市久芙浜町友重

守）

織田信長 健織田社（建勲神社） 明治3 明治犬限 扇都泉都市北区柴野北船岡町

＊織田信忠 建勲神社 明治13 明治天皇 京都京都市北区柴野北船岡町

加藤清1I 清正社（久我神社境内社） 京都京都市伏見区久我森の宮町

加藤清正 清正公神ft（諏訪神社境内社） 京都綾部市西坂町

加藤清正 加藤神社（八幡神社境内社） 京都京丹後市峰111町長1澁j下八幡

鎌倉景政（権五 有徳神社 京都福知山市田和町

郎）

久坂玄瑞（通武） 山口藩招魂社（霊山官祭招魂社内。 明治 l 毛利家 京都京都市東ill区清閑寺霊山町

現京都霊ill護国神社）
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備 考 典 拠

慶長4年の勧請で、後陽成天皇から豊国大明神の神号。寛政4年幕府の忌詭をおそ 滋賀県神社誌p87
れ、商家の神恵芙須宮を迎え前立とした。大正9年現社名

滋賀県神社誌p490

滋賀県神社誌p532

藤樹の崇敬者の発議 滋賀県神社誌p604

徳川家康家臣、俊次の曾祖父 滋賀県神社誌p33

膳所藩祖として祭祀か 滋賀県神社誌p33

滋賀県神社誌p33

本多家で最初の膳所藩主 滋賀県神社誌p33

幕末勤皇志士 本庁データ

清和源氏祖 本庁データ

当地での元服伝説あり 本庁データ

文久2年金沢藩主前田斎泰が上洛の際幣吊料献じ、以降も通行ごとに献じる。これ 滋賀県神杜誌p579
を称え祭祀

元和 5年伊勢国上野より大溝藩主として人部、以後定着 滋賀県神社誌p610

はじめ甲朴I谷村城主。寺社奉行 老中など歴任。武蔵川越に転封 本庁データ

福知山在城時に町を免租したので、光秀霊を祀ったという。大災が続き寛保頃より 8 丹波志pl76
月18日に子供相撲興行などなされ、御霊祭といわれた

享保年中に民家の内に、当地の占の地侍 壱岐守が久しく埋もれた小祠を祭れという 丹波志pl61
夢告によるとの伝承

-色氏最後の当主。一色義道の弟。丹後の吉原城主。天正10年、甥で一色氏の当主 本庁データ

一色義定が細川藤孝に謀殺、弓木城に入って一色氏の家督を継いだが、細川の追討

軍に敗れ、一色氏滅亡

淀藩稲葉家の祖。淀城跡の一画に所在。稲莱重通の女婿となり以後稲葉を称したが妻 本庁データ

の死去により明智光秀の重臣斉藤利三の娘お福（のちの春日局）と再婚。のち下野国

真岡の城主。稲葉家の淀藩主就任は 5代目の正知の時で、その後廃藩置県まで定着

享保20年、湊宮船見番所の陣屋を天領代官であった海上弥兵衛が久美浜松倉山の山麓、 本庁データ
殿町（現在西本町）に移し、久芙浜代官所を設置。以後幕末まで31代の代官に継承

小浜藩士。攘夷を唱える。安政の大獄で捕らえられ死亡 京都府神社略品p30

大石隠棲の地に創建 全国下p69 

旧足利家臣。足利家滅亡の後丹後に来て一色氏に仕る 本庁データ

尊皇の大義をもったとして、明治2年｛言長祭祀の宣下。翌3年子孫の東京織田侶敏 京都府神社略記p24
邸内および旧領地羽前国（山形県）天童舞鶴山に神社創建。神号ははじめ健織田社

としたが、建勲社と改称。後、信長の霊地として大徳寺が保護してきた山城国船岡

山に社地をうけ、明治13年移遷、信忠配祠

1言長子 京都府神社略記p24

本庁データ

本庁データ

本庁データ

芝居 謡曲にでてくる平家の臣で、源頼朝を討つためねらっていたが、失敗し日向へ 本庁データ

流されたという。眼病に霊験ありという

幕末長J‘11藩尊皇攘夷派藩士。なお霊山官祭招魂社関係は明治元年 5月の太政官布告 京都府神社略記p30
の沙汰書に応じ、京都府および各藩大名家が創設したもの

-11-



祭神名 祭祀社 創嗣時期 創祠者 所在地

楠木正成（楠木 楠木社（若一神社境内社） 京都京都市下京区七条御所ノ内

御神木） 本町

楠木正成 水分神社（玉津岡神社境内社） 京都綴喜郡井手町井手東垣内

朽木稲綱 朝暉神社 江戸期 京都福知llj市字内記

坂本龍馬（直柔） 高知藩招魂社（霊山官祭招魂社内。 明治 l 山内家 京都京都市東山区清閑寺霊山町

現京都霊山護国神社）

田原忠綱（又太 田原社（斎田神社境内社） 京都綴喜郡宇治田原町郷ノロ

郎忠綱） 紫坊

徳川家康 東照宮（宗像神社境内社） 京都京都市上京区御苑内

徳川家康（源家 霊光殿天満宮社 京都京都市上京区徳大寺殿町

康）

徳川家康 東照宮（南禅寺金地院境内） 寛永 5 金地院崇伝 京都京都市左京区南禅寺

徳川家康 神楽岡東照宮（吉田神社境内社） 寛永 7 京都京都市左京区吉田神楽岡

徳川家康 東照宮（御香宮境内社） 京都京都市伏見区御香宮門前町

徳川家康 朝日神社 京都京都市山科区栗栖野

徳川家康 光徳東照宮 京都京丹後市丹後町光徳

豊臣秀吉 豊国神社 慶長4 京都京都市東山区大和大路正面

茶屋町

豊臣秀吉 豊国廟（豊国神社境内社） 明治31 京都京都市東山区大和大路正面

茶屋町

豊臣秀吉 豊国社（御香宮境内社） 京都京都市伏見区御香宮門前

豊臣秀吉 豊国神社（北野天満宮境内社） 京都京都市上京区馬喰町

豊臣秀吉 樹下神社（豊国神社。新日吉神社 江戸期 妙法院宮 京都京都市東llJ区妙法院前側

境内社）

豊臣吉子（北政 貞照神社（豊国神社境内社） 大正14 京都京都市東山区大和大路正面

所） 茶屋町

豊臣秀吉側室松 松丸君供養碑（豊国神社内） 京都京都市東lll区大和大路正面

丸（京極竜子） 茶屋町

豊臣国松 国松君供養碑（豊国神社内） 京都京都市東山区大和大路正面

茶屋町

新田義貞 義貞ノft 南北朝期 勾当内侍 京都窮野郡

平野国臣 福岡藩招魂杜（霊lll官祭招魂社内。 明治 1 黒田家 京都京都市東山区清閉寺霊山町

現京都霊山護国神社）

福田利兵衛 葵忠社 京都京都市右京区

藤原忠文 未多武利神社 京都宇治市宇治又振

平氏ノ祖神 榎原明神 京都福知山市榎原城山

真木保臣（和泉 久留米藩招魂社（霊山官祭招魂社 明治 l 有馬家 京都京都市東山区清閑寺霊山町

守） 内。現京都霊山護国神社

源為義 伴緒社（白峯神宮境内社） 京都京都市上京屈今出川通堀｝II東入

源為朝 伴緒社（白峯神宮境内社） 京都京都市上京厄今出川通堀／1|東入
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備 考 典 拠

祭神の楠木御神木は楠木正成か 本庁データ

本庁データ

寛文9年に常陸t浦から丹波福知山へ入封した朽木植昌の父。植綱は徳川家光より 本庁データ
大名に取立てられた。朽木氏維新期まで譜代藩として定着し、藩祖としての祭祀。

-般の参詣を可能にするため、江戸時代に城内から城外に移され、明治 5年に最後
の藩主朽木為綱が自分の陪居屋敷内に移遷、さらに明治14年天守台に移遷、昭和61
年天守東側に移遷

雑未の志士。薩長同盟実現。 1日高知藩上 京都府神社略記p30

平家方武将。平家追討の源頼政を宇治川の合戦で破ったとして、能「頓政」などに 本庁データ

も登場

神社誌料上p285

京都府神社略記p63 

徳川実記には家康の遺言による創祠という 東照宮p88

東照宮p226

御香宮は古社で、豊臣秀吉は国内平定後、朝鮮出兵の成功を祈願。徳川氏も旧鎮座 ネ車tti志未斗lこp304 
地に社殿造営、社領安堵

東照宮p226

東照宮p226

秀古死去後、慶長4年洛東阿弥陀峯に弗送、山麓に社殿が営まれ、豊国大明神の神号 京都府神社略記p25
をうけ、社領 1Jj石を有したが、豊臣氏滅亡以後、漸次荒廃。管理も江戸幕府から妙
法院門跡に移され、明治に至る。明治元年再輿が命じられ、旧杜地より現杜地を選定

阿弥陀峰には明治31年三百年祭に際し廟が再建され豊国廟とよばれたが、のち豊国 京都府神社略記p25
神社に編人

御香宮は古社で、豊臣秀吉は国内平定後、朝鮮出兵の成功を祈顧 神社誌料上p304 

本庁データ

維新前は樹下神社。妙法院宮が秀吉の旧姓に因み密かに祭祀という 神社誌料上p291、京都
府神杜略記p47 

豊臣秀吉正室 京都府神社略記p26

以極高吉の娘。伏見城松の丸に因む呼称。誓願寺にあったものを明治34年に豊国廟 豊国神社史 p60、豊国
に移す 神社

豊臣秀頼子。母は側室おいちゃ。大坂の陣後、斬首。もと誓顧寺にあったものが移さ 豊国神社史 p60、豊国
れたという。豊国廟に所在 神社

薙）廿府志巻三（貞享3年）では勾当内侍は義貞の愛妾で、尼として往生院の辺に隠 新修京都叢冑第十pl56
棲した際に社を建て祀ったというが、場所不詳とする

幕末尊皇攘夷派志士。旧福岡藩士。禁門の変で捕らえられ処刑 京都府神社略記p30

車折神社の境内社 本庁データ

ギ安時代の参議。天慶の乱では征東大将軍 征西大将軍として藤原純友を討滅 本庁データ

丹波志pl87

幕末の尊皇攘夷派志士。久留米藩水天宮嗣官 京都府神社略記p31

保元の乱では崇徳上皇．方につき敗北、平安京北郊の船岡で斬首 本庁データ

鎮西八郎。保元の乱では父為義に引き人られ崇徳上皇方につき敗北。伊豆に流される 本庁データ
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祭神名 祭祀社 創廊］時期 創祠者 所在地

源経基 六官神社（六孫王神社） 康和2 源満仲（経 京都京都市南区壬生通八条

基嫡子） 上る八条町

＊源経基（六孫 石田神社 京都綾部市安国寺町

王経基）

源正家（左衛門 岩上神社 京都舞鶴市寺田

太郎権守）

＊源満仲（多田 石田神社 京都綾部市安国寺町

満仲）

源義家（八幡太 有徳神社 京都福知山市夷松林

郎）

源義綱（加茂二 有徳神社 京都福知山市夷松林

郎）

源義朝 穂神社 京都京都市北区紫竹西南町

源義光（新羅三 有徳神社 京都福知山市夷松林

郎）

源頼政（頼政） 安井神社（安井金比羅宮） 点都京都市東山伏東大路松原上ル

宮部鼎蔵 熊本藩招魂社（霊山官祭招魂社内。 明治 l 細川家 京都京都市東llj屁清閑寺霊山町

現京都霊山護国神社）

（大阪）

加藤清正 天神祭木偶（天満宮） 江戸期 地域民 大阪大阪市北区天神橋

＊鎌倉景政（権 御霊神社 至徳 l 大阪大阪市東区淡路町

五郎景政）

北畠親房 阿部野神社 明治15 大阪大阪市阿倍野区北畠

北畠顕家 阿部野神社 明治15 大阪大阪市阿倍野区北畠

北畠顕家家臣（顕 阿部野神社 大阪大阪市阿倍野区北畠

家公家臣之英霊）

楠木正成 南木（なんぼく）神社（建水分 元禄10 近江守源穂茂 大阪南河内郡千早赤阪村水分

（たけみくまり）神社境内社）

楠木正成 千早神社 延元 1 後醍醐天皇 大阪南河内郡千早赤阪村千早

楠木正成
楠神社（塚本稲荷神社、若江鏡神

大阪東大阪市若江南
社境内社）

楠木正成 南木神社（美具久留御魂神社境内社） 応永11 楠正秀 大阪富田林市宮町

楠木正成（楠正 楠（くすのき）神社（西窮城神社） ＊明治43 大阪貝塚市木積

成）

楠木正成 楠（くすのき）社 大阪大阪市西淀川区

楠木正成 楠木神社 大阪泉大津市

楠木正成 天神祭木偶（天満宮） 江戸期 地域民 大阪大阪市北区天神橋

楠木正成 南木神社（杜本神社境内社） 楠木正行 大阪羽曳野市駒ヶ谷

楠木正行（楠正 四條畷神社 明治22 西村捨三 大阪四条畷市南野

行）
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備 考 典 拠

経某は清和犬皇第六皇子貞純親［の子で、承平天疫の乱を平定し源姓をうける。こ 京都府神社略記p59 

13年、徳川綱吉が社領寄進、社殿造営。宝永4年祭礼式の復興

本庁データ

本庁データ

平安中期の武将。多田満仲と称される。経基の長子。摂津守を契機に多田源氏を称 本庁データ

し多田源氏の基を築く

平安後期の武将。源頼義の子。石清水八幡宮で元服し八幡太郎と号す。後三年の役 本庁データ

に際し私財を投じて武士に恩賞を与えた。源氏棟梁としての地位を確立

平安後期の武将。源義家の弟。摂関家に近従士し兄と対立 本庁データ

源為義長男。保元の乱で父と対立、後白河天皇方につき勝利に貢献。平治の乱で敗 本庁データ

北、その後殺害。源頼朝父

平安後期の武将。新羅明神の前で元服したので新羅三郎とも。父は頼義。義家の同 本庁データ

母弟。後三年の役で兄義家が陸奥で苦戦していることを知り、官を辞して馳せ参じた

平安末期武将。平治の乱で、源氏としてただ一人清盛方につく。のち以仁王を奉じ 京都府神社略記p54 
て挙兵するが、宇治平等院で敗れ自刃

幕末の尊攘志士。旧熊本藩士 京都府神社略記p31

犬満宮御旅所での安治川二J^ 目のお迎船木偶人形 大阪府神社史資料上p29

本社は古来、旧摂津国都村郷の産土神。全徳元年祭祀は摂津名所図絵にみえるもの。 大阪府神社史資料上pl65
なお摂津名所図絵大成などでは、津和野亀井氏の藩邸が当地（亀井）にあり守護神

としていたとする

当地は北畠顕家が足利氏と戦った古戦場とされる。明治15年阿部野神社と号し創設 大阪府神社史資料上p675

北畠親房長f。江戸期にはすでに大名墳 大名塚と称される顕家の墓 塚があった 大阪府神社史資料上p675
という（摂津名所図絵大成・住吉名勝図絵など）

本庁データ

正成が湊川で戦死後、後醍醐犬皇が自ら像を刻して当社に祀ったという。のち元禄10 大阪府神社史資料下p684、
年近江守源継茂が社殿造覚という。当地（水分）は正成生誕地ともされる 大阪府神社名鑑p494

正成が湊川で戦死後、後醍醐天皇が千早城に楠木社創建という。文禄4年、豊臣秀 大阪府神社名鑑p498
吉が楠木大明神として社殿再建。明治12年、堺県令が社殿修槃、千早神社と改称。
大正15年、城趾の最高所にあった宮地を現在地に移遷

神社誌料上p494

天文10年、正虎合祀 大阪府神社史資料fp692 

明治43年西窮城神社（もと深谷神社）に他の神社とともに合祀 大阪府神社史資料下p611

姫島神社（摂津国西成郡 F中島郷の総氏神）の境内神社

泉穴師（いずみあなし）神社（延喜の制で小社）の境内神社 神社誌料上p414

天満宮御旅所での木津川町のお迎船木偶人形 大阪府神社史資料上p29

楠木正行が父の像を自ら刻んで祭祀という 大阪府神社史資料下p816

慶応4年、四條畷（正行などの戦死自害地）の平田神社神主三牧文吾等が神社創建 大阪府神社名鑑p508
を申請。明治9年石碑建立。明治22年大阪府知事西村捨三より神社創建につき申請、
勅許。四条畷の戦いで戦死した27柱合祀
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

楠木正行（楠正 千早神社 大阪南河内郡千早赤阪村千早城山

行）

楠木正行（楠正 祖霊社（天乃神社境内社） 大阪守口市橋波東之町

行）

楠木正時（楠正 四條畷神社 明治22 西村捨三 大阪四条畷市南野

時）

楠木正虎 南木社（美具久留御魂神社境内社） 犬文10 大阪富田林市宮町

楠木久子（楠久 千早神社 大阪南河内郡千早赤阪村了早城山

子）

坂田公時（酒田 天神祭木偶（天満宮） 江戸期 地域民 大阪北反大阪市天神橋

公時）

佐々木高綱 天神祭木偶（天満宮） 江戸期 地域民 大阪北区大阪市天神橋

曽我祐成 曽我神社（久佐々神社境内社） ＊江戸期 鬼王団―そ郎 大阪豊能郡能勢町宿野

曽我祐成 曽我塔（久佐々神社境内社） ＊江戸期
鬼王団三郎

大阪豊能郡能勢町宿野
の末家

曽我時致 曽我神社（久佐々神社境内社） ＊江戸期 鬼王団三郎 大阪豊能郡能勢町宿野

曽我時致 曽我塔（久佐々神社境内社） ＊江戸期
鬼王団二：郎 大阪豊能郡能勢町宿野

の末家

曽我兄弟 曽我神社（加史田神社） ＊明治42 大阪泉佐野市観原字後藤常

平重盛 小松神社（瓜破天神社） ＊明治40 湯浅宗光 大阪大阪市平野区瓜破

（七郎兵衛宗光）

平維盛 瓜破天神社 大阪大阪巾平野区瓜破

徳川家康 東照宮 元和 3 松平氏 大阪大阪市北区川崎町

徳川家康 東照宮社（豊崎神社境内社） 安永5 大阪大阪市北区豊崎

徳川家康 東照宮（田毅神社境内社） 江戸期 大阪大阪市西淀川区佃

徳川家康 四天王寺東照宮 文化10 大阪大阪市天王寺区

＊徳川家康（東 天石門別神社（茨木神社境内社） 大阪茨木市元町

照神）

徳川家康（東照 大将軍社（西悠城神社） ＊明治43 大阪貝塚市木積

神）

徳川家康 南禅寺東照宮 大阪堺市南旅籠町東

徳川家康 横尾東照宮 大阪和泉市

豊臣秀吉 別杜（豊国神社） 明治12 明治天皇 大阪大阪市中央区大阪城

豊臣秀吉 櫻樹神社（河堀稲生神社境内社） 大阪大阪市天王寺区大道

豊臣秀吉（羽柴 天神祭木偶（天満宮） 江戸期 地域民 大阪大阪市北区犬神橋

秀吉）

豊臣秀頼 別社（豊国神社） 明治12 明治天皇 大阪大阪市中央区大阪城

豊臣秀頼（豊臣 秀頼公胞衣塚大明神（稲荷神社境 大阪大阪市中央区玉造

秀頼胞衣） 内社）

豊臣秀長 別社（豊国神社） 明治12 明治犬皇 大阪大阪市中央区大阪城

永井直清（永井 永井神社（野見神社境内社） 寛政5 永井直進 大阪高槻市野見町

大江日向守直清）
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備 考 典 拠

楠木正成の長 f̂。建武3年湊川の戦で父が戦死後、楠木一族の頭領となり、南朝に仕 大阪府神社名鑑p498
える。 il戸I'・3年、［）し）条畷の戦で高師直 師泰らに敗れ、弟正時と刺し違え自害という

本庁データ

楠木正行の弟 大阪府神社名鑑p508

柚木正成子孫を自称。永禄3年正成の名脊回復を正親町天皇に訴えたという 大阪府神社史資料下p693

正行たちの母。南江氏の娘という。正行 止時の死後は度をドろして敗鏡尼と称し、 大阪府神社名鑑p498
庵を結んだという

犬満宮御旅所でのil：ノf-島束之町のお迎船木偶人形 大阪府神社史資料上p29

天満宮御旅所での木津川町のお迎船木偶人形。高綱は近江源氏佐々木秀義の四男。 大阪府神社史資料上p29
源頼朝の挙兵に参じ、以後各地を転戦

鬼上 団二郎は曽我祐成 時致兄弟に仕えた者という（摂陽群談） 大阪府神社史資料下294

鬼E 団＿ー：郎は％地出身でその末家が祀ったという。 1虐疾（マラリア）患者が祈念す 大阪府神社史資料下294
れば利益があったといい、竹林所在につき藪薬師といわれた（摂陽群談）

大阪府神社史資料下294

大阪府神社史資料下294

字占屋敷の曽我神社が明治42年他の神社とともに加支田神杜へ合祀 大阪府神社史資料下597

源氏方の権守宗爪の嫡f湯浅宗光が恩義をうけたとして祭祀（船戸録） 大阪府神社史資料下955

平重盛の長子。平清盛の孫。左近衛少将。富士ILLの戦いで敗走、源義仲を討とうとし 大阪府神社名鑑p65
て砺波山で敗戦。屋島の戦に破れた後は高野lllに人り出家、僧となって那智の海に入水

慶応4年、島羽伏見の戦いの際に忍藩城内東照宮に合祀 埼玉の神社入間他p798

慶長19年大阪冬の帥の際、家康が立ち寄ったという西成郡本庄村の市兵衛家が足立 東照宮pll8
姓を拝領、安永5年屋敷内に東照宮勧請。明治11年伺家衰微につき地域民により豊
崎宮近くに移遷。同40年豊崎宮（神社）の末社として厳島神社と合祀

江戸期、大阪町奉行 郡部代官などの参打があったという（大阪府全誌） 大阪府神社史資料上p401

廃絶 東照宮p227

本庁データ

明治43年、両窮城神ft（もと深谷神社）に合祀 大阪府神社史資料下p611

昭和20年戦災で焼失廃絶 東照宮p227

東照宮p227

明治犬皇大阪臨幸の際、大坂城外近傍地に社殿造営の勅。そこで北区中之島に別杜 大阪府神社史資料p56
として社殿造党、同12年鎖座祭。大正10年別社廃止、豊国神社と改称独立。昭和36
年大坂城内に移遷。豊臣秀頼 同秀長を合祀

本庁データ

犬満宮御旅所での安治川二丁目のお迎船木偶人形
大阪府神社史資料上p29

殷臣秀吉第＿＿●-f 大阪府神社名鑑p6

本庁データ

豊臣秀吉弟 大阪府神社名鑑p6

初代永井的槻藩主。山城長岡より慶安2年人封。以後維新期まで永井氏定着。永井 大阪府神社名鑑p248
直進は9代永井高槻藩主
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祭神名 祭祀社 創詞時期 創嗣者 所在地

永井直清 藩祖碑（永井神社内、野見神社境 大阪高槻市野見町

内社）

源満仲（多田満 多田大権現（岐尼（きね）神社） f孫 大阪豊能郡能勢町森上

仲）

源満仲 山辺神社 大阪豊能郡能勢町山辺

源満政 八幡神社（岐尼（きね）神社） 源息収l梧間某 大阪豊能郡能勢町森l―.

源満政 栖間神社（八幡神社） 胤患、国柄問某 大阪箕向市牧落

河内壺井社（壺井神社、現在は壺 天1□2 源義時 大阪大阪市羽曳野市壺井

源頼信 井権現社、壺井八幡宮境内社）

源頼義 河内壺井社（壺井神社、現在は壺 天仁 2 源義時 大阪大阪市羽曳野市壺井

井権現社、壺井八幡宮境内社）

源義家 河内壺井杜（壺井神社、現在は壺 犬仁 2 源義時 大阪大阪市羽曳野市壺井

井権現社、壺井八幡宮境内社）

源義家（八幡太 天神祭木偶（天満宮） 江戸期 地域民 大阪北区大阪市天神橋

郎）

源義綱 壺井神社（壺井権現社、壺井八幡 大阪大阪市羽曳野市壺井

宮境内社）

源義光 壺井神社（壺井権現社、壺井八幡 大阪大阪市羽曳野市壺井

宮境内社）

源為朝 天神祭木偶（天満宮） 江戸期 地域民 大阪北区大阪市天神橋

淀君 淀君社（賠森宮境内社） 大阪大阪市中央区森之宮中央

（兵庫）

青山忠俊 青山神社 明治15 旧篠山藩士 兵庫篠山市北新町

青山忠裕 青山神社 昭和 5 兵庫篠山市北新町

赤穂義士 大石神社（赤穂大石神社） 明治33 大石邸保存会 兵庫赤穂市上仮屋

浅野長直 豊亮神社（大石神社境内社。現在 兵庫赤穂市上仮屋

赤穂大石神社に合祀）

浅野長友 豊亮神社（大石神社境内社。現在 兵庫赤穂市上仮屋

赤穂大石神社に合祀）

浅野長矩 豊亮神社（大石神社境内社。現在 兵庫赤穂市上仮屋

赤穂大石神社に合祀）

浅野守定（孫左 浅野霊神社（素蓋嗚神社境内社） 兵庫伊丹市中野字イフレイ

衛門）

芦田上野介 上野大明神 ＊寛政6 兵庫丹波市氷上町沼

芦田少将 少将社 ＊寛政6 兵庫丹波市青垣町東芦田

芦田先祖 濫田明神 ＊寛政6 兵庫丹波市青垣町東芦田

尼子義久（将監） 尼子神社 兵庫赤穂市高野
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備 考 典 拠

大阪府神社名鑑 p248

平安期の武将。摂関家に接近し，藤原純友の征討に功あった経基の子で清和源氏の 大阪府神社史資料下 p286

嫡流。後年，摂関家の荘園である摂津国多田の地（現在の兵庫県川西市）に移り住

み，荘園警備の任務を預りながら付近をT・拓 開発して一拠点となし，多田源氏の
祖。子孫が祀った多田権現を本社に合祀

大阪府神社史資料下 p336

満政は平安期の武将。経基のfで満仲弟。陸奥。武蔵守歴任。満政の子忠国などが、 大阪府神社史料下 p290
満政自作の影像と満政が彫った稲荷 八幡の両神像の三座を祀り八幡神社とした。

元文元年、‘り地「領主」が［鎮守府将軍源満政霊廟」の碑建立。明治40年本社に合

祀という

満政の子忠国、孫栖間が、満政自作の影像と満政が彫った稲荷 八幡の両神像の三 大阪府神社史料Fp354 

座を祀り栖間神社と称し私社としたが、明治 5年村の祭神

源頼信は寛仁4年河内守に任じられ、当地にの築城、河内源氏の祖。天仁2年、源 大阪府神社名鑑p431

義家五男の義時が父祖三代（源頼信 同頼義 同義家）祭祀の夢告をうけ、石清水

八幡宮を勧請した八幡宮（壺井八幡宮）横に創建と伝承。源氏三杜（六孫王社 多

田社 河内壺井社）の一つとされる

頼信子 大阪府神社名鑑 p431

頼義子 大阪府神社名鑑p431

天満宮御旅所での礼ノ子島東之町のお迎船木偶人形 大阪府神社史資料上 p29

頼義子。兄義家とは反目、義家の子義忠殺害で佐渡に流されたという 本庁データ

頼義子で義家の異母弟。新羅弓郎。後二月年の役に義家とともに参戦 本庁データ

犬満宮御旅所での木津川町のお迎船木偶人形 大阪府神社史資料上p29

豊臣秀吉側室、秀頓母 本庁データ

青山忠俊は江戸時代初期の譜代大名。武蔵国岩槻藩t。徳川家光の他役。寛延元年 兵庫県神社誌上 pll62
に青山忠朝が丹波亀山より入部。以後青山氏は維新期まで定着し、忠俊は青山篠山

藩祖にあたる

4代青山篠山藩主。寺社奉行 大坂城代 老中など歴任。文政10年には遠小卜1にて1万 兵庫県神社誌上 pll62

石加増、 6万石となった

大石良雄をはじめいわゆる四十七義七を祀る 兵庫県神社誌中 pl476

初代浅野赤穂藩主。現在は赤穂大石神社の主神 兵庫県神社誌中 pl478

2代浅野赤穂藩主。現在は赤穂大石神社の主神 兵庫県神社誌中 pl478

3代浅野赤穂藩主。赤穂事件当事者。現在は赤穂大石神社の主神 兵庫県神社誌中 pl478

広島の浅野但馬守長晟の次男浅野孫左衛門尉守定ともいわれる。寛永年間、当地中 兵廂県神社誌上 p607

野の開発を願い出、指導したという

信州より若桜大明神を移したという 丹波志 p376

当地の古城主で穴ノ裏で討死、腹切石と呼ぶ石を祀った小雁E]という 丹波志p373

丹波むは「芦田先祖ヲ祭ルカ不知」とする 丹波志p374

月山富田城主。永禄5年毛利氏が出雲侵攻。永禄9年に富田城開城し、戦国大名尼 兵庫県神社誌附録p62

子氏滅亡。義久は長門国阿古で死去。なお当地の尼子山城は尼子義久が築城、毛利

氏により落城という
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

池田重利（越前 新宮神社（八幡神社境内社） ＊明治42 兵庫揖保郡新宮町新宮

守）

池田重政（内蔵 新宮神社（八幡神社境内社） ＊明治42 兵庫揖保郡新宮町新宮

助）

大石良雄 大石神社（赤穂大石神社） 明治33 大石邸保存会 兵庫赤穂市上仮屋

織田信長 健織田社（建勲神社） 元禄8 織田信休 兵庫丹波市柏原町柏原字大手

織田信包（織田 織田神社（八柱神社境内社） 兵庫丹波巾氷上町沼字大手

上野介）

織田信包（織田 織田三代碑（織田神社境内） 兵庫丹波Ih柏原町柏原字古市場町
老犬公）

織田信則（刑部 織田三代碑（織田神社境内） 兵庫丹波市柏原町柏原字古市場町

大輔）

織田信勝（織田 織田大明神（織田権現、織田神社） ＊寛文 9 織田信勝の母 兵庫丹波市柏原町柏原字古甫場町

上野介）

織田信勝（織田 織田ーて代碑（織田神社境内） 兵庫丹波市柏原町柏厭字古市場町

上野介）

＊織田信休 建勲神社 兵庫丹波市柏原町柏原字大手

織田之祖 織田大明神 ＊寛政6 兵庫丹波市柏原町柏原奥村東

＊織田柏原藩歴 建勲神社 兵庫丹波市柏原町柏原字大手

代藩主

加藤清正 清正神社（金山神社） ＊明治41 兵庫宍粟郡波賀町音水

鎌倉景政（権五 御霊神社 兵庫―：田市貴志

郎景政）

鎌倉景政（権五 鞍懸神社 兵庫津名郡五色町広石中

郎景政）

河合道臣（寸翁） 境内招魂社（射楯兵主神社境内社） 兵庫姫路市総社本町

河合道臣（寸翁） 寸翁神社（姫路神社境内社） 兵庫姫路市本町

河合屏山 境内招魂社（射楯兵主神社境内社） 明治38 兵庫姫路市総社本町

河合宗元 境内招魂社（射楯兵主神社境内社） 兵庫姫路市総社本町

菊 お菊神社（十二所神社境内社） 兵庫姫路市十―・り所前町

菊池武吉 湊川神社 明治 5 明治天皇 兵庫神戸市中央区多聞通

楠木正成（橘朝 湊川神社 明治 5 明治犬皇 兵庫神戸市中央区多聞通

臣正成）

楠木正成夫人 甘南備神杜（湊川神社境内社） 明治38 明治犬皇 兵庫神戸市中央区多聞通

（滋子刀自命）

＊楠木正行 湊川神社 明治 5 明治天皇 兵庫神戸市中央区多聞通

＊楠木正季 湊川神社 明治5 明治天皇 兵庫神戸市中央区多聞通

＊楠木一族 湊川神社 明治5 明治天吼 兵庫神戸市中央区多聞通
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備 考 典 拠

祭神は元和 3年成立の新宮藩初代藩t。しかしその素性は本願寺総領家執事職下間 兵庫県神社誌中 pl392
頼竜嫡男頼広。なお新宮藩は寛文10年4代邦照の病死により廃藩。しかし弟重教が

新規旗本に取立てられ、規模縮小ながら幕末まで存続し明治42年、八幡神社境内社

2代新宮藩主 兵庫県神社誌中 pl392

古くより城内大石邸跡にはささやかな祠堂が営まれていた。明治17 18年頃、神社建 兵唐県神社誌中 pl476

設の叶画がおこり、同33年大石神社の社号をもって公許。いわゆる四十七義士を祀る

元禄8年、丹波柏原藩再興に際し、織田侶休がその遠祖の織田信長を邸内に祭祀。 兵庫県神社誌附録p84

明治 2年朝廷から健織田社のけが附与。明治13年現地に移遷。武者行列、少年武者

行列などが催された

初代丹波柏原藩主の織田信包 丹波氷上郡志上p217

柏原町志p658

2代丹波柏原藩主 柏原町志 p658

織田上野介は織田似長3男で丹波柏原初代藩主の信包の孫。 3代丹波柏原藩主。イ言 柏原町志 p658

勝は嫡子なく慶安3年死去、廃藩。信勝の母が霊廟を邸跡にまつり、柏原七郷の庶

民は織田大明神などと号した。寛文9年大谷、文政中に現地に移される

柏原町志p658

織田信休は織田信長の二男信雄の五男高長の系統。元禄8年、大和宇陀より入封 (2万 本庁データ
石）、慶安3年以降天領となっていた織田柏原藩再興。以後維新期まで織田柏原描存続

のちに織田神社境内社となる織田大明神か。丹波志では織田上野介（織田倍長3男 丹波志 p389

で丹波柏原初代藩主の信包の孫の信勝か）の居間を引いて社としたという

本庁データ

明治41年、清正神社が合祀 兵庫県神社誌中 pl796

はじめ貴志宮、後、鎌倉景政を勧請して、御霊神社。建武2年領主貴志義氏が後醍 全国下 pl65

醐天皇方に属して戦勝を祈顧

本庁データ

幕末姫路藩の家老。尊皇運動にかかわった 兵庫県神社誌中 p35

射楯兵主神社境内社も招魂社に祀られた祭神が移遷した可能性もあり 本庁データ

幕末姫路藩の家老。道臣の婿養子。尊皇運動にかかわった 兵庫県神社誌中 p35

幕末姫路藩の奉行職 物頭。尊皇運動にかかわった 兵庫県神社誌中 p35

小寺則職の奥女中お菊は、病床に伏した則職の病全快を祈願のため十二所神社に参 本庁データ

拝。 21歳で命を落としたお菊の忠節に対し則職が慰霊のため社創建という。また主家

乗っ取りの陰謀をあばいた衣笠元信の妾 お菊がその策略にはまり、無念の死を遂げ

た後も霊となって、なお、家宝の皿を数え続けるという「怪談 播朴1皿屋敷お菊物語」

のt人公「お菊さん」を祀った神社ともされる

菊池武時七男。南朝方武将。湊川の戦いで自害。楠木正成に楠木一族とともに合祀 兵庫県神社誌上 p71

延元元年足利軍との湊川の戦いで戦死。元禄 5年、徳川光闊、正成の石碑建立。明 兵庫県神社誌上p71

治天皇、明治元年正成神霊奉祀の沙汰書。同 5年鎮座

兵庫県神社誌上 p71

正成の子。正平3年、高師直との四条畷の戦いで戦死。正成に合祀 兵庫県神社誌上p71

正成の弟。湊川の戦いで戦死。正成に一族16柱の一つとして合祀 兵庫県神社誌上p71

正季を含め一族16柱を正成に合祀 兵庫県神社誌上 p71
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祭神名 祭祀社 創嗣時期 創祠者 所在地

児島範長 境内招魂社（祖霊社、射楯兵主神 兵庫姫路市総社本町

社境内社）

＊小林長任（近 八幡神社 兵庫篠山市沢田

江守）

斎藤実盛（実盛） 八阪神社（八幡神社境内社） 兵庫津名郡五色町鮎原古田

斎藤実盛（実盛） 実盛神社 兵庫津名郡五色町鳥飼浦字下Ill

酒井氏武（酒井 酒井神社（八柱神社境内社） ＊明治42 兵庫篠111市初m字屋敷ノ坪
勘四郎氏武）

酒井正親 姫路神社 明治12年 旧領民 兵唐姫路市本町

平景清（生目大 生H神社（八幡神社境内社） 兵庫佐用郡佐用町卜.石井

神）

平教盛 御霊荒神（御崎大明神、平内神社） 正治 2 兵庫城崎郡香住町余部

平家長（伊賀平 御霊荒神（御崎大明神、平内神社） 正治2 兵匝城崎郡香住町余部

内右衛門）

平経政 経政神社 兵庫高砂市阿弥陀町長尾

平経政 八幡神社 兵庫朝来郡朝来町桑市

平頻盛 安徳天皇行在所址碑（八幡神社境 兵庫兵庫区荒田町辻畑

内）

平家長 平内安徳天皇行在所址碑 兵庫兵庫区荒田町辻畑

＊橘長綱 七社神社 兵庫北区lll田町東下

建部政長（政長 建部神社 兵庫姫路市林田町林田字罪岡

神）

谷垣石見守 石見神社（荒井神社境内社） 兵庫丹波市大新谷

徳川家康 明石神社 元禄寛保期 松平直常 兵匝明石市 1：之丸

徳川家康 東照宮社（稲荷神社境内社） 寛永11 兵庫多可郡中町糀屋

徳川家康 東照宮社（春日神社境内社） 兵庫西脇市小坂町

徳川家康 東照宮社（大津神社境内社） 兵庫西脇市島

徳川家康（源家 東照神社（射楯兵主神社境内社） 宝永頃 兵庫姫路市総社本町

康）

徳川家康（東照 権現神社（阿於意神社境内社） 兵庫宍粟郡波賀町道谷

大神）

徳川家康（東照 若歌神社（八阪神社境内社） 兵庫南あわじ市筒井

大神）

＊徳川家康（東 大歳神社 兵庫丹波市山南町太田

照大神）

徳川家康（東照 大将軍神社 兵庫津名郡束浦町仮屋字大将軍

大神）

＊徳川家康（東 事代主神社 兵唐津名郡東浦町谷248

照大神）
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備 考 典 拠

南朝力武将。児島高徳父。赤松則村に攻められ姫路まで数騎で落ちのびたあと自害 兵庫県神社誌中 p35
という

背地の沢田城の城i:．。戦国期に波多野氏に仕える 本庁データ

実盛は斎藤実盛か。安末期の武将。寿水2年加賀国篠原（現石川県加賀市）で源木曽義 兵庫県神社誌下 pl081

仲軍と戦い，，寸死という。この時、稲の株につまづき敵に討たれ、以来、稲を恨み 宮虫と

なって 稲を食い荒らすという伝承から、実盛を虫追と関連させる民俗が広くみられる

鮎原吉田の八阪神社の祭神との関係不詳 本庁データ

波多野氏の被官酒井勘四郎か。大沢城（篠山市月南町大沢奥谷）を居城とするも犬 兵庫県神社誌上 pl262

正6年落城 Q 明治42年‘り地に合併され酒井神社となったというがそれ以前は不詳

兵庫県神社誌中 p46、

臣最初の城主。姫路酒井家遠祖。姫路本町に社殿建立 全国下p189 

生目大神は平景清か 兵庫県神社誌中 pl600

平忠盛の二子。清盛の弟。墳ノ浦の戦いで、弟の経盛と入水 兵庫県神社誌下 pl78

平長綱の兄 兵庫県神社誌下 pl78

平経政は清盛の弟、経盛の嫡了｀ ノ谷の戦で五寸死という。琵琶の名手とされ能 兵庫県神社誌附録p43

「経政」に登場

本庁データ

本碑の右に頼盛の山荘址との仏承から出される。頼盛は平安後期の武士。平忠盛の 兵庫県神社誌上 pl62

頼朝により、所領は安堵

兵庫県神社誌tpl62 
永15年、若下子神社建立（現神戸市北区福地） 兵庫県神杜誌上 p469

建部政長が大阪の陣の戦功により、摂津尼崎、元和 3年の移封で播磨林田 1万石を 兵庫県神社誌附録p52

拝領 Q この後、外様小藩ながら維新期まで建部林田藩存続。なお本貰地の近江神崎

郡建部村 建部神社を勧請か

当地領主の谷垣石見守は隣村との山争いが絶えなかった岩戸[[j （石童l且）の境界紛 本庁データ

争を囲碁で解決したという

松平直常は越前松平明石2代藩t。明石城内に祀ったのが創始。明石藩祖などとと 兵庫県神社誌中 p222
もに祭祀。明治4年廃藩置県により現在地上ノ丸にうつり、同19年明石神社と公称

兵庫県神社誌中 p566、

東照宮 p227

兵庫県神社誌中 p648

兵庫県神社誌中 p590

兵庫県神社誌中 p35、

東照宮 p227

兵庫県神社誌中 pl797

兵庫県神社誌下 pl335

兵庫県神社誌附録p84

兵庫県神社誌附録p90

本庁データ
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

豊臣秀吉 御霊神社 文禄4 兵庫豊岡市中

豊臣秀吉 大将軍神社 兵庫―二．木市□吉川町東中
豊臣秀吉（豊国 豊国稲荷神社 兵庫神戸市兵庫区蜀谷

大神）

豊臣秀吉（豊国 三坂神社 兵庫神戸市西区神出町北

大神）

豊臣秀頼 猪名野神社 兵庫伊丹市宮ノ前

波多野秀治 二村神社 兵庫篠山市味間奥

蜂須賀家政 国瑞彦神社（国瑞彦護国神社） 明治10 兵庫洲本市111手

蜂須賀茂紹 国瑞彦神社（国瑞彦護国神社） 大正 8 兵庫洲本市山手

藤田行康（藤田 三郎太夫神社（木梨神社境内社） 兵庫加東郡社町藤田

三郎大夫）

藤原仲光 田尻神社（田尻稲荷神社、多田神 ＊江戸期 兵庫川西市多田院多田所町

社境内社）

本多忠勝（藤原 本多神社（八幡神社境内社） 兵庫宍粟郡lll崎町門前
忠勝）

本多忠真（藤原 本多神社（八幡神社境内社） 兵庫宍粟郡山崎町門前

忠真）

本多忠朝（藤原 本多神社（八幡神社境内社） 兵庫宍粟郡山崎町門前

忠朝）

松平直明 正建大神 兵庫神戸市垂水lメ．

松平直明 明石神社 元禄寛保期 松平直常 兵庫明石市上之丸

松平直良 明石神社 元禄寛保期 松平直常 兵庫明石市上之丸

松平永兼 陽谷大神社 寛永13年 松平光重 兵庫明石、長野松本

松平信定（内膳 桜井神社 明治15 旧藩士結杜 兵唐尼崎市南城内

正桜井信定） 信愛社有志

松平忠軍（桜井 桜井神社 明治15 旧藩十結社 兵庫尼崎市南城内

忠重） 信愛社有志

＊松平尼崎藩主 桜井神社 明治15 旧藩且甜士 兵庫尼崎市南城内

歴代 信愛社有志

＊源為朝（鎮西 猪名野神杜 兵庫伊丹市宮ノ前

八郎）

源満仲 多田院（多田大権現社、多田神社） 長徳3 満仲子孫 兵庫川西市多田院多田所町

源義家 多田大権現社（多田神社） 兵庫川西市多田院多田所町
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備 考 典 拠

ただし）じ禄以前の文書では祭神豊臣秀吉は未確認という 兵庫県神社誌ド p213

兵庫県神社誌附録pl8

豊国大神は豊臣秀吉か 本庁データ

農国大神は翌臣秀古か 本庁データ

天止年間荒木村重が兵を起した際、 ‘li社荒廃。慶長6年、豊臣秀頼が当社再興を地 兵唐県神社誌上 p501
蔵坊長照法師に命じたという

丹波八十阪城tで、弟の亀山城主秀尚と共に、その勢力は丹波一円に及んだ。織田信 本庁データ
長の中国攻略の線に沿って明智光秀が丹波に攻め入ったとき抗戦c 光秀の母を人質

にとるのと交換に城を出て安土に向かい、弟の秀尚らとともに安土で媒刑

初代徳島藩主。徳島県名東郡田浦（徳島市）の国瑞彦神杜より勧請 兵庫県神社誌ド p998

16代徳島藩主。徳島県名東郡田浦（徳島市）の国瑞彦神社より勧請 兵康県神社誌下 p998

久寿 2年武蔵じ党の一つの猪俣氏の一族政行が藤田（埼玉県大里郡寄居町藤田）を領 兵庫県神社誌中 p454

有し藤田と改姓と伝える。元／tt1年そのf孫“藤田三郎大夫行康”が一の谷の戦いで
源範頼軍の武将として生田の森で先陣となり、戦死というが、藤田三大夫はこの人物か

源満仲の家来。謡曲「仲光」に登場。明治9年、本社境内に移ったという 兵庫県神社誌上 p579

江戸初期の大名、徳川四天王の→人。徳川幕府の設立に力を尽くす。慶長15年桑名 兵庫県神社誌中 pl770

で死去。本多lll崎藩の藩祖として忠真 忠朝とともに祭祀か。本多山崎藩は大和郡山

から池田氏改易の後、本多忠英が延宝7年人部して成立。 1万石。維新期まで定着

山崎藩祖として祭祀か。本多忠勝の叔父にあたる武将で、三方原の戦いで討死 兵附県神社誌中 pl770

山崎藩祖として祭祀か。本多忠勝―＾男。 1:総大多喜城主 兵庫県神社誌中 pl770

祭神は越前松平初代明石藩主。岩岡大神（素鳶鳴尊）とともに合祀され、岩国神社 全国下 pl51

と称した

祭神は越前松平初代明石藩主。越前大野から天和 2年入封。直常は2代藩主。越前 兵庫県神社誌中 p222

松平氏は維新期まで明石定着

祭神は越前松平明石藩の祖にあたり結城秀康の七男。徳川家康とともに祭祀。松平 兵庫県神社誌中 p222

直常は越前松平明石2代藩t

松平光重叔父。享保11年松本移封後、五社として他の権力神とともに合祀。なお光 神社名鑑 p344、全国

軍は松平（戸田）明石藩2代藩t p502 

信定は松平長親の第て子、二河桜井に住し桜井松平と称す。信定から10代の忠喬が 兵庫県神社誌上 p394、

正徳元年遠小l・I掛川より入部、維新期まで定着。譜代藩。慶応4年桜井氏に改姓。 1言 神社誌料上p646
愛社有志が旧城内に建立、各松平尼崎藩主の霊を祭祀

信定を初代として桜井松平家 8代。遠朴1掛川藩主。尼崎藩祖として祭祀 兵庫県神社誌上 p394、

ネ車ネtiも未斗tp646 
信定祭祀に際し、歴代藩主合祀 神社誌料上p646

久安6年、為朝は13オで当地に滞留、当社を再興したという 兵庫県神社誌上 p501

康保4年、多田溝仲この地を開拓。犬延2年当地に築城し源氏の居城とした。後に 兵庫県神社誌上p507

仏門にはいり一寺を創建、多田院とした。長徳3年の死去後、子孫は廟所創建。の

ち多田院と廟所は同ー視される。徳川家綱社殿再建、社領500石寄進。明治維新の神

仏分離後、多田大神の神号をえて多田神社と改称

源頼義の子。前九年 後三年の役を平定、源氏の棟梁としての地位を確立した 兵庫県神社誌上p507
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祭神名 祭祀社 創嗣時期 創祠者 所在地

源義家 大将軍神社 兵庫相生市川原町

源頼信 多田大権現社（多田神杜） 兵庫川西市多田院多mp斤町

源頓光 多田大権現社（多田神社） 仄庫川西市多田院多田所町

源頼義 多田大権現社（多田神社） 兵庫川西市多田院多田所町

源頓義 大将軍神社 兵庫相生市川原町

源頼政 新宮神朴（八幡神社境内社） ＊明治42 兵庫揖保郡新宮町新宮

源頼朝 大将軍神社 兵庫相牛市川原町

宮部継潤 御霊神社 兵庫豊岡市元町

毛利重能 算学神社（熊野神朴境内社） 兵庫西宮市熊野町

森可成 赤穂神社（赤杷大石神社） 明和3 木木木、中し、、1‘仕, 、 兵庫赤穂市 L仮尾

森n]成 祖霊札（礼相神社、八幡神社境内 兵庫佐用郡＿＿：二日月町Jり井野
社）

森長可 赤穂神社（赤穂大石神ネt) 明和3 森忠洪 兵庫赤杷市卜仮屋

森忠政 赤穂神社（赤穂大石神社） 明和3 森忠洪 兵庫赤穂、iti!：仮屋

森忠政 祖霊杜（礼祖神社、八幡神社境内 兵庫佐用郡:H月町乃片野
杜）

森可隆 赤穂神社（亦穂大石神社） 明治14 兵庫赤穂,ti上仮／病

森長定（閾丸長 赤穂神社（赤穂大石神ネt) 明治14 兵庫赤杷市卜.仮屋

定）

森長隆（坊丸長 赤穂神社（赤穂大石神社） 明治14 兵庫赤穂市,-仮屋

隆）

森長氏（力丸長 赤穂神社（赤穂大石神社） 明治14 兵庫赤杷rtit仮屋
氏）

森長俊 祖霊杜（礼相神社、八幡神社境内 兵庫佐用郡こ日月町乃井野

社）

山鹿高興（山鹿 山鹿神社（赤穂大石神社） 兵庫赤杷lIit仮屋
素行）

山名小太郎 若宮神社（明月神社境内社） 兵庫篠lllrli小坂

＊鷲尾義久（鷲 鷲尾十郎義久祠（十郎神社、大賣 ＊明治41 兵庫篠山市寺内

尾十郎） 神社）

（奈良）

井口太郎左衛門 井口八幡社 奈良吉野郡川上村高原

織田信長 建勲神社（伊射奈岐神社境内社） 奈良犬理市柳本町

織田信長 建勲神朴 奈良桜井市芝

越智親家 二社郎（在南神社） 奈良高市郡高取町越智
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備 衿 典 拠

本庁データ

源満仲のfで頼光弟。平忠常の乱平定。河内源氏相で板束に地盤を築き，この流れ 兵庫県神社誌上 p507
から頼朝が出たので，東糾言は武1’'］源氏の祖とみられた

源満仲の嫡子。 f孫は摂津源氏と呼ばれ、清和源氏の嫡流 兵庫県神社誌上 p507

平安中期の武将。源頼信の子。義家の父。前九年の役を平定し束国での源氏の地位 兵庫県神社誌 I・.p507 

を確定的なものとした

本庁データ

平安後期の武将。仲政のf。若くしてflJ/1院判官代となって白河法皇に仕える。保元の 兵庫県神社誌中 pl392
乱では源義朝に従い犬皐方、平治の乱では同族を捨てて天皇方（平氏方）に加わったた

め源氏で一人身を守り得た。武家出身ではない新宮藩主（旗本）池田家（本顧寺総領

家執事職）が藩祖などとともに先祖神として祭祀か。明治42年、八幡神社の境内杜

本庁データ

はじめ比脊い山僧兵。のち浅井氏に仕えたあと豊臣秀吉家臣。天正8年、豊岡に入る。隠居 本庁データ

後、子の長戦は関ヶ原の戦いで西軍につき所領没収。継澗は陸奥南部に流され、盛岡で没

石見国長谷村の生まれ。芳い時算術を学び、後、豊臣秀吉 秀頼に仕えたが、大坂 本庁データ

の陣後、浪人。江戸で算術を教え著害に日本最古の算術書『割算書』がある

宝永3年、亦穂に入部した森長直の先祖で長可、長定（蘭丸）の父。織田信長武将。 兵庫県神社誌中 pl510、

明和 3年、忠洪 (5代森赤穂藩t）が嗣をたて＝＾者（可成 長可 忠政）の霊を祀 ネ車ネt孟も序斗＿Lp753 
り、二霊祠と呼ばれる。なお享保 5年、初代森赤穂藩キ長直が密かに祠をたて二者

の霊を祀ったとの説もある（神社誌料上）。明治12年赤穂神社。同14年、森家祖先を

更に四霊（可隆長定長隆長氏）を合祀

兵庫県神社誌中 pl583、

本庁データ

森可成―9男。元亀元年朝倉 浅井連合軍と戦いによる父の討死により相続 兵庫県神社誌中 pl510

森長叶末弟。慶長8年信濃川中島から津lll転封、初代森津山藩主 兵庫県神社誌中 pl510

兵庫県神社誌中 pl583、

本庁データ

森可成長男。元亀元年、織田信長の命による朝倉攻めで討死 兵庫県神社誌中 pl510

森可成三男。織田伯長小奸。本能寺の変で討死 兵庫県神村誌中 pl510

森可成四男。本能寺の変で討死 兵庫県神社誌中 pl510

森可成九男。本能寺の変で討化 兵庫県神社誌中 pl510

初代津山藩中森忠政の孫。 3代津il」藩主森長武弟で、延宝4年当地に分地され津山 兵庫県神社誌中 pl583、

新田藩（：：日月藩）主 本庁データ

本庁データ

板井城（篠山市上板井の城主という伝承あり。明智の丹波攻めにより、犬正 6年落 兵庫県神社誌上 pl295

城とされる）城主という

鷲尼卜郎は、一ノ谷の合戦の際、いわゆる鶉超に案内をした上地の猟師の十という鷲 兵庫県神社誌上 pll20、

尾十郎義久。丹波志には「義久｝J首奥朴Iヨリ飛来ヲ祭卜云」と記す。明治41年、十 丹波志pl52
郎神社が本社へ合祀

南朝方の遺臣とされる 奈良県史神社 p248

奈良県史神社 p70

奈良県史神社 p90

越智氏家系図によると、建久8年に没した親家を有南岡に葬り、越智ー族米田監俊 奈良県史神札 p537

武がそ社郎をたて祭祀という。越智氏は清和源氏の庶流で、代々大和宇野に居て、

宇野源氏また大和源氏とも云った。宇野親家は、元暦元年 2月、源範頻に属して平

氏を追討したという。平氏滅亡後、大和越智・栢原などを宛がわれ親家は越智粉盛岳

に家居、越智氏に改称という。当杜は在南神社とも
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祭神名 祭祀社 創嗣時期 創祠者 所在地

片桐且元 片桐神社（小泉神社境内札） 奈良大和郡Ill市小呆町

加藤清正 加藤神社（八幡神社境内社） 奈良五條市五條本町

楠木正成 吉水神社 奈良古野郡告野町吉野山山 F

楠木正成（楠正 窮木神社 奈良御所市高天

成）

楠木正成 楠神社（小川神社境内社） 奈良古野郡十津川村小川

楠木正行（楠正 四位殿神社 奈良吉野郡上北lll村小橡

行）

楠木正行（楠正 葛木神社 奈良御所市高犬

行）

楠木正勝 大将軍社（皇大神社境内社） 奈良吉野郡十津川村武蔵

児島範長 船岡神社（吉野神宮境内社） 奈良吉野郡吉野町吉野山

児島高徳 船岡神社（吉野神宮境内社） 奈良吉野郡吉野町吉野llJ

桜Ill荻俊 船岡神社（吉野神宮境内社） 奈良吉野郡古野町吉野山

平将門 神田神社（御霊神社境内社） 奈良五條市岡

竹原宗規（竹原 大塔神社 奈良吉野郡大塔村辻堂

八郎）

土居通増 瀧櫻神社（吉野神宮境内社） 奈良古野郡古野町吉野111

当麻為貞（高田 当麻神社（天神社境内社） 奈良大和高田市三和町

城主祖神）

当麻為長（高田 当麻神社（天神社境内社） 奈良大和高田市二和町

城主祖神）

徳川家康 東照宮（東大寺境内、のち手向ilJ 元禄15 東大寺公慶上人 奈良奈良市雑司町

神社境内社）

徳川家康（東照 葵神社（漢国神社境内社） 江戸期 奈良奈良市漢国町

大権現）

徳川家康 大将軍神社（戸隠神社境内社） 奈良奈良市須川町

徳川家康 東照宮（法隆寺阿弥陀堂境内、の ＊宝麻 8 奈良牛駒郡斑旭町

ち斑鴻神社境内社）

徳川家康 東照宮神社(+二社神社境内社） 奈良吉野郡川上村入之波

徳川家康 東照宮（丹生川上神社境内社） 奈良吉野郡東吉野村小

得能道綱 瀧櫻神社（吉野神宮境内社） 奈良吉野郡吉野町吉野山

戸野兵衛 大塔神社 奈良吉野郡大塔村辻堂

柳沢吉保 柳沢神社 明治13 奈良大和郡山市北郡山

柳沢吉保 祖霊社（柳沢神社境内社） 奈良大和郡山市北郡山

（和歌山）

安達盛長 安達藤九郎盛長宮（盛長神社） ＊江戸期 里人 和歌山西牟婁郡白浜町534

阿波田次郎（粟 内原王子神社 応永7 和歌山日高郡日晶町萩原

田次郎）

安藤直次 藤厳神社（闘鶏神社境内社） 和歌山田辺市湊

北畠顕家 伊勢皇大神宮（丹生神社境内社） 和歌山海草郡美里町長谷宮

木村八郎 木村先生社（木村神社） 宝暦3 大窪村民 和歌山海草郡下津町大窪
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備 考 典 拠

小泉藩は片桐且元の弟の貞隆が慶長 6年に‘り地域を拝領して成立した 1万石余の外 本庁データ

様小藩。以後維新期まて定着。藩祖としての祭祀か

奈良県史神社 pl23

もと占水院という寺院。明治8年神村となる 奈良県史神社 p621

奈良県史神社 p448

奈良県史神社 pl21

楠木」l:．成嫡男 本庁データ

奈良県史神朴 p448

楠木正成孫。明徳3年、正成が築城した千見城は正勝の時に畠山基国より攻め洛とされる 奈良県史神社p225

備後守。高徳の父 奈良県史神社 p216

南北朝期の南朝方武将。 奈良県史神社 p216

南北朝期の南朝方武将。元弘元年吉備津神社で挙兵するも翌年同社に火をかけ自刃 奈良県史神社 p216

奈良県史神社 pl26

十沖川地域の豪族。元弘元年、口寸幕派の一人だった大塔宮護良親王が吉野方面に逃 奈良県史神社 p239

げ延びた際かくまい、のち討稲運動に参加

南北朝期、伊予の南朝方武将 本庁データ

高川城は永亭4年にヽ li麻為貞が築城。祖神とは為貞以降＿‘片麻氏歴代か。なお天正8 奈良県史神社 p96
年織田信長の大和検地に当麻氏は従わず城地を没収され、犬正11年、筒井順慶によっ

て攻められ当麻氏は所領を没収。高田城もその際に廃城

高田城は％麻為長期に最も栄えたという 奈良県史神社 p96

将軍徳川綱吉や牛母桂昌院の援助で東大寺大仏殿の普請が開始された時に、公慶上 東照宮 p97、神社誌料

人が勧請巾請、建立。明治初めの神仏分離後、手向山八幡宮（神社）に移遷 上 pl354

漢国神社に奉納された鎧を作成した具足師岩井氏は早くより徳川家康に起用され、 奈良県史神社 p23、東

その屋敷に家康が大阪冬の陣に際し休息という 照宮 pll6

奈良県史神社 p48

大坂冬の陣に際し家康が止宿したという法隆年阿弥陀院境内に勧請。宝麻 8年記録 東照宮 p95

で確認。明治8年斑鳩神社移遷

奈良県史神社 p249

奈良県史神社 p252

南北朝期の南朝方武将。元弘3年挙兵し、土居氏らと連合、鎌倉幕府方を攻略 本庁データ

護良親下．が吉野に落ちのびた際、叔父の竹原宗規（八郎）とともに助けたという 奈良県史神社 p239

大和郡III城跡本丸に祭祀 全国下 p222

全国下 p222

盛長は源頼朝家臣。祀れば疫病の利益ありと神託で祭祀という。近懺では安達藤九 和歌山県神社誌p355

郎盛長宮。明治］じ年改称

阿波田は崎山飛騨守家正の家臣で1心永2年鞍賀多和長尾城で戦死、同 7年祀る 内原王子神社由緒記・

祭神記

相歌山藩付家老田辺領主安藤家初代 和歌山県神社誌 p337

南朝方武将。 21オで戦死という 本庁データ

祭神は紀）廿浅野家代官。寛永期減免などで当地の村の衰微を救ったといい、村民が 和歌山県神社誌 pllO

祀った
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祭神名 祭祀社 創詞時期 創嗣者 所在地

楠木正成（楠正 楠神権現社（楠神社） ＊江戸期 和歌山那賀郡粉河町遠方

成）

楠木正成（楠正 勝神神社 和歌山那賀郡粉河町勝神

成）

平経盛 色川神社 和歌山東牟婁郡那智勝浦町大野

平盛氏 色川神社 和歌山東牟婁郡那智勝浦町大野

平維盛 維盛神社（色川神社） ＊大正3 和歌山東牟婁郡那智勝浦町大野

徳川家康 東照大権現（東照宮） 元和 7 徳川頼宜 和歌山和歌ill市和歌浦西

徳川家康 異ill寺東照宮 寛永 5 行人派 和歌山伊都郡高野町小田原谷

徳川家康 青巌寺東照宮 元和 3 学侶派 和歌山伊都郡高野町小田原谷

徳川家康 東照宮（大徳院境内） 寛永20 聖派 和歌山伊都郡高野町五ノ室谷

徳川秀忠 御霊屋（台徳院廟、大徳院境内） 和歌山伊都郡高野町五ノ室谷

徳川頼宜 南龍神社（東照宮） 明治 7 和歌山和歌山市和歌浦西

徳川頓宣 御書神社（山神社） 江戸期 住民 和歌山西牟婁郡白浜町湯崎

徳川頼宜（源） 南龍神社（皆瀬神社） ＊明治42 和歌山日高郡竜神村竜神

豊臣秀吉 日吉神社（厳島神社） 和歌山伊都郡高野口町大野

那須宗隆（宗閥） 宗高神社（長野八幡神社） 前近代 和歌山田辺市長野

那須定守 定守神社（長野八幡神社） 前近代 和歌山田辺市長野

藤原高隆（戒蔵） 春日神社 中世 村民 和歌山和歌山市松江中

（鳥取）

赤松広英 赤松八幡宮（赤松霊社。のち赤松 元和 l 池田長幸 鳥取鳥取市湯所町

神社） （備中守）

＊尼子経久 藤森神社 鳥取西伯郡南部町原

池田忠継 樗硲神社 明治 7 鳥取鳥取市上町

池田忠雄 樗硲神社 明治 7 鳥取鳥取市上町

池田光仲 樗硲神社 明治7 鳥取鳥取市上町

池田慶徳 樗硲神社 明治11 鳥取烏取市上町

池田利政（摂津 摂津神社（逢坂八幡神社境内社） 鳥取酉伯郡中山町松河原

守）

池田家旧臣 招魂杜 明治 l 池田塵徳 鳥取鳥取市上町

伊田隆正 伊田八幡宮（福栄神社。現在同社 ＊大正2 鳥取日野郡日南町神福

境内杜）

井戸正明（平左 真砂神碑（日御崎神社境内社） 鳥取境港市渡町

衛門）

人江小太郎 若宮社（若宮神社） 寛政2 当地＋孫 鳥取八頭郡郡家町山志谷

勝田四郎 剣御崎勝田神社（白尾神社境内杜） 烏取境港市外江町
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備 考^ 典 拠

紀伊統風土記では‘り地 遠方村の産上神という 和歌山県神社誌 pl32

和歌山県神社誌 pl33

和歌山県神社誌 p422

和歌山県神社誌 p422

平清盛長男重盛の長男。大正3年に合祀 和歌山県神社誌 p422

はじめ東照大権現と称したが、正保2年H光山大権現の改称に伴い、現社名とする 束照宮 p38、全国下 p236

明治21年1発絶 東照宮 p91

神体像は幕府に1願い出て元和 3年青巌寺に安置、正保3年絵図には堂宇確認。明治
東照宮 p92

尼年、青巌寺と興山寺と一つになり金剛峰寺。東照宮神像は霊宝館蔵

徳川家霊台と呼ばれ、徳川秀忠と合祀 束照宮 p90

徳川家霊台と呼ばれ、徳川家康と合祀 東照宮 p90

大正7年に束照宮へ合祀 東照宮 p40、和歌山県
神社誌p58

元和 5年、頼宜は鉛lll鉱山焚励のため年貢免除の御書卜1寸。住民はこれを神体とす 和歌山県神杜誌 p354
る御苫神社建立。御害祭を行った

南龍神社が明治42年に皆瀬神社へ合祀 和歌山県神杜誌 p312

和歌山県神社誌 p220

那須り・ 和歌山県神社誌 p352

那須り・・の末孫。鎌倉より八幡神を勧請し本社創建という。明治 7年定守神社は八 和歌山県神社誌p352
幡神社に合祀

護良親T．の武将。古野没落後、当地へ落ち戒蔵と改名。 9片地松江の人々の生活苦に鑑み 和歌山県神社誌p25
南海神社再腺をはかり自らの祖神の春日神社神霊を勧請しながら実現。没後村民が祀る

但馬 竹田城主。関ヶ原合戦後、鳥取宮部氏を攻めたため徳川家康より切腹を命じ 鳥取県神社誌p23
られる。その後怨霊化したという

舎人親王と合祀。文明 9年尼子氏の家督を継ぐ0 守護京極氏を排除し、出雲国内の 鳥取県神社誌p474
諸豪族を従えて、尼十氏の戦国大名化に成功。伯苦方面にも派兵

旧東照宮に池田（松平）、島取藩祖合祀。忠継は初代池田烏取藩主池田光仲叔父で、 鳥取県神社誌pl5
岡ll]藩主

1日東照宮に池田（松平）鳥取藩相合祀。忠雄は初代池田鳥取藩主池田光仲父で、岡 鳥取県神社誌 pl5

lll藩主

1日東照宮に池田（松平）鳥取藩祖合祀。光仲は初代池田（松平）鳥取藩主 鳥取県神社誌 pl5

幕木 維新期の池田鳥取藩t.。池田（松平）鳥取藩主祖たちに合祀 鳥取県神社誌 pl5

大坂の陣で活躍したという鳥取藩家老。寛永年中、利政の舘が当地にあり、本社を 鳥取県神社誌p449
崇敬という

明治元年11月、鳥取藩主池田慶徳が戊辰戦争の鳥取藩戦死者の招魂大祭を行ったの 鳥取県神社誌pl4
が創始

大正3年、伊田八幡宮は神戸神社に合祀、福栄神社と改称c 本庁データでは福栄神 鳥取県神社誌p555
社境内社

近世中期の石見大森代官、備中笠岡代官。石見代官着任の翌享保17年の大凶作に際 本庁データ

し、薩摩芋の導入に尽力、やがて中国地方全域に普及

[J碑では延文年中播磨国赤松家の浪人入江小太郎が当村に来住。寛政2年、子孫が 鳥取県神社誌 pl64
祖神祭祀。はじめ若宮社。明治元年廃社、同12年再興

祭神は鬼ヶ沢の鬼（農民たちをくるしめた人たち）を退治して死んだとも、鎌倉時代 本庁データ

に境港から弓ヶ浜部にかけて開拓事業を行ったともいう。もとは白尾神社の祭神とい

うが米fに勝田神社ができて本社祭神ではなくなったという
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

勝田四郎 勝田神社 鳥取境港市外江町

小松勝豊（刑部 莉宮（小松神ネt) ＊明治 l 地域民で子孫 鳥取八頭郡八東町柿原

少輔勝豊） 力

佐治四郎 佐治神社（刈地神社） ＊昭和3 鳥取島取市佐治町刈地

、ド経盛 藤原神社（池田神社境内社） 鳥取八頭郡若桜町中原

武田高1言（武田 鴨尼神社（玉津神社境内社） 鳥取鳥取巾干津

三河守高佑）

徳川家康 東照宮（東照権現。樗硲神杜） 慶安3 池田光仲 鳥取鳥取市上町

＊徳川家康 横手神社（大神山神社奥宮境内社） 鳥取内伯郡大山町大111字中門院谷

名和長年 氏殿権現（氏殿神社。名和神社境 承応明肝頃 領艮池田光仲 鳥取西伯郡名和町名和

内社）

名和長年 名和神社 明治11 領民池川尤仲 鳥取西伯郡名和町名和

＊名和長屯 名和神社 明治11 鳥取西伯郡名和町名和

＊名和義高 名和神社 明治11 鳥取西伯郡名和町名和

＊名和高光 名和神社 明治11 鳥取西伯郡名和町名和

＊名和泰長 名和神社 明治11 鳥取西伯郡名和町名和

＊名和行泰 名和神社 明治11 鳥取西伯郡名和町名和

＊名和義長 名和神社 明治11 烏取西伯郡名和町名和

＊名和氏家臣 名和神社 明治11 鳥取西伯郡名和町名和

長谷部信連 厳島神社 鳥取H野郡日南町神福

＊櫃田四郎三郎 宮田神社（福栄神社） ＊大正2 鳥取日野郡日南町神福

保木本義憲（保 保木本荒神（保木本神朴） ＊明治 l ＋孫 鳥取八頭郡八東町柿原

木本宗左衛門）

＊＝」こ豊範 北野神社（芙取神社境内社） 宝栢6 地域民 鳥取岩芙郡岩芙町太田

山家公頓 白尾神社 鳥取境港市外江町

山名豊数 立見神社 f)取鳥取市宮谷

山名氏豊 山名神社 島取鳥取巾青谷町鳴滝

渡辺照政（源五 奥宮下山神社（大神山神社奥宮境 、り取西伯郡大山町大llJ字中門院谷

郎） 内社）

（島根）

秋山光重（隼人） 秋iii善神（秋山社。横田八幡宮境 天正16 村民 島根仁多郡横田町中村

内社）
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備 考 典 拠

祭神は鬼ヶ沢の鬼（農民たちをくるしめた人たち）を退治して死んだとも、鎌倉時代 米子市立図書館

に境湛から弓ヶ浜部にかけて開拓事業を行ったともいう。もとは白尾神村の祭神とい

祭神は尺正の頃滅んた老婆ヶ城tという。初め若宮と称す（）崇敬者の地域民は勝凹 島取県神社誌 pl48
f係という。明治元年廃社、ド］12年再興し小松神社
祭神は崎地佐治村を開発したと伝えられる地頭とされる。昭和 3年当地の佐治神社 鳥取県神社誌 pl81

が刈地神flに合祀

平安後期の武将、公卿。平忠盛のf。平清盛の異母弟。保Jじ］じ年安芸守に任ぜられ、 本庁データ
以後、常陸 伊賀 料狭の国守を歴仔。壇ノ浦の戦いで入水

因幡国の国人。因幡守護山名曹定（因幡山名氏）の家臣。久松山城（後の鳥取城で 本庁データ

天神山城出城）城t。永禄6年、豊定の後を継いだl|j名豊数を追放し、犬神山城を
取り国人層を傘Fに11年間実権掌握。人正元年、山名豊国が、山中鹿之助と手を紺，

び反繋、高には病気のため久松山城に陣没したと伝えられる

寛永9年池田光仲が入封。日光東照宮の分霊を樗硲（おおちだに）に勧請 社殿造 烏取県神社誌 pl5
党（慶安 3年）、東照宮もしくは東照権現と称し祭礼実施。明治 7年藩祖三名（池田

忠継息雄 光仲）を合祀、樗箱神社と改称

鳥取県神社誌 pll

承1心 明肝頃、名和村地内の名和氏邸‘む跡と称するところに、地方の崇敬者が一小 島取県神社誌 p4
祠を建立。氏殿権現と称する。延宝 5年、池田氏入国、光仲が人窪友尚に命じ社殿

建立、氏殿神ネ！となる。明治になって移された社殿は名和神社と呼称

南朝方武将し）承応、 明暦頃、名和村地内の名和氏邸宅跡と称するところに、地方の 鳥取県神社誌 p4

崇敬者がー小祠を建立。氏殿権現と称する。延宝 5年、池田氏入国、光仲が大窪友

尚に命じ社殿建立、氏殿神社となる。明治になって社殿が移され、明治11年現社名。

名和長星以 l；；＿一族がこの時配祠

氏骰神社より現社名になった社に名和長重以ト一族 南北朝内乱期に名和氏ととも 島取県神社誌 p4

に戦死した者なと配加］。長重は名和長年甥

祭神は名和長年嫡男 鳥取県神社誌 p4

祭神は名和長年二弟 鳥取県神社誌 p4

祭神は名和長年四弟 鳥取県神社誌 p4

祭神は名和長年九弟 烏取県神社誌 p4

祭神は名和長年甥。ほか外戚など→族 鳥取県神社誌 p4

河迫義元など 島取県神社誌 p4

以仁王にしたがったとして平氏に捕縛。 ＾説では、当地伯者国日野に配流（治承4) 鳥取県神社誌 p562

されたという。平氏が源氏に追われて没落すると、信連は赦免され、寿永 2年、金持

左衛門尉を頼って伯者国日野郡黒田に住む。この辺のことは「平家物語」諸本の「信

連合戦」の項にも出る。本社は1百連のf実信が厳島より勧請という
はじめ当地福塚所在。大正2年、神戸神社に合祀、福栄神社と改称 鳥取県神社誌 p555

k1|．．．頃、没落した名婆ヶ城城主小松勝豊家臣といい、没落に際し当地へ移住、子孫 鳥取県神社誌 pl48

が祭祀。明治元年廃社、同12年再棋

祭神は道竹城t （岩美郡宕芙町）。宝暦 6年に北野神社（祭神菅原道頁）に地域民 鳥取県神社誌 p71
が配祠。大正6年、北野神杜を美取神社に合祀

近枇初期伊逹字和島藩重臣（、御家騒動が原因で死去 本庁データ

祭神は山名豊定（因幡山名氏）の嫡男c 家督を継くが家比武田高信の謀叛に遭い天 本庁データ

神山城を退去、その後死去

因幡山名氏一族か。鳥取県倉占市に氏豊の館跡との伝承地あり 本庁データ

祭神は備中国浅[7郡郡司か 息i打丈し見ネ車村］誌 pll

祭神は毛利氏家臣で、尼f氏との対戦に際し、敗走、 ,11地横田にたどり着く。八幡 島根の神々p34
宮の宮山に記れたが神主田中和泉守次郎兵衛が代官七郎兵衛へ注進したため殺され

るしその亡霊の祟りで田中家哺矢絶滅という。このため村人が小社建立、秋山善神

（あきやまぜんしん）として怨霊を祀ったという

武
士
神
格
化
一
覧
．
稿
（
下
・
西
日
本
編
）
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祭神名 祭祀杜 創祠時期 創祠者 所在地

吾郷武利（弾正） 弾正社（阿利神社境内社） 吾郷氏 島根出雲市塩冶町

朝山綱忠 岡見八幡宮（佐太神社境内社） 島根八束郡鹿島町佐陀宮内

＊足利直冬 八幡宮 島根週摩郡仁摩町仁―}j

安達善五郎 山神杜 大同年間後 島根鹿足郡津和野町豊稼

尼子国久 士夫神社（十二所神社境内社） 島根安来市広瀬町富田

井戸正明（平左 井戸神社 明治12 郷民 局根大田市大森町昭和

衛門）

井戸正明（平左 井戸神社（苅田神社境内社） 島根大田市久手町

衛門）

井戸正明（平左 井戸神社（春日神社境内社） 島根江津市桜江町漉賀

衛門）

井戸正明（平左 金刀比羅神社（八幡宮境内社） 島根江津市桜江町谷住郷

衛門）

井戸正明 賀茂神社 島根邑智郡邑南町中野

井戸正明（平左 以後神社（天満宮境内社） 島根江津市松川町

衛門）

牛尾久家（民部 武功命（能徳八幡神社、牛尾神杜、 天文年間後 島根松江市上束川津町

左衛門） 現在布自伎美神社） 力

牛尾重信 牛尾霊神（八幡宮境内社） 宝暦13 島根江津市桜江町市山

牛尾重嗣 牛尾霊神（八幡宮境内社） 宝暦13 島根江津市桜江町市llj

牛尾重次 牛尾霊神（八幡宮境外社） 文化8 島根江津市桜江町市山

＊塩冶高貞（判 塩冶神社 島根出雲市上塩冶町

官高貞）

塩冶高貞（判官 塩冶判官高貞社（塩冶神社境内社） 島根出雲市上塩冶町

高貞）

＊大内義弘 水上神社 島根大田市水1：町

大内義拐 大内神社 島根八束郡東出雲町揖屋

＊大久保長安 豊田神社 島根益田市横田町

（大久保石見守）

大垣秀清（八郎 霊神社（内神社境内社） 島根松江市大坦町

左衛門）

太田政清 今宮社（美保神社境内社若宮社）
島根八束郡芙保関町美保関

大谷盛英（若狭 若宮神社（八幡宮境内社） 慶長 6 島根美濃郡匹見町匪見日女森

盛英）

大塚誠久（土佐 若宮神社（大歳神社境内社） 島根裳南市＿三刀屋町乙加宮

守）
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備 考 典 拠

石見国人領主佐波氏の分家でのち尼子氏につく赤穴氏の家臣吾郷氏の祖。現在地は 島根の神々p34

もと弾正社境内だったが、戦後当地を吾郷家が寄進し、阿利神社境内社となる

尼f氏家臣。出雲佐太神社神t．と、出雲芦山城tを兼任した。永禄5年に戦死した 本庁データ
貞綱の父

祭神は足利尊氏の子で直義の養f。文和 7年入京したが石見に敗走 島根の神々p35

神杜由緒では延麻年間に祭神が銀鉱脈を津和野川上流で発見。大同元年に金山彦命 島根の神々p35

を勧請してll」神社とし、善五郎没後に合祠、鎮守神にしたという

尼f新宮党の当主。新宮党は次第に家中で勢力を伸ばしたが、毛利元就の計略によ 本庁データ
り、尼＋晴久によって誅殺

＃保16年石見銀山代官。甘藷栽培の法を薩摩から導入、救荒作物として成功させた。 島根縣神社概説 p74、

芋代官 芋どのさんと敬慕され、郷民が承認をうけ創祠 島根の神々p50

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

牛尾氏は信,J-1・1諏訪から出雲牛尾荘に移った国人領t。初め京極氏、のち尼子氏につ 島根の神々p61
大内の合戦で大内方（毛利方）についたともいう。の

ち毛利氏に下る。祭神は川津在所の城に拠ったため川津民部左衛門とも称されたとい

う。久家没後、霊の託官により、はじめ上東川津古手に社建立、武功命と称す。後

年能徳に移り能徳八幡宮、明治初年牛旭神社。「雲陽誌」上川津の条によれば応神天

皇をまつる本社は弘治年間以前の勧請ともいう

神社由緒では、八幡宮が後嵯峨天皇の時、牛尾重信により勧請されたという 島根の神々p62

島根の神々p62

島根の神々p62

南北朝時代の武将で、出雲守護を務めた。鎌倉時代最後の出雲守護で、のち室町幕 島根の神々p63

I隠岐の守護。「太平記」には、高師直の告げ口で足利尊氏らの軍に追われ、
都落ちした末、自害した半生が描かれる。また浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵」では赤穂

城t浅野長矩に擬せられる
島根の神々p63

長門 島根の神々p83

大内義弘・義輿関係者と思われるが不詳。甘、大内義房が揖西西灘に敗走して漂着、 島根の神々p85、pl58

当地の吉儀惣右衛門に救われたが死亡。吉儀氏が小嗣を建て大内権現として祀った

との伝承あり。したがって義房は戦死した義弘の可能性もある

石見銀[[j初代奉行。病死後、不正が露見し一族惨殺という 島根の神々p84

本庁データ

但馬国守護の太田氏の流れか。和歌森太郎『美保神社の研究』では、尼子と隠岐の 島根の神々p251、p297

判官佐々木京極とが合戦した際の人物で、京から落ち来て当地で憤死し、その御霊が

祀られたか。近世芙保関の盆踊歌に神楽太鼓は今宮様よ、とあり芸能神の性格も持つ

盛英は鎖守府将軍平貞盛の後裔といい匹見龍山城主。益田家に属したが議言により 島根の神々p84

天正12年一族滅亡。種々の災害があったため霊を鎮めるため慶長6年若宮神社建立

尼子国久の子の尼子誠久か 本庁データ
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祭神名 祭祀社 創廊］時期 創祠者 所在地

大野高直（次郎 霊神社（内神社境内社） 島根松江市大垣町

左衛門高直）

大野高成（彦次 霊神社（内神社境内社） 島根松江市大垣町

郎高成）

小野高通 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出雲市東神西町

小野元通 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出安市東神西町

小野景通 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出雲市東神西町

小野時通 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出玄市東神西町

小野時景 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出雲市束神西町

小野貞景 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出雲市東神西町

小野清景 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出雰市東神西町

小野惟景 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出雲市束神西町

小野為通 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出実市東神西町

小野連通 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出雲市束神西町

小野広通 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出雲市東神西町

小野久通 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出雲市東神西町

小野国通 神西八幡宮（那賣佐神社境内社） 島根出雲市東神西町

加藤清正 清正神社（市木神社境内社） 弘化4 斎木正賢 島根那賀郡旭町lli木

（縫之介）

＊亀井紐矩 武荘霊社（津和野神社） 宝暦～天明 亀井矩貞 島根鹿足郡津和野町田才息

年間

＊亀井舷監（こ 津和野神社 明治18以降 島根鹿足郡津和野町田＿て穂

れみ）

楠正輝 将軍神社（宇波神社境内社） 島根安来市広瀬町字波

小早川隆景 小早川堂（小早川社。芙談神社境 島根平田市美淡町

内社）

小早川正平 小早川堂（小早川社。美談神杜境 島根平田市美談町

内社）

＊古和之霊 豊田神社 ＊明治40 島根益田市横田町

＊斎藤隠岐守 大元神社境内社（大元神社） ＊明治39 島根益田市簿原町

斎藤隠岐守 隠岐神社（大元神社境外杜） 島根益田市滝迫Ill

＊斎藤侶周（盾 八坂神社（新宮神社境内社） 地域民 島根益田市丈都町板井川

藤筑後守）

＊佐伯重行 崎所大明神（八幡宮） 地域民 島根鹿足郡六H市町田野原

佐々木定綱 佐々木神社（八王子神社境内社） 地域民 島根貼岐郡貼岐の島町元屋

佐々木少輔五郎 東山神社 島根隠岐郡記岐の島町西町
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備 考 典 拠

大野次郎左衛門高直とは宍道湖対岸の本宮山城主、大野氏のことか。戦国末期には 本庁データ

宍道氏と対峙した氏族

本庁データ

神内氏祖。八幡大神占証文に「小野高通 波加佐村へ御入部。年は貞応二年癸末」 本庁データ

とあり、貞応2年にはじめて当地神亜の地頭（新補地頭）に補されたという

小野高通のf孫で八幡人神古証文に見える神西家十→一代の一人 本庁データ

八幡大神占固［文に見える神西家 f二二代の一人 本庁データ

八幡大神古呻文に見える神西家t_._代の一人 本庁データ

八幡大神古証文に見える神西家十＾代の」、 本庁データ

八幡大神古証文に見える神西家トニ代の J¥ 本庁データ

本庁データ

八幡大神古証文に見える神西家十て代の一人 本庁データ

八幡大神古証文に見える神西家 t-二代の）人 本庁データ

八幡大神古祉文に見える神西家t→-．代の一人 本庁データ

八幡大神古証文に見える神西家十二代の一人 本庁データ

八幡大神古証文に見える神西家卜＿こ代の］人 本庁データ

八幡大神古証文に見える神西家十＿―.代の一人 本庁データ

弘化4年、斎木が熊本より勧請、庄屋寺本兵三郎信親が社殿建立という。信仰には 島根の神々pl06

耀病との関係があるという

絃矩は囚幡鹿野から元和 3年、坂崎氏改易後の津和野に入部。亀井津和野藩初代藩 島根の神々plOO
主。矩貞は 7代亀井津和野藩主で武蕊霊社の神号を得て合祠

紐監は11代亀片津和野藩上で幕木 維新期に治世をとった。明治18年没 島根の神々plOO

本庁データ

雲陽誌によれば、弘治尤年因幡での合戦に敗走した小早川隆景が当地にいたりここで 島根の神々pllO、p250

白害したという伝承があり、これにより祀られたか。なおこの伝承は元禄2年に美談
村典源寺の棟札にあるといい、すでにこの時期までに伝承化されていたか。隆景は毛

利元就ご．男で、小見川止平が天文12年戦死後、小早川家相続。慶長2年死亡

犬文12年、尼子軍との合戦で出雲神It川で戦死。毛利元就三男隆景が小早川家相続 島根の神々p250

南北朝期、三隅町の大麻山麓、古和の地から連れてこられた某武将の子で、非業の 島根の神々pl33

死をとげたという。慰霊のため小祠が造られたが、明治40年豊田神社合嗣

平家落武者で、当地高木村簿原の山間に潜んだという。のち益田兼高にしたがい開 島根の神々p143
墾、隅 高浪l|lに築城。晩年、滝迫で刺客により落命という。はじめ大元神社境内

社に祀ったが、明治39年本社に合祠。地区開拓の祖として崇敬

隠岐守が非業の死をとげた滝迫山に祀る。厄除神として崇敬 島根の神々pl43

三隅氏に仕えた登代城主。元亀2年、益田藤兼家臣の宇津川城主小原修理大夫の攻 島根の神々pl43

撃で討死。慰霊のため地域民が八坂神社に祀ったという

仁安年間頃の当地恢族という。宮廷から寵愛する名馬献上を要求されたがこれを拒否 島根の神々pl50

したため子供を処罰される。これを知り乗馬して河津川の渓谷で憤死。地域民が霊を

龍神とともにまつったのが、河津の崎所大明神社。明治初年八幡宮に合祠。崎所大

明神は雨乞いに霊験ありという

鎌倉初期の出冥 隠岐の守護地頭職。定綱は地頭職として当地に着任すると、本貰 島根の神々pl44

地近江より日神 月神を勧請し武良郷（西郷町中村）で日月和合祭を始めたところ、

無病息災 五穀豊饒となったので祭祀と伝える

鎌倉初期の出雲 昆岐の守護地頭職であった佐々木氏に関係する人物か 本庁データ
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

佐世城主某之霊 佐世杜（大月神社境内社） 島根雲南市大東町金成

杉宗参（杉宗三） 杉守社（大内神社境内社） 島根八束郡東出雲町揖屋

周布兼定 三家元神社 御神本氏家臣 島根浜田市内田町

＊周布兼定 天満宮 島根那賀郡旭町丸原

諏訪信連（左衛 稚児神社（諏訪神社境内社） 島根邑智郡邑南町矢上

門太郎）

＊平資能（寺戸 稲荷神社（八幡神社境内社） 島根益田市匹見町澄川

資能）

裔橋輿光（大九 剣神社（賀茂神社境内社） 島根邑智郡邑南町阿須那

郎輿光）

竹内弘時（豊後 指月大明神（指月神社） 弘治 l以降 島根鹿足郡六H市町沢田
守弘時）

多々良邦嘉（多々 法加社（熊野神杜境内社） 島根平田市本庄町

良四郎邦嘉）

田原将監 奥宮神社（奢け智神社境内社） 島根八束郡美保関町諸喰

垂水四郎（赤松 垂水明神（垂水神社） 寛正年間後 島根平田市河下町

祐信）

徳川家康 東照宮（松江神社） 寛永 5 堀尾忠晴 島根松江市殿l!IJ

徳川家康 末次東照宮 島根松江市西茶町

徳川家康 東照宮（山邊八代姫命神社） 島根大田市久利町

徳川家康 宮市東照宮（八幡宮境内社力） 島根大田市波仙町

徳川家康 長久東照宮（八幡宮） 島根大田市長久町

徳川家康 静間東照宮（静間神社境内社） 文久2 島根大田市静間町

徳川家康 東照宮（城上神社境内社） 島根大田市大森町い

徳川家康 東照宮（勝源寺境内） 党永13 竹村丹後守 島根大田市大森町

徳川家康 東照宮（高倉山八幡宮） 島根江津市波積町本郷

徳川家康 湯里東照宮（温泉郷八幡宮） 島根迩摩郡温泉津町湯里

徳川家康 西田東照宮（水上神社境内社） 島根迩摩郡温泉津町西田

徳川家康 仁摩東照宮（神楽岡八幡宮） 島根迩摩郡仁摩町仁）j町

徳川家康 馬路東照宮（乙見神社） 島根迩摩郡仁摩町馬路町

徳川家康 大国東照宮（白石八幡宮境内社力） 島根迩摩郡仁摩町天河内町

徳川家康 吾郷東照宮（天津神社境内社） 島根邑智郡美郷町吾郷

徳川家康 美田東照宮（焼火神社境内社） 島根隠岐郡隠岐の島町＝．田

新田義興 八幡宮 享保16- 亀井荻満 島根鹿足郡津和野町鷲原

元文 l
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島根の神々pl43

えた。雲賜軍実記 永緑6年の尼＋将tのなかに、亀井能登守安綱・牛尾遠江守幸
清等とともに佐世伊切、『清宗の名がみえる。また雲陽誌 大原郡t．佐世村条に「古
城、佐世伊豆守の城跡なり斯111に伊豆守先祖の石塔あり」と記され、清信から清宗
までの佐1呆歴代の城tの一人であろう

八束郡誌揖）尭村大内神社の項に大内義房の家老として杉宗三がみえる。これは実賜 島根の神々pl58
軍実記に犬文11年 1月12日大内義降が出宍へ出陣した将上のなかにみえる杉入道宗
参のことか。また義房は義隆のことか

文永年間の伍見国守護。益田兼季の次男で1古］布城を築き、周布氏元祖として村臨。 島根の神々pl58

島根の神々p257

本社諏訪神札は諏訪信連が郡守としてイ訂ヽ}|1から‘り地へ移った際に承和 2年勧請。信 島根の神々pl57
連は矢上村郡Ill城主で氏神の神職としても奉仕、没後稚児神社に祭祀という。諏訪
氏は29代国友まで武家を兼ねた神職、それ以後神職専任で静氏に改姓

島根の神々pl82
澄川のt居原の叶松に築城し、八幡宮勧請。その子の平吉は資能と称し、永禄12年没。
なお八幡宮村殿を造営したといい、この功で稲荷神社に合祀されるか。澄Ill家譜には

寺Ii平吉資能の名がみえ、平古資能が略され祭神名となったものか。平氏系統か不詳

祭神名は藤掛城j：ー。高橋氏は源平合戦後、阿須那の地、木須田の藤掛城を居とする。 島根の神々p239
興光はに氾成3年身内の裏切りで27オで討死。慰霊のため剣神社建立

弘時は沢田の秋尾城主で、津和野城t古見家の家老の一人。氏神春日神社に寄進し、萩 島根の神々pl82
Ii城（指月城）鎮護のため杜を建立、指月大明神をまつる。弘治元年、陶氏の軍勢によ
り落城、自害、のち祀られる。春日 指月両社は明治年間に地元の大几神社に合胤i]

多々良は大内の本姓。熊野神社由緒では、大内義隆自害（天文20年9月）の際、そ 島根の神々pl80
の類策多々良四郎邦嘉という人物が出雲楯縫郡に落ちのび、のち法体し法賀と号し

たという。したがって邦嘉は大内氏族か

島根の神々pl83

実名は赤松祐信で南朝方武将赤松則村了・孫で赤松満祐の子。寛正年間に垂水谷に住 島根の神々p50

し没後に祀られ乖水明神と称されたという

松江市郊外西尼に鎮座。明治31年、楽ll」神社と合祀、翌年社地を現在地へ移し松江 島根縣神社概説p22

神社と改称

東照宮 p229

山邊八代姫命神社相殿 東照宮 p229

東照宮p229

八幡宮相殿か 東照宮 p229

東照宮 p229

東照宮p229

寛水13年頃の勧請か。竹村は伍見代官。毎年4月、 9月に祭礼が実施されたという 東照宮 p229

裔倉lll八幡宮柑殿 東照宮 p229

温泉郷八幡宮相殿 東照宮 p229

東照宮 p229

神楽岡八幡宮相殿 東照宮 p229

乙見神社合祀か 東照宮p229

東照宮 p229

東照宮 p229

東照宮 p229

新田義貞の子で南朝方武将。正‘fi.20年六郷川矢口渡しで伏兵にあい自決。 4代亀井 島根の神々p212

藩主絃満の時、新田明神社より勧請し社祠が建てられ、のちに八幡宮合祠か。武の

一層の降盛を1禎って祀ったという
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

久永行盛（越中 久永神社（折居神社境内社） 地域民 島根邑智郡邑南町井原

守）

＊藤原重永 指月神社 藤原噂氾l)氏 島根鹿足郡六日市町沢田

古田重治 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 島根浜田市殿町

古田重恒 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 島根浜田市殿町

＊堀尾吉晴 松江神社 昭和 6 島根松江市殿町

本多忠蔽 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

本多忠盈 亀山神社（天豊足柄姫命神杜境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

本多忠粛 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

益田国兼（御神 八坂神社 島根益田rti大谷

本国兼）

益田国兼（御神 天満宮 島根益田市芙都町

本国兼）

益田国兼（御神 ＿三家元神社 島根浜田市内田町

本固兼）

＊益田国兼（御 犬満宮 島根那賀郡旭町丸原

神本国兼）

松平直政 楽山神社（松江神社） 明治10 旧藩領士民 島根松江市殿町

松平治郷 松江神社 昭和 6 島根松江市殿町

松平康映 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

松平康官 亀山神社（火豊足柄姫命神社境内社） 明治25 ILI領民 島根浜田市殿町

松平康員 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

松平康豊 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

松平康福 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

松平康定 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

松平康任 亀山神杜（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

松平康爵 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

松平斉厚 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

松平武揚 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

松平武成 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧領民 島根浜田市殿町

松平武聡 亀山神社（天豊足柄姫命神社境内社） 明治25 旧頒民 島根浜田市殿町

三浦三郎右衛門 河内神社（八幡宮境内社） ＊弘化4 地域民 島根益田市美都町丸茂

三隅兼連 二隅神社 昭和12 島根那賀郡已隅町―_：隅
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久永氏は治承4年、井原に地頭職として居仲、雲井城より久永庄を治めた。中野 島根の神々p233
（当町内）に鎮座の賀茂神社より、御旅所の折居に勧請。これが折居神社。明応5年、

尼＋氏の攻撃をうけ（一説に犬文13年、三原の小笠原氏）落城、時の城t越中守行
盛（幸盛）は切腹という

重永は平安時代中期に背地間拓の祖として居住、その際大和の春H神社より勧諭し 島根の神々p239
たのが指月神社前身という。没後は祖先神として崇敬、明治以降、指月神社に合祠

か。藤原氏は吊くより当地方周辺を開きのち豊田氏と称した

元和 5年に伊勢松坂より浜田に封しられた初代古田浜田藩主。浜田（亀山）城築城 本庁データ

2代古田浜田藩主。慶安 1年、嗣［なく死去し絶家 本庁データ

堀／¢古睛は事実上の松江藩初代藩tとみなされる。松江神社合祠 島根縣神社概説p22

松平康福にかわり下総古河より転封、初代本多浜田藩上 本庁データ

2代本多浜田藩t 本庁データ

3代本多浜田藩主。明和 6年二̂inJ岡崎へ移封 本庁データ

藤原忠道 9代日という。承久 2年に石見国―口］、のち石見御神本（浜田市上村）にt 島根の神々p250、p257
着、地名を本姓とし周辺開拓。これより4代兼高の時に益田に移り、七尾城を居城と
して益田に改姓。背初、大谷に届したので、地域の開祖者として祭祀か

天満宮社伝に‘り地が国兼頷であるため祖神として祭祀、という 島根の神々p250

島根の神々p257

己家元神社の祭神を勧請という 島根の神々p257

松平直政（越前家）は以極忠高無嗣断絶後、信濃松本より入封。 1H松江藩士民は松 島根縣神社概説p22
江市近郊西川津楽lllに社地を定め祭祀。明治31年、東照宮と合祀、翌年、社地を現
在地に移し松江神社と改称

7代松平松江藩t。藩財政立て化しを行う 島根縣神社概説p22

古田氏絶家後、慶安2年に播磨ill崎より人封C 8普代松平（松井）家。浜田藩主となった 本庁データ
歴代松平（松井）氏は周防守を官途とし、 4代後の康福の時（宝暦9)、一時下総占河に

転封となるが再人封（明和 6)。この間、本多氏が浜田藩主。また康福より 3代後の康爵

の時（天保7)、陸奥棚倉へ移封、かわって上野館林より親藩松平（越智）家の斉厚が人
封。同家の歴代浜田藩主の官途は右近将監。以上、浜田藩主には前期松平（松井）氏

凋防守系）、本多氏、後期松平（松井）氏（周防守系）、松平（越智）氏（右近将監系）

が相次いで就任。これらを区別すため、松平康映を初代前期松平（松井）浜田藩主と仮称

2代前期松平（松井）浜田藩t 本庁データ

3代前期松平（松井）浜田藩主 本庁データ

4代前期松平（松井）浜田藩t 本庁データ

5代前期松平（松井）浜田藩主。宝暦9年、寺社奉行就任により卜総古河転封。明 本庁データ

和6年、岡崎より、再度浜田人封、初代後期松平（松井）浜田藩主となる

2代後期松平（松井）浜田藩主 本庁データ

3代後期松平（松井）浜田藩t 本庁データ

4代後期松平（松井）浜田藩主。天保 7年陸奥棚倉へ移封 本庁データ

上野館林より浜田入部。親藩で初代松平（越智）浜田藩主 本庁データ

2代松‘r（越智）浜田藩主 本庁データ

3代松平（越智）浜田藩主 本庁データ

4代松平（越智）浜田藩主 本庁データ

信濃から移り当地を開拓した野上氏祖先の胎族か。定住とともに三浦より野上に改 島根の神々p258

姓という。弘化4年の火災で文献焼失

祭神は御神本（益田）国兼のf孫で益田七尾城主益田兼高の二男にあたる兼信の曾孫で、 島根縣神社概説 p372、
裔城四代城主。南朝方武将で足利方の戦い洛外で戦死という。南朝方忠誠により祭祀 島根の神々p257
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

源範頼 八幡宮 島根鹿足郡津和野町中曽野

＊源頻信 木園神社（八幡宮） 古見氏 島根鹿足郡沖和野町中竹野

＊源頼義 木園神社（八幡宮） 古見氏 島根鹿足郡津和野町中曽野

＊源義家 木園神社（八幡宮） 古見氏 島根鹿足郡沖和野町中杓野

＊毛利元就 水上神社 島根大田市水じ町福原

毛利元就 豊栄神社 島根大田市大森町

＊毛利輝元 八幡宮 島根迩摩郡仁摩町仁）j

山中八卜郎 愛宕神社（高倉lll八幡宮境内社） 島根江津市波積町

吉見頼治 八幡宮 島根鹿足郡津和野町中曽野

＊吉見頼行 八幡宮 島根鹿足郡沖和野町中曽野

＊吉見頼行 鷲原八幡宮 島根鹿足郡津和野町鷲原

＊吉見頼行 金JJ比羅神社 島根鹿足郡津和野町吹野

＊吉見頻直 八幡宮 島根鹿足郡沖和野町中伯野

＊吉見直頼 八幡宮 島根鹿足郡津和野町中曽野

＊占見弘信 八幡宮 島根鹿足郡津和野町中的野

＊古見頼広 八幡宮 島根鹿足郡津和野町中曽野

＊古見成頼 八幡宮 島根鹿足郡津和野町中曽野

＊昔見頼興 八幡宮 島根鹿足郡沖和野町中曽野

＊吉見隆頼 八幡宮 島根鹿足郡津和野町中曽野

＊古見正頼 八幡宮 島根鹿足郡津和野町中曽野

＊吉見広頼 八幡宮 島根鹿足郡津和野町中曽野

＊古見元頼 八幡宮 島根鹿足郡津和野町中曽野

＊古見広長 八幡宮 島根鹿足郡津和野町中曽野

＊米原綱党（平 諏訪神社 島根簸川郡斐川町学頭

内兵衛綱寛）

領家公但 愛宕神杜 島根益田市向横手町

領家恒止（古城 領家神杜（高城神村） ＊明治 7 島根益田市神田町

t．某霊）

領家恒正妻（古 領家神社（高城神社） ＊明治 7 島根益田市神ll:I町

城主某妻霊）

領家桓利 領家神社（高城神社） ＊明治7 島根益田市神川町

領家恒利麦 領家神杜（高城神社） ＊明治7 島根益田市神田町

芥林伊賀止 伊賀神社（住吉神社境内社） 島根陪岐郡陀岐の島町原田

（岡山）

池田輝政 閑谷神社 明治4 岡山備前市閑谷

池田利隆 閑谷神社 明治4 岡山備前市閑谷

池田光政 芳烈祠（閑谷神社） 貞享 l 岡III備前市閑谷

池田光政 岡iii神社 岡山県岡山市い関町

板倉勝遁 八重雌神杜 寛政 5 板倉勝政 岡山高梁市内111f 
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備 考 典 拠

鎌倉初期の武将。源義朝のf→ Q i原頼朝の弟で、兄のもとで働くがのちに伊 本庁データ
叫こ幽閉され殺される

平安中期の武将。＋の頼義とともに平忠常の乱を平定。木曽野（津和野町）は津和 島根の神々 p258

野城上吉見氏の居館があった所で、清和源氏源範頼に出自する同氏が祖として頼義

やその長子占家などとともに―う所権現として木園神社に祀る。のちに八幡宮へ合祀

源頓信の子く）前九年の役平定。源氏祖神として頼伝やfの義家などと合祀 島根の神々 p258

源頻義の子。父頼義とともに前九年の役平定。後二年の役では私財で武将をねぎらっ 島根の神々 p258

たという。八幡太郎。源氏祖神として頼義やその父頼信などと合祀

島根の神々 p263

本庁データ

島根の神々 p262

地域開発に関わる先祖霊か 島根の神々 p206

吉見一族で石見古見氏の祖とされる頻行の父頼忠の弟 本庁データ

古見氏は源範頼の後裔。石見古見氏は頼行が弘安 5年、蒙古襲来の防御のため、能 島根の神々 p284

登から西石見に下向したことに始まるとされる。以来、三本松城（津和野城）に拠っ

て、慶長 5年広頓が毛利氏の長門退転に従って津和野を離れるまで、 300年間余、西

石見に君臨。‘り地中曽野に祀られるのは吉見氏居館があったため

当地鷲原は津和野城南西麓で大手近くの要地のために、祭祀か 島根の神々 p284

本庁データ

い見占見氏。頼行のf・ 本庁データ

石見古見氏。頼直のf 本庁データ

石見吉見氏。 l直頓の子 本庁データ

石見吉見氏。弘信の子 本庁データ

石見吉見氏。頼弘の子 本庁データ

石見吉見氏。成頼のfで成頼嫡男侶頓の義-f 本庁データ

い見吉見氏。頓興の子 本庁データ

11代石見吉見氏とされる。隆興の弟で隆頼の養子 本庁データ

石見吉見氏。 ll:．頼の子 本庁データ

石見古見氏。広頼の十で文禄の役で戦死 本庁データ

石見古見氏。元頼の弟で戦死の兄にかわり相続。毛利氏を数度出奔、のち自刃 本庁データ

出雲尼子卜旗の第六旗にあたる高瀬城t.。尼子氏譜代家位。一時毛利方につくが永 島根の神々 p285
禄12年尼子氏に帰参

向横手城t.。貞応元年頃公恒支配下にはいったという 本庁データ

領家氏は当地豪族で、祭神ば恒正と見られる。恒正は止平年間ごろ―：：星池城主とい 島根の神々 pl33

い、子の恒利も祭祀という。しかし一族は南朝 北朝方に分かれ争ったという。はじ

め＿＿占屈池城跡の領家神社の祭神であったが、のち松林lll河内神社境内社となり、明

治7年高城神社に合祀

恒止の妻か 島根の神々 pl33

領家恒正のfか 島根の神々 pl33

恒利の妻か 島根の神々 pl33

当地原田を開発した人物といい氏神として祭祀 本庁データ

光政祖父。明治4年、芳烈嗣（光政）に合祀，閑谷神社と改称 岡山県神社誌 pl77

光政父。明治4年、芳烈祠（光政）に合祀，閑谷神社と改称 岡山県神社誌 pl77

貞享元年、閑谷堂に隣接の党舎を新聖堂と称して池田光政の霊をまつり、宝永元年に 全同下 p321

その像を安骰して芳烈嗣と称した。明治 4年、祖父輝政、父利隆を合祀（閑谷神札）

本社はド神社などと呼ばれる古社。池田氏は城門鎮守として崇敬 本庁データ、岡山県神

杜誌 pl4

勝重は松山藩t板倉氏の祖c，所司代 岡山県神社誌 p352
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

板倉重宗 八重鉦神社 明治18 岡山高梁市内111下

板倉重昌 消山神社 寛政6 板倉家 岡山岡山市庭瀬

板倉璽矩 清山神社 寛政6 板倉家 岡山岡山市庭瀬

大富年範 大富八幡宮 岡山瀬戸内市邑久町大富

国司隠岐守 国司神社 岡111吉備郡真備町辻田

熊沢蕃lll 真主堂（鋭石神社境内社） 岡山備前市八木山

＊児島高徳 作楽神社 文化 9 松‘臼康孝 岡lll津ll」市神戸

児島高徳 磐裂神社 岡山小田郡芙星町東水砂

妹尾兼康 井神社 岡山総杜市井尻野

妹尾兼康 国司神社 岡山吉備郡真備町辻田

平将門 神田稲荷神社（若宮八幡宮） 岡山瀬戸内市邑久町尻海

竹野井氏高（竹 氏高神社（宇佐八幡神社） 岡ll!小田郡美星町黒忠

之井）

徳川家康 東照宮（玉井宮東照宮） 正保2 池田光政 岡山岡山市東山

徳川家康 東照宮（吉備津神社境内社） 岡山岡山市吉備津

徳川家康 東照宮（鯉喰神社） 岡山倉敷市矢部

徳川家康 高梁東照宮（八重籠神社力） 岡山高梁市内山下

徳川家康 牛文東照宮（諏訪神社境内社） 岡lll瀬戸内市長船町牛文

徳川家康 束照大権現堂（東照宮。地蔵院境内） 延宝貞享期 森長武 岡山津山市小田中

徳川家光 東照大権現堂（東照宮。地蔵院境内） 延宝貞享期 森長武 岡山津山市小田中

徳川家綱 東照大権現常（東照宮。地蔵院境内） 廷宝貞享期 森長武 岡山津山市小田中

長尾勝明 護桜神社（作楽神社境内社） 岡山津山市神戸

中江藤樹 真t堂（鋭石神社境内社） 岡山備前市八木l廿

藤木佐馬之介 藤木神社 岡ll]新見市長屋

蒔田家歴代 丸山神社 岡山総社市門田

松平忠頂 東照宮（地蔵院境内） 明治4 岡山津山市小田中

松平慶倫 東照宮（地蔵院境内） 明治4 岡山津山市小田中

松平慶倫火人 東照宮（地蔵院境内） 明治4 岡山津山市小田中

水谷勝隆 水谷神社（羽黒神社境内社） 岡山倉敷市玉島中央町

水谷勝宗 水谷神社（羽黒神社境内社） 岡111倉敷市じ島中央町

水谷勝美 水谷神社（羽黒神社境内社） 岡山倉敷市玉島中央町

山家公頓 和霊神社（八幡宮境内社） 岡山玉野市田井

山家公頼 和霊神社（四柱神社境内社） 岡山倉敷市下津伊吹上

山家公頓 和霊神社（興除神杜境内社） 岡山倉敷市中畦

山家公頓 和霊神社（両児神社境内社） 岡山倉敷市松島

山家公頓 和霊神社（荒神社境内社） 岡山倉敷市帯高

山家公頼 和霊神社（箆取神社境内社） 岡山倉敷市西之浦

山家公頼（山部 和霊神社（国鉾神社境内社） 岡山都窪郡早島町早島

霊神）
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備 考 典 拠

勝重長子 岡山県神杜誌 p352

庭瀬藩―t祖として祭祀 岡山県神社誌p218

庭瀬藩―t祖として祭祀 岡山県神社誌p218

本社は嘉肝年中、南朝方臣児島高徳の家［h．人富が崇敬した神社 岡山県神社誌pl89

｝こ［［中頃、 t利輝元の郡代［恒lHjが F道地方を治めていた際、水路復興に尽くした。 岡山県神社誌 p315
本社は用水守護神

岡山藩上 本庁データ

貞 L芦5年藩t森氏の臣長尾勝明が後醍醐天兒の霊蹟に鑑み、桜樹を植え、石標をた 名鑑p688
てた。文化9年津山藩主松平康孝は児島の木造を写させ、明治元年、藩主は朝廷に

誓顔し、翌2年社殿建築

本庁データ

寿永｝じ年当地領主妹尾氏は水利を開こうとして本社に祈顧、当地開墾 岡山県神社誌p326

本庁データ

本庁データ

本社は当地黒忠int竹野井光高が豊前宇佐宮より勧請。犬正9年氏高 春高が再建 岡山県神社誌 p269、本
庁データ

東照宮 p63

古備津神社fl地への朱印状交付に対し、本社社家頭が毎年江戸城参勤、「御祓箱」 東照宮 pll8

献卜といい、このような経緯が勧議の背景か

本社は占くは古備津神社末札であるためその関係での勧請か 東照宮 pl19 

八重鉦神社に合祀か 東照宮 p230

東照宮 p230

森長武は 3代森津lll藩＿i：で東照大権現常を建て家康 家光 家綱の位牌をまつる。 東照宮 pll9
Jじ文4年2代松平津山藩主浅五郎が上野寛永寺勧善院より東照宮の神休を勧諭。明

治4年最後の津lll藩主慶倫夫妻と遠祖忠直合祀

東照大権現党内に位牌合祀 東照宮 pll9

束照大権現常内に位牌合祀 東照宮pll9

貞亨5年藩主森氏の比長尾勝明が後醍醐天皇の霊蹟に鑑み、桜樹を植え、石標をたてた 名鑑p688

もと大洲藩士。熊沢蕃山の賜明学の師 本庁データ

本庁データ

浅尾藩中歴代 岡山県神社誌 p325

松平津山藩主家の遠祖として合祀 東照宮 p47

9代松平津山藩主で最後の藩t 東照宮 p47

9代松平津山藩t夫人 東照宮 p47

備中成羽から松山へ移封 本庁データ

備中松山城主。 Jj治元年当地開墾。 Ill領出羽から羽黒宮を移祀、開墾成就祈願 岡山県神社誌 p91、本

庁データ

備中松山城t除封 本庁データ

現在は幡宮宮ri]が境外社として兼任。氏神様として地元民が管理 本庁データ、八幡宮宮

司、宇和島市誌編纂室

本庁データ

本庁データ

本庁データ

岡山県神社誌 p37

岡山県神社誌p44

本庁データ
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祭神名 祭祀杜 創祠時期 創祠者 所在地

山家公頼 和霊神社 宝j什2 岡山都在郡山手村岡谷

l|l家公頼（山家 和霊神社（大宮神社境内社） 岡山浅LI郡金光町占見

清兵衛）

山家公頼 和霊神社（鴨神社境内ネf.） 岡山浅口郡鴨方町鴨方

山家公頼 和霊神社（大浦神社境内社） 岡山浅口郡寄島町寄島

山家公頼 和霊神社（御名方神社境内社） 岡山浅口郡船穂町船穂

山家公頼 和霊神社（荒神社境内社） 岡山児島郡灘崎町植松

ill家公頼 和霊神社（天地神社境内杜） 岡山赤磐郡赤坂町東軽部

山家公頼（矢部 和霊神杜（穂社境内社） 岡山総社市総社

清兵衛）

山家公頻 和霊神社（春日神社境内社） 岡山岡山市七H市西町

山家公頼 和霊神社（岩倉山神社境内社） 岡山井原市岩倉町

山家公頻 和霊神社（岩牟良神社境内社） 岡山加賀郡苫備中央町竹荘

渡辺照政 渡辺源五郎照政（八幡神杜境内社） 岡Il1勝田郡勝央町黒坂

（広島）

浅野長政 位牌堂（饒津（にぎつ）神社） 宝永3 浅野綱長 広島広島市東区二葉の里

浅野長政夫人末 ．．葉lll御社（饒津神杜） 明治 1 広島広島市東区―§葉の里

津姫

浅野幸長 饒津神社 大正14 広島広島市東区二葉の里

浅野長晟 饒津神社 大化］4 広島広島市東区二葉の里

浅野長勲 饒津神社 昭和15 広島広島市東区―．葉の里

浅野光晟 祖霊札（東照宮境内社） 広島広島市東区．・-葉の里

足利義昭 三島明神社 ＊元文期 広島福山市津之郷町

足利義昭室 三島明神社 ＊元文期 広島福山市津之郷町

阿部清兵衛 和霊神社（福山八幡宮境内杜） 広島福山市北吉津町

＊阿部家歴代藩 勇鷹神社（阿部神社、備後護国神 文化10 阿部正精 広島福山市丸之内

主 社）

上田玄蕃 記念社向君社（八幡神社境内社） 広島福山市川口町

江田降貴 小嗣（八幡神杜） ＊江戸期 広島二次市海渡町

大中正房 大中社（山御所阿刀明神社） 広島広島市安佐南区沼田町阿戸

岡景勝（志摩守） 惣堂社（崇堂神社） 広島福山市大門町

尼関霊神 尾関神社 江戸期 尾関正勝f孫 広島山県郡北広島町大幹

片岡兵庫 艮神杜 広島庄原市本郷町

加藤清[E 清正神社 弘化3 広島福山市新市町宮内

加藤清正 豊国神社（厳島神杜境内社） 広島佐伯郡宮島町 1-l 

蟹江正則 若宮神社 広島福山市木之庄町

河野氏元 剣若宮（亀llJ八幡神社） 広島豊田郡安浦町内海

吉川家経 馬場神社（小山八幡神社） 広島山県郡北広島町大朝

吉川経憲 馬場神社（小山八幡神社） 広島山県郡北広島町大朝

吉川興経 治功神社（龍山八幡神村） 尤亀4 古川凡春 広島山県郡北広島町新庄
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備 考^ 典 拠

伊f宇和島和囃：神社を勧出 岡山県神社誌p223

本庁データ

本庁データ

本庁データ

岡山県神社誌 p247

岡山県神社誌 p98

岡山県神社誌pl57

矢部清兵衛は山家清兵衛公頼か 本庁データ

岡山県神社誌pl5

I測illりしf車t!:五もp289

岡山県神社誌p331

本庁データ

浅野家初代。綱長 (6代）が広島城の艮（東北鬼門）の力位にあたる明星院内に浅 広島県神社誌 p25

野長政の位牌堂を込貨。）く保6年浅野斉粛（なりたか）が先祖追孝のため社殿造営、

こ葉ii」御社と称し饒津大明神と定まった。明治6年、現社名。

長政に合祀 広島県神社誌p25

浅野家 2代。長政 1d]大人に合祀 仏島県神社誌p25

浅野家3代、広島藩主初代。長政 同夫人に合祀 広島県神社誌p25

浅野家14代、広島藩の最後の藩主 広島県神杜誌p25

慶安元年、東照宮創建 広島県神社誌 p22

元文期に室の社と合祀したという 西備名区、広島県神社

誌 p873

はじめ上三島と称して西の山上に社があったが、 Jじ文期に義明の社と合祀したという 西備名区、広島県神社

誌 p873

安倍は山家消兵衛公頼か 本庁データ

阿部神社は文化10年に福山藩主阿部正精が、その祖、大彦命を大和同阿部神社より 広島県神社誌 p902

勧謂して創建

広島県神社誌 p800

本社は肝返山城主江田氏が天文年中に石清水八幡宮勧請したもの。芸藩通志に本朴
広島県神社誌 p990

境内に江田隆貴を祀る小刷の記載有

甲斐より落ち延び長承3年に阿刀明社創建という。康治2年に八幡宮創建ともいう 芸藩通志、広島県神杜

誌 p61

天文年中に伊予の河野氏に攻められ落城した城主という 西備名区、広島県神社

誌 p853

福島正則家臣の尾関正勝が、主家改易の折り、当地に落ち延び帰農、子孫が開祖の 広島県神社誌p386

霊を祀るという

広島県神札誌pl027

柄気平癒の守護神、江戸期に数度社殿造替 広島県神社誌pl243

広島県神社誌p340

祭神は中山杭許且霊 広島県神社誌 p807

本庁データ

広島県神社誌 p400

広島県神社誌p400

祭神は古川元春養父 広島県神社誌p401
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

楠木正成（楠正 志貴神社（府中八幡神社境内社） 広島府中市出口町

成）

楠木正成（楠正 占岡神社（亀山八幡神社境内社） 広島神H郡神い高原町時安
成）

小早川興平 若宮神社（橘神社） 広島既田郡本郷町本郷

小早川正平 若宮神社（橘神社） 広島閉田郡本郷町本郷

小吊川繁‘ド 若宮神社（橘神社） 広島豊田郡本郷町本郷

小早川隆景 若宮さま（和賀神社） 慶長 3 賀茂郡五村 仏島竹原市祈庄町城の本

住民

小早川降景 藤上神社 江戸期 広島竹原rli新／i：町総都

小早川隆景 小早川神社（五烏神社境内社） 寛永期 平田胤信 広島御調郡向島町津部廿l

小早川家歴代17 若宮八幡宮（大多良神社） 広島二／東rli高坂町
代

桜山紐俊 桜山神社（栖原神社境内社） 広島伽lll市新市町常甲

桜山紐俊 須佐神社 中tll: 村人 広島府中市上下町佐倉

宍戸家俊 宍戸戸］箭神社 元亀期 里人 広島安芸高田市甲田町 1ご甲｛［

1873 

宍戸隆忠 宍戸大明神（宍戸神社） 天文20 広見安芸高田市甲出町．卜甲 Iゲ

1595 

宍戸隆忠 宍戸社（石田山神社境内什） 広島安芸高田市高宮町房後

宍戸隆忠 剣大明神札（清瀬神社） 天正5 広鳥安芸高田市甲田町深瀬

宍戸降忠 宍戸神社（男山神社境内ネt) 広島安芸高田市甲田町下甲立

下見伊賀守 祖霊社（厳島神社） 広島尼道市浦崎町

白神佐介 白神社 (}Z神社境内村） 広島神石郡神い・高原町時安

＊首藤俊道 田原神社 広島庁原市市町

平敦盛 寵神社 元暦2 平敦盛‘辛 仏島福山市神村町

平清盛 二^ 種神社 広島東広島市安芸沖町木谷

平清盛 清盛神社（厳島神社境内社） 広島佐伯郡宮島町 1-1 

平広盛 二入明神（大入神社） ＊明治4 広島呉市阿賀南

平将門 神田神社 仏島安芸高田市占田町多治比

平通盛 通盛神社 住民 広島沼隈郡沼隈町中lll南2022

平通盛 赤幡神社 広島沼隈郡沼隈町中山南2469

武田光和 山田神社 中枇 佐藤信利 広島三次市秋町

伊達美濃守 祖霊社（八幡神社） 広島甲奴郡総領町黒目

伊達家祖霊 相霊社（須佐神杜境内社） 広島ご次市甲奴町小哨

松岡正義（橘正 岩尻鎖＇、『神社 天保 5 右衛門正次 広島沼隈郡沼隈町卜ll」南
義）

太夫坊覚明 覚明神社 嘉禎 l 住民 広島御調郡向島町川尻

太夫坊覚明 八幡神社 仏島御調郡向島町亀森

徳川家康 東照宮 慶安 1 浅野光晟 広島広島市東Ix:-_葉の甲

徳川家康 東照宮 江戸期 広島御調郡御調町諸原

徳川家康 東照宮（合祀神社） ＊明治42 広島府中rlit．下町l・・ ト
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備 考 典 拠

広島県神社誌p949

広島県神社誌 pl282

本札橘八幡宮を再興 広島県神社誌 p523

本社橘八幡宮を再建 広島県神社誌 p523

広島県神社誌 p523

、旧地は竹原小阜川氏本拠。毛利｝じ就の子隆景が継ぐ。没後小祠をたて「若宮さま」 広島県神社誌 pl63

と称す。ヽ li社は隆景幼時の居城の木村城址にある

和賀神村の分孟を本祀という。明治 5年再建 広島県神社誌pl65

小早川降景が天正 2年、普地域の古社である本社殿建立という c 胤信は本杜境内に 広島県神社誌pl090

苫杜建立

小早川旧城雄高ilJIーにあった若宮八幡宮に祀られていたが、 8Jl治9年社殿が崩壊し、 広島限神杜誌p591
現杜に合祀

広島県神社誌 pl225

元弘元年、後醍醐犬皇に応じ紐俊は学兵、その臣坦田某は紐俊のfを連れ当地へ防 広島県神杜誌 pl291
れ住み、一村開拓

家俊は五龍ill城主宍）＇）亡す<----:男。神通） Jを得て、 Jし亀元年浮雲に乗り山城愛宕山ま 広島県神社誌p457

で飛行したという霊験を畏れ、武神として祀った

斤龍山城F．宍｝i元源次男c 天文19年五龍山での剣難で没。城内で祟りがあり祀る。 広島県神社誌p457

正徳5年宍戸大明神、明治元年宍戸神社

広島県神社誌p452

剣大明神札は昭和4年清瀬神礼へ合祀 広島県神社誌p459

本ネtは応永5年、在龍山城t宍戸朝家が鶴岡八幡宮より勧請 広島県神社誌p458

ti崎城 i:. Iよ島県神杜誌 p630

浪七という 広島県神社誌 pl281

広島県神社誌 pl007

元暦2年、夫敦盛の死を知り‘り地にきて万福かを建て慰霊。元禄年間の初め焼失し、 広島県神社誌 p774

その奥院に遷して火栢霊神などを合祀して鼈神社とした

広島県神社誌p537

仏島県神社誌p340

大人神村に明治4年合祀 広島県神社誌pl37

広島県神社誌 p434

ギ家が西海へ落ちてゆくとき、通盛がこの地に剣と旗を遺留。木像安置 全国下 p358

通盛の旗を納めるという C 10月10日通盛神社の祭典の際、神霊を当杜に迎える 広島県神社誌 pll60

大鳳山利屋城主佐藤信利が築城の際、義光とともに勧請 広島県神社誌 p986

伊逹は＇り地竹ヶ丸城主。天正 2年備中猿掛山八幡宮の分霊を勧請 広島県神社誌pl309

仏島県神社誌pl317

備中木丈城t→松岡 I［義は、 t利氏に敗れ、その子孫の右衛門正次が9り地山南へ移住 広島県神社誌pll50
し祭祀という

木曽義仲死後、＇覚明は―門月義重を守って元暦年中に向島川尻に落ち延び、当地で炉 広島県神社誌pl084

什再建 治水などに尽くした。信濃に去った後、祠が建立、農耕守護神とされた

広島県神社誌 pl079

家康没後33年にあたる慶安Jじ年、広島藩下が本宮を二莱山山麓に造営。藩tは年々 東照宮 p70
300いを遣わす。 50年ごとの」＼年祭も丈施

洪水にあい、明治元年再建 広島県神社誌pl066

明治42年、地域内35社合祀 広島県神社誌 pl293
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

徳川家康（東照 穀神社（八幡神村） 広局豊田郡瀬） i田町閥根

大権現）

＊徳川家康 貴船神社 広島御調郡久井町和位

土肥惟平 若宮八幡宮（大多良神社） 中枇 広島＿：胆、市麻坂町

豊臣秀吉 豊国神社（厳島神社境内社） 広島佐伯郡宮島町1」

鳥井兵庫頭 兵庫神社（日枝神社境内社） 広島深安郡神辺町湯野

中山外記 記念社両君社（八幡神社） 広島福山市川口町中

野間興勝 若宮神社（尾崎神社境内社） 仏島広島市安芸区矢野

本荘重政 本荘社（本荘神社） 宝暦9 松永村民 広島福山市松永町

本荘重政（本庄 本荘神社 広島尾道市高須町

憐情重政）

水野勝成 聰敏神社（福ill八幡宮境内社） 広島福山市北古津町

水野勝成（六左 大西頭荒神社 江戸期 住民 広島福山市内海町大西頭

衛門）

水戸頼興 芥宮神社 建保2 一玖治郎左 広島東広島市西条町F見
右衛門

源秀純 新宮神社 広島東広島市西条町年家2918

源秀純 厳島神社 広島束広島市直条町、『家7505

＊源義明 岡田神社 広島山県郡北広島町大暮

源義明 桧神社（岡田神社境内社） 広島山県郡北広島町大暮

源範頼 観音神ネt 広島広島市佐伯区坪井

源義家（八幡太 河内神社 正元期 住民 広島安芸郡倉橋町長谷

郎義家）

源義仲（木曽義 旭神社（八幡神社境内社） 広島御調郡向島町亀森

仲）

＊源義仲（木曽 覚明神社 広島御調郡向島町川尻

義仲）

源義重（木曽義 旭神社（八幡神社境内札） 広島御調郡向島町亀森

重）

＊源義重（木曽 覚明神社 嘉禎 l 仕民 広島御調郡向島町川尻

義重）

源義経 金油神社 広島豊田郡本郷町船木

源義経 九郎神社 (F賀茂神社） ＊昭和29 広島竹原rfi卜哩f町

源義光（新羅三 新羅神社 正応2 武田信宗 広島広島市安佐南rz<:祇園

郎義光）

源義光（新羅三 新羅神社（山田神社） 中世 佐藤信利 広島＿召次市秋町

郎義光）

源頼政室菖蒲前 小倉神社 中懺 里人 広島東広島市八本松町原

宮高盛 厳島神社 昭和37 地域民 広島比婆郡西城町西城

宮本武蔵 武蔵神社 広島豊田郡豊浜町

村上大政 明神社（八幡神社境内社） 広島沼隈郡沼隈町常石宮前

村上助十郎 村上霊神札 広島福山市簑島町

村上助十郎家歴 村上霊神杜 広島福山市簑島町

代
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備 考 典 拠

広島県神社誌 p565

広島県神社誌pl074

小早川氏旧城雄高山上にあった。 芸備通志、広島県神社

に殺され、後に霊を祀ったという。明治9年社殿崩壊 誌 p591

広島県神社誌p341

広島県神社誌pll99

広島県神社誌p800

野間は文明 2年、届張国内海庄より矢野へ入府して‘り地領t。尾張より八幡宮遷座、 広島県神社誌pl20
以後当地産t：神。この本社は江戸期社倉総鎮守として崇敬
直政は万治3年松永村湾岸に堤防を築き塩田を開き町発展の基礎を作ったという。 広島県神社誌p900

村民が社殿創建、祭礼実施

当地に居を構え、裔須新涯を造成という。延宝4年没後、本荘神社として関屋寵神 広島県神社誌p644

社へ合祀。近代に至るまで周忌祭実施

元和 5年、大和郡山より福山入封。水野福山藩初代藩主 広島県神社誌p801

水野さん、水の尾さんともいう。福山藩主水野勝成が飢饉に際し年貢免除したことよ 広島県神社誌pll36

り祭祀。あわせ五穀豊穣も祈願という

祭神は二神山城主。落城後、家臣一玖次郎左右衛門は山崎屋新左衛門と改称して帰 広島県神社誌p220

農、当地下見に居住して頼典の霊を邸内に祀る。山崎屋廃絶後、当地の鎮守化

広島県神社誌p215

本社は文和4年に安芸国佐伯郡宮島の厳島神社の分霊を勧請という 広島県神社誌 p217

広島県神社誌p386

広島県神社誌p386

源義朝の子で頼朝の異母弟 広島県神社誌pl26

正Jじ年間、喝地山林の猛獣の駆逐依頼を果たした武士が、八幡太郎の神霊の冥助に 広島県神社誌p306
よったもので、祠建立を命じた。万時期に現在地へ移す

広島県神社誌 pl079

近江粟津原で戦死 広島県神社誌 pl084

義仲の二男。元暦年中に向島川尻に落ち延び、文治3年本社殿を兼吉竜王山より現 広島県神社誌 pl079

地に遷座

義仲の三男。元暦年中に向島川尻に太夫坊覚明に守られて落ち延び、当地で寺社再 広島県神社誌pl084

建 治水などに尽くした。覚明とともに信濃に去った後、祠が建立

広島県神社誌p522

建久5年、義経の臣の後藤実基が京都の下賀茂神社の祭礼を当地に勧請 広島県神社誌pl63

安芸国守護、銀山城主の武田信宗が祖先義光を祀る。天文10年武田氏滅亡後に衰退 広島県神社誌p55

するが、里人が氏神として祭祀

大鳳山利屋城主佐藤信利が築城の際、父武田光和とともに義光を祀る新羅神社を勧 広島県神社誌 p986

請

頼政は治承4年平氏追討の戦いで配祠、その室は当地小倉山に貼れ元久元年没、里 広島県神社誌p259

人が祀ったという

大富城主。開郷の祖として神格化 広島県神社誌pl367

病気平癒 商売繁盛など万事に勝ち抜く神として崇敬 全国下p359 

本庁データ

助十郎は元和 2年没 広島県神社誌p905

広島県神社誌p905
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

村上吉満 八幡神社 広島御調郡向島町亀森

毛利元就室椙方 椙若神社（清神社） 広島安芸晶田市吉田町吉田

矢田氏祖霊 祖霊社（須佐神社境内社） 広島て次市甲奴町小窺

山内通資 田原神社 広島庄原市市町

山辺公頼 八幡神社 広島御調郡向島町亀森

山辺公頻 和霊神社（八幡神社境内社） 広島御調郡向島町亀森

柚谷又八郎 椙若神社（清神社境内社） 広島安芸高田市吉田町吉田

吉岡正世 吉岡神社（亀山八幡神社境内社） 広島神石郡神石高原町時安

＊和智弾正 椙若神社（清神社境内朴） 広島安芸閥田市古田町吉田

（山口）

天野隆良 築山神社 明治3 山口山口市 L竪小路

＊大内教弘 多賀神社 山口山口市滝町

＊大内弘成 淡島神社（新宮神社境内社） 山口玖珂郡周束町祖生

大内義隆 宝現霊社（築山神社） 慶長10 毛利輝元 山口山口市上竪小路

＊大内義尊 築山神社 明治3 山口山口市上竪小路

＊大内氏祖先霊 築山神社 明治3 山口山口市 1．．竪小路

＊大内氏家臣 築山神杜 明治3 山「li1HI市上竪小路

＊大田隆通 築山神社 明治3 山口山口市卜房刈‘路

大村益次郎 大村神社 明治 5 山口山口市鋳銭司

岡屋隆秀 築山神社 明治3 IllrllllIl市上竪小路

加藤清正 加藤杜（椎尾八幡宮） 山口岩国rli岩国

鎌倉景政（権五 御霊神社（白山比昨神社） 山口岩国市横山2-298
郎景政）

吉川興経 光大明神社（古香神社） 元亀4 毛利元春 ill [l岩国市横1!12-337
元長

吉川経幹 吉香神社 明治 7 旧上民 lll「l岩国市横1!12-337

吉川経基 吉香神社 明治 7 旧士民 山口岩国市横山2-337

吉川経義 占香神杜 明治 7 旧士民 山口む国市横山2-337

吉川友兼 吉香神社 明治 7 旧士民 ill「]岩国市横1112-337

吉川広家 吉香神社 明治 7 |［l七民 山口岩国市横山2-337

吉川広家 吉川廣家社（鉾八幡宮境内社） 山口宕国市通津

吉川広嘉 吉香神社 明治 7 1日上民 11117岩国市横山2-337

吉川元長 吉香神社 明治 7 IR士民 山口岩国市横山2-337

吉川元春 古香神社 明治 7 旧i：民 山口宕国市横山2-337

吉川元春 吉香神社 近世初頭 山口岩国市横山2-337

国司親相 万倉護国神社 慶応 l 国rij純行 山口字部市西万倉

黒川陸像 築山神社 明治3 山口山口市上竪小路

相良武任 築山神社 明治2 山口山口市上竪小路

＊陶隆康 築山神社 明治3 llll llll口市上竪小路

平景清 生目神社（代田八幡宮境内社） 山口柳井市柳井

平景清（藤原） 生目神社（岡崎八幡宮境内社） 山口宇部市船木

平知盛 七盛神社（赤間神宮境内社） 昭和30 赤間神宮 山口下関市阿弥陀寺町

東條九郎右衛門 繁枝神社 江戸期 領民 lll[l防府市台道
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備 考 典 拠

岡島城主で永禄元年、本社殿再建 広島県神社誌pl079

広島県神社誌p438

宇賀濃武丸城主 広島県神社誌pl317

甲山城上、地頭職山内通責は嘉rt13年相模小田原より八幡宮勧請 広島県神社誌pl007

山家公頼か 広島県神社誌pl079

山家公頼か 広島県神社誌pl079

広島県神社誌p438

広島県神社誌pl282

広島県神杜誌p438

大内義隆家臣 山口県神社誌p553

室町前期の大内氏当主、周防 長門などの守護 山口県神社誌 p545

山口県神社誌pl67

輝元が多賀神札境内に創建。その後龍伽寺境内に移され、明治 3年現在地へ移り、 山口県神社誌 p553

現社名。束照宮などを合祀

大内義隆嫡男、七歳で死去 山口県神社誌 p553

東照宮などと築山神社に合祀 山口県神社誌p553

大文22年大内氏滅亡時に戦死した公卿諸七28人 山口県神社誌p553

東照宮などと築山神社に合祀 山口県神社誌p553

長州藩士、維新後兵部大輔 山口県神社誌p589

東照宮などと築山神社に合祀 山口県神社誌p553

山口県神社誌pllO

山口県神社誌pl05

当初、安芸国山県郡新庄村境内に祀られたもの。吉川広家の岩国移封後、たびたび 山口県神社誌pl06

12代吉川岩国藩主。興経を祀った社を残すため古川家歴代を合祀し吉香神社とした 山口県神社誌pl06

興経を祀った社を残すため吉川家歴代を合祀し吉香神社とした 山口県神社誌pl06

興経を祀った社を残すため占川家歴代を合祀し吉香神社とした 山口県神社誌 pl06

典経を祀った社を残すため吉川家歴代を合祀し吉香神社とした 山口県神社誌 pl06

初代吉川岩国藩主。典経を祀った社を残すため吉川家歴代を合祀し吉香神杜とした 山口県神社誌pl06

山口県神社誌p66

3代吉川岩国藩主。興経を祀った社を残すため吉川家歴代を合祀し古香神社とした 山口県神社誌pl06

興経を祀った社を残すため吉川家歴代を合祀し吉香神社とした 山口県神社誌pl06

興経を祀った社を残すため吉川家歴代を合祀し吉香神社とした 山口県神社誌pl06

吉川元春が安芸同llj県郡新庄村日の山城主の時、一祠をたて祖富をまつったことに 全国下 p371

はじまる。吉川広家は関ヶ原合戦後、岩国へ移封、横山に築城。のち正徳年間本杜

をこの地へ奉遷、城lliのふもとに社殿造営。明治8年、八神を合祀して現社名

京師の変の責任を負い自刃した義父と戦死者26名を祀る 山口県神社誌p690

大内義隆家臣。陶隆房による乱で戦死 山口県神社誌p553

大内義隆右筆、陶隆房（晴賢）と対立 山口県神社誌p553

陶隆房が乱を起こした際も義隆を守り戦死 山口県神社誌p553

山口県神社誌pll9

山口県神社誌p596

平家七盛神として祀られる。本社は安徳天皇祭祀 山口県神社誌 p722

萩藩小郡宰判代官。長沢池を作るなど灌漑事業を行う 聞き取り、山口県神社

誌p507
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

徳川家康 東照宮（興降寺境内） 延宝3~ 毛利氏 山IIll」ll市大内御堀

元禄3

＊徳川家康 築山神社 明治3 山口ll町市上竪小路

豊浦藩報国隊士 桜山招魂社（桜山神社） ＊明治5 山l」日関市上新地町

中内通治 梢祖神社（河内神社） 慶長9 山口玖珂郡本郷村波野

貫隆仲 築山神社 明治3 llJ「111![7市上竪小路

日野正吉 日野八幡宮（永田神社） 村人 山LJF関市永田

福江与左衛門 今宮社（永田神社） 村人 Ill fl下関市永田

福原元憫 維新招魂社（宇部護国神社） 慶応2 lll[l宇部市中宇部

福原家臣二十二 維新招魂社（字部護国神社） 山口宇部市中字部

柱

穂田元清 豊功社（豊功神社） 慶応2 山ロ卜憫l市長府宮崎町

益田親施 笠松神社 慶応2 家臣 山「］阿武郡須佐町須佐

益田元祥 笠松神社 慶応2 家臣 山口阿武郡須佐町須佐

毛利敬親 忠正神社（野田神社） 明治6 有志 山口山口市 r．宇野令

毛利敬親 北迫神社 明治16 山口大島郡周防大島町西屋代

毛利敬親 野田神社遥拝所 山口玖珂郡本郷村本郷

毛利敬親 指月山神社（志都岐山神社） 明治12 lll[l萩市堀内1日城内

毛利秀元 豊功社（豊功神社） 慶応2 ll」LJF関市長府宮崎町

＊毛利秀元 宇賀八幡宮 IIlll下関市豊浦町字賀

毛利家（長府） 豊功社（豊功神杜） 慶応2 山[l下関市長府宮崎町

歴代藩主

毛利輝元 指月山神社（志都岐山神社） 明治12 山口萩市堀内旧城内

毛利就隆 祐緩神社 文化8 徳山毛利家 山口周南市徳山

毛利元蕃 祐緩神社 明治期 山口周南市徳山

毛利元就 指月山神社（志都岐111神社） 明治12 lllll萩市堀内旧城内

毛利元就 仰徳社（豊栄神社） 慶長5 毛利輝尤 山口萩市

毛利元就 北迫神社 明治16 山口大島郡周防大島町西屋代

毛利元就 豊栄神社 明治4 山口山口rli上宇野令

毛利元就 指月山神社（志都岐lll神社） 明治12 山口萩市堀内旧城内

毛利家歴代藩主 指月山神社（志都岐山神社） 明治43 山［］秋市堀内lH城内

＊毛利元徳 野田神社 明治31 有志 ll| [ ll|jl~ ［市上宇野令

毛利家（徳山） 杵崎神社（八幡宮境内社） 山口周南市須万

歴代

山家公頻 和霊社（椎尾八幡宮） 山口岩国市岩国

吉田松陰 桜山招魂社（桜山神社） ＊明治5 lll[］下関市卜．新地町
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はじめ毛利氏によって大内氏氏寺の氷上ill膜隆寺境内に勧計ir)興隆寺は犬台家で勧 東照宮 p66、山口県神
請t体は興降：かか。明治3年、築山神社に合祀 社誌 p553

明治3年大内氏を祀る築山神朴へ移遷、合祀 東照宮 p66、山口県神

社誌p553

下関旭陵より合祀 山口県神社誌p772

弘治 3年、伊予の河野四郎の一放の越竹通治が中之内に改姓し胄地来｛lこ梢を梢え 山口県神社誌 p201

紙漉閲始

大内氏家臣。陶降房の乱の際、義隆に従い戦死 本庁データ

地域の領j：日野は大養尤年黒井村の青山弾正と戦い戦死。村内の怪異鎮撫のため村 山口県神社誌p806

中央に建てる

水田郷内に住む福礼は船で出奔しようとしたが領tの追手に＂寸ち収られる。村人への 山口肌神社誌p806

祟り鎮撫として祀る

禁門の変の責任とって自｝）した家老。のち22杵合祀 山口県神社誌 p638

梵門の変で戦死した福原氏家臣を合祀 山口県神社誌 p638

安芸 t利几就四男。備中 猿掛城主穂田几資の養f→。毛利長府藩―t．などと合祀 山口県神社誌 p739

尼治元年、国事のため自刃した当地領je親施を祀る。益田家祖元祥配祠 山口県神社誌pll23

廿地領＿i：益田親施に益田家祖）じ祥配祠 山口県神社誌p1123

はじめ敬親を殷栄神社境内けl」殿に祭祀、忠正神社といった。忠正は敬親のi盆号し明 山口県神社誌 p541
治7年地名により現社名に改称，3 同19年現社地にうつる

野田神朴より分霊 山口県神社誌 p27

山口県神社誌 pl91

t利几就 詞輝元と合祀 全国下 p373

長府t利氏祖。犬1屎5年、秀Jじ寮祠に股功大明神の称りが叶され慶応2年、忌宮神 山口県神社誌p739
札境内に摂社を創立し、毛利秀元を主神として歴代藩主を合祀。大止 6年松崎神社

を合併して‘片地に移転、現社名

本社は宇佐八幡宮の勧晶で大内 毛利氏が崇敬。これに配祠 山口県神社誌 p862

毛利秀Jじをt神として合祀 山口県神社誌p739

明治15年県社に列せられると、志都岐神杜と改称 全国下 p373

山口県神社誌 p368

徳lll藩の明治維新期藩t 山口県神社誌 p368

明治15年県社になり志都岐神社と改称 全国下 p373

輝元が慶艮 5年萩城に移ったとき、元就の霊を同所江向村の春日神社内にまつった 全国下 p379

ことにはじまる。同12年lnl社を城内二：ノ郭にうつす。宝暦12年毛利重就がニノ郭鎮

座官知の土地神社を改造して）じ就の霊を春日神社より遷し、毛利氏の始祖天穂口命

と合祀、明和 7年仰徳、大明神の神けをうける。明治 2年天皐から豊栄の神号をうけ

るu同年山lI多賀神社境内に仮殿を設置、萩仰徳社より元就神霊をここにうつす。

同年野m七尾山麓に現社殿造営（豊栄神什）
豊栄神社より分霊 山口県神社誌p27

豊栄神社より遷座 山口県神社誌p540

羅Jじ 敬親と祭祀 山口県神杜誌 pl008

隆）じとともに合祀 山口県神社誌 pl008

大正 5年摂杜芳官lは］神社を造り分祠。昭和11年野田神社へ合祀 山口県神社誌p541

山口県神社誌 p381

山口県神社誌pllO

明治5年、県F各地の招魂場神霊を桜lllに合祀 lll口県神社誌p772
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祭神名 祭祀杜 創祠時期 創嗣者 所在地

吉田松陰 4ヽ前司 （木公欝食ネ車ネ士） 明治22 杉家（実家） 山口萩市椿東船津

（徳島）

足利義植 八幡神社 徳島喝門市鳴門町高島

有井良住 有井権現（有井神社） 徳島徳島,ti不動東
伊勢伝左衛門 山彦神杜 寛保 1 徳島笈馬郡脇町字西赤谷

（金山彦命）

伊勢伝左衛門 三頭神札 徳島芙馬郡芙馬町重清

（金山彦命）

麻植（おえ）志 森神社 徳島美馬郡脇町猪尻

摩守

大西元武 藤原神社 徳島＿こ好郡池田町大利

大内頼包 四所神社 徳島二好郡山城町大月

大西頼武 四所神社 徳島三好郡山城町）』月

楠木正成 楠神社 文化期 徳島阿南市長生町

楠木正成 楠木神社（岡卜＾神社） ＊大正4 徳島板野郡板野町大寺

楠木正成 楠木神社 徳島名亜郡石井町石井

佐田九郎兵衛 佐田大明神（佐田神社） 近世初期 森家（九郎 徳島阿南市椿泊町東

兵衛末裔）

篠原玄蕃 篠原大明神（篠原神社） 中世末期 村人 徳島徳島市春日町

篠原家先祖霊 遠都祖神社 徳島小松島市坂野境野

四宮加賀守 四宮神社（塩裔神村） 徳島阿南市津峰町

七条兼仲 松島神社 徳島板野郡上板町鍛冶屋原

曽我兄弟 曽我氏大明神（曽我氏神社） 寛正 5 鬼干丸 徳島名西郡石井町石井

平康頼 康頼神社（若宮神社） 徳島吉野川市鴨島町森藤

武田信頻（上野 脇人祠（脇人神社） 慶長期 稲田氏 徳謁美馬郡脇町字大屋敷

介）

武田信定 脇人祠（脇人神社） 慶長期 稲田氏 徳島芙馬郡脇町字大屋敷

＊徳川家康（東 日枝神社 蜂須賀氏 徳島徳島市助任本町

照神）

徳川家康 東照宮（松厳寺境内） 江戸初期 徳島徳島市伊賀町

徳川家康 福原東照宮（松山神社） 徳島勝浦郡上勝町

＊豊臣秀吉（豊 日枝神社 蜂須賀氏 徳島徳島市助任本町

国神）

豊臣秀古 盟国神杜 慶長19 蜂須賀家政 徳島小松島市中郷町豊ノ本

中島但馬守 中島神社（椎宮八幡神社境内社） 徳島徳島市佐占山町椎宮

＊新田三郎 新田神社 中枇 徳島二好郡二加茂町西庄小伝

新田義貞 新田大明神（新田神社） ＊正徳 l 徳島那賀郡相生町雄字岡

新田義貞 新田神社 徳島美馬郡貞光町西端山皆瀬

新田義貞 新田祠（新田神社） ＊文化12 徳島美馬郡半田町上喜来

新田義貞 新田神社 徳島美馬郡半田町坂根

新田義貞 新田神社 徳島三好郡三好町東山

新田義貞 新田神社（境宮神社境内社） 徳島＝＾好郡池田町馬路

新田義貞 四所神社 徳島て奸郡山城町大月

新田義助 新田神社 徳島美馬郡穴吹町占宮

新田義助（脇屋） 新田神社 徳島芙馬郡貞光町匝端l廿皆瀬
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備 考 典 拠

明治23年実家杉家に小祠建立、明治40年社殿創建 萩市史3

室町10代将軍。将軍1発位のあと阿波で死亡 徳島県神社誌p94

明治3年改称 徳島県神社誌 p70

稲田家の家臣で、魔術をするため蜂須賀家に捕らえられ火刑となったという 徳島県神社誌p327

稲田家の家臣 徳島県神社誌p334

麻植郡西麻植城主。天正 7年―:．好方に謀略をもって討ち取られたという 徳島県神社誌p332

本庁データ

徳島県神社誌 p357

徳島県神社誌 p357

当初は小祠、のち拝殿建立 徳島県神社誌 pl46

大正4年、岡上神社に合祀 徳島県神社誌 p267

徳島県神社誌 pl73

鎮守神として勧請。森家は阿波藩主蜂須賀家につかえ、とくに水軍の兵法にすぐれる。 全国下 p403、徳島県神

のち椿泊に移り現在地に遷宮。現社殿は寛永9年森村純奉納 社誌pl35

今切城主。 一宮長門‘'『などとの戦いで殺宮。村人が城跡に前i]建立 徳島県神社誌p41

本庁データ

徳島県神社誌pl33

七條城主 本庁データ

鬼王丸は兄弟の家臣で当地の武知一族の祖という。寛永2年村人が現杜地を開き氏 徳島県神社誌pl74

神社造営し現社名を名付ける

鹿が谷の変に敗れ鬼界が島に流された後当地の保司に任じられ仕んだという 徳島県神社誌p303

落城した脇城主 阿波志。徳島県神社誌

p332 

信頼のf。脇落城後自害し、悼まれ脇人大明神として祀られた 阿波志。徳島県神社誌p332

本社は蜂須賀家造営 徳島県神社誌p38

明治初年廃寺 1発絶 東照宮 p76

東照宮 p231

本朴は蜂須賀家造偶 徳島県神社誌 p38

秀吉神像を秀頼より譲られ、小松島中田の別館側に創建。 4代藩主光隆は幕府へ遠 徳島県神社誌pll3

慮して壊すが、寛政6年現在地に再建

本庁データ

もと荒神社。二郎が加茂谷で死に本社に合祀以降、現社名 徳島県神社誌p380

正徳元年の棟札あり。古来法輪寺所管。新田刷とも。祭礼あり（寛保改神社帳） 徳島県神社誌p213

新田義助とともに‘11地に兵募集のため駐屯 徳島県神社誌p350

阿波志に掲載。稲田氏祭田供与 徳島県神社誌 p339

徳島県神社誌 p338

大正 9年村社 徳島県神社誌 p366

本庁データ

本庁データ

徳島県神社誌p354

新田義貞とともに当地に兵募集のため駐屯 徳島県神社誌 p350
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

新田義助（脇屋） 四所神社 徳島て好郡ill城町大月

＊新田義助（義 新田神社（大H壱（おおひるめ） ＊明治31 徳島―：好郡111城町光机

佐） 神社）

新田義京 新田宮（城臼庫社） ＊文化13 徳島阿波郡市場町H開

新田義宋 ：^頭神社 徳島災馬郡美馬llfJ亀泊

新田義宗 新田神社 ＊明応5 徳島美馬郡ー＇『村大横

新田義宗 新田祠（新田神社） ＊文化13 徳島[馬郡穴吹肌日且廿

新田義宋 四所神社 徳島＿：：好郡山城町大月

新田義治 新田神ネ1 徳，烏芙馬郡貞光町西端111字猿飼

新田義治 新田大明神（篤岡新田神社） ＊寛保期 徳島：＾好郡井川町井ノ内

新田義治 馬岡五社神fl 徳島：^ 好郡西祖谷[]j村‘t：小祖谷

新田義治（脇屋） 新田宮（城上神社） ＊文化13 徳リ沿阿i皮郡rli.t易町l]開

蜂須賀家政 富田ネt 文化3 蜂須賀治附 徳島徳島市伊賀町

蜂須賀家家臣 国瑞彦神社 明治4 徳島徳島市伊賀町

蜂須賀対灼守 蜂須賀神社（八坂神札） 徳島徳島巾＾古野本町

（彦卜郎）

＊蜂須賀正勝 国瑞彦神社 明治4 徳！閲仕應［，｝市伊賀町

蜂須賀家歴代藩 国瑞彦神付 叩治4 徳島徳島市伊賀町

t 
蜂須賀氏相 同瑞彦神社（鴨神社） 徳島＿二好郡二加茂町加茂山の上

林追感 川島神杜 徳島古野川市鴨島

北条越前守 殿宮神社 徳島美馬郡脇町北庄

て熊大人 代官神社（倉目神札） *）ゞザ． 8 徳島名西郡神山町阿野

＊源為朝 白人神杜 汀-)-i期 稲田氏 徳，兄美馬郡穴吹町1]山

源為朝 白人神社 徳島矢馬郡脇町字東亦谷

山家公頼 fD'，点・ネ車ネtrnt1 rネ車ft) 徳島那賀郡相牛町朴野

山家公頓（山辺 四所神ti 徳島 ．． 好郡山城町大月

清兵衛）

（香川）

合条兼房 高木神社 香川：．閃郡111本町止

人江景降（藤原 祖霊社（鴨神社境内杜） 宮武氏 香川坂出巾加茂町

景隆）

大内義興 大内常（大内神社） 香川高松市香柑

人両義武（備中 大両神社（症魂神社 犬神ネ1境内
守義武） 什）

大西義武（大西 大西神社（五げ令神札境内fI) 香川：ば｝郡他浜町和田l人j

備中守）

大西角田 角田神社（琴弾八幡宮境内社） 香川観音一方:rfi八幡町

長船資貞 長船神村 正徳3 長舟ii家j’孫 香川観音、『市梢田町

＊加藤清1E 国木八幡神村 香川--:門：郡他中町ト・高野

加藤消正 加藤神社 香川：慨郡大野原町大野原
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備 考 典 拠

本庁データ

明治31年、本社に合祀 徳島県神社誌 p377

％初は新田義京らが築いたH開谷城趾に創祠。当地で死んだとの伝説あり。文化13 徳島県神社誌p288
年棟札あり

徳島県神社誌 p334

明応 5年の棟札あり 徳島県神社誌 p342

阿波志に口llJ村新田加］四とある 徳島県神社itp352 
本庁データ

阿波志に掲載 徳島県神社誌p348

本社に合祀。阿波志 寛保改神社軟に記載 徳島県神社誌 p379

本社には明暦元年棟札あり 徳島県神社誌p391

当初は新田義宗らが築いた口関谷城趾に倉1]1[1,]。背地で死んだとの伝説あり。文化13 徳島県神社誌p288
年棟札あり

年代；；じでは治昭が国瑞彦祠を背み、富川社と称す、とある。明治4年、家祖正勝以 全国下 p401、徳島県神
降歴代藩主と家臣も祀る。治昭は11代徳島藩主 社誌 p47

歴代藩主とともに合祀 徳島県神社誌 p47

慶長年間、当地北原に住んでいたという 徳島県神社誌 p38

国瑞彦神社に歴代藩t 家仲とともに合祀 徳島県神杜誌 p47

家臣とともに合祀 徳島県神社誌 p47

徳島県神社誌 p382

川島城主。朝鮮出兵に従う 徳島県神社誌 p308

上野城主北条氏の fが逃げて‘11地で死んだとの伝承あり 徳島県神社誌 p332

村の代官職の二．熊が寛文2年―二月堂建立、竹村氏神 徳島県神社誌 pl84

稲田家の守護神として合祀。本社は為朝が讃岐へのがれ本社に析顧、武具を奉納し 徳島県神社誌 p353
たしのち元和年間、大坂夏の陣に参加した稲田修坪が祈顧し、軍功あったという

徳島県神社誌 p328

徳島県神礼誌 p215

山辺は山家清兵衛公頼か 本庁データ

一条氏は、前関白教房がt佐へ都落ちしたものという。一条兼房は戦国期、長曽我 香川県神朴誌卜.p411
部］じ親の計略により滅亡

鴨神社神職宮武氏の相で、讃岐国'il藤原景降0 鴨神社を背地に勧晴し鴨村に＋孫居 香川県神札誌卜-p36

住、人江、宮脇、宮武と改姓という。宮武氏は林田村の豪家

義興は戦国期大内家‘lit。将軍足利義植を山口に保護。当地は大内氏傘ドにあり、 香川県神社誌上 p425
香西農前守が義興の死をいたみ霊を祀り大内堂と称したという

明治45年、大西神社は荒魂神杜に合祀 香川県神社誌ド p404

本庁データ

備中守の一族か 本庁データ

資貞は天和年中に‘り地に人り北原地区を開墾。正徳3年の臨終に臨み資貞は自らを 香川県神社誌―fp401 
祀ることを遺，；。神験があったとして里人崇敬という

香川県神社誌下 p364

香川県神社誌下 p437
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創嗣者 所在地

鎌倉景政（権五 鎌倉祠（景政神村） 天文年間 堀池刑部少輔 香川善通寺rli善通寺町
郎景政）

鎌倉景政（権五 鎌倉御霊祠（御霊神社、景政神社） 香川多度郡多度津町仲ノ町

郎景政）

鎌倉景政（屎政 景政社（大歳神社） ＊大正 6 香川仲多度郡琴平町l惟櫛梨
霊神）

鎌倉景政 権五郎祠（景政神社） 香川景房 香川善通寺市中村町

（兵部少輔）

鎌倉景政 鎌倉大明神（鎌倉神社） 香川こ豊郡大野原町五郷田野々

川田景安 景安杜 川田景久 香川香川郡塩江町安原上

楠木正成 楠神社（天尾神社境内社） 香川香川郡香川町川内原

楠木正成 楠木神社（春日神社） ＊明治43 香川二豊郡高瀬町比地中

楠木正成 楠森神社（五十鈴神社） 大正 3 香川ー刀豊郡豊中町L高野

楠木正成 楠神社 (H吉神社境内社） 香川綾歌郡飯山町川原

久米通賢（栄左 坂出神社（塩鼈神社境内社） 昭和 9 香川坂出市常盤町

衛門）

後藤芝山 後藤芝山神社（中野天満神社境内 香川高松市番町

社）

近藤国久（出羽 国久嗣（国久神社。麻部神社） ＊安政5 香川三豊郡高瀬町上麻

守）

斎藤下総守 祠（八幡神社） ＊安政5 香川二豊郡大野原町中姫

佐伯季国（右衛 所主神杜 南北朝期 香川東かがわ巾与田山

門尉）

酒部黒麿 天川神社 酒部黒麿 香川仲多度郡琴南町造田

佐々木祐盛 祐盛神杜 延宝 7 佐々木作平 香川木田郡三木町鹿庭

佐々木信胤（飽 飽浦大権現（両宮神社。のち和霊 正平 2 信胤遺臣 香川小豆郡上庄町長浜

咋之宇斯神、て 神社境内社） 里人

郎左衛門）

関良助 向良神社 明治 5 香川高松市松島町

平景清（藤原景 生目神社 戦国期中頃 香川三豊郡豊中町笠田笠岡

清）

平景清（藤原景 生目八幡宮（五十鈴神社境内社） 香川二豊郡豊浜町和田丙

清）

平忠正 広岡神社 ＊寛保 l 香川仲多度郡琴南町炭所東

、r将門（滝口小 御門丸神社（産巣日神社境内社） 応和 4以降 地域民 香川＿孔豊郡高瀬町上高瀬

次郎将門）

平将門 神田大明神（神田神社） ＊安政5 香川三戦郡豊浜町箕浦

平将‘ド（大葦原 御門丸神社（産巣日神社境内社） 応和 4以降 地域民 香川＿こ豊郡高瀬町上高瀬

四郎将平）

平将頼（御厨＿三 御門丸神社（産巣H神社境内社） 応和 4以降 地域民 香川二農盟郡高瀬町上蒻瀬

郎将頼）

平将為（下総守 御門丸神社（産巣日神社境内社） 応和 4以降 地域民 香川二豊郡高瀬町上高瀬

五郎将為）
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備 考 典 拠

香川県史では「天文年間櫛無城上堀池刑部少輔勧請す」とあり、西讃府志に［鎌倉 香川県神社誌下 pl86

創」とある

用人は権五郎社と呼称という。両讃府ふには「鎌倉御霊祠、六間町にあり」と記す 香川県神社誌卜 p202

本庁データでは平影政。大正6年、大歳神杜に合祀 香川県神ネt誌 Fp225 

‘怜地は犬霧城主香川氏の居址といい、香川氏は景政の後裔という。令讃史に「権五 香川県神tl．誌卜 p257

郎祠在仲村里社也」とみえる

香川県神社誌卜 p428

景安は岩部城七。文明13年川田八幡を内部八幡に合祀。この功により川田氏祖神と 香川県神社誌Lp394 

して子孫川田景久が岩部八幡宮l[l境内地に祀る

香川県神社誌 I:p384 

明治43年、春日神社に合祀 香川県神社誌ド p357

大正3年、五十鈴神社に合祀 香川県神社誌下 p369

本庁データ

文政12年、坂出塩田開発。藩t松平頼恕と合祀 本庁データ

高松藩儒者．C 柴野栗山の師 本庁データ

安政5年完成の西讃府志に「国久祠城山ニアリ、近藤出羽守ノ霊ヲ祭レリ」とある。 香川県神社誌下 p377

近藤出羽守国久は当地麻城tで長曽我部氏に滅ぼされる。明治42年国久神札は麻部
神社に合祀

元亀 天正頃粟井村藤H城主斎藤卜総守が八幡神杜創建。西讃府志には末社に斎藤 香川県神社誌下 p440

氏を祀る末社があったとされる

旧福栄村。おちのびた護良親下を奉じて上蒙佐伯季国は虎丸城を築く。季同没後に 香川県神社誌上 pl09

所主の神と称して祀る

神託により本社造営といい、当社は酒造の神とされる 本庁データ

佐々木作‘ドは鹿庭村の人。その祖にあたるか 香川県神社誌上 pl89

伯胤は備前飽浦の城主で興国 2年小豆島に星が城築城、南朝力として活動するが、 香川県神村誌上 p333

正平2年、甲人の誤認で戦死という。戦後、遺臣と里民が創祠、飽浦大権現と称し、

のち向宮神社。 1［月の参拝時に親子兄弟でも［］をきかない民俗といい、信胤の戦死を

偲んだという（小豆郡誌、四海村志）

高松藩医師向山周慶を助け白砂糖製法を成功させる。向山と合祀 本庁データ

181仕紀半ば成立の讃朴I府志には、 200余年前に日向囚生目八幡神社を勧請という 香川県神社誌下 p353

本庁データ

保元の乱で崇徳上皐方につき敗れ処刑。崇徳上皐 源為義とともに合祀。寛保几年 香川県神社誌下 pl51

の棟札あり。北条郡青海村（現坂出市）より勧請という

本杜産巣Fl神社が1心和 4年、毘沙門谷より当地に移ったのちに、村人によりその先 香川県神社誌fp342 
祖として弟たちとともに祭祀されたという

当地は藤原純友の乱に際しその配下となった者が多く、純友に応じた者が将門に呼応 香川県神社誌下 p432

して勢力拡大を図ったことが、将門祭祀の背景と推測される

将門の弟 (2番H) 香川県神社誌ド p342

将門の弟 (1番目） 香川県神社誌下 p342

将門の弟 (5番H) 香川県神社誌―fp342 
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祭神名 祭祀杜 創祠時期 創祠者 所在地

平将武（伊豆守 御門丸神社（産巣日神社境内社） 応和4以降 地域民 香川ご豊郡高瀬町上高瀬

六郎将武）

平経盛 四社神社（大水上神社境内社） 香川二豊郡高瀬町羽方

平教盛 四社神村（大水上神社境内社） 香川→豊郡高瀬町羽方

平資盛 四杜神社（大水上神村境内社） 香川三豊郡高瀬町羽方

平有盛 四社神社（大水上神社境内社） 香川ご豊郡高瀬町羽方

高井伝畠（下総 五音殿神社（流魂神社。菅生神社 ＊大正 5 香川ご豊郡ll1本町大辻

守） 境内社）

竹内御前 竹内御前神社 香川小豆郡内海町安1±1

武田勝頼 日吉神社 香川丸亀市二．条町

＊橘重康 鳩峰八幡神杜 香川仲多度郡琴南町炭所西

千葉常胤（千葉 千葉神社 慶長18 古市安1言 香川木田郡・：木町井戸

之介平常胤）

千葉古市家歴代 千葉神社 慶長18 占市安化 香川木田郡三木町井戸

＊徳川家康（東 琴平神社（中野犬満神社境内社） 香川高松市番町

照大神）

＊徳川家康（東 山王社（屋島神村） 慶安5 松平頼重 香川高松市屋島中町

照大神）

徳川家康 天神東照宮（琴平神社。中野天満 香川高松市天神前

神社境内社）

徳川家康 東照宮（稲田神社。八坂神社境内 ＊大正2 香川小豆郡上庄町滝宮

社）

徳川家康 東照宮（神櫛神t上神野神札境内 貞享2 矢原氏 香川仲多度郡満濃町神野東

杜） 七箇

＊徳川家康 鳩峯八幡宮 香川仲多度郡満濃町長尾

徳川家康 佐柳島東照宮 香川仲多度郡多度津町佐柳

徳川家康（東照 東照神社 香川丸亀市手島町

大神）

豊臣秀吉 豊臣神社（尾上神社境内社） 明治14 塩飽本島民 香川丸亀市本島町城根

＊豊臣秀吉 国木八幡神社 香）II三豊郡豊中町下高野

新田義貞 新田大明神（新田社、楠井宮、新 延文4 安藤村久 香川已豊郡高瀬町上高瀬

田神社）

新田義興 新田大明神（新田社、楠井宮、新 延文4 安藤村久 香川―三農郡高瀬町上高瀬

田神社）

新田義宗 新田大明神（新田社、楠井宮、新 延文4 安藤村久 香川―三豊郡高瀬町l濯．高瀬
田神社）

新田氏 新田神社（二ぶ島神社） ＊明治42 香川て豊郡大野原町花稲

長谷川佐太郎 松崎神社（神野神社境内社） 大正4 香川仲多度郡満濃町神野東七箇

初田助十郎 初田神社 ＊弘化2 香川坂出市岩黒

藤田常清（美多 鎌倉神社 香川二豊郡大原野町五郷田野々

左衛門常清）
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備 典 拠

将門の弟 (4爵ll) 香川県神社誌ド p342

平泊盛の巽母弟。墳ノ浦の戦で人水 香川県神社誌Fp374 

平清盛 1五］糸f盛の異母弟。壇ノ油の戦で戦化 香川県神社誌ド p374

、I;重盛（泊盛長男）の子，、維盛の沢け弟。 →ノ谷の戦後に屋島に逃れ、壇ノ浦の戦 香川県神札誌卜 p371

で敗死

平重盛（消盛長!f:l)のf・・〉資盛の弟。墳ノ油の戦て人水 香川県神社誌下 p374

1バりは911地高井城t。天[]--..6年長宗我部軍と戦い、亀原の丘で戦死したと伝承 香川県神社誌下 p408

南北朝期に星が城に拠って南朝｝jであった佐々木信胤の女という 正‘I'2年細川師 香川県神杜誌」..p314
氏の攻略でイけ胤は戦死、妻 f→柏族は下屋敷で日―}）という＂ヽ Ii社はその跡地とされる
（小豆郡誌）

香川県神社誌1、p209

凩康は文治3年、本村を再興という 香川県神社誌fpl53 

安には慶長17年、尚松より甘地井戸村に居住、--：木郡一郷の政務役を生駒氏より委 香川県神杜誌 1こp224

仔-Inl18年、祖先の房総平氏の→族の‘「常胤を祀る

安佑は千葉常胤とどもに「策古市家歴代も祭祀 香川県神社誌卜．p224

東照大神は徳川家康か 香川県神社誌卜:p33 

徳川頼房の長f頼重が常睦l土lド館より寛永19年、生駒騒動後の高松へ移封。慶安 5 香川県神社誌上 pl80
年香川郡宮脇村に111卜札を建立し束照宮の分‘点を勧請c 文化12年現在地に移遷。明

治7年現社名。同15年頼玉を合祀

中野k満神社末社の琴平神社相殿 東照宮 p231

大正2年、東照宮などが稲田神社に合祀。稲田神社は八坂神社境内社 香川県神社誌」'.p336

当地旧令ntの矢原（占くは洒部）氏は戦国期の後所領没収となったが、青山大蔵検 香川県神社誌ド p237
地に際し所領復し、ために東照宮を祀ったという

東照宮 p231

東照宮 p231

香川県神社誌下 p289

甘地民は豊臣秀古により水軍に編成、塩飽七島の朱印地もりえられる 香川県神社誌下 p280

香川県神社誌卜 p364

安藤村久は脇屋義助（新田義貞弟）の臣で、義助死後、当地に洛ちのび卜伯高瀬村で 香川県神社誌卜 p340

新田社創祠という。なお全讃史には楠井宮としてみえ、西讃府志では新田大明神とさ

れ、新田義貞 同義興 In]義宗の祭神三座という。また同所では安藤衛門三郎は新

田氏を補佐して‘用地にきて祀ったといい、のちに吉田と改姓して代々雁n]官と記す

義興は義貞次子。多摩/II矢「］渡で謀殺されたといい（太平記）、怨霊伝説有り 香川県神社誌fp340 

同義興とともに新田大明神の祭神ご 香川県神社誌卜 p340
附の一つとされる

新田神社の祭神未確認．だが南北朝期の南朝方武将新田氏一族のものか。て島神社の 香川県神社誌下 p441

祭神にはみえず

榎井村の志士。高松藩上松崎佐敏とともに満濃池を再興。大正4年に松崎神社に合祀 香川県神社誌卜.p237

岩黒島の開拓に貞献した天満与力初田助十郎が埴安神を祭神とする社を創祠し、の 香川県神社誌下 p277

ちに佐柳島より移住した者がこれに助十郎を合祀したものと推測される

もと鎌倉武上。仏教に帰依し親鸞に教えをうけたという。‘怜地で念仏を唱えたところ 本庁データ

が法泉本堂の場所とされる。法泉年は雨乞いに霊力があるという
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祭神名 祭祀社 創嗣時期 創祠者 所在地

松崎佐敏（渋右 松崎神社（神野神社境内社） 明治 5 地域民 香川仲多度郡満濃町神野束

衛門） し箇

松平頼重 屋島神社 明治15 香川高松市屋島中町

松平頼恕 坂出神社（塩寵神社境内社） 昭和 9 香川坂出rlf常盤町

源為義（六条判 広岡神社 ＊寛保 l 香川仲多度郡琴南町炭所東

官）

源義光（新羅―三 新羅祠（新羅神社） 弘安年中 秋Lll光季 香川＿：豊郡―;．野町ド高瀬

郎義光） 同泰忠

源頼政 若宮杜 香川仲多度郡多度津町：＾井

向山周慶 向良神社 明治5 香川高松市松島町

矢延平六 新池神社（八幡神社境内社） 香川香川郡香川町浅野

矢延平六 飛渡神社 香川綾歌郡綾歌町富熊

山家公頼 和雷神社（東浜神社境内社） 香川高松市束浜町

山家公頼（清兵 和霊神社（八幡神朴境内朴） 香川坂出市八幡町

衛公頼）

山家公頼 犬津神社 香川小豆郡土庄町小江

111家公頼 和霊神社

山家公頼 和霊神社 香川丸亀市上器

＊山家公頼（清
春日神社

香川仲多度郡琴平町榎井

兵衛公頼）

山家公頼（御子 和霊神社（高良神社境内社） 明治6 地域民 香川：豊郡應中町本[ll

玉神）

山家公頓 和霊神社（河内神什境内杜） 香ill:豊郡山本町河内

山家公頼（清兵 藤ノ森神社 (fi十鈴神社境内ff)
衛）

＊山家公頼 (llJ 五柱神社 香川観行、『市本大町

家清兵衛）

＊山家公頼 菅原神社（金刀比羅宮境内社） 香川仲多度郡琴平町89L-l

（愛媛）

足立重信 愛媛県護国神社 明治32 愛媛松山市御幸町

＊足立重信 水犬宮 愛媛東温市横河原

安藤継明 継明神社（安藤神社） 明治6 旧領民 愛緩北宇和郡討田町東小路

安藤継明室登姿 継明神社（安藤神社） 旧領民 愛眈北宇和郡古田町東小路

子

安藤継春 継明神社（安藤神社） 旧領民 愛媛北宇和郡古田町東小路

伍川源五 桜木神社（石岡神社境内社） 愛媛内条市氷見

牛渕祖霊 牛渕霊杜（浮島神社境内社） 愛媛東温市牛渕

-64-



備 考 典 拠

高松藩七。明治3年榎井村の長谷川佐太郎とともに満濃池を再興。地域農民が祠を 香川県神社誌下p237
建て祭祀

頼重は寛永19年高松へ移封し初代松‘「高松藩主。慶安5年東照大神（徳川家康）創祠 香川県神社誌上pl80

火保期に就任しており、文政12年に久米通賢が坂 本庁データ
出塩田開発。久米と合祀

保元の乱で崇徳上兒方につき敗れ処刑。崇徳上皇 平忠1!・̂．とともに合祀。寛保元年 香川県神社誌下 pl51
の棟札あり。北条郡青海村（現坂出市）より勧請という

古今名勝図絵では f弘安年中秋山左兵衛尉光季当国に来るの年勧請」とあり、西讃 香川県神社誌下p339
府志には「新羅祠本村ニアリ秋山泰忠是ヲ祭ルト云」とある。秋山氏は甲斐国住人

で光季は新羅---:郎六世の孫という。泰忠は光季の子とされる

平安後期の武将。保元・中治の乱に参戦。宇治川の戦いで討死という。なお‘ji社は 香川県神社誌下p264
祭神を稚産富命で頼政の創祠ともいう。仲多度郡史では当村の須藤氏は頼政後裔と

いう。社地はもと須藤氏の私地とされる

高松藩医師。薩摩藩の関良助の助けで白砂糖製法に成功。関と合祀 本庁データ

常陸卜館より藩主松‘I'凍負重に仕え、寛水19年讃岐高松へ転封となった頻重にしたがっ 本庁データ
た下級武七。郡奉行配ドの技術者として讃岐の水利事業に尽力。しかし新池につい

て不必要な拡張をしたとして一時藩外追放の処罰をうけた

本庁データ

香川県神社誌上p45

本庁データ

一説に速F之男神とも 香川県神社誌上p333

一説に速玉之男神などとも 香川県神社誌上p333

祭神不詳ながら山家か 香川県神社誌下pllO

香川県神社誌fp230 

明治6年、地域民が伊予宇和島の和霊神什勧請 香川県神社誌fp366 

本庁データ

本庁データ

香川県神社誌下p404

本庁データ

加藤嘉明の家臣として城郭（松ill城等）や灌漑普請を行う 本庁データ

粋請奉行として仕えた加藤嘉明と合嗣。水難除の河Ill改修を行ったことによる 愛媛県神社誌p326

寛政5年古田藩領民は製紙専売制撤廃を本藩宇和島藩に訴えようとするが、吉田藩 南豫史 p373、愛媛県百
家老安藤は領民を説得しようとして切腹。安藤の墳墓に奇異があるとして1日領民が邸 科大事典p32

跡に杜創建、愛媛県神社誌は嘉永2年創建とする。また愛媛県白科大事典によれば
農民が集結した八幡河原（宇和島市伊吹八幡宮前）に「安藤継明忠死之地」の碑が

建立され、明治6年に吉田町1日邸内に安藤神社造営という

継明に合祠 愛媛県神社誌p582

継明嫡男で合祠 愛媛県神社誌p582

竹中半兵衛の一族f孫竹中主膳の家臣か 愛媛県神社誌p90

鎌倉期の牛渕太郎美作守高房など九代霊神。当家は平安時代末期牛渕五郎孝任には 重信史談6、愛媛県神社
じまり、正中 6年孝家の時南朝方武将として戦い滅亡 誌p322
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

字都宮房綱 萩森神社（萩森八王神社） 天正13 津羽井村太 愛媛八幡浜市大平

郎兵衛

宇都宮正綱（修 若宮神社 天正12 愛媛西予市明浜町高山

理太夫）

塩谷内匠 児E明神（山頼和霊神社 和霊神社） 寛永9 伊達秀宋 愛媛字和島市和霊町

塩谷帝刀 児玉明神（山頻和霊神社 和霊神社） 寛永9 伊達秀宗 愛媛宇和島市和需町

塩谷勘太郎 児玉明神（山頻和霊神社和霊神社） 寛永9 伊逹秀宗 愛緩宇和島市和霊町

大内通広 若宮霊社 村民 愛媛松山市安城寺町

大河内馬之丞 大河内八幡宮（大河内八幡神社） 江戸期 片上八郎左 愛緩今治市大西町山之内

衛門

＊大館氏明 愛媛県護国神社 近代 愛媛松山市御幸町

大西元武 大内神社 近世初 山川国武 愛媛川之江市金田町

大西元武 大内神社（稲茎神社境内社） 愛媛四国中央市新宮町上山内野

大西元武 稲茎神社 愛媛[71]国中央市新宮町上山内野

大西武氏 大西神社 愛媛川之江市金m町
大西四良左衛門 大西神社（荒魂神社） ＊明治42 愛媛川之江市芝生町

大野利直 大野霊神社 天文6 黒川通俊 愛媛西条市丹原町鞍瀬

大野通重（重松 重松定松神社（軍松神社） 中軋期 河野通範 愛媛松山市水［」町

太郎）

大野重直（定松 重松定松神社（重松神社） 中世期 河野通範 愛媛松山市水口町

次郎）

岡部国道（十郎） 岡部神社（合祀社。日吉神社境内社） 愛媛今治市野間覚庵

岡部国道室 岡部神社（合祀社。日吉神社境内社） 愛媛今治市野間覚庵

越智俊村 中野神社（新高神社境内社） 愛媛新居浜市種子河lll宮

＊戒能通森（備 合祠神社（吉井神社） 愛媛東温市井内宮ノ森

前守）

加地盛高（修理 加霊神社（一宮神社境内社） 愛媛四国中央市七居町津根

之進）

加藤清正 春日神社（徳威神社） 愛媛西条市吉田村廻り

加藤清正 松尾社 愛媛松山市中西

加藤清正 加藤神社（熊野神社境内社） 愛媛東温市南方竹ノ鼻

＊加藤清正 豊田神社 愛媛伊予郡双海町串

加藤清正 清正神社（客神社境内社） 愛媛西宇和郡伊方町亀浦宮谷

加藤清正 錦山神社（宇和津彦神社境内社） 愛媛宇和島市野川

加藤泰典（月窓） 興霊社（三穂神社境内社） 愛媛松山市別府

＊加藤嘉明 愛媛県護国神社 近代 愛緩松山市御幸町

＊加藤嘉明 水天宮 愛媛東温市横河原

鎌倉景政（権五 御霊神社（熊野御霊神社） ＊明治42 愛媛西条市丹原町志川

郎景政）

鎌倉景政（権五 生目神社（築島神社境内社） 愛媛東温市下林甲

郎景政）
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備 考 典 拠

犬正13年萩森落城後、城主房綱の霊を、居城だった現鎮座地に勧請祭祀 愛媛県神社誌 p459

正綱は高山城主宇都宮長雲子。犬正12年長曽我部氏に攻略され戦死。間もなく創祠。 愛媛県神社誌 p504

天保13年再建、明治12年改築

山家公頼家臣。子供ととも山家公頼に合祀。伊達秀宗は初代宇和島藩主 愛媛県神社誌p539

山家公頼家臣塩谷内匠長男 愛媛県神社誌p539

山家公頼家臣塩谷内匠二男 愛媛県神社誌p539

医座山城主。徳を仰ぎ祭祀という 愛媛県神社誌p281

永禄12年、伊勢国より馬之丞が山之内村へ移住、八幡宮勧請。八郎左衛門は曾祖父 愛媛県神社誌pl95

馬之丞が山之内村を開拓したとして相殿

新田義貞の甥、南朝方の武将。伊予の守護として世田山城の城主。北朝方細川頼春 愛媛県神社誌p274

との戦いで戦死

大西氏は三好氏と結び四国中央部に勢力があったが、天正 5年、元武は長曽我部元 愛媛県神社誌p51

親の合戦に際し、当地の山）1|国秀の宅で戦死、国秀嫡子の国武が氏神と崇め、従来

の産土神と合祀。西条藩主は代替わりごとに相続を報告、例祭には幣吊献納

愛媛県神社誌p74

愛媛県神社誌p74

大西元武の嫡男 愛媛県神社誌p51

在地領主大西氏の一族か。明治42年須賀神社に合祀 愛媛県神社誌p51

天文22年、大除城主大野利直は剣山城主黒川通俊と小手滝城戒能氏を攻めたが、利 愛媛県神社誌pll5

直は自刃。通俊が祀ったという。巽説有り

大野重定の子。重見家の城代重松家を継ぐ。新田氏などを湯山に隠した。応永元年 愛媛県神社誌p301

の細川頼元との合戦で戦死。弟重直と合祀

大野璽定の子。通重の弟。重直が大野家継承。兄とともに応永元年戦死。兄ととも 愛媛県神社誌 p301

に合祀

重茂城主。天正13年、小早川隆景軍に降伏。同族一門祖神。昭和10年現社名 愛媛県神社誌pl74

国道夫人 愛媛県神社誌pl74

南朝方家臣 愛媛県神社誌p82

河野家の筆頭家老格。当地大熊城主。 本庁データ

愛媛県神社誌p67

愛媛県神社誌pll7

愛媛県神社誌p248

愛媛県神社誌p320

愛媛県神社誌p366

愛媛県神社誌p482

愛媛県神社誌p540

加藤大洲藩2代藩主 愛媛県神社誌p241

近世初頭の松山藩主。寛永4年会津転封 愛媛県神社誌p274

嘉明は疫長7年松山城築城にあたり河川改修、水難除去。普請奉行足立重信と合廊l 愛媛県神社誌p326

明治42年、湯谷口御霊神社を熊野神社に合祀 愛媛県神社誌pll4

本庁データ
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

上甲景家（石見 石男神社（大元神社境内社） 宝暦4 上甲長斎 愛媛八幡浜市川之内岡

守）

上甲安男（左馬 石男神社（大元神社境内社） 宝暦4 上甲長斎 愛媛八幡浜市川之内岡

允）

上甲高男（右馬 石男神社（大尤神社境内社） 宝暦4 上甲長頑 愛媛八幡浜市川之内岡

助）

河上安勝（但馬 八幡神社 愛媛四国中央市川之江町

守）

楠木正成 満穂神社 愛媛喜多郡内子町河内乙

楠木正成 河内神社 愛媛大洲市柳沢

楠木正成 新田神社 文安 2 楠太郎左術門 愛媛西予市宇和町野田

忽那通著 忽那神社（裔家八幡神社境内社） 愛媛松山市北斎院町

忽那義範 愛媛県護国神社 明治32 愛媛松山市御幸町

国吉城主 国吉社（土居神社境内社） 愛媛四国中央市土居町入野

国吉家老 竹城社（土居神社境内社） 愛媛四国中央市七居町入野

国吉家老 金霊社（土居神社境内社） 愛媛四国中央市t居町人野
久門氏一族霊 瑞枝神社（伊曽乃神社） 愛媛西条市中野

来島出雲守 潮早神社 天IE16 原通孝 愛媛今治市波方町樋u
河野為世（四郎 四郎明神社 愛媛今治市玉川町鍋地坂本

為世）

＊河野通有 愛媛県護国神社 近代 愛媛松山市御幸町

河野通敦（甲祖 甲祖神社（三島神社境内社） 昭和38 愛媛新居浜市船木

五郎通敦）

河野通賢（九郎） 東山神杜 愛媛松山市東野町

河野通孝 宮辺神社（堀江神社境内社） 愛媛新居浜市新須賀町

河野通遠 七郎明神（佐古岡神社） 愛媛松山市馬木町

河野通信 若宮社（三島大明神社） 愛媛松山市長師

河野通春（越智 湊三島大明神社 愛媛松山市港山町

宿f爾通春）

河野通治 佐古岡神社 愛媛松山市馬木町

河野通晴 愛媛護国神社 近代 愛緩松山市御幸町

河野通広 河野霊神（児守社。湯神社境内社） 愛媛松山市道後

＊河野七郎兵衛 高光神社 ＊明治42 愛媛宇和島市高串

河野祖神 合併神社（新田神社） 愛媛酉宇和郡保内町須川日ノ地

薦田義清（治部 薦田神社（三島神社境内社） 愛媛四国中央市七居町小林

之進）

薦田儀定（備中 薦田神社（上居神社境内社） 愛媛四国中央市上居町入野

守）

近藤尚盛 近藤神社（伊曽乃神社） 愛媛西条市中野

重見通勝 愛媛県護国神社 明治32 愛媛松山市御幸町

白城左近少輔 長畑神社 延慶 3 白城一族 愛媛北宇和郡吉田町沖村長畑

＊鈴木籠幸（源 大神宮（総高地神社飛地境内社） 愛媛上浮穴郡久万高原町柳井川

左衛門）

＊摂津久五郎 一宮神社 寛永17 伊三右衛門 愛媛八幡浜市大字矢野町

（住人）
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備 考 典 拠

景家は応永年間紀小11新宮より宇和郡主西園寺家に仕え川之内村開発したという 愛媛県神社誌p460

当地の開発者Jこ甲氏の子孫あたる安男・甚之丞 右馬助高男の三兄弟のうち長兄と 愛媛県神社誌p460
末弟が刃傷で両者討死、次兄が柑続。のち亡き兄弟の霊が上甲家に祟るため祭祀

安男の弟 愛媛県神社誌p460

天正期の川之江城t。長曽我部氏の攻撃で戦死 落城 愛媛県神社誌p52

本社は大正11年、内子町川中の二属島神社より分離 愛媛県神社誌p424

愛媛県神社誌 p430

Iヽ1地水ヶ森城主楠がこの地に勧請して武将守護神にした。村民は産上神とした 愛媛県神社誌p513

戦国期の忽那島島主で伊予泰山城主 本庁データ

南北朝時代の瀬戸内海の海賊衆。忽那七島（現・防予諸島）を根拠地に、瀬戸内海 本庁データ

西部の制海権を握った忽那氏の実質的惣領

入野山にあったとされる城の城主 愛媛県神社誌p70

国吉城家老。竹城氏か 愛媛県神杜誌 p70

国吉城家老 愛媛県神社誌p70

寛永19年一柳直重の西条人封に際し中野村庄屋 愛媛県神社誌 p89

潮早稲荷大明神に合祀 愛媛県神社誌pl96

寛永6年、浮穴郡浮穴里でなくなった為世が生前殖産に功があったとして祭祀。河 愛媛県神社誌 pl55、四
野家時の嗣という。神社誌は寛永6年没とする。また四国の戦国大名に成長した41 郎明神社由緒略記
代にも為世の名あり

伊予国守護。久米郡石井郷など領有。元寇に出陣 愛媛県神社誌 p274

通敦は、伊予国守護で弘安の役に出陣した河野通有の六世祖で、当地領主の時、本 愛媛県神社誌p83
社を勧請したという。昭和38年、墳墓を境内社として移した

愛媛県神社誌p315

永禄3年松ll」堀江花見llJ城主河野通孝が当地に来住し新須賀城造営、本社創建 愛媛県神社誌p82

元弘2年、内野の合戦で討死 愛媛県神社誌p312

鎌倉幕府成立後の御家人。承久の変で反幕府方となり、奥111配流 本庁データ

河野氏分家である予、川家の出。湊山城に拠る。文明14年同城で病没後に本家方に攻 愛媛県神社誌p286
め落とされる

建武3年、伊予湯築城を建てる 愛媛県神社誌p312

愛媛県神社誌p274

河野通儒の子。後に出家。一遍上人の父という 愛媛県神社誌p282

明治42年に諸神社合祠 愛媛県神社誌 p542

愛媛県神社誌p479

犬正期頃の渋柿城主。本社はその祈顧所。小早川隆景に敗戦後、本社社威不振。本 愛媛県神社誌p68
社は維新以後村社

畑野中尾山城主 愛媛県神社誌p69

東伊予の石川氏家臣で国人領主 愛媛県神社誌p89

日高山城城主という。河野通之を戦死させるが、通之の子通元は日裔山城を攻め落 本庁データ

し自決したという

延疫3年亡くなった消地城主白城左近を、後に一族が徳を称え氏神として祀る 愛媛県神社誌p575

愛媛県神社誌p386

当地矢野町今城に居城もった摂津久五郎が城内に国常立惇を祀る。寛永17年久五郎 愛媛県神社誌p456
戦死落城のため同町住人与三右衛門が社殿造営、村の氏神とする
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

曽我祐成（十郎） 曽我大明神（曽我神社） ＊延宝 9 愛媛北宇和郡三間町兼近

武士神格化一覧．稿（下・西H本編）

曽我時致（五郎） 曽我神社（三島神社飛地境内社） 愛媛北宇和郡三間町宮野下

＊曽我霊神 三島神社 ＊明治42 愛媛北宇和郡鬼北町久保亀山

平景清 "-の宮神社 (H尾八幡神社飛地境内社） 愛媛松山市南久米町

平景清 生目社（日吉神社境内社） 愛媛松Ill市南斉院町

平景清 生目八幡宮（三島大明神社境内社） 愛媛松山市余戸町

＊平景清 素綺神社 愛媛松山市浄瑠璃寺町

平景清（景清） 生目八幡（恵依禰二名神社境内社） 愛媛伊予郡松前町出作

平景清（景清） 生目八幡神社（五色濱神社境内社） 愛媛伊予市灘町

平景清（藤原景 生目八幡神社（八幡神社境内社） 愛媛八幡浜市かみやま

清）

平景清（景清） 八尺神社 愛媛八幡浜市八代王子

平景清（景清） 八幡神社（天満神社境内社） 愛媛西宇和郡三崎町釜木

平景清 生目神社（天満神社境内社） 愛媛西予市明浜町俵津

平景清（景清） 生目神社（賀茂神社境内社）

高田通成 合祀宮（日吉神社境内社） 昭和10 愛媛今治市野間覚庵

高田通成室 合祀宮（日吉神社境内社） 昭和10 愛媛今治市野間覚庵

＊田窪高房（太 天満神社（宇気洲神社境内社） 愛媛東温市田窪

郎）

竹内立左衛門 嘉母神社 ＊昭和33 愛媛西条市禎瑞

武田信勝 近江神社（伏原八幡大神社） 愛媛越智郡今治市朝倉伏原

伊達秀宗 鶴島神社（南予護国神社） 大正2 愛媛宇和島市丸之内

＊伊達秀宗 愛媛県護国神社 近代 愛媛松山市御幸町

＊伊達村候 愛媛県護国神社 明治32 愛媛松山市御幸町

伊達村候 鶴島神社（南予護国神社） 大正2 愛媛宇和島市丸之内

伊達宗紀 鶴島神社（南予護国神社） 大正2 愛媛宇和島市丸之内

＊伊達宗城 愛媛県護国神社 近代 愛媛松山市御幸町

伊達宗城 鶴島神社（南予護国神社） 大正2 愛媛宇和島市丸之内

都築温 愛媛県護国神社 明治32 愛媛松山市御幸町

士居勘助 津島神社（三島神社境内社） 愛媛北宇和郡津島町岩松

土居清良 清良大明神（清良神社） 寛文 l 地元民 愛媛北字和郡二．間町士居

土居清良 清良神社（天満神社境内社） ＊明治42 愛媛北宇和郡鬼北町奈良

土居通増 星ヶl苗］神社 地域民 愛媛松111市石井

＊土居通増 愛媛県護国神社 近代 愛媛松山市御幸町

＊土居通重 愛媛県護国神社 近代 愛媛松山市御幸町

土居義通 弓矢明神（九社神社） 寛永期以前 住民 愛媛上浮穴郡久ガ高原町中津

土居義通近臣 六柱明神（九社神社） 寛永期以前 住民 愛媛上浮穴郡久万高原町中津
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延宝9年餅田仁兵衛の調査記録に兼近村曽我大明神とある。 U碑では曽我兄弟の下 愛媛県神社誌p561
僕鬼王団十郎が兄弟の遺骸の手足を持ち帰り、五郎時致の手を同町金銅に祀り、十

郎祐成の足を2り社にまつったという

明治43年諸社合併 愛媛県神社誌p566

明治42年諸社合祠 愛媛県神社誌p579

愛媛県神社誌p288

愛媛県神社誌p271

愛媛県神社誌p293

本社は明治42年関犀より生H山に移る 愛媛県神社誌p334

愛媛県神社誌p347

愛媛県神社誌p368

愛媛県神社誌p455

愛媛県神社誌p466

本社ははじめ犬満自在天神または天満宮。明治22年現社名 愛媛県神社誌p492

愛媛県神社誌p503

愛媛県神社誌p582

重門山城主。尺正13年、小早川降景軍に降伏。昭和10年岡部神社に合祀して現社名 愛媛県神社誌pl74

通成夫人 愛媛県神社誌pl74

鎌倉初期の伊f国御家人。牛渕氏も支配下においた。本庁データでは容房。牛渕高 重信町誌pll5、本庁データ
房と「li]一人物か

松平西条藩奉行。安永7年藩命により新田開発、天明 2年完成。昭和33年、境内社 愛媛県神社誌p97

にあった竹内を本社に合祀

伊予の戦国大名河野氏に属し、永禄5年竜門山城主。天正10年来島通総来攻により 愛媛県神社誌pl42
落城、自刃

宇和島藩初代藩主。宇和島（鶴見）城の南麓IH日吉山王神社跡地に札殿造営。近代 愛媛県神社誌p543
以降の戦没者を合祀、昭和30年現社名

愛媛県神社誌p274

5代伊逹宇和島藩主 愛媛県神社誌p274

愛媛県神社誌p543

7代伊達宇和島藩主 愛媛県神杜誌p543

8代伊達宇和島藩主 愛媛県神社誌p274

愛媛県神社誌p543

本庁データ

さいに意見具申

西l翡l寺氏家臣で犬が森城主津島弥二郎通顕の臣 本庁データ

永禄年間の武将で大森城主。西園寺氏落城後は帰農し、篤農家松浦宗案とともに親 愛媛県神社誌p573
民観月集を編む。宗案が配祠される

明治42年に本社合祠 愛媛県神社誌p563

伊rの南朝方武将 愛媛県神社誌p298

愛媛県神社誌p274

伊予の南朝方武将 愛媛県神社誌p274

伊予の南朝方武将。備中と名乗って挙兵したが、近臣6名とともに当地に逃れる。 愛媛県神社誌p384

湖水の大蛇を射殺して数年後に逝去。埋葬地が備中塚と呼ばれ、のち弓矢明神と称

したという。寛永期に合祀され九社大明神といい当地鎖守神

愛媛県神社誌p384
カ所に葬られて六人塚と称し後に六柱明神と呼ばれた。寛永期に合祀され九社大明

神といい当地鎮守神
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祭神名 祭祀杜 創祠時期 創祠者 所在地

藤堂高虎 吹揚神社 明治5 愛媛今治市通町

武士神格化一覧．稿（下・西H本編）

＊藤堂高虎 愛媛県護国神社 近代 愛媛松山市御寺町

徳川家康 東照大神宮（伊佐爾波神社境内社） 元和 4 加藤嘉明 愛媛松山市桜谷町

徳川家康 東照宮（常信寺境内、現在松山神社） 慶安 3 松平定行 愛媛松山市祝谷

徳川家康 湯の町東照宮（天満宮） 明和 2 愛媛松山市道後湯の町

徳川家康 東照宮（西條神社。伊曽乃神社境内社） 寛文期 松平頼純 愛媛西条市大町

徳川家康 前神寺東照宮（石鎚神社境内社） 愛媛西条市洲の内

徳川家康 上山東照宮 愛媛四国中央市新宮町

得能道綱 星ヶ岡神社 愛緩松山市石井

＊得能道綱 愛媛県護国神社 近代 愛媛松山市御幸町

友近忠吉（次郎 友近神社 戦国期 村民 愛媛松llJ市安城寺町

右衛門）

＊豊臣秀吉 常磐神社（粘城神社境内社） 愛媛上浮穴郡久万高原町二名甲

豊臣秀吉 高津神社（宇和津彦神社境内社） 愛媛宇和島市野川

西山通倫（肥後 周敷神社（正八幡神社境内社） 愛媛松山市福角町

守）

西山通固（五右 周敷神社（正八幡神社境内社） 愛媛松山市福角町

衛門）

新田義興 新田神社 文安 2 楠太郎左衛門 愛媛西予市宇和町野田

新田義興 新田神社（三島神社飛地境内社） ＊明治43 愛媛北宇和郡ーご間町宮野下

新田義興 新田神社 ＊文明17 愛媛北宇和郡＿て間町大藤

＊新田義興 ぞ島神杜 愛媛北宇和郡ぞ間町大内

新田義輿 新田神社 ＊天文6 ー。宮能賢 愛媛北宇和郡鬼北町成藤

告森兵部太夫

新田義定 新田神社 愛媛四国中央市川滝町

＊新田義貞 大西神社 愛媛四国中央市金田町

新田義貞 新田神社（豊受神社） 愛媛四国中央市富郷町豊坂乙

新田義貞 新田神社（熊野八幡神社） 愛媛四国中央市富郷町寒JIii且

新田義貞 新田神社（八脂神社） 愛媛四国中央市富郷町津根llj

新田義貞 新田神社（萩岡神社） ＊明治42 愛媛新居浜市萩生

新田義貞 新田神社 愛媛松山市立岩米之野

新田義貞 新田神社（風早大神宮） 愛媛松山市河野別府

新田義貞 新田神社（鎖守神社） 愛媛松山市中西内

新田義貞 新田神社（貴布祢神社） 愛媛松山市下難波

新田義貞 ーの宮神社（日尾八幡神社飛地境内社） 愛媛松山市南久米町

新田義貞 新田神社（窮掛五社神社境内社） 愛媛松山市久谷町

新田義貞 合祠神社（吉井神社境内社） 愛媛東温市井内宮ノ森

新田義貞 新田五社神社 愛媛伊予郡砥部町万年甲

＊新田義貞 古味八社大明神（八社神社） 天正期 愛媛上浮穴郡久万高原町七島

＊新田義貞 新田大明神（新田神社） 正平6 新田氏子孫 愛媛酉宇和郡保内町須川 1::1ノ地

新田義貞 新田神社 文安2 楠太郎左衛門 愛媛西予市宇和町野田

新田義貞 新田神社 ＊大保4 愛媛西予市宇和町新城
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備 考 典 拠

慶長 7年、藤堂高虎は伊予半国を領し蔵敷八幡宮社地に今治城を築城。廃藩の時、 全国下 p462

巾内鎮座の神明宮 蔵敷宮 厳島宮 美保神社の四社を本丸に合祀して吹揚神社を

創建。廃藩時、高虎 定房の両藩相を合祀

招魂社として明治32年成立 愛媛県神杜誌 p274

延喜の制では小社に列した古社。河野氏築城の時、伊佐爾波岡にあったものを今の御 東照宮 p231

板屋に移遷、湯月八幡宮と称し、道後七郡の守護神とした。以後河野氏代々の崇敬を

うl}る。初代加藤松山藩主の加藤嘉明は慶長年間に社殿修造、東照宮勧請という

慶安3年、初代松平松山藩主定行が松山城鬼門に当たる祝谷に常信寺を移し、境内 東照宮 p49

に東照宮建立。明治初め天満宮を合祀、松山神社と改称。愛媛県神社誌は異説掲載

犬満宮相殿か 東照宮 p49

初代松‘F西条藩主松平頼純が東照宮勧請。明治 5年西条藩主歴代を合祀。明治18年 東照宮 p49
酉條神社、昭和26年伊曽乃神社摂社

西条市大町の東照宮（西条東照宮 西條神社）の旧社地か 東照宮 p231

東照宮 p231

伊予の南朝方武将 愛媛県神社誌 p298

愛媛県神社誌 p274

河野通直家臣。和気地方の郡代を務めたが、その徳に対し祭祀 愛媛県神社誌p281

本庁データ

愛媛県神社誌 p540

花見lll城4代城主。当地開発と農民救済に尽力したという 愛媛県神社誌p294

花見山城6代城主。通倫とともに合祀 愛媛県神社誌p294

新田義貞次子。 ‘li地水ヶ森城主楠がこの地に勧請して武将守護神。村民は産土神とした 愛媛県神社誌p513

明治43年に諸社合併 愛媛県神社誌p566

文明17年再典の棟札あり 愛媛県神社誌 p566

元禄16年の拝殿改築の棟札あり 愛媛県神社誌 p555

l：佐仁井田より勧請（元禄期棟札） 愛媛県神社誌 p563

新田義興の子 愛媛県神社誌p49

愛媛県神社誌p51

愛媛県神社誌p61

愛媛県神社誌p62

愛媛県神社誌p72

明治42年、各社合祀、萩岡神社成立 愛媛県神社誌p85

愛媛県神社誌p239

愛媛県神社誌p244

愛媛県神社誌p249

愛媛県神社誌p250

愛媛県神社誌p288

愛媛県神杜誌p333

本庁データ

愛媛県神社誌p358

本社は代々鷹森城主の廟令。天正期に合刷という 愛媛県神社誌p380

新田氏子孫が祀ったという 愛媛県神社誌p479

当地水ヶ森城主楠がこの地に勧請して武将守護神。村民は産士神とした 愛媛県神社誌p513

土佐国より上駄場へ勧請、天保4年に当地へ移す 愛媛県神社誌p515
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

新田義貞 新田神社 ＊明治42 当地松本家枇先 愛媛西予市宇和町皆田

＊新田義貞 新田神社（高光神社境内社） ＊明治42 愛媛宇和島市高串

＊新田義貞 三島神社 愛媛北宇和郡----渭間町大内

新田義貞 新田神社 ＊天文6 . ム月ヒヒ臣只又 愛媛北宇和郡鬼北町成藤

告森兵部太犬

新田義助（脇屋） 春H神社 愛緩今治市[:Jil分

新田義助（脇屋） 新田神社 愛緩松lll市立岩米之野

＊新田義助（脇 新田神社（風早大神宮境内社） 愛媛松山市河野別府

屋）

＊新田義助（脇 新田神社（豊田神社境内社） 愛媛伊予郡及海町串

屋）

新田義助 新田神社（三島神社境内社） ＊宝徳2 西園寺氏 愛媛西予市宇和町山田

新田義助 新田神社 ＊犬文6 - •.lm _． 1 ムHヒヒ臣只又 ' 愛媛北宇和郡鬼北町成藤

告森兵部人夫

＊新田義仲 和霊神社 愛媛北宇和郡松野町目黒

新田義則 新高神社 愛媛新屈浜市種f川山宮

新田義治 新田神社 愛媛/."/]桑郡小松町安井蔵元

新田義治（源） 新田神社（山神社境内社） 愛媛西条市黒谷日浦

＊新田義治 二．島大明神 愛媛松ill市本谷

新田義治 新田神社（柳素綺神社） 愛媛松ill市未町

新田義治（脇屋） 重松神社 愛媛松山市水[l

新田義治（脇屋） 下新田廟社（両新田神社） 嘉吉3 得能通義 愛媛松山市河中町

新田義治（脇屋） 新田霊社（伊佐爾波神社境内社） 愛媛松山市桜谷町

新田義治（脇屋） 新田神社（稲荷神社境外末社） 明治以前 愛媛伊予市大平四松

新田義治 新田神社（三島神社境内社） ＊宝徳2 西園寺氏 愛媛西予市宇和町山田

新田義治（脇屋） 高津神社（宇和津彦神社境内社） 愛媛宇和島市野川

＊新田義治（脇 新田神社（高光神社境内社） ＊明治42 愛媛宇和島市高串

屋）

新田義正 新田神社 愛媛四国中央市川滝町

新田義宗 新田神社 永享12 +．居得能 愛媛四国中央市川滝町

新田義宗 新田神社 愛媛周桑郡小松町安井蔵元

新田義宗（脇屋） 新田神社 愛媛松山市立岩米之野

新田義宗 士．新田廟社（両新田神社） 崩吉3 得能通義 愛緩松山市河中町

新田義宗 新田霊社（伊佐爾波神社境内社） 愛媛松ill市桜谷町

＊新田義宗 新田神社（柳素愁神社境内社） 愛媛松山市末町

新田義宗 新田八幡神社 天文3 河野道直

新田義宗（武義） 新田武義社（新田八幡神社境内社） 愛媛喜多郡内f町中田渡甲

新田義宗 新田神社 文安2 楠太郎左衛l"l 愛媛西予巾宇和町野田

新田義宗 高津神ft（宇和津彦神社境内社） 愛緩宇和島市野川

＊新田義宋 新田神社（高光神ネt境内社） ＊明治42 愛媛宇和島市高串

新田公 合祀社（八幡大神社境内社） 愛媛四国中央市上居町野田
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備 考 典 拠

当地の松本家の祖先が、土佐国新田郷五社山から勧請 愛媛県神社誌 p502

明治42年、村社新田神社ほかを合廊l 愛媛県神社誌p543

元禄16年の拝殿改築の棟札あり 愛媛県神社誌p555

土佐［井田より勧請、宮の本にあったが、寛文年中に岡の森に移る（元禄期棟札）。天 愛媛県神社誌 p563

文6年二宮 告森が大願主で宝殿造営、天正元年高森城主中野通賢が社殿造常（棟札））

新田義貞の弟。南朝方から伊予国府（今治）に派遣されるが病死 愛媛県神社誌pl40

義助が当地で疫病になやまされたことから、疫柄の神として祭祀 愛媛県神社誌p239

愛媛県神社誌p244

愛媛県神社誌p366

義治とまつる。新田殿旧跡に怪火があるため人々が恐怖し西園寺氏が道後の河野家 愛媛県神社誌p518

に申請し許可、諸人参詣という（菅原家記録）。社殿は西園寺殿山田の居所付近。神

像に宝徳2年の城主讃岐助春忠の銘があるという

土佐仁井田より勧請（元禄期棟札） 愛媛県神社誌p563

不詳。誤記か 本庁データ

新田義貞遺臣か 本庁データ

南朝方武将。新田義貞の甥（脇屋義助子） 愛媛県神社誌 pll4

愛媛県神社誌 pl21

愛媛県神社誌 p243

新田義宗と合祠 愛媛県神社誌 p305

愛媛県神社誌 p301

応永10年、当地で没という。得能通義が小宮を営み、天文17年河野通直がド新田廟 愛媛県神社誌 p302

社を建立という。後に義宗と合祀し現社名

愛媛県神社誌 p268

明治初年まで稲荷神社の境外末社 愛媛県神社誌p368

義助とまつる。新田殿旧跡に怪火があるため人々が恐怖し西園寺氏が道後の河野家 愛媛県神社誌 p518

に申請し許可、諸人参詣という（菅原家記録）。社殿は西園か殿山田の居P斤付近。神

像に宝徳2年の城主讃岐助春忠の銘があるという

愛媛県神社誌 p540

明治42年、村社新田神社はかを合祠 愛媛県神社誌 p543

愛媛県神社誌 p49

新田義貞第＿：：：子。兄義輿とともに南朝方の中心として活動。応永3年当地に陀れ落 愛媛県神社誌 p49

ち同15年没し、 33年後に七居 得能―」氏により祭祀という

愛媛県神社誌 pll4

愛媛県神社誌p239

応永10年、当地芳野森の麓で没という。得能通義が小宮を営み、天文17年河野通直 愛媛県神社誌p302

がr．新田廟杜を建立という。後に義治と合祀し現杜名
愛媛県神社誌 p268

新田義治と合祠 愛媛県神社誌p305

新田義貞三男。建徳2年伊予大島にいたり河野通義に遇され宇和島にしのび明徳4年死去 愛媛県神社誌p393

愛媛県神社誌p393

当地水ヶ森城主楠がこの地に勧請して武将守護神。村民は産土神とした 愛媛県神社誌p513

愛媛県神社誌 p540

明治42年、村社新田神社ほかを合祠 愛媛県神社誌p543

愛媛県神社誌p68
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創嗣者 所在地

新田大神 新田神社（松尾社境内社） 愛媛松山市中西

＊新田氏霊 南山神社 愛媛大洲市長谷

野田忠勝（新藤 野田権現（野田宮。現在野田神社） 野田氏子孫 愛媛松山市北梅本

次）

萩森城主 萩森社（三島神社境内社） 愛媛固桑郡小松町明穂宮窪

林源太兵衛 佐古神社（築島神社境内社） 平成4 住民 愛媛東温市下林宮の段

原氏の霊 潮早神社 愛媛今治市波方町樋n
一柳小松藩主歴 三嶋神社 愛媛固桑郡小松町

代

兵頭道正（太郎 愛緩県護国神社 愛媛松山市御幸町

右衛門）

藤原純友 中野神社（新高神社境内社） 愛媛新居浜市種子川山宮

北条時頼（時頼） 氏之宮三嶋神杜 愛媛東温市則之内甲

＊松浦宗案 清良神社 明治22 氏子 愛媛北宇和郡三間町土居

松王小児命 ぞ島神社 天応 l 愛媛喜多郡内f町

松木三之丞 中野神社（新高神社境内社） 愛媛新居浜市種子川山宮

松木安村（三河 城主神社（大崎龍神社境内社） 愛媛西条市河原津居屋敷

守）

松末美濃守 松末神社 愛媛松山市松末町

松平西条藩歴代 西條神社 明治5 愛媛西条市大町

藩主

松平定昭（久松） 東雲神社 愛媛松山市丸之内

松平定勝（久松） 東雲霊神（東雲神社） 文政6 松平定通 愛媛松山市丸之内

松平定長 新田霊社（伊佐爾波神社境内社） 愛媛松山市桜谷町

松平定通（久松） 東雲神社 愛媛松山市丸之内

＊松平定通 愛媛県護国神社 近代 愛媛松山市御幸町

＊松平定行（久 愛媛県護国神社 近代 愛媛松山市御幸町

松）

松平定行（久松） 勝山神社（東山神社境内社） 愛媛松山市東野町

松平定吉（久松） 東雲神社 愛媛松山市丸之内

松平定房（久松） 吹揚神社 明治5 愛媛今治市通町

松根図書 愛媛県護国神社 明治32 愛媛松山市御幸町

松本豊後守 城主杜（新田神社境内社） 愛媛周桑郡小松町安井蔵

源為朝 中山神社 愛媛四国中央市新宮町馬立

源為朝（鎮西八 稲荷神社（和霊神社境内社） 愛媛宇和島市丸之内

郎）

源義経 鎧掛松神社（三島大明神社境内社） 愛媛松山市長師

三輪田元綱 愛媛県護国神社 明治32 愛媛松山市御幸町

村上義忠（掃部 村上神社（三島神社境内社） 愛媛今治市伯方町木浦

守）

村上義弘 愛媛県護国神社 明治32 愛媛松山市御幸町

山内久元（与右 山内神社 文化11 松平定通 愛媛松山市南江戸町

衛門）

山家公頼 和霊神社 承応2 愛媛宇和島市丸之内
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備 考 典 拠

愛媛県神社誌 p248

明治末から大正期に旧南久米村の神社合祠 愛媛県神社誌pp445

藤原純友の乱に際し、首を勿1Jね軍功を上げる 愛媛県神社誌p289

天正2年、萩森城を落とされた萩森重綱か 愛媛県神社誌 pll4

弘化2年完成の佐古谷池建設に功労があった松山藩代官。すでに祭祀されていた庄 重信史談12

屋小山友近などに合祠

湊山城主原通孝か 愛媛県神社誌 pl96

小松藩主。本社は豊臣氏四国征討後、焼失と遷座を繰り返すが、寛永13年一柳直頓 全国下 p463

が入封し再建

戦国時代末期、伊予字和郷松葉城主西園寺氏の家臣。出家して泉貨と号し、現野村 本庁データ

町安楽寺に人って厚紙を漉き始め泉貨紙を創始

愛媛県神社誌p82

元寇の際、河野通有 通純が出陣し帰還後に本社殿を補修したという 愛媛県神社誌 p336

旧大森城主土居清良家臣で、主君の諮問に応じ日本最古の能書とされる親民観月集編纂 三間町誌p806

伊予日大三島より勧請。相殿の祭神松王小児命は、讃岐国香川郡城主田井民部の嫡 全国下 p463

子で、摂津兵庫の築地を第くにあたり人柱となった。遺言により第地と住民の守護神

として三島宮相殿にまつったという

当地の麓中野城主。天正13年、豊臣秀吉の四因討伐における犬正の陣で戦死 愛媛県神社誌 p82

本庁データ

不詳 愛媛県神社誌 p315

東照宮 p231

14代（最後の）松平（久松）松山藩j: 本庁データ

初代松平松山藩．t定行の父 愛媛県神社誌 p279

3代松平松山藩主 愛媛県神社誌 p268

11代松平松山藩主 本庁データ

愛媛県神社誌 p274

初代松平松山藩t 愛媛県神社誌p274

本社は河野通賢を祀る 愛媛県神社誌p315

松平松山藩相の松平（久松）定勝嫡男。若くして自刃 本庁データ

初代松平（久松）今治藩主。藤常裔虎とともに合祀 愛媛県神社誌pl77

幕末期の宇和島藩家老 本庁データ

愛媛県神社誌pll4

愛媛県神社誌 p73

愛媛県神社誌 p548

文治元年、義経が当浦に陣営を設けたという 愛媛県神社誌p257

幕末の松山藩士。文久3年、て条大橋に等持院の足利尊氏、義詮、義満二＾代の将軍 本庁データ

木像の首が晒された事件への関与者として捕縛される

来島 因島の村上氏の惣領家当主 愛媛県神社誌 p215

村上義弘は、鎌倉時代末期に村上水軍の隆盛を築いた 本庁データ

享保年間の飢饉、また御家騒動が起り自刃。寛保年間、奇瑞により主家を救ったと 愛媛県神社誌 p310

された。 11代松llj藩主定通が祭祀

当社は肥皮社にはじめて祭祀。享保20年、現在の鎌江城跡に移遷。以来庶民の神と 全国下 p468

して崇敬者多い
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

山家公頼 和霊神社 延享3 愛媛今治市玉川町法界寺甲

山家公頼 和霊神社（葱尾神社） ＊大正 1 愛媛四国中央市川滝町

山家公頼 中野神社（新高神社境内社） 愛媛新居浜市種fJII山宮

山家公頼 和霊神社（綾延神社境内社） 愛媛周桑郡丹原町田野上方

山家公頼（清兵 和霊神社（浦渡神社境内社） 愛媛新居浜市泉川2420
衛）

山家公頼（清兵 和霊神社（風伯神社境内社） 愛媛西条市朔日市

衛）

山家公頼（清兵 和霊神社（杉尾神社境内社） 愛媛西条市洲之内

衛）

山家公頼 和霊神社（周敷神社境内社） 愛媛西条市周布1532

山家公頼（山頓） 須賀神社 愛媛今治市朝倉下天皇

山家公頼（人霊） 和霊神社（厳島大明神） 愛媛今治市裔部

山家公頼（山家 和霊神社（白玉神社境内社） 愛媛今治市波方町樋口小部

氏）

山家公頻 和霊社（厳島神社） 愛媛今治市菊間町浜江田

山家公頼（和霊 和岐神社（喜多浦八幡大神神社） 愛媛今治市伯方町北浦

明神）

山家公頼 和霊神社（天満神社境内社） 愛媛松山市宮野

山家公頼 和霊神社（白山神社境内社） 愛媛松山市井門町

山家公頼 和霊神社（二嶋神社境内社） 愛媛松山市朝生田町

＊山家公頼 鎖守社 愛媛松llI市安城寺町

＊山家公頼 中木原神社（天満神社境内杜） 愛媛東温市志津川

山家公頼 和霊神社（三奈良神社境内社） 宝永3 愛媛東温市下林甲

山家公頼（清兵 和霊神社（熊野神社境内社） 愛媛東温市南方竹ノ鼻

衛）

山家公頼 和霊神社（伊豫岡八幡神社境内社） 愛媛伊予市上吾川

山家公頼（山家 和霊神社（五色濱神社境内社） 愛媛伊f市灘町
霊神）

山家公頼 金刀比羅神社（久万伊勢大神宮境内ft) 愛媛上浮穴郡久万高原町久万

山家公頼（和霊 二宮社（大有霊神社境内社） 愛媛大洲市新谷町

大神）

山家公頓 和霊神社（八幡神社境内社） 愛媛八幡浜市かみやま

山家公頓（清兵 和霊神社（住吉神社境内社） 愛媛八幡浜市川上町

衛）

山家公頼（清兵 和霊社（八幡神杜境内杜） 愛媛西宇和郡瀬戸町足成

衛）

山家公頼（清兵 和霊神社（八幡神社境内社） 愛媛西宇和郡瀬戸町三机大平

衛）

山家公頼 和霊神社（客神社境内社） 愛媛東西予市明浜町宮バ甫

山家公頼（山家） 和霊神社（一宮神社境内社） 愛媛東西予市宇和町郷内

山家公頓（山家） 和霊神社（八幡神社境内社） 愛媛束西予市宇和町東多田

山家公頼 児玉明神（山頼和霊神社 和霊神社） 寛永9 伊達秀宗 愛媛宇和島市和霊町

罰評利島蕃主）

山家公頼 和霊神社 ＊明治27 愛媛宇和島市丸之内
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備 考 典 拠

公頼の神霊を宇和島和霊社より勧請し、村内の三島社に奉斎したのが創始。今治藩 全国下 p468

上久松定剛が尊信し、桑坂山を社地として社殿建立。以来、漁業神として信者多し

大正元年本社に和霊神社合祀 愛媛県神社誌 p51

愛媛県神社誌 p82

愛媛県神社誌pll2

愛媛県神社誌p83

本庁データ

愛媛県神社誌p99

愛媛県神社誌 pl34

lll粕は山家公頼か 愛媛県神社誌 pl43

人寓は1廿家公頓か 愛媛県神社誌pl86

愛媛県神社誌pl96

本庁データ

和霊明神は山家公頼か 愛媛県神社誌p216

愛媛県神社誌p259

愛媛県神社誌p308

本庁データ

愛媛県神社誌p281

本社は菅原道真が讃岐守として巡察したことに因み伊予石国司河野安家が建立、代々 本庁データ

領主祈願所

宝永3年勧請という 愛媛県神社誌 p325

愛媛県神社誌 p320

愛媛県神社誌p351

愛媛県神社誌p368

愛媛県神社誌 p375

和霊大神は山家公頼か。本社は正徳2年創立 愛媛県神社誌 p429

愛媛県神社誌p455

愛媛県神社誌p468

愛媛県神社誌p483

愛媛県神社誌 p486

愛媛県神社誌p505

愛媛県神社誌p508

愛媛県神社誌 p512

伊達秀宗とともに宇和島藩へきた公頓は家老職として民政に尽くし領民から生き神と 愛媛県神社誌 p539

称されたが、

明神として祭祀、公頼の三子や家臣塩谷親子ぞ名も合祠。社殿は享保20年に現在地

公頓屋敷跡に社殿建立。明治27年村社 愛媛県神社誌 p548
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創嗣者 所在地

山家公頓 和霊神社（三島神社境内社） ＊明治43 愛媛北宇和郡ご間町宮野下

山家公頼（山家） 和霊神社（八幡神社境内社） 愛媛北字和郡吉田町立間

＊山家公頼 弓瀧神社 愛媛北字和郡鬼北町国遠

山家公頼 和霊神社（天満神社境内社） ＊明治43 愛媛北宇和郡鬼北町永野rli

山家公頼（清兵 和霊神社（三島神社境内社） 愛媛北宇和郡津島町増穂

衛）

山家公頼 和霊神杜 安永 2 愛媛北宇和郡松野町H黒

＊山家公頼 天満神社 愛媛北宇和郡松野町蕨生

山家公頼 和霊神社（弓削神社境内社） 愛媛南宇和郡愛南町緑

山家公頼 和霊神社（岩神社） ＊明治 6 愛媛南宇和郡愛南町柏崎

*II」家公頼 若宮神社 寛政2 愛媛南宇和郡愛南町家串

山家公頼 和霊神社（若宮神社境内杜） 愛媛南宇和郡愛南町長洲l

山家公頼 和霊神社 文化8 清家信潜 愛媛九杷村金刷山

山家次郎 児玉明神（山頼和霊神社和霊神杜） 寛永9 伊達秀宗 愛媛宇和島市和霊町

山家丹治 児玉明神（山頻和霊神社和霊神社） 寛永9 伊達秀宗 愛媛宇和島市和霊町

山家美濃 児玉明神（山頼和霊神社 和霊神社） 寛永9 伊達秀家 愛媛宇和島市和霊町

山家公霊（山家 和霊神社（川上神社境内社） 愛媛東温市南方川l:
家貞とも）

山本尚徳 愛媛県護国神社 明治32 愛媛松山市御幸町

＊和田吉盛 中木原神社（天満神社境内社） 愛媛東温市志津川

和田吉盛 和田霊神 愛媛東温市志津川八反田

和田吉盛 和田霊神（慈光寺境内社） 愛媛東温rti志津川

（高知）

赤堀但馬守 地主霊社 高知吾川郡池川町成川

安芸元親 安芸神社 高知安芸市西浜浄貞寺且l

安芸元泰 安芸神社 高知安芸市西浜浄貞寺lil

安芸国虎 安芸神社 高知安芸市西浜浄貞寺ill

安芸千寿丸（千 安芸神杜 高知安芸市西浜浄貞寺ll」

寿丸）

東貞光（右京左 土岐神社 高知中村市古津賀

衛門）

ー木政利（権兵 明治9 高知室戸市室津

衛）

合ミ兼良 本神神礼 高知仔川郡いの町 1：八川上分

一条教房 一條神社 天正年中 村民 高知中村市本町

一条教房夫人 一條神社 高知中村市本町

一条房家 一條神社 天正年中 村民 高知中村市本町
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備 考 典 拠

明治43年に諸村合併 愛媛県神社誌p566

愛媛県神社誌p576

明治42年以降、諸社合祠 愛媛県神社誌p562

明治43年本社へ合祠 愛媛県神社誌p564

愛媛県神社誌p580

愛媛県神社誌 p590

本庁データ

愛媛県神社誌 p604

明治41年に岩神社に合祠（明治41年度神社合併書願控綴 内海村役場）。愛媛県神 明治 6年神社明細取調
朴誌には岩神社祭神として記載 牒（内海村役場）

寛政2年創建、文政12年改築という 愛媛県神社誌p598

本庁データ

山家氏は伊達家入封に際し、日伽島を訪れ日振島島司清家氏と親しくしたという。 日振島村誌（広島大学

清家22代信辰がll」家氏遭難にあたり密かに金剛山南渓に祀り、同27代信澄が文化8 内海文化研究所紀要16
年に和霊神社を当地建立という 号翻刻） p140 

秀宗は初代宇和島藩上。山家公頼二男 愛媛県神社誌 p539

山家公頼乃男 愛媛県神社誌p539

山家公頓四男 愛媛県神社誌p539

本庁データでは山家家貞 愛媛県神社誌p337

大洲藩大参市で明治4年の大洲騒動を引責切腹で鎮めた 本庁データ

伊予岩伽羅城主和田通輿の嫡男。主家河野氏に反し天文23年平岡房実に攻められ自 本庁データ

害。死に臨み自分を神に祀れば疫病に苦しむ者を救済するといったという

［犬文二 l二年九月じ日 斎藤別‘11 和田山城守通勝之墓」の墓碑があるが通勝はあ 重信町誌 pl39

やまりで、斎藤別当とも混ln]される。八反地地区守神

盆踊り奉納 璽信町誌pl40

当地の旧領主か 高知県神社誌 pl72

戦国はじめの安芸城上。国虎祖父 高知県神社誌p53

国虎父 高知県神社誌p53

永禄12年安芸城を長曽我部厄親に攻められ浄貞寺で自害 ，翡知県神社誌 p53

安芸国虎長子。永禄12年安芸城が長曽我部几親に攻められた際、兄弟とともに阿波 高知県神杜誌 p53
へ逃れたという

高知県神社誌p266

野中兼山の配卜て苔汀i港拡張の難工事のため、人柱となり完成を祈念したという 本庁データ

一条氏は藤原北家で摂政関白九条道家以来の名門。応仁の乱の時、子の教房ととも 本庁データ

にi：佐に難を逃れ土着したとされるが、諸説あり

幡多郡は中世以後一条氏家領で、応｛-_の乱の時、一条教房が嫡子房家とともに当家 裔知県神社誌 p231
・条氏は公家が戦国

大名化したもの。当地中村を居城とした。内政の時、五世で滅亡ののち、天正年中

村民が小祠を建て各条氏代々祭祀、文久3年に本殿を創建したという

本庁データ

教房嫡男で教房をt佐・条氏の祖として 1代にあたる 高知県神社誌 p231
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

一条房家夫人 一條神社 高知中村市本町

一条房冬 一條神社 天正年中 村民 高知中村市本町

一条房冬夫人 一條神社 高知中村市本町

一条房基 一條神社 天正年中 村民 高知中村市本町

一条房基夫人 一條神社 高知中村市本町

一条兼定 一條神社 天正年中 村民 高知中村市本町

＊一条兼定 天神社 高知幡多郡西f：佐村江川崎

一条兼定夫人 一條神社 高知中村市本町

一条内政 一條神社 天正年中 村民 高知中村市本町

一条内政夫人 一條神社 高知中村市本町

一条正太郎 若宮神社 高知南国市才谷

一条康政女椿姫 御霊神社 裔知幡多郡三原村狼内

井上左京太夫 七人霊社 高知高岡郡窪川町黒石

井上芳輔 七人霊杜 裔知底岡郡窪川町黒石

井上左京太夫家 七人霊杜 高知高岡郡窪川町黒石

臣五名

入江左近 入江神社 閥知中村市伊才原

入江左近守 権現社（貴船神社境内社） 高知中村市下田

岩越五兵衛 若宮神社 高知幡多郡三原村下切

＊岩越五兵衛 白皇神社 高知幡多郡三原村広野

岩越五兵衛 岩越四所神社 高知中村市竹島

馬路城主某 馬路中王神社 高知安芸郡北川村西谷

大岐左京進 若宮霊社 裔知土佐清水市斧積

大扁坂松王 松熊神社 高知高知市

大高坂氏歴代 松熊神社 高知高知市

小笠原資宣（備 大西神社（若ー王子宮境内社） 高知長岡郡大豊町寺内

中守豊永）

岡村十兵衛 鑑雄神社 村人 高知室戸市羽根町乙（露窪）

小笹民部正 小笹神社 高知安芸郡北川村加茂

加久見右近大夫 布岐島神社 高知土佐清水市三崎字古士居

＊加久見左衛門 春日神社 高知土佐清水市加久見

片岡直季（紀伊 岡本神社 高知高岡郡越知町片岡

守）
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備 考 典 拠

本庁データ

士佐一条氏2代 高知県神社誌p231

本庁データ

土佐条氏3代 高知県神社誌p231

本庁データ

上佐各J氏4代 高知県神社誌p231

外に二＾柱合祀 本庁データ

本庁データ

高知県神社誌p231

本庁データ

正太郎は土佐中村城主一条康政 (t佐一条氏）の子。長曽我部元親に追われ当地で 高知県神社誌pl07
自刃という

なお椿姫は敷地藤康の娘ともいうなど、椿姫をめぐっては諸伝承あるという 高知県神社誌p259

高知県神社誌p212

左京太夫弟 高知県神社誌p212

高知県神社誌p212

高知県神社誌p251
れともに死んだという (t佐国嚢簡集）

本庁データ

高知県神社誌p259

若宮神社合祀の可能性もある 本庁データ

なお本庁データではl|」越五平とあるが岩越五兵衛か 本庁データ

当社祭神未詳だが馬路城主某の霊との伝害あり。某については馬路龍王頭隆輝・蔵 高知県神社誌 p51、馬
人頭長正（戦国期） 若狭守平降正（戦国期） 若松丸由正（戦国期）などの可能性 路村史 p6、馬路村教育
あり。なお馬路氏は陸奥国岩城の城主岩城氏に遡るとされ岩城氏も名乗り、馬路村 委員会

庄屋を勤める

大岐状（現土佐清水市）の城主一族か 高知県神社誌p264

祭神は南北朝以前から大裔坂城（高知城）の城主であった大高坂氏の後裔。長曽我 全国下p492
部氏に城地を没収されたが、山内氏入国後も存命。児童愛護を実践したとされ、児

童成長の守護神と仰がれ、山内氏歴代も信仰。南朝の忠臣大高坂松王丸命をはじめ、

同氏歴代を合祀

祭神は南北朝以前から大高坂城（高知城）の城主であった大高坂氏の後裔。長曽我 全国下p492
部氏に城地を没収されたが、山内氏入国後も存命。児童愛護を実践したとされ、児

童成長の守護神と仰がれ、山内氏歴代も信仰。南朝の忠臣大高坂松王丸命をはじめ、

同氏歴代を合祀

号が豊永。康正元年肥後豊永庄生まれ。文明10年、土佐栗井城に来住し城名を豊永 本庁データ
城とし、豊永氏の土豪としての基礎を築いた人とされる。長曽我部 本山 安芸など

とならび土佐七人衆と呼ばれた

高知藩羽根の浦役人。天和年間頃飢饉に困窮した者を救うため無断で蔵米を放出し 高知県神社誌p48
自刃したという。後年村人が祭祀と伝承

土佐古城記によれば加茂（小笹）城主は、加茂十郎兵衛あるいは小笹民部とある。 高知県神社誌p51、北川村
伝承では加茂氏は追われたともいい、後の城主が小笹氏とも推測できるという 史p722、北川村教育委員会

加久見氏は土佐清水域の領主。中村の一条教房は加久見氏より正妻を迎えたという 高知県神社誌p264

加久見左衛門は加久見城主。一条氏と縁戚関係であり、一条兼定追放後、内政を立て 本庁データ

て専横につのっていた家老衆を討伐したが、結果的にこれが一条家の衰亡を早める結

果となったという。右近大夫との関係不詳

直季は長宗我部国親の甥と伝えられ、永録2年上八川領主和田美濃守義高を攻め滅 裔知県神社誌pl71
ぽしたとされる

-83-



祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

片岡道綱（片岡 今谷霊社（河内八所神社境内社） 高知吾川郡池川町用居

左衛門太夫）

勝間兵庫（勝間 勝間神社 高知中村市勝間字烏打場ノ下

兵部）

勝間兵庫（勝間 罰神社 高知幡多郡西土佐村奥屋内

兵庫之助）

加藤清正 加藤神社（河内神社境内社） 高知吾川郡いの町楢

加藤清正 清正神社 高知高岡郡仁淀村別枝

加藤清正（加藤 河内神社
高知吾川郡いの町梢

之神）

門脇平左衛門 熊野神社 高知安芸郡馬路村魚梁瀬

川田正典（帯刀 若宮神社 高知上佐郡上佐町南泉

正正興）

吉良親実（佐京 吉良神社 高知裔岡郡中土佐町久礼字コヤガ谷

進秦親実）

吉良親実（左京 吉良神社 高知t佐市蓮池
之進親実）

吉良親実（左京 吉良神社（若ー王子宮境内社） 高知七佐市山ノ端町

進親実）

吉良親実 吉良神社 高知土佐市高岡924ノロ

吉良親実（左京 蓮池神社 高知安芸郡安田町唐浜

進秦親実）

吉良親実（吉良 吉良神社 高知吾川郡春野町西分

左京進）

古良宜直（吉良 吉良神社 高知吾川郡春野町弘岡中

駿河守）

楠木正成 河内神社 裔知閥岡郡津野町芳生野乙

佐々木高綱 佐々木神社（天満宮境内社） 裔知南国市領石

佐竹氏歴代 佐竹神社 裔知高岡郡中土佐町久礼コヤガ谷

敷地藤康（民部） 敷地神社（五社神社） 高知幡多郡こ原村宮ノ川

＊敷地藤康（民 氷室神社 高知幡多郡二：原村亀ノ川

部）

敷地藤康（式地 式地神社（敷地神社） 高知中村市川登

民部藤康）

＊敷地藤康（敷 犬満宮 高知中村市敷地

地民部）

志和氏歴代 志和霊杜 裔知高岡郡窪川町志和字コスイ谷山

鈴木豊若 菜生神社 高知安芸郡奈半利町ナバヱ

惣原兵衛 飯盛神社 高知高岡郡窪川町飯ノ川

曽我祐成（曽我 曽我神社 高知高岡郡中土佐町久礼字住吉

十郎）

曽我祐成（曽我 曽我神社 裔知高岡郡日高村岩目地

十郎祐成）

曽我祐成（曽我 曽我神社 高知土佐市字佐町宇佐字曽我

十郎）
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備 考 典 拠

片岡左衛門太夫は片岡道綱か。天正13年、片岡左衛門太夫光綱は、豊臣秀吉軍と金 本庁データ

子城（愛媛）で戦い、討死。 十田村領主で片岡城の家老 藤田右馬介は、遺骸を迎

え殉死という

勝間兵部は勝間兵庫か 高知県神社誌p249

本庁データ

祭神は加藤清正か 高知県神社誌pl66

裔知県神社誌p221

加藤之神は加藤清正か 本庁データ

本庁データ

高知県神社誌pl47

弘岡吉良城にはいった長曽我部元親の弟親貞（吉良親貞）の子。長曽我部家後継問 高知県神社誌 pl74

題で自刃という

高知県神社誌p218

本庁データ

本庁データ

本庁データ

吉良左京之進は吉良親実か 本庁データ

吉良親貞義父。本庁データで吉良駿河守義兼とあるが駿河守宣直か 高知県神社誌pl76

本庁データ

鎌倉初期の武将で源頻朝の家人。宇治川の戦いで梶原景季と先陣を争い、名馬「い 本庁データ

けずき」に乗り第一となったという

佐竹氏は久礼城主という 高知県神社誌p209

敷地氏は敷地村（現中村市）に居住した国侍。二原郷（現幡多郡三原村） 川登（現 高知県神社誌p259

中村市） 敷地を領する。藤康は一条房冬の幼時の守り役をつとめたというが、娘 椿

姫が一条房冬の妻となったために議言され、自刃という。一族郎党は三原や川登で一

条家に抗して戦ったが悉く戦死と伝える。本庁データより五所神社に合祀か

本庁データ

高知県神社誌p270

本庁データ

当地域で仁井田五人衆と称される志和城主。伊予河野氏末裔との伝承あり 高知県神社誌p212

当社祭神不詳だが、平家落人の鈴木か 高知県神社誌p39

惣原兵衛官能院とある 高知県神社誌p212

父河津三郎祐安のかたきを弟の五郎時致とともに建久4年にとる。その後様々な曽我 高知県神社誌p209

伝承が生み出される

本庁データ

高知県神社誌p222
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祭神名 祭祀社 創刷時期 創祠者 所在地

曽我祐成（曽我 曽我神社 高知土佐市高岡丁2197

十郎祐成）

武士神格化一覧．稿（下・西日本組）

＊曽我祐成（曽 西宮八幡宮 高知土佐市裔岡高岡1947ノロ

我十郎祐成）

曽我祐成（曽我 曽我神社
高知中村市入田

十郎）

曽我祐成 曽我神社 裔知中村市山路

曽我祐成（十郎 曽我神社 高知中村市久保／1|字宮ノクビ

祐成）

＊曽我祐成(+ 日吉神社 高知中村市岩田

郎祐成）

＊曽我祐成(+ 天満宮 高知中村市板ノ川

郎祐成）

＊曽我祐成(+ 八幡宮 高知中村市有岡

郎祐成）

＊曽我祐成(+ 天満宮 高知中村市磯ノ川

郎祐成）

曽我祐成（十郎 曽我神社 高知幡多郡西七佐村玖木

祐成）

曽我祐成（十郎 曽我神社 高知幡多郡卜和村小野

祐成）

曽我祐成（曽我 曽我神社 高知土佐清水市三崎字登リ尾

十郎）

曽我祐成（十郎 天満宮 高知土佐清水市下ノ加江

祐成）

曽我祐成（曽我 曽我神社 高知宿毛市小筑紫町伊予野

十郎）

曽我時致（曽我 曽我神社 裔知高岡郡日高村岩目地

五郎時致）

曽我時致（曽我 曽我神社 高知中村市入田

五郎）

曽我時致 曽我神社 高知中村市山路

曽我時致 曽我神社 高知中村市田野川乙

曽我時致（五郎 曽我神社 高知中村市久保川字宮ノクビ

時致）

曽我時致 曽我神社 高知中村市安並

曽我時致 曽我神社 高知中村市麻生

＊曽我時致（五 日吉神社 翡知中村市岩田

郎時致）

＊曽我時致（五 犬満宮 裔知中村市板ノ川

郎時致）

＊曽我時致（五 八幡宮 高知中村市有岡

郎時致）

＊曽我時致（五 天満宮 高知中村市磯ノ川

郎時致）

＊曽我時致（五 天満宮 高知中村市上ノ土居

郎時致）

曽我時致（曽我 曽我神社 高知土佐市高岡 1"2197
五郎時致）
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備 考 典 拠

本庁データ

本庁データ

高知県神社誌 p242

高知県神社誌p243

高知県神社誌p249

本祭神（曽我祐成）は、現中村市内の高知県神社誌掲載の祭神（曽我祐成）が合祀 本庁データ

された可能性もある

本祭神（曽我祐成）は、現中村市内の高知県神社誌掲載の祭神（曽我祐成）が合祀 本庁データ

された可能性もある

本祭神（曽我祐成）は、現中村市内の高知県神社誌掲載の祭神（曽我祐成）が合祀 本庁データ

された可能性もある

本祭神（曽我祐成）は、現中村市内の高知県神社誌掲載の祭神（曽我祐成）が合祀 本庁データ

された可能性もある

高知県神社誌 p259

本庁データ

高知県神社誌 p264

本庁データ

高知県神社誌p266

本庁データ

高知県神社誌 p242

高知県神社誌p243

高知県神社誌p249

高知県神社誌 p249

高知県神社誌p250

曽我兄弟の家人が家来とともに幡多郡大宮村にきたことが祭祀の背景といい（大海集）、 高知県神社誌p251

旧幡多郡に曽我兄弟祭祀の事例が多いのはこのためと推測されるという

本祭神（曽我時致）は、現中村市内の高知県神社誌掲載の祭神（曽我時致）が合祀 本庁データ

された可能性もある

本祭神（曽我時致）は、現中村市内の高知県神社誌掲載の祭神（曽我時致）が合祀 本庁データ

された可能性もある

本祭神（曽我時致）は、現中村市内の高知県神社誌掲載の祭神（曽我時致）が合祀 本庁データ

された可能性もある

本祭神（曽我時致）は、現中村市内の高知県神社誌掲載の祭神（曽我時致）が合祀 本庁データ

された可能性もある

本祭神（曽我時致）は、現中村市内の高知県神社誌掲載の祭神（曽我時致）が合祀 本庁データ

された可能性もある

本庁データ
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

＊曽我時致（曽 西宮八幡宮 高知l：佐市高岡1947ノロ

我五郎時致）

曽我時致（五郎 曽我神社 高知幡多郡十和村小野

時致）

曽我時致（曽我 曽我神社 閥知宿t市小筑紫町伊f野
五郎）

曽我時致（五郎 曽我神社（高知座神社境内社） 高知宿毛市平田町戸内

時致）

曽我時致 曽我神社 高知幡多郡宿毛市平田町戸内

曽我時致（五郎 天満宮 高知七佐清水市l‘フ加江
時致）

曽我兄弟 曽我神社（西宮八幡宮） 高知土佐市蓮池

曽我兄弟 曽我神社（天満天神社） 高知高岡郡日高村本村

曽我兄弟 曽我神社 高知高岡郡日高村岩H地

曽我兄弟 曽我神社（天満宮） 高知土佐清水市下ノ加江

曽我兄弟 曽我神社（大宮神社） 高知幡多郡西土佐村大宮

曽我兄弟 曽我神社（氷室天神社境内社） 高知中村市江ノ村

曽我兄弟 曽我神社（天満宮） 高知中村市磯ノ川

曽我兄弟 曽我神社 高知幡多郡十和村小野

曽我兄弟 曽我神社 高知中村市板ノ川

曽我兄弟 曽我神社（貴船神社） 高知幡多郡大月町弘見

曽我兄弟 曽我神社（春日神社境内社） 高知幡多郡大月町一切

曽我兄弟 曽我神村（稲荷神社） 高知幡多郡大月町橘浦

曽我兄弟 曽我神社（天満宮） 高知幡多郡佐賀町佐賀字越IIJ

曽我兄弟 曽我神社（用井神社） 高知幡多郡西土佐村用井

平重盛 熊野神社 高知安芸郡馬路村馬路

＊平重盛 熊野神社 高知安芸郡芸西村道家

平基盛（正四位 上峠神社 高知高岡郡越知町越知 I・．峠

下大和守基盛）

平景経（飛騨三 穴島神社 高知高岡郡越知町越知穴島

良右衛門景経）

平盛俊（越中前 市谷神社 高知高岡郡越知町越知市ヶ谷

司盛俊）

平有盛（小松少 高市神社 高知高岡郡越知町越知［

将有盛） （本屋敷）

平知盛（新中納 平神社 高知高岡郡越知町越知T
言知盛） （北谷川北地）

高橋兵唐正 八幡神社 高知長岡郡本山町瓜牛野

長曽我部元親 清川神社（四社神社熊野神社境内 裔知高知市比島町

（秦元親） 社）

長曽我部元親 秦神社 裔知高知市長浜字門前

（将監元親）

長曽我部元親 若宮神社（白髪神社境内社） 高知上佐郡上佐町宮古野

（将監元親）

長曽我部信親 秦神社 高知高知市長浜字門前

長曽我部盛親 秦神社 高知高知市長浜字門前
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備 考 I 典 拠

本庁データ

本庁データ

高知県神社誌p266

本庁データ

麻知県神社誌p260

本庁データ

曽我兄弟か 高知県神社誌pl88

曽我兄弟か 高知県神社誌pl92

祭神不詳というが曽我兄弟か 高知県神社誌 p206

祭神不詳というが曽我兄弟か。天満宮に合祀 高知県神社誌 p236

祭神不詳というが曽我兄弟か。大宮神社に合祀 高知県神社誌p239

祭神は曽我兄弟か 高知県神社誌p240

祭神は曽我兄弟か。天満宮に合祀 高知県神社誌p241

祭神不詳というが曽我兄弟か 高知県神社誌p248

祭神は曽我兄弟か 高知県神社誌p248

祭神は曽我兄弟か。貴船神社に合祀 高知県神社誌p253

祭神は曽我兄弟か 高知県神社誌p254

祭神は曽我兄弟か 高知県神社誌p254

祭神は曽我兄弟か 高知県神社誌 p254

祭神は曽我兄弟か。用井神社に合祀 高知県神社誌p258

平清盛長男 本庁データ

本庁データ

平清盛^ ー，．男の基盛か 高知県神社誌p211

平景経で平氏一門か 高知県神社誌p211

平盛国子。重盛郎等で平家侍大将。寿永3年-ノ谷の合戦で討死 高知県神社誌p211

平重盛子。壇ノ浦の戦で入水 高知県神社誌p211

平清盛四男。清盛没後は軍事的統率の役を担う 裔知県神社誌p211

当地の守護か 高知県神社誌pl22

長曽我部氏は秦氏末裔ともされ、秦元親は長曽我部元親か 高知県神社誌pl50

高知県神社誌pl74

本庁データ

元親長男。島津氏が大友氏を攻めた際、天正14年豊後戸次川合戦で戦死 本庁データ

元親四男。信親が豊後戸次川合戦で戦死したため、長曽我部氏家督をつぐが、関ヶ 本庁データ

原合戦後改易
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

津野親忠 津野神社 裔知高岡郡大野見村大股

津野親忠 津野神社 高知高岡郡大野見村寺野

津野親忠（孫次 津野神社（神奈地祇神社境内社） 高知香美郡［佐lll田町神通寺

郎）

津野親忠（孫次 津野神社 高知須崎市多ノ郷甲

郎親忠）

津野親忠 津野神社 高知南国市

津野親忠 津野神社 高知翡知市

津野親忠 津野神札 高知高岡郡大野見村神母野

＊津野氏歴代 三島神社 明治 l 高知裔岡郡津野町姫野々

（津野大神）

＊津野氏歴代 八幡宮 高知高岡郡津野町新t居
津野氏歴代 津野神社 高知須崎市下分甲

津野氏歴代 津野神社 高知須崎市上分丙

津野氏歴代 津野神社 高知高岡郡津野町芳生野字寺峯

徳川家康 青谷神社 高矧安芸郡東洋町野根乙（卜青谷）

徳川家康 高知東照宮（掛川神社） 延宝8 山内豊片 高知高知市釧野

中越吉高（中越 三河神社 高知高岡郡梼原町越知面

豊前守）

中越吉長（中越 三河神社 高知高岡郡梼原町越知面

三河守）

中西権七 河内神社 高知高岡郡窪川町若井川

中西権七 中西霊社（大本神社境内社） 高知高岡郡窪川町見付

＊中西権七妻子 中西霊社（大本神社境内社） 高知高岡郡窪川町見付

仁木義長（右京 八王f宮 高知室戸市羽根町

太夫）

＊西原紀伊守 天満宮 高知高岡郡窪川町峰ノ lこ

＊西原紀伊守室 三熊野神社 高知高岡郡窪川町西原

万

新田義貞 新田神社 高知長岡郡大豊町岩原

新田義貞 新田神社 I心永17 桜井資友 高知長岡郡大豊町大砂子

新田義貞 新田神社 泊j知長岡郡大豊町川口

新田義貞 新田神社 高知長岡郡大豊町黒石

新田義貞 仁井田神社 高知長岡郡大豊町津家

新田義貞 新田神社 高知長岡郡大豊町立川

新田義貞 新田神社 高知長岡郡大豊町敷岩

新田義貞 仁井田神社 高知長岡郡本山町北山

新田義貞 新田神社 高知吾川郡いの町清水―ド分新田

新田義貞 新田神社 高知吾川郡いの町小川津賀才

＊新田義貞 星神社 高知幡多郡十和村十川

＊新田義助（脇 新田神社 高知長岡郡大豊町大砂子

屋義助）

新田氏 新田神社 高知 l．．佐郡大川村大北川

新田氏 新田神社（白髭神社） 裔知吾川郡いの町越裏門

新田氏 新田神社（河内神社境内社） 高知吾川郡いの町上八川
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備 考 典 拠

長宗我部元親の三男。一条氏の家臣であった沖野勝興の養＋となる。のち父に幽閉。 尚知県神社誌 p204

関ヶ原合戦後、家臣久武親直の識言により弟の長宗我部盛親により殺害

大股の津野神社との関係不詳 本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

慶長5年に目j]した親忠の慰霊のため創刷 本庁データ

全国下 p492

は津野経高が荘園守護として伊豆三島大神を勧請。これに明治元年、津野氏歴代の

霊を合祀。本庁データでは津野大神

本庁データ

歴代18人が祭祀 裔知県神社誌p214

歴代18人が祭祀 本庁データ

歴代18人が祭祀 高知県神社誌p222

当社祭神未詳だが、徳川家康ともいわれる 高知県神社誌p51

4代山内高知藩主豊呂が掛川神社別当寺の見龍院境内に歴代将軍の位牌殿建立。 12 東照宮 p69

代豊資が社殿建立し東照宮勧請。明治13年掛川神社に合祀

中越古高か。吉長父 本庁データ

中越古長か。吉長は反文17年に伊予大―そ島より椿原町田野々の＿三島五社神社勧請 高知県神社誌p221

明応期頃の仁井田郷の野武上で豪勇の士とされた 本庁データ

本庁データ

本庁データ

南北朝期の伊勢守護で北朝方。＋孫が上佐に移ったという。武田水軍向井氏の祖と 本庁データ

も

本庁データ

本庁データ

赤根の産土神 高知県神社誌 pl04

桜井は新田義貞家人という 高知県神社誌 pl06

高知県神社誌 pl09

高知県神社誌 pll3

本庁データ

本庁データ

本庁データ

;l1社祭神未詳だが新田義貞と伝承 高知県神社誌 plll

高知県神社誌pl60

高知県神社誌pl64

本庁データ

新田義貞弟 本庁データ

祭神不詳だが新田義貞の哺矢か 高知県神社誌pl38

高知県神社誌pl39

新田義貞ないしその哺知か 裔知県神社誌pl64
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

新田氏 新田神社（天満宮） 高知幡多郡十和村大野

ニノ宮雅宗 ーノ宮神社 高知宿毛市ニノ宮

能登守教経（能 熊野神社 高知安芸郡馬路村魚梁瀬

刀守教経）

野中廉山 春野神社（兼山神社） ＊明治44 杉lll四五郎 高知高知市吸江

野中兼山（野中 清川神社（四社神社熊野神社境内 高知高知市比島町

良継） 社）

野中兼山（伝右 春野神社（野中神社） 高知香美郡七佐lll田町須江

衛門良継） 野開キ

野中兼山（伝右 野中神社 高知長岡郡本山町本山

衛門良継）

野中兼lll 兼山神社（王子宮境内社） 高知室戸市室戸岬町津呂

＊野中一族 野中神社 高知香美郡t佐山田町須江野開キ
平田兼親（兵庫 平田神社（廣埜神社境内社） 高知高岡郡中土佐町上ノ加江

頭）

平田安盛 平田神社（廣埜神社境内社） 高知高岡郡中土佐町上ノ加江

深尾重良 深尾神杜 高知高岡郡佐川町甲（清水谷）

深尾重昌 深尾神社 高知高岡郡佐川町甲（清水谷）

深尾氏歴代 深尾神社 高知高岡郡佐川町甲（清水谷）

福留儀重（隼人） 田部島神社（田辺島神社） 高矧高知市大津乙（東山ノ根）

藤原資朝 神川社（森山八幡宮） 徳弘安宗 高知吾川郡春野町森山（宮ノ谷）

藤原朝保 神川社（森山八幡宮） 徳弘安宗 高知吾川郡春野町森山（宮ノ谷）

藤原勝朝 神川社（森山八幡宮） 徳弘安宗 高知吾川郡春野町森Il」（宮ノ谷）

藤原光綱 岡本神社 高知高岡郡越知町片岡

平家霊神 和霊神社 高知須崎市下郷中屋

松沢善兵衛 道拉神社（判官神社境内社） 高知高岡郡窪川町奈路字楠

ハサマ

水口某 水口神社 高知高知市横浜字水口

源為朝（鎖西八 猿田神社 高知高岡郡日高村沖名

郎為朝）

源為朝（鎮西八 鹿児神社 高知高岡郡H高村本郷
郎為朝）

源義平（悪源太 鎮若宮八幡宮 高知高知市横浜字家ノ奥

義平）

源希義（土佐冠 希義神社 高知高知市介良乙（城山）

者希義）

源希義（吉良冠 鎮若宮八幡宮（仁井田神社境内社） 高知高知市横浜東町

者希義）

源希義 聖神社（仁井田神社境内社） 裔知高知市横浜東町

源義家（太郎義 八幡宮 高知中村市川登

家）
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備 考 典 拠

新田義貞ないしその一族か 高知県神社誌 pl64

当地の旧領主か。几井右兵衛尉と合祀 高知県神社誌p273

馬路城主か 本庁データ

近世初期の高知藩奉行、儒学者。杉山は高知県知事。高知県会の賛成を得て、吾川 全国下 p481

郡森Ll」村字大師堂の春野神社を移遷。昭和22年現社名

秦元親（長曽我部元親）と合祀 高知県神社誌 pl50

本庁データでは野中神社とあり社名変更か 高知県神社誌 p78

高知県神社誌pll5

室戸港拡張に尽力という 本庁データ

本庁データ

雲井城主 本庁データ

雲井城主か 本庁データ

高知県神社誌p210

元和元年の，国一城令により佐川城破城、しかし跡地の古城山の東山麓に「お土居J
（居邸）をかまえ、 L居を中心に武家屋敷を置いた

翡知県神社誌p210

高知県神社誌p210

長曽我部元親の家臣 邸知県神社誌pll8

南朝方で後醍醐天皇に仕えるが、佐渡配流。本社は本庁データの八幡宮（春野町字 全国下 p490

宮ノ谷）か。なお本庁データでは八幡宮に藤原保親 同貞光・同照清も合祀。藤原

資朝一族ないし子孫か

資朝の子。後村上天皇に仕える 全国下 p490

資朝の孫勝朝は、父祖の遺志をつぎ後村上犬皇に仕える。天皇死後、南朝の回復を 全国下 p490

はかるべく、資朝の霊位を負い、変装して阿波をへて森山に至り領主徳弘貞安かたに

身をよせた。そこで徳弘安宗は一祠をたて八幡を祀り、神川社と称した。のち森山村

民の産土神という。

不詳。戦国期の当地領主片岡道綱か 高知県神社誌pl71

本庁データ

松沢氏は中江城主西原氏の＾族。南路志巻26では中江城主西原氏の幕下で長曽我部 高知県神社誌 p212

Jじ親に討たれたという松沢善兵衛の名がみえる

城主という 高知県神社誌 pl74

平安時代後期の武将。父為義の八男 高知県神社誌 p206

高知県神社誌p206

源義朝の嫡男で、頼朝、義経の長兄にあたり、 15歳の初陣で叔父の義賢を討ち取り 扁知県神社誌pl74

勇名をとどろかせたとされる

源頼朝の同母弟とされ、平治の乱後土佐に流され当地で死亡という 高知県神社誌pl25

吉良冠者希義とあるが土佐冠者源希義のことか 本庁データ

本庁データ

鎮守府将軍源頼義長男。前九年の役、後三年の役を平定。八幡太郎と称される 高知県神社誌p270
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創嗣者 所在地

源義家（八幡太 判官神社 高知高岡郡窪川町奈路

郎義家）

源義経（九郎判 判官神社 佐々木某 高知高岡郡窪川町奈路

官）

源義経 羽衣神社 裔知高岡郡窪川町口神ノ川

源義経 若宮神社（竃戸神社境内社） 高知長岡郡大豊町八川

宮元正時（左近 若宮神社 高知土佐郡土佐町宮古野

将監橘正時）

本山左近将監子 西久保神社 高知土佐市円行寺

森吉右衛門尉 七村霊社（七村神社。八幡宮境内 高知吾川郡春野町西分

（吉右衛門） 社）

安居但馬守 安居神社（安石霊社。氷室天神社境内社） 高知吾川郡池川町安居土居

安田越前守 安田神社 高知中村市山路字馬床山

山内一豊 藤並神社（山内神社） 文化2 山内家 高知高知市追手筋

＊山内一豊 判官神社 高知高岡郡窪川町奈路

山内一豊室 藤並神社（山内神社） 文化2 山内家 高知裔知市追手筋

山内忠義 藤並神社（山内神社） 文化2 山内家 高知高知市追手筋

山内忠義 山内神社（天満宮境内社） 高知七佐清水市布

山内家歴代 藤並神社旅所（藤並神社、山内神 明治4 山内豊範 高知高知市鷹匠町

社）

山内豊信 山内神社 明治 7 高知高知市鷹匠町

山内豊信 銅像（山内神社境内） 平成14 高知裔知市鷹匠町

山内豊範 山内神社 明治 7 高知高知市鷹匠町

山家公頓（山部 和霊神社 高知高岡郡窪川町六反地

某）

山家公頼 和霊神社（大元神社境内社） 高知高岡郡仁淀村本村

山家公頼（山家 和霊神社 高知土佐市西鴨地

霊）

山家公頼 和霊神社（八坂神社境内社） 高知幡多郡三原村宮ノ川

山家公頼 和霊神社（天神宮境内社） 高知幡多郡十和村久保川

山家公頼 和霊神社（八坂神社境内社） 高知幡多郡十和村川口

山家公頻（山家 和霊神社 高知中村市下田字明神ヶ森

清兵衛）

山崎三河守 若宮霊社 高知中村市山路

吉田伊勢守 尊姫神社 高知長岡郡本山町東谷

（福岡）

秋月種実息女 五穀神社（八幡宮境内社） 福岡嘉穂郡嘉穂町千手

麻生隆重 祖霊社（天満宮境内社） 福岡遠賀郡遠賀町別府

麻生氏霊 麻生神社 福岡遠賀郡芦屋町山鹿

阿部助盛 宮地嶽神社（宇美八幡宮境内社） 福岡前原市／1|付

阿部助盛 宮地嶽神社（産宮神社境内社） 福岡前原市池田

阿部助盛 両神神社（宇美八幡宮境内社） 福岡前原市川付

阿部助盛 宮地嶽神社 福岡前原市東

阿部裔盛 宮地嶽神社（字美八幡宮境内社） 福岡前原市川付
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備 考 典 拠

本庁データ

高知県神社誌pl95

本庁データ

本庁データ

高知県神社誌p147

高知県神社誌pl49

七村代官吉右衛門。西分のし村霊社が字宮ノ谷の八幡宮の境内社となったか 高知県神社誌pl75、本庁

データ

当地の旧領主か 高知県神社誌 pl72

戦国期の幡多郡域の領主合条氏の家臣という 高知県神社誌p262

初代山内高知藩主。長曽我部氏改易後、慶長 5年遠ナトI掛川より入封。当社は初め藤 高知県神社誌pl33、山内神社
卯神杜、天保6年藤並大明神、明治元年再度藤並神社。昭和45年山内神社に合祀

本庁データ

若宮氏。昭和45年山内神社に合祀 高知県神社誌p!33、山内神社

2代山内高知藩主。元和藩政改革実施。野中兼山登用。昭和45年山内神杜に合祀 裔知県神杜誌pl33、山内神社

犬満宮には忠義建立の正保2年霜月22日銘の棟札がある。本社建立による祭祀か 高知県神社誌p243

知藩事山内豊範が祖霊を祀るため、藤並神社の御旅所のあった場所（現山内神社所 全国下 p494、山内神社

在地）に社殿造営、 3代忠豊より 14代豊惇を祭祀。昭和 7年、山内神社（山内豊信

同豊範祭祀）創設にともない、藤並神社に移遷。昭和45年、山内神社に合祀

15代山内t佐藩主。容堂。大政奉還進五。維新期の功績を称え山内神社が創設され 全国下 p494、山内神社
祭祀。昭和45年、藤並神社の歴代藩主と合祀

山内神社

16代で最後の山内士佐藩主。維新期の功績で山内神社に豊個とともに祭祀。昭和45 全国下p494、山内神社

年、藤並神社と合祀

伊予国宇和島山部某霊という。山家公頓か 高知県神社誌 pl94

祭神は山家公頼か 高知県神社誌p200

祭神は111家公頻か 高知県神社誌p219

祭神は山家公頼か 高知県神社誌 p239

本庁データ

本庁データ

高知県神社誌p261

永禄期頃までの山路城主という 高知県神社誌 p262

本庁データ

種実は戦国期の筑前大隈 占処lll城主 福岡県神社誌上 p313

兵火にあった本社を再興した黒崎花尾城t 福岡県神社誌上p234

麻生氏は室町 戦国期の当地域領主 本庁データ

福岡県神社誌中 p81

本庁データ

本庁データ

福岡県神社誌下 p355

福岡県神社誌中 p81
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

阿部高盛 宮地嶽神社（産宮神社境内社） 福岡前原市池田

阿部高盛 両神神社（宇美八幡宮境内社） 福岡前原rli川付

阿部高盛 宮地嶽神社 福岡前原市東

有馬豊氏 篠山神社 明治12 旧家臣領民 福岡久留米市篠山町

有馬頓憧 篠山神社 明治45 福岡久留米市篠山町

有馬頼憧 二：：柱神社 福岡大川市向島

有馬頼永 篠山神社 明治12 旧家仲領民 福岡久留米市篠山町

有馬頼咸 篠山神社 明治32 福岡久留米市篠山町

有馬頼元 山王権現 (H吉神社） 福岡久留米市城南町

有馬頻元 不動社 (H吉神社） ＊明治2 福岡久留米市城南町

稲次正誠 五穀神社（加茂神社境内社） 福岡浮羽郡浮羽町Lil北

稲次正誠（因幡 五穀神社 福岡久留米市通外町

正誠）

稲次壱岐 篠根神社（篠山神社境内社） 福岡久留米市篠山町

浦永次（刑部） 桜井神社 福岡糸島郡志摩町桜井

江上武種（四郎） 荒下社（若宮神社境内社） 福岡久留米市城島町江ド『館屋敷

江上忠種（三郎） 祖霊社（日吉神社境内社） 福岡久留米市城島町江 k字宮ノ森

江上家祖霊 江上神社（天満宮境内社） 福岡久留米市城島町青木島

＊大蔵春実 宮地嶽神社 福岡北九州市小倉北lメ篠崎

小笠原長清（源） 小笠原神社 ＊文化4 小笠原忠固 福岡点都郡豊津町豊津

小笠原貞宗（源） 小笠原神社 ＊文化4 小笠原忠固 福岡京都郡豊津町他津

小笠原忠真（源） 小笠原神杜 ＊文化4 小笠原忠固 福岡扇都郡豊津町豊津

小笠原忠真 若八幡神社 福岡田川市夏吉

緒方推道（緒方 緒方神社 福岡大川巾中占賀

将監推道）

鬼木宗直 五所権現 (li所大明神。現在Ji所 寛永 6 三奈木黒田家 福岡甘木市桑原1021
神tt) 

加藤清正 錦山神社 福岡直方市植木

加藤清正 錦山神社（三社神社境内社） 福岡前原市香）J

＊加藤清正 八所神社 福岡遠賀郡水巻町

＊加藤清正 菅原神社 福岡京都郡豊津町節丸

加藤清正 加藤神社 福岡田川郡添田町中元寺

加藤清正 清正霊社（日吉神社境内社） 福岡久留米市草野町矢作

加藤清正 加藤社 福岡久留米市草野町吉木

＊加藤清正 天満宮（天満神社境内社加藤社） 福岡久留米市山本町耳納

加藤清正 加藤神社（犬満神社境内社） 福岡小郡市松崎字城山

加藤清正 加藤神社（天満神社境内社） 福岡久留米市田主丸町竹野字内畠

加藤清正 加藤神社 福岡久留米市田t丸町地徳

加藤清正 錦山神社（天満神社境内社） 福岡久留米巾廿lt丸町朝森
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備 考 典 拠

本庁データ

本庁データ

ネ晶岡県神杜誌―fp355 

初代有馬久留米藩主。同年篠山神社が完成し10代頓永とともに祭祀 福岡県神社誌中 pl40

7代久留米藩主。既氏などに合刷 福岡県神社誌中 pl40

7代久留米藩主 本庁データ

10代久留米藩t。同年完成した篠山神社に豊氏とともに祭祀 福岡県神社誌中 pl40

11代久留米藩主。豊氏などに合祠 福岡県神社誌中 pl40

本社は京町所在の占社のようだが、寛永13年山土権現社が建立され、本社棟札には有馬 福岡県神社誌中 pl45

頼元貞が3年建立とある。のち日吉神社（京町日吉神社）。いわば再興者として合祠か

明治2年以前は不動社。田中 有馬氏により再興。元禄元年頼元が等身大の不動尊 福岡県神社誌中 pl45

像寄付。このため後に祭祀か。明治 2年琴平神社と改称し頻元相殿。大正 6年京町

日占神社と合祀

久留米藩家老。亨保13年農民す癸に対し減税要求にこたえた収拾の責任をとり蟄居 福岡県神社誌中 p215

本庁データ

摂津賭代からの有馬豊氏家老か 本庁データ

福岡県神社誌中 p73

江□成t。江上氏は少入氏に属したが、のち竜造寺隆信に下る 本庁データ

江上四郎武種の弟。天正年間、江 l：城は落城し、兄とともに江上氏滅亡 本庁データ

本庁データ

藤原純友が起こした天慶の乱を小野好古などとともに平定し筑前に所領を得たといい、 福岡県神社誌下 p442

鎖西原田氏 秋月氏の祖とされる

小笠原家祖。甲斐源氏。源頼朝に応じ挙兵c 文化4年に倉城内に社殿が創建される 福岡県神社誌下 p212、

が、これ以前より祭祀されていた模様。貞宗 忠真と合祠。慶応2年に和布刈神社、 全国下 p506

明治6年同郡国作村磐根社に合祀し、 Iロ]18年現在地に移遷し現社名

小咎原家遠祖。長清から 6代。長清 忠真と合祠 福岡県神社誌下 p212、

全国下 p506

初代小笠原小倉藩主。長清 貞家と合祠 福岡県神社誌下 p212、

全国下 p506

本庁データ

農後国大友氏の家臣緒力宮内の子。地内の潟島は将監が開発 命名した 福岡県神社誌fp431、
久留米藩旧家由緒書

福岡県神社誌fp349 
したとして死後16年後に祭祀。貝原益軒は祭田記を書く。熱病の神として霊顕ありという

福岡県神社誌下 p387

福岡県神社誌中 pll5

福岡県神社誌上 p229

本庁データ

福岡県神社誌下 p449

福岡県神社誌中 pl89

福岡県神社誌下p413

福岡県神社誌では須佐能哀神社境内社の犬満宮に合胤n]。本庁データでは天満神社の 福岡県神社誌中 pl90

境内社加藤杜の祭神とする

福岡県神社誌中 p204

福岡県神社誌中 p215

福岡県神社誌rp416 
福岡県神社誌中 p225
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

加藤清正（加藤 錦山神社（天満神社境内社） 福岡久留米市田t丸町殷城
霊神）

加藤清正 加藤神社 福岡久留米市m主丸町中尾
＊加藤清正 錦山神社 福岡久留米市田主丸町石垣

＊加藤清正 阿蘇神社（地主神社境内社） 福岡八女郡立花町谷川

＊加藤清正 玉垂神社 福岡八女郡立花町兼松

加藤消正 錦山神社 福岡八女郡立花町北lll字中川原

加藤清正 加藤神社 福岡八女郡黒木町黒木

加藤清正 加藤社 福岡八女郡黒木町本分

加藤清正 加藤神社 福岡八女郡黒木町大淵

加藤清正 加藤神社 福岡八女郡星野村字ワクナシ

加藤清正 加藤神社 福岡八女郡星野村居野

加藤清正 加藤神杜 福岡八女郡矢部村北矢部

加藤清正 清正社（弥靱神社境内社） 福岡大牟田市新町

加藤清正 加藤社（位登八幡神社境内社） 福岡田川市位登

加藤清正 加藤神社 福岡朝倉郡夜須町四三島

加藤清正 加藤社 福岡甘木市小隈

懐良親王 宮陣神社 明治21年 有志 福岡久留米市宮ノ陣

鎌倉景政（権五 八幡神社 福岡山門郡瀬高町小川

郎景政）

鎌倉景政（権五 八幡神社 福岡山門郡瀬高町本郷

郎景政）

蒲池鎖蓮 二宮神社 福岡柳川市稲荷町

蒲池鎮蓮（蒲池 蒲池鎮並社（日吉神社境内社） 福岡山門郡大和町豊原

鎮並）

蒲池統安 二宮神社 福岡柳川市稲荷町

菊池武時 菊池霊神（菊池神社） 天保3 黒田斉清 福岡福岡市城南Iズ」七隈

菊池武俊（武敏） 湊川神社（垂裕神社境内社） 福岡廿木市野烏

＊菊池武俊 菊池社（天満宮） ＊明治44 福岡久留米市大橋町

木森璽頼（右門 木森神社（諏訪神社境内社） 福岡田川郡添田町中元寺字

允重頻） 宮の森

楠木正成 湊川神社（垂裕神社境内社） 福岡甘木市野鳥

楠木正成 妙見神社 福岡遠賀郡芦屋町芦屋

草野永平（草野 草野社（草野神社。若宮八幡宮境 福岡久留米市草野町吉木

太郎永平） 内社）

草野永平（太郎 太郎杜（若宮八幡宮境内社） 福岡久留米市草野町吉木

左近）

草野永平（太郎 熊野神社 福岡久留米市草野町草野

永平）

草野鎮永 小森神社（若宮八幡宮境内社） 福岡久留米市草野町吉木
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備 考 典 拠

福岡県神社誌中 p233

福岡県神社誌下 p416

福岡県神社誌下 p417

福岡県神社誌中 p277

本庁データ

福岡県神社誌下 p421

福岡県神社誌下 p419

本分は肥後国から移住した有力者（加藤姓の先祖）が、先住地名を用いたとも伝承 福岡県神社誌下 p423

福岡県神社誌下 p425

福岡県神社誌下 p420

福岡県神社誌下 p421

福岡県神社誌下 p424

福岡県神社誌下 pl04

福岡県神社誌下 pl72

福岡県神社誌下 p403

福岡県神社誌下 p405

征西将軍。正平年間、良成親王は懐良親王にかわって西下。懐良親王が在陣した現 全国下 p535

在地に社殿造営。 44年懐良親王を合祀

福岡県神社誌下 p433

瀬高町小川の社が移遷したものか 本庁データ

筑後地域の有力大名。父鑑盛は柳川築城。下蒲池（蒲池嫡流）家当主。竜造寺氏に 本庁データ

より滅亡

本庁データ

蒲池鎮蓮の弟 本庁データ

元弘3年、菊池武時は九州1探題北条英時を博多の居館に攻めたが戦死。天保3年黒 全国下509
田斉清が武時の墳墓の地に建立した社。同年五百年祭を斎行

南北町内乱期の武将で、菊池武時の子。多々良浜合戦で足利尊氏方と戦う 福岡県神社誌中 p2

南北町内乱期の武将で、菊池武時の子。多々良浜合戦で足利尊氏方の戦う。福岡県 本庁データ、福岡県神

神社誌中には菊池氏俊霊とあり、明治44年に菊池社とあったものが天満宮に合祠とい 社誌中 pl87

う。ただし氏俊は未確認。武俊の誤記で、武俊を祀った菊池社が実在したと判断

本庁データでは森右門丞とある 福岡県神社誌下 pl99

福岡県神社誌中 p2

本庁データ

当地筑後山本郡吉木武井城主。永平は文治3年本社若宮八幡宮の勧請という。なお 福岡県神社誌中 pl57

源平合戦で功があり、筑後国在国司 押領使両職を安堵され、さらに肥前国鏡社大

宮司に補されたという

太郎左近は草野太郎永平か。現存か不詳 福岡県神社誌中 pl57

当社はイザナミ命も祀る草野家代々の鎮守。天正15年草野家断絶後小山田名の氏神 福岡県神社誌中 pl89

天正15年の豊臣秀吉九州征討に際し、発心嶽城に拠ったが秀吉に謀られ殺害、この 福岡県神社誌中 pl57

時家臣などが多く殉じたという
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

草野鎖永（右衛 熊野神社 福岡久留米市草野町草野

門督鎮永）

草野家歴代 草野社（草野神社。若宮八幡宮境内社） 福岡久留米市草野町吉木

草野家歴代 若山霊社（老松神社境内社） 福岡久留米市山本町耳納

楠木正成 忠烈神社 福岡大牟田市倉永

楠木正成 湊川神社（垂裕神社境内社） 福岡甘木市野鳥

黒田重隆 堅磐神社（光雲神社境内社） 福岡福岡市中央区西公園

黒田職隆（もと 堅磐神社（光雲神社境内社） 福岡福岡市中央区西公園

たか）

黒田孝高 祠堂（光雲神社） 享保4~ 黒田継高 福岡福岡市中央区城内

明和 6

＊黒田孝高 黒田大明神（春日神社） 寛延年中 黒田継高 福岡北九1+1市八幡西区藤田

＊黒田長政 黒田大明神（春日神社） 寛永年中 黒田忠之 福岡北九州市八幡西区藤田

黒田長政 祠堂（光雲神社） 享保4~ 黒田継高 福岡福岡市中央区城内

明和 6

黒田忠之 堅磐神社（光雲神社境内社） 福岡福岡市中央区亜公園

黒田綱之 堅磐神社（光雲神社境内社） 福岡福岡市中央区西公園

＊黒田継高 河守神社 大正 9 福岡遠賀郡水巻町吉田

黒田長典 垂裕神社 安政6 黒田長元 福岡甘木市野鳥

＊黒田長興 豊山社 福岡甘木市田代

黒田二十四騎 黒田大明神（春日神社） 福岡北九州市八幡西区藤田

河野通信（河野 荒仁神社 福岡山門郡瀬高町泰仙寺

四郎越智通信）

河野通信（河野 荒仁神社（玉垂神社境内社） 福岡山門郡瀬高町河内

四郎）

河野通信（河野 荒仁社（玉垂神社境内社） 福岡山門郡瀬高町河内

四郎）

小早川秀包 小早川神社（篠山神社境内社） 福岡久留米市篠山町

近藤備後守 備後神社（日吉神社境内社） 福岡久留米市荒木町

城島備中守若殿 城島霊社（天満神社境内社） 福岡久留米市城島町城島

之霊

杉生十右衛門 宇島神社 福岡豊前市字島

曽我祐成 曽我神杜（八幡神社境内社） 福岡福岡市東区鎌田

曽我祐成 曽我神社（老松神社境内社） 福岡糟屋郡篠栗町尾仲

曽我時致 曽我神社（八幡神社境内社） 福岡福岡市東区鎌田

曽我時致 曽我神社（老松神社境内社） 福岡糟屋郡篠栗町尾仲

平益信 六騎神社（大神宮境内社） 福岡柳川市矢留

平正勝 六騎神社（大神宮境内社） 福岡柳川市矢留

平政直 六騎神社（大神宮境内社） 福岡柳川市矢留

平親英 六騎神社（大神宮境内社） 福岡柳川市矢留

平清貞 六騎神社（大神宮境内社） 福岡柳川市矢留
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鎮永死去による草野家断絶後、当社は小山田名の氏神。この段階で草野氏が祭祀さ 福岡県神社誌中 pl89

れたか

草野太郎永平歴代 福岡県神社誌中 pl57

福岡県神社誌中 pl92

ほかに数十柱を祭神とする 福岡県神社誌下 p441

本庁データ

黒田孝高祖父。播麻国姫路城主 福岡県神社誌上 p64

黒田孝高父。播磨国姫路城主 福岡県神社誌上 p64

播磨国姫路城主e 初代福岡藩主黒田長政父。城内に 6代藩主継高が祭祀。明治4年 福岡県神社誌上 p64

廃藩置県の際旧城内より小烏吉祥院跡へ勧詰し両者の法号をとって光雲神社。同42

年現在地（中央区西公圏）移転

初代福岡藩主黒田長政の父。 6代福岡藩主継高の命で長政に合祀 全国下 p507、福岡県神

杜誌上 pl88

本社は藩主黒田家累代の崇敬社。寛永年中黒田忠之が初代藩主長政を合祀 全国下 p507、福岡県神

社誌上188

初代福岡藩主。城内に 6代藩主継高が祭祀。明治4年廃藩置県の際旧城内より小烏 福岡県神社誌上p64

吉祥院跡へ勧請。同42年現在地に杜殿新築

2代福岡藩主 福岡県神社誌上 p64

3代福岡藩主光之長男。黒田騒動で幽閉 福岡県神社誌上 p64

6代福岡藩主。本杜は古社だが、堀川開削成就時に継高により現社名が与えられる。 福岡県神社誌上 p214

大正9年相殿に合祠

福岡藩支藩の秋月藩初代藩主。安政6年、 10代秋月藩主長元が長興を夜須郡上秋月 福岡県神社誌中 p2

村八幡宮へ合祠。明治6年1H臣により野鳥村館尾へ社殿等築造遷座

福岡藩支藩の秋月藩初代藩主 福岡県神社誌下 p401

戦国 近槻初期の黒田氏重臣 本庁データ

福岡県神社誌下 p433

人はその孫という

本庁データ

瀬高町泰仙寺の荒仁神社が玉垂神社に合祀されたものか 本庁データ

毛利元就の子で小早川隆景の養子。天正15年の秀吉の九朴1国分に際して隆景に与え 本庁データ
られた筑後国のうちぞ郡が秀包に分与。久留米築城。関ヶ原合戦後所領没収

本庁データ

福岡県神社誌下 pl6

近世中期小倉藩郡代。字島築港など水利開発を行う 本庁データ

福岡県神社誌上pl36

福岡県神社誌上pl34

福岡県神社誌上pl36

福岡県神社誌上pl34

平家落人といい仲間とともに当地に居住し漁民になったと伝承 本庁データ

平家落人といい仲間とともに当地に居住し漁民になったと伝承 本庁データ

平家落人といい仲間とともに当地に居住し漁民になったと伝承 本庁データ

平家落人といい仲間とともに当地に居住し漁民になったと伝承 本庁データ

平家落人といい仲間とともに当地に居住し漁民になったと伝承 本庁データ
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

平高矩 六騎神社（大神宮境内社） 福岡柳川市矢留

平景清 八幡神社 福岡宗像市土穴

武士神格化一覧．稿（下・西H本編）

平景清 生目八幡 福岡直方市下新入

平景清 生目八幡神社 福岡直方市下境

平景清（藤原） 生目神社（嚢祖八幡宮境内社） 福岡飯塚市宮町

平景清（景清） 生目八幡社（日少神社境内社） 福岡嘉穂郡庄内町多田

平景清 生目八幡神社（岡田神社境内社） 福岡北九州市八幡西区岡田町

＊平景清（藤原） 菅原神社 福岡北九州市小倉北区古船場町

平景清 生目神社 福岡行橋市元永

平景清 生目社（生目神社） 福岡田川市弓削田

平景清 生日神社（風治八幡神社境内社） 福岡田川市伊田

平景清 生目八幡神社 福岡田川郡添田町中元寺

平景清 生目社（高木神社） 福岡田川郡大11町大行事
平景清 生目社（貴船神社境内社） 福岡田川郡方城町弁城

平景清 生目八幡宮 福岡久留米市山本町耳納

平景消（景消霊 秋莱神社境内社（天渦神社） ＊大正11 福岡小郡市乙隈字内畑

神）

平景清（景消霊 生目八幡神社（阿蘇神社境内社） 福岡小郡市「潟字下屋敷

神）

平景清（景清） 景消社（諏訪神社境内社） 福岡浮羽郡浮羽町流川

平景清 生目八幡神社（大年神社境内社） 福岡八女郡黒木町笠原

平景清 生目神社 福岡八女郡立花町北ll」字小路

平景清 牛目神社 福岡八女郡立花町北山字生日谷

＊平景清 玉垂神社 福岡八女郡立化町兼松

平景清 生目神社 福岡久留米市二瀦町下．満

平景清（藤原景 諸神祇社（日吉神社境内社） 福岡柳川市坂本町

清）

平景清（源影清） 五社神社（八坂神社境内社） 福岡山門郡瀬高町上庄

平景清 生目八幡宮（阿蘇神社境内社） 福岡二池郡高田町竹飯

平景清 生目八幡神社 福岡大牟田市山上町

＊平清盛 庄前神社（印鐘神社境内社） 福岡久留米市大橋町

平清盛（相国） 巨続社（素蓋鳴神社境内社） 福岡久留米市田七丸町志塚島

平経盛 七霊宮（七霊神社。以前阿蘇神杜 福岡三池郡高田町竹飯字海津

境内社）

平教盛 七霊宮（七霊神社。以前阿蘇神社境内杜） 福岡三池郡高田町竹飯字海津

平重盛 七霊宮（じ霊神社。以前阿蘇神杜境内社） 福岡:池郡高田町竹飯字海津

＊平宗盛 戸上神社 福岡北九州市門司ぃ大甲

平知盛 七霊宮（七霊神社。以前阿蘇神社境内社） 福岡二．池郡高田町竹飯字海津

平知盛 平神社 福岡久留米市田主丸町中尾

平冷泉局 七霊宮（七霊神社。以前阿蘇神杜境内杜） 福岡三池郡高田町竹飯字海津

平八條局 七霊宮（七霊神社。以前阿蘇神社境内社） 福岡三池郡高田町竹飯字海津

高橋鎖種 三笠神社 天保6 立花種善 福岡大牟田市烏塚町
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平家落人といい仲間とともに当地に居住し漁民になったと伝承 本庁データ

杜説では、景清が日向配流の際、当地に着岸、眼病を当社に祈願。生目八幡ともいう 福岡県神社誌r.pl 78 
本庁データ

福岡県神社誌下 p392

福岡県神社誌では納祖神社境内社 福岡県神社誌上p369

福岡県神社誌上 p344

福岡県神社誌上 pl94

本庁データ

福岡県神社誌下 p453

福岡県神社誌下 p449、

本庁データ

福岡県神社誌下 pl75

福岡県神社誌fp449 

福岡県神社誌下 p206

本庁データ

福岡県神社誌下 p415

秋葉神社の境内社として祭祀されていたが、大正11年天満神社に合祠という 福岡県神社誌中 p201

福岡県神社誌中 p202

福岡県神社誌中 p261

福岡県神社誌中 p290

福岡県神社誌下 p421

福岡県神社誌下 p421

本庁データ

福岡県神社誌下 p428

、ド景清か 本庁データ

平景清か 本庁データ

福岡県神社誌下 p64

福岡県神社誌下 p439

安徳天皇などと合祠 福岡県神社誌中 pl88

福岡県神社誌中 p230

福岡県神社誌下 p64

字門前所在とし、福岡県神社誌卜は竹飯門前に平家霊神を祭神とする七霊神社を別

掲する（別項参照）

平清盛の二番目の弟 福岡県神社誌下 p64

平清盛長男 福岡県神社誌下 p64

平清盛三男。父清盛の死後、 本庁データ

安徳天崖を奉じて都落ち寿永4年壇ノ浦で捕えられ近江で斬殺

平清盛四男 福岡県神社誌下 p64

本庁データ

福岡県神社誌下 p64

福岡県神社誌下 p64

鎖種の八冊の孫立花種善は、父種固の幕政での失脚により、文化2年筑後三池郡よ 福岡県神社誌下 pl21、

り奥州伊達郡F手渡（福島県伊達郡月舘町ト―手渡）へ旗本として移封。のち三池藩 全国下 p533
相直次の丈父鎖種や直次等を祀り甘社創建、二笠神社と号した。三笠は鎮連の旧城

の岩屋 屯満があった御笠郡に由来という。明治元年旧領三池へ移封となり、同 3

年三池郡今山村東山に移遷。同35年現在地に移転
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

高橋鎮種室 三笠神社 天保6 立花種善 福岡大牟田市鳥塚町

高橋直次（立花 三笠神社 天保6 立花種善 福岡大牟田市鳥塚町

直次）

＊高山彦九郎 山川招魂社 福岡久留米山川町

立花鑑連（戸次 三柱霊社（ご柱神社） 寛文年間 立花忠茂 福岡llj門郡二．橋町高畑

鑑連）

＊立花鑑連（戸 日吉神社 福岡柳川市坂本町

次道雪）

立花宗茂 三柱霊社（三柱神社） 寛文年間 吃花忠茂 福岡山門郡＿一三橋町高畑

立花宗茂 新宮（日吉神社境内社） 福岡山門郡大和町六合

＊立花宗茂 五社神社（八坂神杜境内社） 福岡山門郡瀬高町上庄

立花闇千代（闇 三柱霊社（三柱神社） 寛文年間 立花忠茂 福岡llj門郡三橋町高畑

千代）

立花宗繁 宗繁神社（上内八幡宮境内社） 文久3 立花内膳家 福岡大牟田市t内

田中吉政 田中神社（八幡神社境内社） 福岡久留米市津福本町

田中吉政 八幡神社 福岡久留米市安武町

田中忠政（田中 田中神社（八幡神社境内社） 福岡久留米市津福本町

筑後守橘忠政）

筑紫広門（上野 広門社（広門神社） 福岡大川市中木室

介広門）

千代姫 宇賀神社 福岡築上郡吉富町小犬丸

徳川家康 福岡東照宮 承応 l 黒田忠之 福岡福岡市中央区西公園

徳川家康 東照神社（警固神社境内社） 福岡福岡市中央区警固

徳川家康 東照神社 元治 l 福岡甘木市上秋月

徳川家康 小倉東照宮 延享2 小笠原忠基 福岡北九州市小倉北区赤坂

徳川家康 善導寺東照宮 元和3 田中吉政 福岡久留米市善導寺飯田

徳川家康 大草東照宮（叡興寺境内） 正保3 立花忠茂 福岡山門郡瀬高町大草

豊臣秀吉 豊国神社 福岡福岡市博多区奈良屋町

豊臣秀吉 豊臣神社（八剣神社） 福岡北九小11市若松区小敷

＊西田直養（な 幸彦社（蒲生八幡神社） 福岡北九州市小倉南区蒲生

おかい）

＊新田義基 宮地嶽神社 福岡北九小l1市小倉北区篠崎

新田義氏 貴船神社 福岡築上郡新吉富村宇野

秦正行（弾正正 八靱神社（八幡神社境内社） 福岡大川市小保

行）

＊原田義種 現人大神社 福岡田川郡香春町採銅所

秀村安芸太夫 安芸殿神社（椿八幡宮境内社） 福岡嘉穂郡穂波町椿
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備 考 典 拠

立花―：池藩祖高橋直次の父鎖種の妻 福岡県神社誌fpl21、
全国Fp533

鎖種の実fC}二：灌池藩祖として鎖種などとともに合祠 福岡県神社誌下 pl21、

全国下 p533

上朴l細谷（群馬県太田市）の人。江戸中 後期の尊―-f家。二 i・数力円を歴遊して寛 本庁データ
政5年久留米で自メJ

大友氏重臣。筑前立花城督となり立花姓。初代柳川藩主立花宗茂に娘を嫁し養子と 福岡県神社誌下 p55、

する。寛文年間城内に祀られ、文政3年三柱霊社。文政9年城外の現在地へ移遷。 全国下 p535

立花宗茂 娘の閤千代と合祠

本庁データ

初代柳川藩主。義父鑑連 妻と合嗣 福岡県神社誌下 p55、

全国rp535 
初代柳川藩t 本庁データ

初代柳川藩主 本庁データ

戸次鑑連の娘で立花宗茂妻 福岡県神社誌下 p55、

全国下 p535

ーニ．池藩祖立花直次長子で一時立花宗茂の養＋となるが後に別家（内膳家） し当地に 福岡県神社誌下 pllO、

知行地拝領。没後200年を記念し創祠。氏子は内膳家家臣の子孫 上内八幡宮

初代田中柳川藩主。福岡県神社誌中では田中忠政を祭神とする 本庁データ

初代田中柳川藩t。本庁データには義政とあるが吉政か 本庁データ

2代田中柳川藩主。本庁データでは田中吉政を祭神とする 福岡県神社誌中 pl55

筑後卜、妻郡の豪族，山下城主。天正15年豊臣秀古の九朴I征討の時に降伏し，筑後上妻郡 福岡県神社誌―Fp431 
1万8千石を安堵された。関ヶ原の戦いで西軍，戦後所領を失い加藤清正に身を寄せた

慶長16年黒田長政に謀殺されたという宇都宮鎮房の娘。鎮房を祀った城井神社が当 大分の神々 pl67

地に隣接する大分県中津市に所在

2代黒田福岡藩主忠之が荒津lllに社殿建立、勧請。明治維新後しばらく廃絶。明治 東照宮 p72

42年、東照宮跡地に建てられた光雲神社（祭神黒田孝高 同長政）の境内社として

再興。のち戦災で廃絶

福岡県神社誌上p63

東照宮 p233、福岡県神

社誌下p401 

寛政重修諸家譜によれば忠基が延享2年に勧請という。慶応2年兵火で廃絶か 東照宮 p58

徳川実紀によれば善導寺に霊廟建立という。供養塔現存 東照宮 p93

立花忠茂は柳川藩主。叡興寺は天台宗。神仏分離後、熊野神社境内杜。明治8年火 東照宮 p75

災で焼失

福岡県神社誌下 p373

当地は太閤水伝承地で大正7年本朴へ合祠 福岡県神社誌上 p204

幕末の小倉藩右筆で歌人 本庁データ

南朝方武将といい、豊前志などは、馬ヶ岳城（現福岡県行橋市、犀川町）に新田義 福岡県神社誌下p442

基、義氏、義高の3代が在城したとする

南朝方武将で石見国小石見城主ともいう 福岡県神社誌下 p308

楠木正行か 福岡県神社誌下 p48

豊前香春岳城主。毛利方であったが永禄4年大友勢に攻められ自害 福岡県神社誌下p452

福岡県神社誌上 p326

武
士
神
格
化
一
覧
．
稿
（
下
・
西
日
本
編
）
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

秀村助之大夫妻 安芸殿神社（椿八幡宮境内社） 福岡嘉穂郡穂波町椿

人丸 人丸神社 福岡糟屋郡新宮町ド府

平田家門 平田神社（小烏神杜境内社） 福岡行橋市大谷

平野国臣 福岡福岡市中央区今川

深見摂津守 五穀神社 福岡田川郡添田町中元寺

、F家臣霊 根岳神社（織幡神社境内社） 福岡宋f象市鈍崎

平家霊神 七霊神社 福岡二池郡高田町竹飯字門前

平家霊神 七霊神社 福岡llj門郡山川町甲田

細川藤孝 蒲生八幡神社 ＊明治13 福岡北九州市小倉南区南方

細川忠興 蒲生八幡神社 ＊明治13 福岡北九什I市小倉南区南方

堀忠久（右京進 忠久霊社（天満宮境内社） 福岡久留米市城島町上青木

忠久）

本郷顕英（兵庫 兵庫神社 福岡行橋市沓尾

頭）

真木保臣（貞木 真木神杜（水大宮境内社） 福岡久留米市瀬下町

和泉守保臣）

真木門下二十八 真木神社（水天宮境内社） 福岡久留米市瀬F町
裂士

満田四郎 白仏祠（満田神社） 福岡築上郡築城町安武

源為朝（鎮西八 八郎神社 福岡嘉穂郡嘉穂町馬見

郎為朝）

源為朝 八郎神社 福岡八女郡立花町白木

源為朝（鎮西八 鎮西神社 福岡田川郡香春町中津原

郎源為朝）

夢想権之助 夢想権之助神社（寵門神社境内社） 伽岡大宰府rli内山

毛利勝信（森壱 木森神社（諏訪神社境内社） 福岡田川郡添田町中元寺1461
岐守）

毛利勝信（森壱 五穀神社 福岡田川郡添田町中元寺1718

岐守）

森右門丞 木森神社（諏訪神朴境内社） 福岡田川郡沿田町中元寺1461

森出雲守 森神社（新宮神社境内社） 福岡糟／巷郡新宮町 l-。府

＊和田住尊 新宮社（八坂神社） ＊明治6 福岡山門郡瀬裔町上庄

良成親下． 宮陣神社 明治21 有志 福岡久留米市宮ノ陣

良成親f- 草堂（大柚神社） ＊明治11 福岡八女郡矢部村北矢部

（佐賀）

赤木右近 日枝神社 佐賀唐津市鎖内・町赤木

赤木右近 日枝神杜 佐賀唐津市鎖西町中野

安倍宋任（阿部 青幡神社 ＊明治40 佐賀伊万用市束ill代町里

宗任）

牛島公茂 潮見神杜 乾｝じ年間 橘公遠 佐賀武雄Itf橘町永島

浦内淡路守 浦内神社（脇野神社境内社） 佐賀伊Jj里市東山代町脇野
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備 考 典 拠

福岡県神社誌上 p326

上総景清の娘 福岡県神社誌下 p376

本庁データ

国臣は幕末福岡藩士、尊攘派志上 本庁データ

福岡県神社誌下 p449

本庁データでは根岳神社ではなく浜宮神社 福岡県神社誌上 pl45

福岡県神社誌下 p435

竹飯字海津の七霊宮（七霊神社）参照（別項）。祭神は同一か 福岡県神社誌下 p435

初代細川小倉溜主細川忠興の父。別祠に祀られていたようだが明治13年に本社へ合祠 福岡県神社誌下 pl32

初代細川小倉藩主。別祠に祀られていたようだが明治13年に本社へ合祠 福岡県神社誌下 pl32

本社はもと老松神社と称し忠久が正安2年創建という 福岡県神社誌下 p5

本庁データ

水天宮祠官、久留米藩中小姓格の家臣。幕末の尊干．攘夷運動の指導的志士。元治元 本庁データ

年、禁門の変で敗走、自害

本庁データ

本庁データ

福岡県神社誌下 p398

福岡県神社誌下 p421

当地には為朝の屋敷伝承地がある 福岡県神社誌下 p452

神道夢想流杖術の流祖。筑前宝満山の寵門神社で権之助が神託を得たという。堤六 本庁データ

左衛門の寛文6年板行「海上物語」にみえる

毛利勝信か。豊臣秀吉家臣で豊前小倉城を与えられる。森蘭丸弟 本庁データ

毛利勝信か 本庁データ

毛利勝信一族か。なお福岡県神ネt誌下では木森右門允重頼とする（別項） 本庁データ

森家の祖 福岡県神社誌上 pll9

明治6年新宮社が村社になった時は祭祀されている。本社八坂神社を創建したという 福岡県神社誌下 p51

宇都宮弥三郎の関係か。大正 6年本社に合祠

征西将軍。正平年間、良成親「ーば懐良親モにかわって西下。懐良親上が在陣した現 全国下 p536

在地に社殿造営。 44年懐良親王を合祀

古くより草堂があり、明治11年墓掌丁がおかれる。旧暦3月5日には百番射的を執 福岡県神社誌下 p363

行し元中年間の古式を伝えたという

建武 5年、筑後国石垣lll合戦で足利方として参戦、戦死した上松浦の松浦党の赤木 本庁データ

堤彦六賑のあと赤木村を知行という。中野の日枝神社を勧請とも

本庁データ

前九年の役に敗れ、肥前松浦地方に流されたとの伝承あり。明治40年無格社として 佐賀県神社誌要 p82

合祀

鎌倉期に当地地頭として下った橘公業の孫という。乾元年間に 4代孫公遠が他の孫 佐賀県神社誌要p254

とともに本社に合祀という

尿都の政変で九州へ下った淡路守は、当地の松浦党祖の松浦直の臣となり久安年間 本庁データ

脇野地域を開拓という
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

江上信種 江上神社（櫛田宮境内社） 佐賀神崎郡神埼町神崎

緒方三郎 緒方神社 佐賀鳥栖市真木町

＊加藤清正 天満社 佐賀佐賀市兵庫町若宮

＊鎌倉景政 淀姫神社 佐賀佐賀郡窟士町上無津呂

＊鎌倉景政（呉
八幡神社

佐賀唐津市佐志

料神）

＊亀井重清 牛尾神社 佐賀小城郡小城町池上

神田宗次（五郎） 熊野原神社 佐賀唐津市西寺町

神田宗次 唐津神社 佐賀唐津市南城内

貴田統治（孫兵 貴田神社（天神神社境内社） 佐賀唐津市鎮西町名護屋

衛）

北畠親房（源親 藤神社（乳母神社境内社） 佐賀佐賀郡富士町下無津呂

房）

木ノ元氏霊神 稲主神社 寛文3 多久茂辰 佐賀杵島郡北方町

楠木正成（楠正 大楠神社（天満神社境内社、のち 弘化年間 柴田花守 佐賀小城郡小城町松尾

成） 須賀神社境内社）

楠木正成（楠正 楠神社（八幡神社、現在竜造寺八 寛文3 深江信渓 佐賀佐賀市白山

成） 幡宮境内社）

楠木正成 楠公社（松蔭神社境内社） 佐賀鹿島市高津原

楠木正行（楠正 楠神社（八幡神社、現在竜造寺八 寛文3 深江信渓 佐賀佐賀市白山

行） 幡宮境内社）

神代勝利 勝宿神社 文政3 鍋島賢在 佐賀佐賀市久保泉町川久保

神代勝利 杉神社 佐賀神埼郡三瀬村三瀬

神代勝利 七郎神社 佐賀神埼郡三瀬村藤原2482

神代勝利 玉里神社 佐賀神埼郡三瀬村藤原994

神代鍋島家歴代 勝宿神社 佐賀佐賀市久保泉町川久保

加茂義賢（次郎） 加茂神社 安元2以降 里人 佐賀東松浦郡七山村滝川

斎藤実盛 春日神社 佐賀佐賀郡富士町大野

斎藤実盛 貴別営神社 佐賀神崎郡千代田町下西

渋江公村 潮見神社 乾元年間 橘公遠 佐賀武雄市橘町永島

島津義弘 天満神社 佐賀唐津市北波多村徳須恵

少弐頼尚 仁位山神社 佐賀神崎郡神埼町的

少弐政資 少弐神社（与賀神社境内社） 佐賀佐賀市与賀町

＊少弐高経 若宮神社 永禄4 佐賀神埼郡千代田町境原

少弐冬尚 仁位山神社 佐賀神崎郡神埼町的

＊少弐冬尚 八幡神社 佐賀三養甚郡中原町原古賀

新久田四郎 天神社 佐賀唐津市千々賀

平清盛 若松神社 佐賀杵島郡北方町芦原

平重盛 若松神社 静詑法師 佐賀杵島郡北方町芦原
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戦国期の勢福寺城（神崎町）城主江上武種弟。武種は竜造寺隆信―二男家種を養子と 本庁データ

し和議をはかった

幕末対馬藩田代領家臣田代仙八の一族か 本庁データ

無格社合祀 佐賀県神社誌要 pll9

無格社として合祀 佐賀県神社誌要 p68

一説に、康和 3年鎌倉景政が九州下向に‘りたり点都石清水八幡宮を勧請し当地鎮守 佐賀県神社誌要 p73

としたという

祭神は検非違使源義経の臣で、本社牛尾神社に義経の命で願文 砂金など奉納とい 佐賀県神社誌要 pl72

う。祭神はのちに無格社合祀

古代の当地域豪族で、唐津神社創建に縁ある人物という 佐賀県神社誌要 pl87

本庁データ

いわゆる加藤清正卜六将の一人。清正に従い朝鮮へ渡海するが、慶長 2年、蔚山の 本庁データ

清正への合流の途次に明軍と交戦、戦死という

後醍醐犬皇を補佐した公家 武将。神皇正統記の作者 本庁データ

貞応元年源頼茂幼児 7人と議言にあい自殺。祟りを慰めようと廊］があってられた。寛 全同 fp544 
文3年領主多久氏が再建

弘化年間柴田花守が小城町天満神社境内に祭祀、安政年間須賀神社境内に移遷 佐賀県神社誌要 p20

深江は佐賀藩士。京都で楠木正成 正行親子像を彫り請願という。許され寛文3年 佐賀県神社誌要p34

春日村北原に祭祀。安政2年現在地へ移遷。嘉永3年義祭同盟会組織

本庁データ

楠木正成のf 佐賀県神社誌要 p34

鍋島賢在は鍋島家重臣（親類）神代鍋島家当主。神代鍋島家の祖勝利を祭祀 佐賀県神社誌要 pl25

佐賀県神社誌要 pl44

本庁データ

本庁データ

佐賀市教育委員会

肥前守に任じられ安元2年にド向、暫時当地にとどまり、没後里人徳を慕い祀ったという 佐賀県神社誌要 pl99

平安末期の武将。はじめ源氏方、のち平氏方。寿永2年加賀同篠原（現石川県加賀 佐賀県神杜誌要 pl85

市）で源木曽義仲軍と戦い討死という。この時、稲の株につまづき敵に討たれ、以来、

稲を恨み 害虫となって 稲を食い荒らすという伝承から、実盛を虫追と関連させる

民俗が広くみられる

本庁データ

鎌倉期に'_印也地頭として下つfこ橘公業の孫という O 乾元年間に祭神の4代孫公遠が 佐賀県神社誌要 p253
他の孫とともに本社に合祀という

織豊期の島津家当主。朝鮮出兵参戦 本庁データ

南北朝期の幕府側についた北部九1+1の武将 佐賀県神社誌要 pl4

室町期、大内義典軍に敗れる 本庁データ

大内義興の軍に破れた政資の子。明応頃、神埼郡広滝山地域で死亡といい、広滝に 佐賀県神社誌要 p50

永禄4年社殿建立。伺12年同郡六T牟田、寛永7年に現在の境原へ移遷。明応頃、
広滝で死亡という

戦国期の北部九1+1の武将。竜造寺隆信により筑後へ追われたが勢）J同復せず滅亡 本庁データ

無格社合祀 佐賀県神社誌要pl58

松浦久の四男で、久安6年井手野（現佐賀県伊万里市）に築城という（新久田城） 佐賀県神社誌要 p207

平重盛の誤りか 本庁データ

平清盛長男。先祖供養として西国の杵島郡長島庄医干．寺で過ごし文治 2年病を得て 佐賀県神社誌要 p260

50オで没との伝承あり。医王寺静覚法師が庄内糀島村に重盛霊を勧請して、若松大

権現と名付けたという。若松とは小松をはばかった名という
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祭神名 祭祀社 創嗣時期 創祠者 所在地

平維盛（惟盛） 八幡神社 静覚法師 佐賀藤津郡塩田町久間

＊平将門 大堂神社 佐賀佐賀郡諸富町大堂

＊平将門 背振神社 佐賀神埼郡脊振村服巻

平将門 若宮神社 佐賀神埼郡千代田町境原

多久安順（長門 梶峯明神（梶峯神社、現多久神社） 弘化 l 多久家 佐賀多久市西の原

守）

多久茂文（伊豆 梶峯神社（多久神社） 明治22 多久家 佐賀多久市西の原

守）

多久茂尭娘（養 西原大明神 天保8 多久茂澄 佐賀多久市西の原

心院）

多久茂族（長門 梶峯神社（多久神社） 明治18 佐賀多久市西の原

守）

多久茂族 多久茂族碑（多久神社境内） 佐賀多久市西の原

田尻鑑種 青幡神社 ＊明治40 佐賀伊万里市東山代町里

橘公業 潮見神社 乾元年間 橘公遠 佐賀武雄市橘町永島

筑紫広門 仁比山神社 佐賀神崎郡神埼町的

筑紫広門 廣門神社 佐賀神崎郡東脊振村大曲

千葉胤貞 立中神社 佐賀小城郡小城町畑田

鶴田前（越前守 鶴田神社 佐賀唐津市厳木町浪瀬

源前）

徳川家康 竹基杜（八幡神社境内社） 佐賀鳥栖市村田町

徳川家康 鉄輪神社 佐賀西松浦郡西有田町大木甲

徳川家康 佐賀東照宮 江戸期 鍋島家 佐賀佐賀市城内

徳川家康 東照宮 近世初期 鍋島勝茂室 佐賀佐賀市城内

徳川家康 千栗山東照宮 江戸期 佐賀＝．養基郡北茂安町千栗

徳川家康 霊山寺東照宮 江戸期 佐賀三養基郡

中村公光 潮見神社 乾元年間 橘公遠 佐賀武雄市橘町永島

＊鍋島経秀 蠣久神社 佐賀佐賀市鍋島町蠣久

＊鍋島経直 蠣久神社 佐賀佐賀市鍋島町蠣久

鍋島清久 松平神社中殿（同社南座） 文化14 鍋島家 佐賀佐賀市松原

鍋島匝茂 日峯大明神（松原神社中殿。現在同社南座） 安永 l 鍋島家 佐賀佐賀市松原

鍋島直茂 志賀神社 明治40 氏子 佐賀伊万里市東山代町長浜

鍋島直茂 天神神社 佐賀伊万里市東山代町天神

鍋島直茂 岳神社 佐賀伊万里市大川内町乙

鍋島直茂室（彦 松平神社中殿（同社南座） 文化14 鍋島家 佐賀佐賀市松原

鶴姫）

＊鍋島勝茂 日峯大明神（松原神杜中殿。現在同社南座） 明治 5 佐賀佐賀市松原

＊鍋島勝茂 新北神社 佐賀佐賀郡諸富町為重

鍋島直正 松原神社南殿（のち佐嘉神社） 明治 6 旧藩領民 佐賀佐賀市松原
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備 考 典 拠

平清盛長男の重盛の長男。源平合戦では富七川の合戦での遁走、源義仲に惨敗する 佐賀県神社誌要p281
など平家都落ちの原因をつくったのち出家という。無格社合祀

佐賀県神社誌要 p42

佐賀県神社誌要 p52

本庁データ

多久家祖として竜造与家兼 同家信らとともに祭祀。竜造寺（多久）家信子。社名 佐賀県神社誌要 pl80

は昭和26年以降多久神社

2代佐賀藩主鍋島光茂の子で江戸中期の 5代多久家当主 佐賀県神社誌要 plSO

祭神は 8代多久家当主茂尭長女 養心院。家臣の子と恋仲となり懐妊。これが原因 佐賀県の地名 p252
で茂尭の思いにもかかわらず誤って処刑され、多久家に凶事が続いた。諌早氏（鍋島

氏重臣）夫人との不義の関係で防居を強いられていた11代多久家当主が鎮魂のため

社建立。安産の守護神として信仰。現在隣接の日蓮宗等覚寺管理

江戸期最後の多久家当主。多久家相たちに合祀 佐賀県神社誌要 plSO

碑文は中山悟竹書 佐賀県の地名 p252

筑後国領主。戦国期を経てのち竜造寺氏 鍋島氏家臣となり、伊万里山代郷を領した 佐賀県神社誌要 p82

祭神橘公業は嘉禎 3年、鎌倉より当地へ下った地頭という。乾元年間に 4代孫公遠 佐賀県神杜誌要 p254
が本社に合祀という

筑後上妻郡の豪族。肥前東部の基罪養父地域にも塾力があった 佐賀県神社誌要 pl4

本庁データ

肥前千葉氏2代。千葉宗胤嫡男。千葉宋家は肥前国小城郡に所領があり、文永12年、 本庁データ

尤寇に備えた異国警護番役をうけて、胤貞の祖父にあたる千菓介頻胤が嘲笑を率いて

九小卜Iへ赴いたのが、千葉宗家と小城郡の直接の関わりという

鶴田前（すすむ）は波多氏の一党として、天文14年に獅十城主。天正4年戦死 本庁データ

本庁データ

本庁データ

佐賀城内か、廃絶 東照宮 p233

鍋島勝茂室高源院（徳川家康養女）は佐賀城内居室の傍らに東照宮祭祀という 東照宮 pl20

本社別刈妙覚院が天台宗なのが勧請の背景か。明治初年廃絶 東照宮 pll9

修験僧玄純は佐賀藩東日地域のの天台宗寺院再興、日光ll」で天海とも面接といい、 東照宮 pl20

勧請の背景か

鎌倉期に当地地頭として下った橘公業の孫という 0 乾元年間に祭神の 4代孫公遠が 佐賀県神社誌要 p254

他の孫とともに本社に合祀という

鍋島の相の一人とされる（鍋島系図） 佐賀県神社誌要 pl25

鍋島の祖の一人とされる（鍋島系図）。経秀の次代 本庁データ

直茂祖父 佐賀県神社誌要 p4

佐賀藩祖とされる。文化14年清久と配祠、のち松原神社と称した 佐賀県神社誌要p4、全国下p554

当地を干拓、塩田を新開し筑前姪浜（現福岡市西区）より塩業者を移して製塩に従 佐賀県神社誌要p236

事させ、本社を創建したという。明治40年直茂合祀

本庁データ

佐賀県神社誌要 p246

石井氏 佐賀県神社誌要 p4

初代鍋島佐賀藩t。直茂子 佐賀県神社誌要 p4

佐賀県神社誌要 p43

10代鍋島佐賀藩主。初め松原神社新殿（南殿）に祭祀。昭和 8年、現在地に佐嘉神 佐賀県神社誌要p4、全

社を造営し移遷 国下p547 
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

鍋島直大 松原神社南殿（のち佐嘉神社） 大正12 佐賀佐賀市松原

鍋島直澄 秀天（義峯霊社、古浦大明神、現 江戸期 佐賀藤津郡塩田町五町田

在吉浦神社）

鍋島直恒 文彦社（吉浦神社境内社） 鍋島（蓮池）家 佐賀藤津郡塩田町五町田

鍋島元茂 国武神村（岡山神社） 寛政 l 士民 佐賀小城郡小城町

鍋島直能 国武神社（岡山神社） 寛政 1 t民 佐賀小城郡小城町

鍋島忠茂 忠茂大明神（松陰神社） 寛永10 領民 佐賀鹿島市高津原

鍋島家（鹿島） 松蔭神社 鍋島（鹿島）家 佐賀鹿島市高津原

歴代藩主

鍋島直朝 恩栄社（天満神社境内社） 佐賀鹿島市古枝乙

鍋島直朝 思瑾神社 佐賀鹿島市三河内巳

鍋島直條 清筒神社（松岡神社境内社） 享保・宝暦期 鍋島直郷 佐賀鹿島市浜町

鍋島直弘（藤原 白石大明神（白石神社） 文政6 鍋島直章 佐賀三蓑基郡北茂安町白喫

直弘）

鍋島直属 白石神社 明治18 佐賀:養基郡北茂安町白壁

鍋島茂真 杵島神社 大正2 佐賀杵島郡白石町馬洗

成富茂安（兵庫） 白石神社 大正14 佐賀三養基郡北茂安町白壁

新田義貞 新田社（淀姫神社境内社） 佐賀佐賀郡富士町上無津呂

新田義貞 新田社（春日神社境内社） 佐賀佐賀郡富士町麻那古

野崎綱吉 宝当神社（塩屋神社境内社） 島民 佐賀唐津市高島

＊藤原秀衡（秀 鹿路神社 佐賀神埼郡脊振村鹿路

平公）

＊松浦匝 青幡神社 文久2 佐賀伊万里市東山代町用

＊松浦直室 青幡神社 文久2 佐賀伊）j里市東山代町里

＊松浦清 青幡神社 佐賀伊Jj里市東山代町里

＊松浦清室 青幡神社 佐賀伊）j用市東lll代町里

＊松浦披 青幡神社 文久2 佐賀伊Jj里市東山代町里

＊松浦披室 青幡神社 文久2 佐賀伊万里市東山代町里

＊松浦圃 青幡神社 文久2 佐賀伊万里市東山代町里

＊松浦園室 青幡神社 文久2 佐賀伊万里rfi東山代町里

万子媛 (Jj媛） 石壁社（祐徳稲荷神社境内社） 佐賀鹿島市古枝

＊源為朝 志賀神社 佐賀佐賀郡川副町早津江

＊源為朝 八幡神社 佐賀佐賀市高木瀬町東高木

＊源義経 背振神社 佐賀神埼郡脊振村服巻

＊源義経 鹿路神社 佐賀神崎郡仔振村鹿路
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備 考 典 拠

11代で最後の鍋島佐賀藩主。大正12年松原神社南殿の鍋島直正に合祀。昭和23年、 佐賀県神社誌要p4、全

佐嘉神社に移遷合祀 国下p547 

直澄は勝茂の第 4--f勺で、寛永16年に鍋島蓮池藩分封、蓮池藩祖とされる。寛文 9年 佐賀県神社誌要 plOO

の没後に藤津郡塩田郷H吉山上に祀り廟は秀天と称された。のち義峯霊杜、文化14

年に吉浦大明神、明治6年吉浦神社

4代鍋島蓮池藩主 佐賀県神社誌要 plOO

寛政元年初代小城藩主鍋島元茂を国武大神、 2代直能を矛治大神と称え、当地に社 佐賀県神杜誌要p59

殿を創建し国武神社とする。安政5年、岡山神社と改称

2代小城藩主 佐賀県神社誌要p59

忠茂を祭神として創建され忠茂大明神と称した。忠茂は鍋島直茂のfで勝茂兄。慶 全国下 p554
長15年直茂の遺封の鹿島 2万石を分封されあわせ2ガ5千石。のち忠茂の子正茂か

ら背領（鹿島領）は没収。改めて勝茂9男直朝に分与（鹿島藩）。松陰神社には直朝

以下の鹿島藩主も合祀

鍋島忠茂をはじめその後の歴代鹿島鍋島家当主（鹿島藩主）を逐次合祀 全国下 p554

初代鹿島藩中 本庁データ

本庁データ

鍋島直朝を初代として 2代鹿島藩主。藩政の基礎をつくった。直郷は4代鹿島藩主 佐賀県神社誌要 p277

鍋島家軍臣（親類）の白石鍋島氏初代。鍋島勝茂3男。直章も同氏当主。はじめ白 佐賀県神社誌要 pl60、

石大明神 本庁データ

江戸期における白石鍋島氏最後の当主 佐賀県神社誌要 pl60

11代須占鍋島家，同家祖の竜造寺信固 同信明を文政10年に祭祀（のちの杵島神社）。
佐賀県神社誌要 pp263

幕末期に佐賀藩当役として藩政に参画

白石鍋島氏の前の‘切地領上で当地方の水利普請に功績があった 佐賀県神社誌要 pl60、

本庁データ

佐賀県神社誌要では無格社合祀 佐賀県神社誌要 p68、

本庁データ

佐賀県神杜誌要では無格社合祀 佐賀県神社誌要 pl86、

本庁データ

草野鎮永に仕えたが、家臣の議訴により、元亀4年高島に落ちのび、天正13年病没と 本庁データ

いう。生前島民に慕われ島の大権現として祭祀との伝承あり。また竜造寺氏傘下の波

多氏が犬正元年に草野氏を攻めた際、高島へ逃げ、当時島民を悩ましていた吉井の

海賊を滅ぼしたとの伝承もある。明治34年宝当神社

秀平は藤原秀衡か。奥州藤原氏。源頻朝に追われた源義経を保護した。義経と合祀 佐賀県神社誌要 pl43

松浦党一族で当地松浦郡山代郷里に本拠をおく。久安元年、本社創建 佐賀県神社誌要 p82

佐賀県神社誌要 p82

松浦直の子 本庁データ

本庁データ

松浦直の子で清の弟 佐賀県神社誌要 p82

佐賀県神社誌要 p82

松浦直の子で披の弟 佐賀県神社誌要p82

佐賀県神社誌要p82

初代鹿島藩主鍋島直朝室ガ子緩。貞享4年、京都御所勅願所の稲荷大神の分霊を勧 佐賀県神社誌要 p29

請（祐徳稲荷神社）。万f姫は後陽成天皇の曾孫。寛文2年鹿島下向
豊後に卜り、鎮西八郎と称した。保元の乱に敗れ伊豆大島に流されたという 佐賀県神社誌要 p41

佐賀県神社誌要 pl21

源義朝九男、頓朝の異母弟。頓朝との対立後、九朴Iへ渡ろうとしたという 佐賀県神社誌要 p54

秀平（藤原秀衡か）と合祀 佐賀県神社誌要 pl43
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創嗣者 所在地

＊源義経 杉神社 佐賀神崎郡三瀬村三瀬

＊源義経 野波神社 佐賀神崎郡三瀬村札

源義経 天満神社 佐賀佐賀郡富士町小副川

源義経 白山神社 佐賀佐賀郡富士町関屋

＊源義経 淀姫神社 佐賀佐賀郡富士町古湯

＊源義経 諏訪神社 佐賀佐賀郡富士町市川

＊源義経 春日神社 佐賀佐賀郡富士町大野

＊源義経 鏡神社 佐賀佐賀郡富士町下合湘

源頼茂（木元氏 稲主神社 嘉禎 l 後藤清明 佐賀杵島郡北方町志久

霊神）

吉武修（佐渡守 吉武神社 郷民 佐賀伊万里市二里大里甲

源修）

竜造寺家兼（山 梶峯明神（梶峯神社、現多久神社） 弘化 1 多久家 佐賀多久市西の原

代守）

＊竜造寺隆信 城内社（敷山社、松原神社北殿、 延享2 鍋島家 佐賀佐賀市松原

現在同社北座）

＊竜造寺隆信 八幡神社 佐賀三養基郡中原町原古賀綾部

＊竜造寺政家 城内社（敷山社、松原神社北殿、 延享2 鍋島家 佐賀佐賀市松原

現在同社北座）

＊竜造寺裔房 城内社（敷山社、松原神社北殿、 延享2 鍋島家 佐賀佐賀市松原

現在同社北座）

竜造寺長信（和 梶峯明神（梶峯神杜、現多久神社） 弘化 l 多久家 佐賀多久市西の原

泉守）

竜造寺信周 昌宗霊神（杵島神社） 文政10 鍋島茂真 佐賀杵島郡白石町馬洗

竜造寺信明 景広霊神（杵島神社） 文政10 鍋島茂真 佐賀杵島郡白石町馬洗

（長崎）

赤崎伊予守 赤崎神社（日野九十九島神社境内社） 長崎佐世保市日野町

宇久家盛 城山宮（城山神社） 弘和 l 五島覚 長崎五島市福江町

宇久競 城山宮（城山神社） 弘和 1 五島覚 長崎五島市福江町

＊大村直澄（藤 焚天宮 長崎大村市宮小路

原直澄）

大村直澄 常磐神社（大村神社） 文化2 大村純昌 長崎大村市玖島

大村親澄 常磐神社（大村神社） 文化2 大村純昌 長崎大村市玖島

大村澄宗 常磐神社（大村神社） 文化2 大村純畠 長崎大村市玖島

大村澄遠 常磐神社（大村神社） 文化2 大村純昌 長崎大村市玖島

大村純興 常磐神社（大村神社） 文化2 大村純昌 長崎大村市玖島

大村純弘 常磐神社（大村神社） 文化2 大村純昌 長崎大村市玖島

大村純熙 常磐神社（大村神社） 長崎大村市玖島

加藤清正 加藤神社（岩渕神社境内社） 長崎西彼杵郡長与町斉藤郷

加藤清正 錦山神社（住吉神社境内社） 長崎五島市上大津町

門脇教盛（門脇 水原神社 長崎南高来郡深江町戊

納言教盛朝臣）

＊鎌倉景政（権 五王神社 長崎対馬市上県町志多留

五郎景政）
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備 考 典 拠

佐賀県神社誌要 pl44

佐賀県神社誌要 pl45

佐賀県神社誌要pl28

無格社合祀 佐賀県神社誌要pl29

無格社合祀 佐賀県神社誌要pl84

無格社合祀 佐賀県神社誌要 pl85

無格社合祀 佐賀県神社誌要 pl85

無格社合祀 佐賀県神社誌要 pl86

源実朝あとの将軍職後継をねらったとして後鳥羽上皇率いる西面の武士に殺害という 佐賀県神社誌要 p92

が、当地肥前杵島郡志久に落ちのび木元氏と改名との伝承あり。当地で紅稲を盗ん

だという嫌疑を晴らすため子供とともに自害。祟りがあるとして当地領主後藤氏によ

り稲主大明神とともに祭祀

松浦党の領主吉武佐渡守修は吉嶽に築城。後年郷民が社を建立して産土神とし吉武 佐賀県神社誌要 p242

神社と称した

水ヶ江竜造寺家祖。鍋島家重臣（親類同格）である多久家初代長信の 3代前（曾祖 佐賀県神社誌要 pl80

父）にあたり祭祀

肥前の戦国大名。天正12年戦死。延享2年城内に祭祀。天保5年佐賀郡北山小川村に神 佐賀県神社誌要 p4、本

殿造営し敷山杜と称する。明治6年松原神社（北殿）に移遷。竜造寺政家、同高房合祀 庁データ

無格社合祀 佐賀県神社誌要 pl58

竜造寺隆信の子。父の戦死後肥前領支配の実権を鍋島直茂に委任し、隠居 佐賀県神社誌要 p4、本

庁データ

竜造寺政家の子。竜造寺家の将来を悲観し夫人を剌殺後落命 佐賀県神社誌要 p4、本

庁データ

竜造寺隆信弟で鍋島家重臣（親類同格）の多久家初代 佐賀県神社誌要pl80

祭神は須古鍋島家（鍋島家重臣）祖。竜造寺隆信弟。初め杵島城跡に祭祀、嘉永 7 佐賀県神社誌要p263

年に霊神号獲得。 2代当主信明と合祀。鍋島茂真は同家12代当主

祭神は須古鍋島家（鍋島家璽臣）祖で、竜造寺信周子 佐賀県神社誌要 p263

戦国期の赤崎城主 本庁データ

家盛ははじめ武田信弘といい、文治3年五島にきて領主化したという説あり。宇久五 全国下 p568

島家の始祖。 8代党が始祖を宇久島山本城東光寺境内に祭祀、城山宮とした。 29代

盛繁 (10代五島福江藩主）は城山宮を文政7年福江島にむかえ社殿をたてた。大正 8

年に現在地移遷。五島福江藩祖

家盛（信弘）子 全国下 p568

正暦 5年寺島に上陸し大村氏を名のったとされる 本庁データ

本社創祀は10代大村藩主大村純昌。文化2年西大村池田山に常盤神社として祭祀。 全国下 p564

明治17年旧大村城内に移遷

直澄から 6代目。家信とも 本庁データ

親澄の子。家直とも 本庁データ

澄宗の子 本庁データ

澄遠の子 本庁データ

純興の子 本庁データ

12代で大村藩最後の藩主 本庁データ

本庁データ

本庁データ

平氏重臣 本庁データ

対馬の神道 p267
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祭神名 祭祀社 創詞時期 創廊］者 所在地

菊池武時 鎮守神社 長崎壱岐市芦辺町諸吉南触

菊池武重 鎮守神杜 長崎壱岐市芦辺町諸吉南触

菊池武光 鎖守神社 長崎壱岐市芦辺町諸吉南触

菊池武士 鎖守神社 長崎壱岐市芦辺町諸吉南触

菊池武政 鎮守神社 長崎壱岐市芦辺町諸吉南触

菊池武朝 鎮守神社 長崎壱岐市芦辺町諸吉南触

楠木正成 楠神社 長崎佐世保市上柚木町

楠木正成 八幡神社 長崎諫早市白浜町

楠木正行（楠正 八幡神杜 長崎諫早巾白浜町

行）

五島純玄（宇久 城山宮（城山神社） 長崎五島市福江町

純玄）

五島盛清（民部） 霊神社 長崎五島市富江町松尾

斎藤資定（兵衛 勲功社（小茂田浜師神社境内社） ＊宝暦10 長崎対馬市厳原町小茂田

三郎）

＊志佐源一郎 若宮神社 長崎北松浦郡江迎町田の元免

＊志佐源二郎 若宮神社 長崎北松浦郡江迎町田の元免

志佐源二郎 若宮神社 長崎松浦市志佐町笛吹免

＊志佐源三郎 若宮神社 長崎北松浦郡江迎町田の元免

志自岐七郎左衛 志自岐神社 長崎南高来郡南串ill町京泊名

門

少弐資時 壱岐神杜 昭和19 長崎壱岐市芦辺町瀬戸浦

少弐資時家臣 壱岐神社 昭和19 長崎壱岐市芦辺町瀬戸浦

宗重尚（惟宗重尚。 木武古婆神社 長崎対馬市厳原町内山

弥次郎左衛門尉）

宗助国 軍大明神社（小茂田浜師（いくさ） 正平2 宗経茂 長崎対馬市厳原町小茂田

神社）

宗助国 軍大明神（軍殿社） 長崎対馬市峰町三根

宗助国 師神社 ＊天明期 郡代 長崎対馬市厳原町豆骰

宗貞茂 糠嶽神社 長崎対馬市豊下．町卯麦

宗盛国 舌崎大明神（舌崎神社、志多崎神 宝徳 1 長崎対馬市上対馬町泉

社）

宗盛世 舌崎大明神（舌崎神社、志多崎神 宝徳 l 長崎対馬市上対馬町泉

社）

宗盛世（宗兵部 軍殿社（師殿神社） ＊明治7 長崎対馬市厳原町豆骰

少輔盛世）

宗盛弘（能登守） 高崎大明神社（高崎神社） 永正 7 人民 長崎対馬市上県町西津屋

宗義純 白木大明神（白木大明神社） ＊承応 l 長崎対馬市厳原町府内

宗義純 白｛義神社 ＊明治7 国人 長崎対馬市厳原町大手橋

宗義純 天神神社（八幡宮神社境内社） 長崎対馬市厳原町中村
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備 考 典 拠

南北朝期の南朝方武将。菊池氏の本拠は肥後菊池郡。蒙古襲来に際して武時祖父武 本庁データ

武時の長十 本庁データ

武時の子で武重弟。足利方の少弐氏と戦い、九ヽ}|1探題の一色氏 斯波氏を破り、大 本庁データ
宰府をおさえて、九ナト1における南朝の最盛期を現出

武時のfで武光弟 本庁データ

武光の―f。九小l・I深題の今川貞世（［俊）に圧迫される 本庁データ

武政の子。菊池城を失っって、八代に退き、南北朝合ー後菊池城に戻る 本庁データ

本庁データ

本庁データ

楠木正成の長子。父の死後、楠木一族の頭領、南朝に仕える。正平3年、四条畷の 本庁データ
戦で高師直 師泰らに敗れ自害

20代純玄は、秀吉の九朴1征討に参陣、居城を福江江川城に定めた。初めて五島氏を 全国下p568
称した。慶長3年家康に会見して所領安堵、初代五島福江藩主

5代福江藩主盛勝後見役であることより幕命で寛文元年富江領3000石分知 本庁データ

文永の役で宗助国とともに戦死した家臣の一人 対馬の神道 p340

志佐氏は松浦氏の哺矢 本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

平戸からの勧請か 本庁データ

尤寇の際の亀山 後宇多間犬皇とともに壱岐島で討ち死にした資時やその家臣をまつる 全国下p563

元寇の際壱岐島で討ち死にした資時とともに祭祀 全国下p563

惟宗童尚で太宰府から寛元4年遣わされ、阿比留国時を鶏知で滅ぼしたといい、対馬 本庁データ
宗家初代とされる。対馬守護代

対馬目代。文永の役に際し戦死。村民が小祠をつくり祀る。正平2年後裔宗経茂が 対馬の神道p339
当社を創建し、改めて帥（あるいは軍）大明神社とした。元禄年中、宗義真は神門・

石碑をたて、寛政7年より宗家が毎年祭典を執行

全国下 p567

天明期成立とされる対馬J‘11神社大脹には祭神を宗助国、祭祀者を郡代とする。対馬 対馬の神道p354
国大小神社帳にみえる同地豆骰の軍殿社の祭神（宗盛世）との関係不詳

応永26年の応永の外寇で朝鮮兵撃退という 本庁データ

助国の孫とされる。南北朝期の宗氏当主で津島守護代。宝徳元年弟とともに舌崎大 対馬国大小神社帳p39、
明神として祭祀。昭和3年当地移遷。 対馬の神道p252

盛国弟というが、その場合、兄の宗盛国は戦国期、宗氏権力を確立した貞盛の弟の 対馬国大小神社報p39、
盛国に比定される。この盛国は九朴Iに出陣し大内盛見の首級を取り、博多商人との 対馬の神道p252
関係を深めた。しかし盛国・盛世兄弟が宝徳元年祭祀とするのは時代的に困難か

対馬国大小神社帳には宗氏霊、神社明細帳に宗盛世。明治7年村社 対馬の神道 p255、本庁
データ

義純祖父。三浦の乱で釜山浦など陥れる 対馬国大小神社帳p43

将盛の子。天正5年には隠居して弟（将盛五男）の義智に家督を譲る。病弱で死去 対馬の神道 p372、p381
したという説と、荒淫 刻薄で政治を怠ったため家臣より恨まれ、寺で自害という説

などあり。対朴1神社誌は慶安5年（承応元年）夏に宗義成が鏡を寄進との史料記載

対馬の神道p372、p381

白木大明神社から系譜か 対馬の神道p372、p381
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祭神名 祭祀社 創顧時期 創詞者 所在地

宗義智 弘国大明神（国府平神社、天神神 元治 l 国人 長崎対馬市厳原町国府中

社。八幡宮境内社）

宗義智 天神神社（八幡宮境内社） 長崎対馬市厳原町国中村

宗左衛門 軍殿社 応水期 長崎対馬市峰町吉田

宗氏霊 軍殿社（高御魂神社境内社） ＊宝暦10 長崎対馬市上対馬町比田勝

宗氏夫人 奈多連社（なだれ） ＊宝肝10 長崎対馬市

宗氏家士霊 佐奈豊軍神社（さなどいいくさがみ） ＊宝暦10 長崎対馬市

宗氏家士討死之 勲功社（小茂田浜師神社境内社） ＊宝暦10 長崎対馬市厳原町小茂田

霊

宗氏功臣討死之 今宮副将軍社 ＊宝暦10 長崎対馬市

霊

平景隆 新城神社 明治10 長崎壱岐市勝本町新城東触

平道盛 道盛神社 長崎長崎市樫山町

武内五郎左衛門 武内神社（日野九十九島神杜境内杜） 長崎佐世保市日野町

＊立川平兵衛 花之木神社 宝永年間 長崎諫早市久山町

橘周太 橘神社 昭和15年 郷民 長崎南高来郡千々石町

俵氏霊 乙宮御前社 ＊宝暦10 長崎対馬市

徳川家康 東照宮（霊丘神社） 寛文4 高力高長 長崎島原市弁天町

徳川家康 東照宮（万松院境内） 正保2 宗義成 長崎対馬市厳原町府内

徳川家康（東照 東照宮神社（安禅寺境内、諏訪神 寛文13 牛込勝登 長崎長崎市上西山町

大神） 社境内社） （忠右衛門）

徳川家康 東照宮（大音寺境内） 寛政8 長崎長崎市鍛冶町

鍋島信房 神代神社 長崎南高来郡国見町神代丙

鍋島嵩就 新村神社 長崎南高来郡国見町神代T
新田義貞 新田神社 長崎北松浦郡小値賀町中村郷

新田義典 新田神社 長崎長崎市大籠町

＊野田形左衛門 花之木神社 宝永年間 長崎諫早市久lll町

藤原理忠 新城神社 明治19 長崎壱岐市勝本町

藤原理忠 鎮守神社 長崎壱岐市芦辺町諸吉南触

松浦久（源大夫 霊椿山神社（亀岡神社） 寛永5 松浦棟 長崎平戸市宕の卜町

判官久）

松浦久（源太夫 今宮神社 長崎佐世保市中里町

判官久）

松浦久（源太夫 若宮神社 長崎佐世保市中里町

判官久）

松浦久（源太夫 今宮神社 長崎松浦市今福町

判官久）

＊松浦久（源太 祓神社 長崎松浦市御厨町西田免

夫判官久）

松浦久（源太夫 今宮神社 長崎松浦市御厨町大崎免

判官久）

＊松浦久（肥前 志々岐神社 長崎北松浦郡小値賀町柳郷

守判官久）

＊松浦披（峯五 黒島神社 長崎佐世保市黒島町

郎）
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備 考 典 拠

近世初めの対馬藩t。安徳天限に合祀。現在の八幡宮神社境内社の天神神社か 対馬の神道 p385

本庁データ

神社明細躾によれば対馬国人が白峨の海浜に祠をたてたのが始まりという 対馬の神道 p387

対馬国大小神社帳p60

対馬国大小神社帳pll

対馬国大小神社帳p30

文永の役で宗助国とともに戦死した家臣 対馬の神道 p339

対馬国大小神社板p43

文永の役の際の主将壱岐国守護代平景隆を祭神とすることが明治10年頃よりあった 全国下 p568

平家方武将で、清盛甥 本庁データ

本庁データ

、り地の開拓者として野田形左衛門とともに祭祀 本庁データ

橘氏は建武中典の功臣楠木氏の支裔 全国下 p571

京氏家上 対馬国大小神社帳p54

島原の乱後の民心安定祈顧のため、 2代高力島原藩主高力高長が創建。寛文 9年松 東照宮 p56

平忠房が移封、社領百石を寄進。明治16年、松平氏の祖霊を合祀して現在名に改称

神体は画像。慶安3年社殿建立。臨済宗の万松院は寛永12年天台宋に改宗。明治初 東照宮 p75

年廃絶

長崎奉行牛込が祭祀。初め安禅寺境内、明治以降諏訪神社への合祀を経て同社末社 東照宮 pl32

大音寺はキリスト教改宗に効果をあげるために建立された京都知恩院末寺。東照宮は 東照宮 pl33

明治初年に廃絶か

江戸期の当地知行主で鍋島氏家臣の神代鍋島家相。佐賀藩祖鍋島直茂の兄 本庁データ

神代鍋島家‘lit 本庁データ

本庁データ

南朝方武将で新田義貞＿刀＾男。正平13年謀略により、多摩川の「矢口の渡Jで戦死、 本庁データ
その後怨霊化したとされる

当地の開拓者として立川平兵衛とともに祭祀 本庁データ

寛13年刀伊の人寇の際の国守。防戦して戦死という 全国下 p568

本庁データ

祭神は松浦家祖。松浦棟は5代松浦平戸藩t。城内鎮守神として霊椿山神社を祀る。 全国下 p566
明治12年亀岡神社（亀岡城趾）が創立された際、霊椿ll」神社を主祭神として合祀。な
お亀岡神社は四社（七郎神村、乙宮神杜、八幡神社、霊椿山神社）が合祀したもの

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

松浦一族の祖源久の孫で峯家:it.。松浦平戸藩t祖 本庁データ
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

松浦披（峯五郎） 鎌倉神社 長崎北松浦郡江向町北平免垣の久保

松浦披（峯五郎） 鎌倉神社 長崎北松浦郡江向町猪調免

松浦披（峯五郎） 鎌倉神社 長崎北松浦郡江向町栗超免

＊松浦披（峯五 鎌倉神社 長崎北松浦郡江向町田の厄免

郎）

松浦披（峯五郎 鎌倉神社 長崎北松浦郡江向町根引免

源披）

松浦披（峯五郎 鎌倉神社 長崎北松浦郡鹿町町鹿町免

披）

松浦披（峯五郎 鎌倉神社 長崎北松浦郡鹿町町［］の里免

源披）

松浦披（峯五郎 鎌倉神社 長崎北松浦郡鹿町町下歌ヶ浦免

源）

松浦披（峯五郎 鎌倉神社 長崎北松浦郡鹿町町中野免

源披）

＊松浦披（峯五 鎌倉神社 長崎北松浦郡鹿町町船の村免

郎）

松浦披（峯五郎） 鎌倉神社 長崎北松浦郡佐々町江里免

松浦披（峯五郎） 鎌倉神社 長崎北松浦郡佐々町鴨川免

＊松浦披（峯五 若宮神社 長崎松浦市志佐町里免

郎披）

＊松浦披（峯五 靱神社 長崎松浦市御厨町西田免

郎）

松浦披（峯五郎 鎌倉神社 長崎北松浦郡田平町小崎免

披）

松浦披（峯五郎 鎌倉神社 長崎北松浦郡田平町下亀免

披）

＊松浦披（峯五 金立神社 長崎‘ド戸市前津吉町

郎）

松浦持 霊椿山神社（亀岡神社） 寛永5 松浦棟 長崎平戸市岩のt町

松浦定（肥前守 霊椿山神社（亀岡神社） 寛永5 松浦棟 長崎平戸市岩の上町

定）

松浦勝（松浦左 霊椿山神社（亀岡神社） 寛永5 松浦棟 長崎平戸市岩の上町

衛門尉勝）

松浦勝（松浦丹 若宮神社 長崎松浦市今福町

後守源勝）

松浦政（丹後守） 飯盛大権現（飯盛神社） 長崎佐冊保市相浦町

松浦親（丹後守、 飯盛大権現（飯盛神社） 長崎佐世保市相浦町

幸松丸）

松浦詮（心月詮） 亀岡神社 大正6 長崎平戸市岩の上町

松浦氏（松浦氏 七宮神社 長崎北松浦郡小佐々町黒石免

源朝臣）

松平忠定 霊丘神社 明治16 長崎島原市弁天町

松平好景 霊丘神社 明治16 長崎島原市弁犬町

松平伊忠 霊丘神社 明治16 長崎島原市弁犬町

松平忠利 霊丘神社 明治16 長崎島原市弁天町
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備 考 典 拠

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

峯五郎は松浦披か 本庁データ

本庁データ

本庁データ

本庁データ

松浦峯家で松浦ギ戸藩主の祖にあたり松浦披の子 本庁データ

松浦党峯（披）家からでた平戸松浦家当主で平戸藩主祖 全国下p566

松浦定の孫で、平戸松浦藩主祖 本庁データ

梶谷城主。相浦松浦氏 本庁データ

相浦松浦氏。 大智庵城主 全国下p563

相浦松浦氏。 大智庵城主松浦政の子 全国下p563

12代松浦平戸藩主で最後の藩主、藩知事 本庁データ

本庁データ

松平宗家三代の信光の孫。寛文4年創建の東照宮に明治16年、島原藩主深溝松平氏 全国下p575
祖霊として合祀、現社名となる。深溝松平氏は寛文9年忠房が島原入封、寛延2-

安永3年戸田氏が藩主となる時期をのぞき、幕末まで定済

島原藩主深溝松平氏祖霊として合祀 全国下 p575

島原藩主深溝松平氏祖霊として合祀 全国下p575

慶長6年に三河深溝に新知 1万石を与えられ、同17年に三河吉田に移封。島原藩主 全国下p575
深溝松平氏祖霊として合祀
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祭神名 祭祀社 創祠時期 創祠者 所在地

松平忠房 霊丘神社 明治16 長崎島原市弁夭町

松平家忠 霊丘神社 明治16 長崎島原市弁犬町

松平康平（図書 相霊社（諏訪神社境内社） 長崎長崎市上直山町

頭）

松本四郎左衛門 先神（江ノ浦神社境内社） 長崎北高来郡飯盛町中llJ名

松本四郎左衛門 頌徳碑（江バ甫神社境内） 大正15 地域民 長崎北高来郡飯盛町中山名

竜造寺家晴 家晴明神（高城神社） 天保年間 長崎諫吊市西小路

竜造寺隆信 --．本木神社 長崎島原市127

（熊本）

＊赤星有隆（菊 菊池神社 明治3 細川氏 熊本菊池市隈府

池有隆）

＊赤星有降（菊 菊池神社 明治3 細川氏 熊本菊池市隈府

池有隆）

阿蘇惟「（阿蘇 山森阿蘇神社 熊本玉名郡二加和町西占地

惟人）

阿蘇惟村 本村阿蘇神社（穂積阿蘇神社境内社）

＊岩野朝臣 菊池神社 明治3以降 熊本菊池市隈府

＊内空閑基貞 正院厳島神社 明徳 l 服部基貞 熊本鹿本郡植木町山本

＊内空閑鑑貞 正院厳島神社 明徳 l 服部基貞 熊本鹿本郡植木町llJ本

内空閑鎖資 内古閑神社 天正年間 熊本鹿本郡植木町清水

宇都宮隆房 宇都宮大神宮（宇都宮神社） 熊本1冷名郡卜束町木葉

＊宇都宮降房 菊池神社 明治3以降 熊本菊池市隈府

宇都宮朝房 宇都宮大神宮（宇都宮神社） 熊本K名郡玉東町木葉

＊大木兼能 錦山神社（加藤神社） 明治 1 長岡護美 熊本熊本市本丸

甲斐親直（宗運） 西鶴甲斐神社 熊本菊池郡大津町室

甲斐親秀 足手荒神（中郡甲斐神社） 熊本上益城郡嘉島町上六嘉

梶原景時 梶原神社 熊本玉名郡二加和町大田黒

加藤清正 錦山神社（加藤神社） 明治 1 長岡護美 熊本熊本市本丸

加藤清正 中尾加藤神社 明治 5 熊本熊本市花園

加藤清正 加藤神ft（ド無田神社境外社） 熊本熊本市圃図町F無田

加藤清正 龍神社（河内阿蘇神社境内社） 熊本熊本市河内町河内

加藤清正 加藤神社 熊本飽田郡北部町守ネ晶寺
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寛永9年に忠利の家督を継ぎ、丹波福知山を経て寛文9年に島原移封 全国下 p575

松平伊忠の子。慶長 5年石田＿ー：成軍の伏見城攻翠に際し戦死。島原藩主深溝松平氏 全国下 p575

祖霊として合祀

フェートン号事件の際の長崎奉行で引責自刃 本庁データ

元禄期頃の鍋島氏の親類同格家諫早氏家臣。江ノ浦地区の干拓に[(カ 本庁データ

江ノ浦村郷土誌昭和31年版

家晴は豊臣秀吉の島津攻略に際し、占地の城主西郷伯尚を討ち、功により移封。の 全国下 p570

ち天保年間諫早家邸内に祖殿が営まれたのがその創建。もと家晴明神。明治15年現

社地にうつって現社名

隆侶は島津氏との合戦で島原沖田畷で戦死。神社は二本木さんと親しまれ病除けの 本庁データ

神として｛言仰されてきたという。御霊信仰か

菊池武厨弟。兄とともに弘安の役の志賀島沖の海戦で元軍と交戦 本庁データ、熊本県神

社誌pl46

赤星有降3代（孫） 本庁データ、熊本県神

社誌 pl46

阿蘇惟人は阿蘇惟1―-＿か。阿蘇大宮日j家庶流 本庁データ

阿麻大宮石］家で南北朝期の肥後国室町幕府守護 本庁データ

正平14年、筑後川の戦いで菊池武光軍として少弐氏と争い戦死した一人か 熊本県神社誌pl46

内空閑氏は、戦国時代に肥後国山本郡最大の袋族。内空閑氏に関する伝承では、伊 名鑑 p894

賀国服部荘の地頭で、 l：野城tであった貞基が肥後に領地を得て、下向し内空閑氏
を称したという

名鑑p894

戦国期の菊池氏老臣の一人。天正3年島津軍との戦いで津奈木で戦死。本庁データ 熊本県神杜誌pl37

では当社は清水菅原神社境内杜

南朝側武将。正平14年、筑後川の戦いで少弐と争い戦死。なお宇都宮大神宮は木葉 熊本県神社誌pl06

春日神社境内社であったが、のちに宇都宮神社と称されるようになった

正平14年、筑後川の戦いで菊池武光軍として少弐氏と争い戦死 熊本県神社誌pl46

宇都宮鎮房の子。豊臣秀吉の九小l・I征伐に際し四国伊fを安堵されたが、父と共に豊 熊本県神社誌 pl06
前に領地を所望しこれを辞退。以後交渉を続けたが聞き人れられないため反乱を起こ

し豊前諸侯の地位を手に入れるが、のちに暗殺される

加藤清正家臣で殉死。清正に合祀。創嗣者は熊本藩t細川紹邦の弟 熊本県神社誌 p50

甲斐氏は菊地氏の流れで、先祖が日向鞍岡の地に上着したという。宗運は法号。親 熊本県神社誌pl63

匝は天文期阿蘇氏老臣として領国経営に崎たったが、同10年阿蘇大宮司に背いた御

船房行を御船城に攻め、以後同城の城主となった。島津氏の侵攻をたびたび防いだ

甲斐親匝の子。天正15年、肥後の領主となった佐々成政に反抗し、 他の国衆と隈本 熊本県神社誌 p204

城を攻撃するが敗れる。翌年、毛利吉成の兵に討たれたという

鎌倉幕府初期の御家人。源頼朝亡き後、景時一族は鎌倉を追。京へ向かう途中の駿 熊本県神社誌 plll

河の清芙関（静岡県清水市）でt豪の手にかかり殺害

明治元年長岡護美の建議で朝廷より神祭が出され、同 4年熊本城内に新殿を創建、 熊本県神社誌p50

錦山神社とした。同42年＿二百年祭にあたり現杜号に改称。昭和37年現在地に移遷

熊本県神社誌 p54

本社は疫長11年加藤清正の命により健軍神社勧請 熊本県神社誌 p57

本庁データ

熊本県神社誌 p73
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ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p213

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

—Ê•½‚Í–ì ’Ã‘y•¯‰®•BŠ±‘ñŽ–‹ÆŠ®•¬‚ðŽÓ‚µ•A’z•é•\‘ñ•••¿‚Ì–¼Žè‚Å‚  ‚Á‚½‰Á“¡•´•³ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p236
‚ð•ÕâJ•B–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í•Õ•_–¼“¡Œ´•´•³

•u‘ñŽ–‹Æ‚É‚¿‚È‚Ý•A’z•é -f ‘ñ•••¿‚Ì–¼Žè‚Å‚ ‚Á‚½•´•³‚ð•ÕâJ‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p236

ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p238

‹«“à‚É•uŒÕ’Ë•v‚ ‚è ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p239

ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p246

ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p250

ŒF–{Œ§•_“mŽ•p250

ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p251

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{ŽÐ‚ÍŠ°‰i14 ”N‘nŒš‚Æ‚¢‚¤‚ª“–•Õ•_‚Ì•ÕâJŽžŠú‚Æ“¯‚¶‚©•s•Ú ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p283

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

SWS�g�fBNã0�_•‰•\�ŽÍ0h0W0fN]�J "�| "�I 0k0ÉT�0�f�l» �1�7 ^t0kaÐ‚o‰ª^r!’0’QkNãWÎ•¾0kymy@0� ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p228
“¯ 19 ”N—Ç•¬•e‰¤‚ð”zâK

•³•½14 ”N•A’}Œã•ì‚Ì•í‚¢‚Å‹e’r••ŒõŒR‚Æ‚µ‚Ä•­“óŽ•‚Æ‘ˆ‚¢•íŽ€‚µ‚½ˆê•l‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl46

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	

-125-



• Õ • _ – ¼ • Õ â J Ž Ð ‘nŽkŽžŠú ‘ n â K Ž Ò • Š • Ý ’ n

Ž­Žq–Ø•eˆõ•iŽâ “í•X•_ŽÐ•i–k”—•›Œ´•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{ŒF–{Žs–k”—’¬
•A‚µ•A•j

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}yÿ	
Ž­ f –Ø—ÊŒÁ •¶•­•_“m ŒF–{”ª‘ãŒS‹¾’¬“c•o

Š™‘qŒi•­• iŒ ŒÜŒÜ˜YŠÛ•_“m ŒF–{ˆ¢‘h,ti “’‚Ì‰Y
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‹e’r••–[ •¼––ŽÐ•i‹Ê–¼‘å•_‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹Ê–¼Žs‹Ê–¼
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ƒÊl`l� "eÏ0�}L[— � �f –{’¡ƒf•[ƒ^

‹e’rŽ•ƒK•Î•BŒoLãèf^ –{’¡ƒf•[ƒ^

‹ e ’ r ‘ ° • B Œ o — ² ‚ æ ‚ è5 ‘ã –{’¡ƒf•[ƒ^

‹e’rˆê‘°•B—²’è‚æ‚è 2 ‘ã –{’¡ƒf•[ƒ^

‹e ’ r • ¨ ‘ ° •B” \—² f –{’¡ƒf•[ƒ^

••Žž‘c•ƒ ‘S–Ú‰º p586 •AŒF–{Œ§•_“mŽ• pl46

••Žž‘c•ƒ –{’¡ƒf•[ƒ^

‹e’rŽ••@‘Š‚Æ‚³‚ê•A••ŽžˆÈ—ˆ‹ã•B‚É‚¨ ‚¯ ‚é‹Î•c”h‚Ì ’†•S•BŒ³•O‚Ì—•‚Ì ‚Æ‚«•A••Žž‚Í ‘S•‘ f p586 •AŒF–{Œ§•_
Œã‘çŒíŒ¢•c•û‚É—^‚µ‚Ä•A•½•¼•[‘è–k•ð‰pŽž‚ð”Ž‘½‚É•U‚ß‚½‚ª•A•­“ó•E‘å—FŽ•‚ç‚Ì ŽÐŽ•pl46
—£”½‚É‚æ‚è”sŽ€•B•×•ìŽ•‚ ÌŒš”’ ‚ Ì ’º‹–‚É‚æ‚è‹e’r•éæä‚Ì•éŽR‚ðŽÐ’n‚Æ’è‚ß‚ÄŽÐ“a‘¢
‰c•BŒc‰ž4 ”N‘nŽk‚Æ‚à

–{’¡ƒf•[ƒ^

••ŽžŒZ –{’¡ƒf•[ƒ^
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‹e’r•••d ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×• ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
‹e’r••Œõ ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r•••­ ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r••Žµ ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r••’© ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r••’© —¬•ìŒF–ì•À•_ŽÐ ŒF–{‹e’rŒSŽµ•é’¬—¬•ì

•–‹e’r‘À•Ÿ ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r•••q ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×• ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r•••q ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r••‘º ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r••‘º ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r—Š—² ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rrli ŒG•{

•–‹e’r—²•w ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r•••Ÿ ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×• ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r••‹g ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r••‹` ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r••ˆÀ ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r••–¾ ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r••–¾ ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 •×•ìŽ• ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’r•d’© •éŽR•_ŽÐ•i‹e’r•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‹e’rˆÒˆÐ Žá‹{•_ŽÐ •p‚¶•O”N‘ã ŒF–{•l‹gŽsŒÜ“ú’¬

‹e’rŽ•—ð‘ã ‹e’r•_ŽÐ•i“ì“‡“ú‹g•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{ŽRŽ­Žs“ì“‡

–ØŽR’e•³ •éŽR•_ŽÐ•i–{ŒË”n•ê”ª”¦‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{–{“nŽs–{“n’¬–{ŒË”n•ê

ŒG•”•e‰i ŒG•”•_ŽÐ•i“à“c”ª”¦‹{‹«ŠOŽÐ•j ŒF–{ŽRŽ­rli ‹eŽ­’¬ t ‰i–ì

•–•‘•ª•s‹ª•i•s ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 ˆÈ•~ ŒF–{‹e’rrli ŒG•{
•‚•B•‘•ªŽŸ˜Y•j

•¼‰€Ž›ŒöŒo•iŒöŽá‹{•_ŽÐ•iˆÉ‘q–k”ª”¦‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹Ê–¼ŽsˆÉ‘q–kƒJ
Œo—ì•_•j
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••ŽžŽq ‘S• ‘‰º p586 •AŒF–{Œ§•_
ŽÐŽ•pl46

••Žž‚Ì•\‚Å•••d‚Ì’í•B••Œõ‚Í•ª•¼•«ŒR‰ù—Ç•e‰¤‚ð”ìŒã‚Ì–{•é‚ÉŒ}‚¦•A‹ã•R•B“ì’©•û‚Ì ‘SŒÅ‰ºp586 •AŒF–{Œ§•_
’†•S‚Æ‚µ‚ÄŠˆ–ô ŽÐŽ•pl46

kfQI � �f – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•p146

••Œõ’í – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

• • • ­ f – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

–{’¡ƒf•[ƒ^

• • Ž žf – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

••ŽžŽq – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

••Žž’í – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

••–[ f – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

••–[•{ – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

••’¼’í – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

•••d’í –{’¡ƒf•[ƒ^

•••d’í – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

•••d’í – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

••Œõ’í – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

ˆÀ•tŽq – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

••Œõ’í••—²‚Ì•\ – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•p146

••Œõ’í•••~‚Ì f – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

‹e’rŽ••[‘° – { ’ ¡ ƒ f • [ ƒ ^ • A Œ F – { Œ § • _
ŽÐŽ•pl46

‹e’rŽ•ˆê‘°‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p 257 

‹e’rŒo—²‚Í‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p 123 

”ìŒã•Ôˆä‚Ì•éŽå•B“‡’Ã‚Ì–k•ã‚É‚æ‚è•é‚ðŽ¸‚¢•AŠO•Ê‚Ì“V‘•ˆÉ“¤Žç‚ÉŒ}‚¦ ‚ç‚ê•A–{ŒË –{’¡ƒf•[ƒ^
•é‚ÉâÄ‚é•B“V•³ 17 ”N•A‰Á“¡•´•³‚Æ‚Ì•‡•í‚Å•íŽ€

•í• ‘Šú•••«•BŒG•”Ž•‚Í‹e’rŽ•‰Æ•b‚ÅŽ­–{ŒS’·–ì•éŽå•B‹e’rŽ•–Å–SŒã•A•Ô•¯Ž•‚ð’Ç‚¢ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl31
‹e’r•é‚É‚Í‚¢‚é•B‚Ì‚¿•²•X•¬•­‚ÆŽRŽ­‚Ì•é‘º•é‚É‚æ‚Á‚Ä•í‚¤‚ª•A–L•b•G‹g‚Ì–½‚ð‚¤‚¯
‚½—§‰Ô•@–Î‚Éƒg•E‚è•A“V•³16 ”NŽ€‹Ž

•³•½ 14 ”N•A•­“óŽ•‚Æ‚Ì’}Œã•ì‚Ì•í‚¢‚Å‹e’r••ŒõŒR‚Æ‚µ‚Ä•íŽ€ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl46

ŒöŒo‚Í•¼‰€Ž›•i“¡Œ´•jŒöŒo‚©•BŒö‰Æ‚¾‚ª•³‹v‚Ì•Ï‚É•Û‚µ‚Ä‚Í••‰Æ—Í‚É‚Â‚­•B‰Ì•l –{’¡ƒf•[ƒ^
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•¼‹½—²Šî•i•¼‹½ŽR•è—ìŽÐ•i–k‹{ˆ¢‘h•_ŽÐ‹«“àŽÐ‚Ì ŒF–{‹e’rŽs–k‹{
‘å•v•j ŒÜŽÐ‹{‚ÌƒI•})

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
•â—œŽµ˜Y‰E‰q–å‰–ˆä’J•_ŽÐ ŒF–{‹Ê–¼ŒS›ß‰Á˜a’¬“Ñ‹g’n
•iŽµ̃Y•_•j

‘Š—Ç—ŠŒi —ŠŒi•_ŽÐ•i‘½—Ç–Ø•›Œ´•_ŽÐ‹«ŠOŽÐ•j ŒF–{‹…–•ŒS‘½—Ç–Ø’¬‘½—Ç–Ø

‘Š—Ç•pŒi Žá‹{•_ŽÐ•i••”ì’n•_‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹…–•ŒS‘½—Ç–Ø’¬••”ì’n

‘Š—Ç’·—Š ‘Š—Ç•_ŽÐ•i•l‹g•_ŽÐ•j –¾Ž¡12 ŒF–{•lŒÃŽs˜[’¬

‘Š—Ç—Š•e•i ‘Š—ÇŽá‹{•_ŽÐ•i••”ì’n•_‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹…êrŒS‘½—Ç–Ø’¬••”ì’n
•¶‰q–å—Š•e•j

‘Š—Ç—Š•r –Ø––•_ŽÐ•i•Âˆäˆ¢‘h•_ŽÐ‹«ŠOŽÐ•j ŒF–{•l‹gŽs–Ø––ŽR

‘Š—Ç—Š•r•È –Ø––•_ŽÐ•i•Âˆäˆ¢‘h•_ŽÐ‹«ŠOŽÐ•j ŒF–{•l‹gŽs–Ø––ŽR

‘Š—Ç’·‹_ —´‰¤ŽÐ•i•Âˆäˆ¢‘h•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{•l‹gŽs•ã•Âˆä’¬

Š¹—ÇŽ¡—Š •¼—¢•_ŽÐ “V•¶18 ‘Š—Ç•°•L ŒF–{‹…–•ŒS‹Ñ’¬•¼

‘Š—ÇŽ¡—Š Ž¡—Š•_ŽÐ•i‹v•ÄŒF–ì•À•_ŽÐ‹«ŠOŽÐ•j‰i˜\ 9 ŒF–{‹…–•ŒS‘½—Ç–Ø’¬‹v•Ä

‘Š—Ç—Š•å Žá‹{•_ŽÐ•i••”ì’n•_‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹…êrŒS‘½—Ç–Ø’¬••”ì’n

‘Š—Ç‹`—z ‘Š—Ç•_ŽÐ•i–L”\•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{‰º‰F•éŽs–L–ì’¬•ã‹½

‘Š—Ç‹̀ —z•i—Š–[•j ‘Š—Ç•_ŽÐ•i‘å‹{’n”ª”¦‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS•V˜a’¬‘å‹{’n

‘Š—Ç‰Æ—ð‘ã ‘Š—Ç•_ŽÐ•i•l‹g•_ŽÐ•j –¾Ž¡12 ŒF–{•lŒÃŽs˜[’¬

ŽuŠò•”Œo•i—Ù•å•j “y•²•½•_ŽÐ•i—Ù•åŽÐ‚Æ‚à•B‘å‘½”ö —¢–¯ ŒF–{“V‘•ŒS•V˜a’¬‘å‘½”ö
•_ŽÐ‹«ŠOŽÐ•j

ŽuŠò•”Œo•i—Ù•ò•j —Ù•ò•_ŽÐ•iŽuŠò”ª”¦‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS“V‘•ŒS—è–k’¬ŽuŠò

’n“ª–^ •¼‘º•_ŽÐ ŒF–{‹…–•ŒS‹Ñ’¬•¼

’n“ª–^ ‘å‰¤•_ŽÐ•i•ã‘º”’”¯•_ŽÐ‹«ŠOŽÐ•j Œ F – { ‹ … – • Œ S ‚   ‚ ³ ‚ ¬ ‚ è ’ ¬r•D“ì
•i‹Œ L ‘º•ã•j

Žl•¼Ž®•”•­•ã •ò•ãŒì•ŸŒN•_ŽÐ•i˜Z‰Ã•_ŽÐ‹«ŠOŽÐ•j Œ F – {t ‰v•éŒS‰Ã“‡’¬‰º˜Z‰Ã

•–‰º“c‘Ñ“• ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 ˆÈ•~ ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–‘‘’‰‰v•i‘‘”ü ‹e’r•_ŽÐ –¾Ž¡3 ˆÈ•~ ŒF–{‹e’rŽsŒG•{
•ìŽç•j

—é–Ø•d•¬ —é–Ø•_ŽÐ –œŽ¡”NŠÔ ŒF–{–{“nŽs–{’¬

—é–ØŽ£•¬ —é–Ø—l•i–{•ò•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{–{“nŽs–{“n’¬–{•ò

—é–Ø•d•¬ —é–Ø•_ŽÐ•i•z–K•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{–{“nŽs“í‰Y’¬

—é–Ø•d•¬ —é–Ø•_ŽÐ•i“’‘DŒ´•z–K•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS•²–{’¬“’‘DŒ´1052
—é–Ø•d•¬ —é–Ø•_ŽÐ•i“’‘DŒ´•z–K•_ŽÐ‹«ŠOŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS•²–{’¬“’‘DŒ1́29
—é–Ø•d•¬ —é–Ø•_ŽÐ•i‰Í“à•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS•²–{’¬‰Í“à

—é–Ø•d•¬ —é–Ø•_ŽÐ•i‘å‹{’n”ª”¦‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS•V˜a’¬‘å‹{’n

—é–Ø•d•¬ —é–Ø•_ŽÐ•iŽuŠò”ª”¦‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS—è–k’¬ŽuŠò

—é–Ø•d•¬ —é–Ø•_ŽÐ•i”’–Ø”ö‘å•_‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS—è–k’¬”’–Ø”ö

—é–ØŽ£•¬ •›Œ´•_ŽÐ•i’I’ê•z–K•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS‘qŠx’¬’I ’ê

•–—é–Ø•d•¬ •¼•è•_ŽÐ•i•\ŒÜŽÐ‚Æ‚à•j Œ³˜\12 ŒF–{Œ¢‘•ŒS‰Í‰Y’¬‹{–ì‰Í“à

—é–Ø•d•¬ —é–Ø•_ŽÐ•i•‚•l”ª”¦‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS“V‘•’¬•‚•l
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•Õ•_‚Í‹e’rŽ• 2 ‘ãŒo—²‚Ì‘·•¼‹½‘¾˜Y•­—²‚ÌŽq‚Æ‚¢‚¢•A‚±‚Ì•¼‹½Ž•‚Í•¼‹½—²•·‚Ì•æ‘c ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl47
‚Æ‚³‚ê‚é

•³Ž¡ 2 ”N•â—œ–íŒÜ••‚Í•A“y’n•½Žç‚Æ”_•kŠJ‘ñ‚ÌŽçŒì•_‚Æ‚µ‚Ä•A”ìŒãˆê‚Ì‹{ˆ¢‘h•_ŽÐŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p113
–{‹{‚æ‚è•ª—ì‚ð‚±‚Ì‹g’n‘º‚ÉŠ©•¿•AŽR•Xˆ¢‘h•_ŽÐ‚ð‘nŒš‚Æ‚¢‚¤•B‚»‚ÌŽž•A“¯•s‚µ‚½
•â—œŽµ˜Y‰E‰q–å‚Í•A‰–ˆä’J‚É•Z‹•‚ð•\‚¦”_•k‹Z•p‚Ì••‹y‚É•vŒ£‚µ‚½‚Æ“`‚¦‚é•B‘º•l
‚Í•AŽµ˜Y‰E‰q–å‚ð”_•ì‹FŒÚŽq‘·”É‰h ˆÀŽY•E•v•w˜a•‡‚Ì•_‚Æ‚µ‚Ä•ÕâJ

•lŒÃ‘Š—ÇŽ•‘c•BŒš‹v4 ”N“–’n‘½—Ç–Ø‘‘‚ð—^‚¦‚ç‚ê•A‹ß•]‘Š—Ç‘‘‚æ‚è“–’n‚Ö‰ºŒü‚Æ‚¢‚¤ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p264

ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p265
•‰‘ã•l‹g‘Š—ÇŽ••B•º˜a26 ”NŒ»ŽÐ–¼‚É‰ü•Ì ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p259

’·—ŠŽq‚Å—Š•rŒZ•B“Ú•r‚ð—{Žq‚Æ‚·‚é –{’¡ƒf•[ƒ^

•Õ•_‚Í•l‹g‘Š—ÇŽ• 3 ‘ã•B–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í–Ø––•_ŽÐ‚Í•Âˆäˆ¢‘h•_ŽÐ‹«“àŽÐ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p257
•l‹g‘Š—ÇŽ•3 ‘ã—Š•r‚Ì•È ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p257

‘Š—ÇŽ••Ž—¬‰i•xŽ•‚Ì•o‚Å‘y—Ì‚Æ‚È‚Á‚½’·‘±‘\‘· (3 ‘ã‘·•j –{’¡ƒf•[ƒ^

‘Š—Ç’·•LŽq•B‹`Ž •i‘Š—Ç16 ‘ã•j‚É”¾‚¢‚Ä”s‚ê•A–LŒã•²‰êŠÖ‚É“¦‚ê•A“V•¶15 ”N“¯’n‚Å ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p259
•aŽ€‚Æ‚¢‚¤

ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p264

‘½—Ç–Ø‘Š—ÇŽ••B‰Ã‹g‚Ì• •A“¯Ž••Ä‹»‚ð–ÚŽw‚µŒZ•pŠÏ‚Æ“®‚«•AˆêŽž•l‹g•é‚ð’DŽæ‚·‚éŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p265
‚ª‚Ì‚¿‚É‹…–•ŒS‰i‹g•¯ŽR“c•éŽå‰i—¯‘Š—ÇŽ•‚Ì’·‘±‚ª•l‹g•é‚ð•U‚ß•A‘½—Ç–Ø‘Š—Ç—ŠŠÏ
—Š•åŒZ’í‚ð’Ç•ú

•í•‘Šú‚Ì‘Š—ÇŽ•“–Žå•B“‡’ÃŽ•‚Æ•U–h‚ðŒJ‚è•Ô‚·‚ª“V•³ 9 ”N•A“¯Ž•‚É‰º‚é•B’·–ˆ‚ÌŽÀ•ƒ –{’¡ƒf•[ƒ^

•í•‘Šú‚Ì‘Š—ÇŽ•“–Žå•B•‰‚ß—Š–[•B–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í‘å‹{’n”ª”¦‹{‹«“àŽÐ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p291

—ð‘ã‚Ì•éŽå‚ð‚Ü‚Â‚é•B•º˜a 26 ”NŒ»ŽÐ–¼‚É‰ü•Ì•B“¯35 ”N‹½“y•o•gŽÒ•‡âJ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p259

“V‘•ŒÜ•lŽçŒì‚Ìˆê•l‚Æ‚³‚ê•AŽuŠò•éŽå•BŽÀ‚Í—L”n•°•ƒŒÜ’j‚ÅŽuŠò’ÁŒo—{Žq•B–@•†—ÙŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p291
•å•B“V•³ 17 ”N•¬•¼•s’· ‰Á“¡•´•³ŒR‚É‹ü‚µ•A“‡’Ã‹`•O‚Ì’‡‰î‚Å•é‚ð•o‚ÄŽF–€•o•…‚Ö
•s‚­•B‚»‚ÌŒã“V‘•‚Ö–ß‚è•aŽ€•A“–’n‚É•æ‚ ‚è

‘å‘½”ö‚æ‚èŽuŠò•é•Õ‚Ì“–’n‚É•ª•œ‚µ•¬âKŒš—§‚Æ‚¢‚¤ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p355

“–’n‚Ì’n“ª ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p259

‰i—¢‚Ì’n“ª•B–{ŽÐ‚Í•N•³ 2 ”N•A•ã‘º•éŽå‘Š—Ç’¼“Ú‚ª–{“aŒš—§‚Æ‚¢‚¤ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p261

“–’n‚Ì’n“ª‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p203

•³•½ 14 ”N•A’}Œã•ì‚Ì•í‚¢‚Å‹e’r••ŒõŒR‚Æ‚µ‚Ä•­“óŽ•‚Æ‘ˆ‚¢•íŽ€‚µ‚½ˆê•l‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl46

•³•½ 14 ”N•A•­“óŽ•‚Æ‚Ì’}Œã•ì‚Ì•í‚¢‚Å‹e’r••ŒõŒR‚Æ‚µ‚Ä•íŽ€ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl46

“‡Œ´‚Ì—•Œã•A“V‘•‚ªŒ¢—Ì‚Æ‚È‚è•Aä¿•¬‚Í•‰‘ã‘ãŠ¯‚Æ‚µ‚Ä’…”C‚µ•A“‡–¯‚Ì•‰’SŒyŒ¸‚Ì‘S•‘‰º p589
‚½‚ßŽ©‚ç‚Ì•g‚É‚©‚¦‚½‹`•l‚Æ‚µ‚Ä•ÕâJ•B‚Ì‚¿“ñ‘ã‘ãŠ¯•d’C•A•d•¬‚ð•@‹³•­•ô‚Ì–Ê‚ÅŽx
‚¦‚½ŒZ•³ŽO•i•dŽO•j‚ð•‡âJ

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{ŽÐ‚Í—é–Ø•d•¬‚É‚æ‚èŠ°‰i18 ”N•Ä‹»‚Æ‚¢‚¤ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p289

–{ŽÐ‚Ì‹«ŠOŽÐ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p289

ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p289

ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p291

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

•›Œö•i•›Œ´“¹•^•j‚Æ•‡âJ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p296

–{’¡ƒf•[ƒ^

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
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—é–Ø•d•¬ ‘å•]—é–Ø•_ŽÐ•i‘å•]”ª”¦‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS“V‘•’¬‘å•]

—é–Ø•d•¬ —é–Ø•d•¬–½•¬âK•i‹v‹Ê”ª”¦‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹••[Žs‹v‹Ê’¬

kfXëy^h<S�N�‰§�·z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
—é–Ø•³ŽO•i—é–Ø—é–Ø•_ŽÐ ŒF–{–{“nŽs–{’¬

•dŽO•j

—é–Ø•³ŽO•i—é–Ø—é–Ø—l•i–{•ò•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{–{“nŽs–{“n’¬–{•ò
•dŽO•j

—é–Ø•³ŽO•i—é–Ø—é–Ø•_ŽÐ•i•z–K•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{–{“nŽs“í‰Y’¬

•dŽO•j

—é–Ø•³ŽO•i—é–Ø—é–Ø•_ŽÐ•iŽuŠò”ª”¦‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS—è–k’¬ŽuŠò
•dŽO•j

—é–Ø•³ŽO•i—é–Ø—é–Ø•_ŽÐ•i”’–Ø”ö‘å•_‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS—è–k’¬”’–Ø”ö
•dŽO•j

—é–Ø•d’C —é–Ø•_ŽÐ ŒF–{–{“nŽs–{’¬

—é–Ø•d’C —é–Ø—l•i–{•ò•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{–{“nŽs–{“n’¬–{•ò

—é–Ø•d’C —é–Ø•_ŽÐ•i•z–K•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{–{“nŽs“í‰Y’¬

—é–Ø•d’C —é–Ø•_“m•iŽuŠò”ª”¦‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS—è–k’¬ŽuŠò

—é–ØŽ£’C —é–Ø•_ŽÐ•i”’–Ø”ö‘å•_‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V’\ŒS—è–k’¬”’–Ø”ö

•½Œi•́ •i•¶–Ú•_•j •¶–Ú•_ŽÐ ŒF–{‰F•ãŒSŽOŠp’¬’†‘º

•½Œi•´• i“¡Œ´Œi •¬“c—Ç•¶–Ú•_ŽÐ•iŒS‰Y•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{‰F“yŒS•••OŠp’¬ŒS‰Y
•́•j

•½Œi•́ •i•¶–Ú•_•j •¶–Ú•_ŽÐ ŒF–{‹Ê–¼Žs‹Ê–¼”n•o

•½Œi•´• i•¶–Ú‘å •¶–Ú”ª”¦‹{•i‘OŒ´•›Œ´•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹Ê–¼ŒS‹e•…’¬‘OŒ´

•_•j

•½Œi•́ •i•¶–Ú•_•j —§ŽR•_ŽÐ ŒF–{‹Ê–¼ŒS‹e•…’¬—p–Ø

•½Œi•´ •¶–Ú”ª”¦‹{•i‘å’Ã lll ¢̂‘h•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹Ê–¼ŒS“ìŠÖ’¬ŠÖ“Œ

•½Œi•´ ‹v•dŒF–ì•À•_ŽÐ ŒF–{‹Ê–¼ŒS“ìŠÖ’¬‹v•d

•½Œi•´• i•ã‘•Œi •¶–Ú•_ŽÐ•i“ì“‡“ú‹g•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{ŽRŽ­Žs“ì“‡

•́•j

•½Œi•´ •¶–Ú•_ŽÐ•i“H•…•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{Ž­–{ŒS•A–Ø’¬“H•…

•½Œi•́ •i•¶–Ú•_•j •¶–Ú•_ŽÐ•i‹e’r•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ•iŽº’¬•›Œ´•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‰„•ó 8 ŒF–{‹e’rŒS‘å’Ã’¬Žº

•½Œi•´• i •¶–Ú‘å ‹v•Û•¶–ÚŽÐ ŒF–{ˆ¢‘hŒS•‚•X’¬”öƒh

•_•j

•½Œi•´• i •¶–Ú‘å •¶–Ú”ª”¦‹{•iŽs‰º•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{ˆ¢‘hŒS“ìˆ¢‘h‘º—¼•¹

•_•j

•–•½Œi•´ •›Œ´•_ŽÐ ŒF–{ˆ¢‘hŒS•¬•‘’¬–k—¢

•½Œi•´‘§•— Œi•´•_ŽÐ•i‰ªŒ´–¶“‡•_ŽÐ‹«“à“m•j ŒF–{‹…–•ŒS‚ ‚³‚¬‚è’¬‰ª–{

•½Œi•´ •Î•_•_ŽÐ ŒF–{•…–“Žs•¬’Ã“Þ–Ø

•½Œi•´ •¶–Ú•_ŽÐ•i“’‘DŒ´•z–K•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{“V‘•ŒS•²–{’¬“’‘DŒ´

•–•½Œi•´ “o—§•›Œ´•_ŽÐ ŒF–{‚¶“V‘•Žs‘å–î–ì’¬“o—§

•½•«–å•i ‘Š”n•« •r•½•_ŽÐ•i‰º•‚–ì•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ŒF–{•ã‰v•éŒSŒä‘D’¬•‚–Ø
–å•j

•½•d•·• i•¬•¼•d •¬•¼•_ŽÐ ŒF–{•ã‰v•éŒS–î•”’¬•›

•·•j

•‚•£•••® •Û“c–Ø•_ŽÐ ŒF–{‹Ê–¼Žs•‚•£

•–•‚‹´•­•d ‘Š—Ç•_ŽÐ•i•l‹g•_ŽÐ•j •º˜a 35 ƒJ ŒF–{•l‹gŽs˜[’¬

•–•‚‹´•­—´ ‘½—Ç–Ø•›Œ´•_ŽÐ ŒF–{‹…–•ŒS‘½—Ç–Ø’¬‘½—Ç–Ø
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–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

•‰‘ã“V‘•‘ãŠ¯—é–Ø•d•¬ŒZ‚Å‘m—µ•B•³ŽO‚Í•d•¬‚Æ‚Æ‚à‚ÉŽ›‚â•_ŽÐ‚Ì‘nŒš•E•ÄŒš‚ð•i‚ß•A‘S• ‘‰º p589
19 Ž› 3 ŽÐ‚ðŒš—§

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

—é–Ø•d•¬Œã‚Ì2 ‘ã–Ú‘ãŠ¯ ‘S• ‘‰º p589

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

•¶–Ú•_‚Í•½Œi•´‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p84

–{’¡ƒf•[ƒ^

•¶–Ú•_‚Í•½Œi•´‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p99

•¶–Ú‘å•_‚Í•½Œi•´‚©•B–{ŽÐ‚ÍŠ°•¶8 ”N‘nŒš ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl07

•¶–Ú•_‚Í•½Œi•´‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p107

–{ŽÐ‚Í•³Ž¡Œ³”N‘nâK ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pll4

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{ŽÐ‚Í‘å“¯ 2 ”N‘nŒš‚Æ‚¢‚¤•B–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í•Õ•_–¼‚ð•ã‘•Œi•´‚Æ‚·‚é ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl23

–{ŽÐ‚Í•³—ï 2 ”N‘nŒš‚Æ‚¢‚¤ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl39

•¶–Ú•_‚Í•½Œi•­‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl46

ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl61

•¶ H‘å•_‚Í•½Œi•­‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl85

–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í•Õ•_‚ð•½Œi•­‚Æ‚·‚é ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•pl90

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

“úŒü‚Ì•¶ H•_‚ðŠ©•¿‚Æ‚¢‚¤ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p247

–{ŽÐ‚ÍŠ°‰i18 ”N•Ä‹»‚Æ‚¢‚¤ ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p289

–{’¡ƒf•[ƒ^

ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p202

•½•´•·Žq•B“à‘å•b•B•¬•¼“@‚É‚¢‚½‚Ì‚Å•¬•¼“à•{‚ÆŒÄ•Ì•B“–’n‚É•d•·—Ì’n‚ª‚  ‚Á‚½‚© ŒF–{Œ§•_ŽÐŽ•p210

‹e’rˆê‘°•B‹e’r••ŽžŽq‚Å’} ‘O•E–L‘OŽçŒì‘ã –{’¡ƒf•[ƒ^

3 ‘ã• l ‹g ‘Š—Ç”ËŽå—Š‹ª ‚ Ì–½‚ð ‚¤ ‚ ¯ •A•K–ì•a•••¿ ‚ðŠJŽn•A‹…–•• ì •¶ŠÝŠJ”­ ‚É•s—Í•B•º‘S• ‘‰º p588
˜a26 ”NŒ»ŽÐ–¼‚É‰ü•Ì•B“¯35 ”N‹½Žµ•o•g‚Ì‰p—ì‚ð•‡âJ

–{’¡ƒf•[ƒ^

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
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“c•”’‰•j Œ¹“ˆŽÐ•i••”ì’n•_‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹…–•ŒS‘½—Ç–Ø’¬••”ì’n

“yŽ••é•j•iŽmŽ• Œ¹“ˆŽÐ•i••”ì’n•_‹{‹«“àŽÐ•j ŒF–{‹…–•ŒS‘½—Ç–Ø’¬••”ì’n

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
‘¾Ỹ•é•j•j

“¿•ì‰Æ•N ŒF–{“Œ•Æ‹{•i•_ŒìŽ›•j •]ŒËŠú ŒF–{ŒF–{Žs–œ’¬

•l“c˜Z˜Y•¶‰q–å ˜Z˜Y—ìŽÐ•i‰·•ò•_ŽÐŒhˆ¤ŽÐ•j ŒF–{”ª‘ãŽs“ú“Þ‹v•ã•¼’¬

•–—tŽº•‚‘P ‹e’r•_ŽÐ ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–—tŽº‘PˆÀ ‹e’r•_ŽÐ ŒF–{‹e’rŽsŒG•{

•–—Ñ•÷Œ— ŸNŽR•_ŽÐ ŒF–{ŒF–{Žs••”¯

•½•ì‹`•‚ –Ø•ã‘å‰¤•_ŽÐ•i‰Á–Î•_ŽÐ‹«ŠOŽÐ•j ŒF–{‹…–•ŒS‹Ñ’¬–Ø•ã

•½•ì“¡•‚•iŽR“c ŽR“c•_ŽÐ•iŽR“c‘å‰¤•_ŽÐ•j •³ˆÀ”N’† ’·•x’·Ž  ŒF–{‹…–•ŒSŽR•]‘ºlll “c
“¡•‚•j

•½•ìŽtåá •½•ì‘å‰¤•_ŽÐ•i‰Á–Î•_ŽÐ‹«ŠOŽÐ•j ŒF–{‹…–•ŒS‹Ñ’¬–Ø•ã

“¡‰ª•Û•¹ ‹ž•‘Ži•_ŽÐ•i–k‰ª•_“m‹«“àŽÐ•j ŒF–{ŒF–{Žs•tH

•–“¡‰ª•Û•¹•i•Û ‹ž”ª•â•_ŽÐ ŒF–{ˆ¢‘hŒS“ìˆ¢‘h‘ºˆêŠÖ
•¹•‘Ži•j

•–“¡Œ´Œo—² –Ô“c•_ŽÐ ŒF–{ŽšŽµrti F–Ô“c’¬

•z“c•Û”V•• •z“c•_ŽÐ ŒF–{•ã‰v•éŒS–î•”’¬’·Œ´

–k•ðŽž•@ Žá‹{•_ŽÐ•i–î’Ã“cŽá‹{•_ŽÐ•B“ñ•ì ŒF–{ˆ¢‘hŒS“ì•¬•‘’¬•Ô”n•ê
•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j

–k•ðŽž’è Žá‹{•_ŽÐ•i–î’Ã“cŽá‹{•_ŽÐ•B“ñ•ì ŒF–{ˆ¢‘hŒS“ì•¬•‘’¬•Ô”n•ê
•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j

–k•ðŽž’è Žu‰ê•£Žá‹{•_ŽÐ •³‰ž3 ŒF–{ˆ¢‘hŒS“ì•¬•‘’¬–žŠèŽ›

–k•ð’è•@ ‰º•é•_ŽÐ •³‰ž4 ŒF–{ˆ¢‘hŒS•¬•‘’¬‰º•é

–k•ð’è•@ Žá‹{•_ŽÐ ŒF–{ˆ¢‘hŒS•¬•‘’¬‹{Œ´

–k•ð••Žž Žá‹{•_ŽÐ•i–î’Ã“cŽá‹{•_ŽÐ•B“ñ•ì ŒF–{ˆ¢‘hŒS“ì•¬•‘’¬•Ô”n•ê
•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j

•×•ì“¡•F •o•…•_“m –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽm–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›Œö‰€

•–•×•ì“¡•F •¢Œp‹{•i”øŒp•_‹{•j “V–¾1 •×•ì•dŒ« ŒF–{ŒF–{Žs–{•¯

•×•ì’‰“T •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽµ–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•–•×•ì˜c •o•…•_ŽÐ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•×•ì’‰—˜ •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽm–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•–•×•ìŒõ•® •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—Ìt –¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•–•×•ì•j—˜ •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽm–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•–•×•ì‹X‹I •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽm–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•–•×•ì•@•F •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽm–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•×•ì•dŒ« •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽm–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•–•×•ìŽ¡”N •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽm–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•–•×•ì•Ä‘‘ •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽm–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•–•×•ì•ÄŽ÷ •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽm–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•–•×•ì•ÄŒì •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽm–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›

•–•×•ìéQ–M •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡11 ‹Œ—ÌŽm–¯ ŒF–{ŒF–{Žs•…‘OŽ›
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HŒü’nˆæ‚É•L‘å‚È•Š—Ì‚ð—L‚µ‚½“yŽ•Ž•‚Ì‘c‚Ì“c•”Ž•ˆê‘°‚© –{’¡ƒf•[ƒ^
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•••A–Ø•t•e•d•j

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
‘å—F•eŽ£•i ‘å•† ˜aŠ¿•«ŒRŽÐ•i”ª•âŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‹n’zŽs•aˆä
•••A–Ø•t•e•d•j

•–‘å—F•eŒh •ó”ª” ¦ŽÐ ‘å•ª ‘å–ìŒS•••û ’¬l_ •O•D”¨

‘å—F•­•e•i•³•e•j Œä—ìŽÐ ‘å•ª‰P‹nŽsŒËŽº

‘å–ì‘×Šî•i•¬–ì Œä—ì•_ŽÐ ‘å•ª‰P‹nŽs–ì’Ã’¬ŒÃ“c
À̂–{•j

‘å–ì‘×Šî•i‹ã˜Y ˆ¤“†ŽÐ ‘å•ª‰P‹nŽs–ì’Ã’¬‹g“c185
‘×Šî•j

•–‘å–ì‘×Šî •¼•ò•_ŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS“ñ•d’¬•¼•ò

‘å–ì ‘×Šî Œä—ìŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒSŒ¢Ž”’¬“cŒ´

•–‘å–ì‘×Šî ”ª” ¦ŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS‘å–ì’¬“¡–k

‘å–ì ‘×Šî Œä—ìŽÐ•i•ó‘•”ª”¦ŽÐ•j ‘å•ª‘å–ìŒS‘å–ì’¬‹{”—

‘å–ì ‘×Šî Œä—ìŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS‘å–ì’¬“c‘ã

•–‘å–ì‘×Šî “ñ‹{”ª”¦ŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS•••û’¬Œ´•K

•–‘å–ì‘×Šî•i‹ã ‘å•Î•_ŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS•••û’¬‘å•Î
Ỹ‘×Šî•j

•–•••ûˆÒ‰h :‚Ì‹{”ª”¦ŽÐ•i•\.‹{”ª”¦ŽÐ•j ‘å•ª‘å–ìŒS•••û’¬Œ´•K

‰œ•½’å”\ ŽO•Š–¾•_•i‰œ•½•_ŽÐ•j ‚ª•Û 2 ‰œ•½•¹•¬ ‘å•ª’†’ÃŽs’†’Ã

‰œ•½•M•¹ ŽO•Š–¾•_•i‰œ•½•_ŽÐ•j ‹••Û 2 ‰œ•½•¹•¬ ‘å•ª’†’ÃŽs’†’Ã

‰œ•½‰Æ•¹ ‹|•Š–¾•_•i‰œ•½•_ŽÐ•j ‹••Û 2 ‰œ•eF •¹•¬ ‘å•ª’†’ÃŽs’†’Ã

‰Á“¡•´•³ ‹ÑllJ ŽÐ•iŒ¢–ž“m‹«“àŽÐ•j ‘å•ª’†’ÃŽs•÷’¬

‰Á“¡•´•³ •´•³Œö“a•i•É•¼ŽR‹v•¬Ž›“à•j ‘å•ª•²”ŒŽs–{’¬

‰Á“¡•´•³ ‰Á“¡ŽÐ•i‹M‘DŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŽsF •‚

‰Á“¡•´•³ ‰Á“¡ŽÐ•i•t“úŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬–Ø•Ö

‰Á“¡•Á•³ ŠÛŽRŽÐ •––¾Ž¡18 ‘å•ª–LŒã•‚“cŽs•V•é

‰Á“¡•´•³ •´•³ŽÐ•iŽO“‡ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª–LŒã•‚“cŽs‰Á—ç•ìŽš‘å–å

‰Á“¡•´•³ ŠÛŽRŽÐ•iŽRâL•g‘óŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª–LŒã•‚“cŽs‰Á—ç•ìŽšƒ„ƒVƒL

‰Á“¡•´•³ ‹ÑŽR•_ŽÐ•i‹M•ztŽ¢ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª–LŒã•‚“cŽs”ü˜a

‰Á“¡•´•³ •´•³ŒöâK•i‹M‘DŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª–LŒã•‚“cŽs•X

‰Á“¡•´•³ ‹ÑŽR•_ŽÐ•i”ª”¦•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS•^‹Ê’¬‘å‘º

‰Á“¡•´•³ ‹ÑŽR•_ŽÐ•i”ª”¦•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS•^‹Ê’¬•¼•^‹Ê

‰Á“¡•´•³ ‹ÑŽR•_ŽÐ ‘å•ª•¼•‘‘©ŒS•^‹Ê’¬•••\•D

‰Á“¡•´•³ ‹ÑŽR•_ŽÐ(H Ž}•_ŽÐ‹«“à“m•j ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS•••X’n’¬•ã•••X’n

‰Á“¡•´•³ ‹ÑŽRŽÐ•i‰¨“m‹«“àŽÐ•j ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS‘å“c‘º”g‘½•û

‰Á“¡•´•³ ‹ÑŽR“m ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS‘å“c‘ºŒBŠ|
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‘å—FŒn–Ø•tŽ•ˆê‘°•BŠ™‘q–‹•{ ‚æ‚èŒš’·2 ”N–Ø•t‚É••‚¶‚ç‚ê–Ø•tŽ•‚ð•Ì‚µ‚½‚Æ‚¢‚¤•B ‘å•ª‚Ì•_•X pl34
˜aŠ¿‚É—D‚ê•A•@‘¸•e‰¤‚É•u˜aŠ¿•«ŒR•v‚Ì•Ì•†‚ð—^‚¦‚ç‚ê‚½‚Æ‚¢‚¤

‘å•ª‚Ì•_•X pl34

•ó“¿Šú• ‚Ì–LŒãŽç ‘å•ª‚Ì•_•X pl63

16 ‘ã (15 ‘ã‚Æ‚à•j ‘å—FŽ•“–Žå‚Æ‚¢‚¤•B•¶–¾ –¾‰ž• •AŽq‚Ì‹`‰E‚Æ‘ˆ‚¢•i“ÅŽE‚µ‚½‚Æ‘å•ª‚Ì•_•X pl63
‚à‚³‚ê‚é•j•A–LŒã‚ð’E•o’†‚É•ÔŠÔŠÖ‚Å‘å“àŽ•‚É•ß”›•AŽ©ŠQ‚Æ‚¢‚¤

•¬–ìˆÀ–{‚Í ‘å–ì‘×Šî‚ Ì ‚±‚Æ•B‘×Šî‚Í•••ûˆÒ‰h‚Ìˆê‘°• iˆê•à‚É’í• j ‚Å•AŒš‹v 7 ”N‘å—F ‘å•ª‚Ì•_•X pl58
”\ ’¼‚Ì–LŒã“ü•‘ ‚É’ï•R‚µ‚Ä•_Šp•é‚ÉâÄ•é‚µ‚½‚ªˆê‘° ‘S–Å•B‚»‚ÌŒãâM‚è‚ª ‘½‚­ ‚   ‚è’Á
•°‚Ì‚½‚ß•ÕâJ‚Æ‚¢‚¤

•Ê•€‚Ì‹g“c‚ÌŒä—ìŽÐ•Õ•_‚ð•‡âJ –{’¡ƒf•[ƒ^•A‘å•ª‚Ì•_•X
pl58 

‘å•ª‚Ì•_•X pl58

–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚ÍŒF–ìŽÐ‚Ì•‡âJ•_ ‘å•ª‚Ì•_•X pl58

‘å•ª‚Ì•_•X pl58

‘å•ª‚Ì•_•X pl58

‘å•ª‚Ì•_•X pl58

‘å•ª‚Ì•_•X pl58

–{’¡ƒf•[ƒ^

ˆÒ‰h‚ª“–ŽÐ‘nŒš‚Æ‚¢‚¢Œã‚É•‡âJ•BˆÒ‰h‚Í‘åŽÖ“`•à‚Å’˜–¼‚È‘å•_ˆÒŠî‚ÌŽq‘·‚Æ‚³‚ê‚é•B ‘å•ª‚Ì•_•X pl29
Œ¹•½•‡•íŽž•AŒ¹Ž••û‚É‚Â‚«•A•½‰Æ—Ž•l‚ð•U‚ß‰F•²”ª”¦ ‚ð•Ä‚¢‚½‚ª•AŒã‚É‚±‚Ì•ž‚¢‚Æ
‚µ‚Ä“–ŽÐ‘nŒš‚Æ‚¢‚¤

’å”\ ‚ Í•M•¹•ƒ•B’†’Ã•é‚É‚Í ‚¢‚Á‚½˜C•¬‚ª‰œ•½‰Æ’†—`‚Ì ‘cŽO—ì•i ’å”\ •M•¹ ‰Æ•¹•j ‘S•‘‰º p609
‚ð•é’†‹FŠè•Š‚É•òâJ‚µ‚½‚Ì ‚ª ‚ Í ‚¶‚Ü‚è•B“¯‰Æ‚Í‘º•ã“V•c‚Ì•cŽq‰œ•½•e‰¤‚ÌŒãåá•B•í
•‘Žž‘ã•¡•ìŽ•‚É‘®‚µ‚½‚ª•A’å”\ ‚ ÌŽž“¿•ìŽ•‚ÉŽd‚¦ ‚½•B‚»‚ÌŽq•M•¹‚ÍŒc’· 6 ”N”ü”Z‰Á
”[‚ð—Ì‚µ‚½•B‹••Û 2 ”N–L‘O’†’Ã‚É“ü•• ‚µ ’è’…•BˆÀ•­ 2 ”N•_•†‚ð•é‰º‚³‚êŽO•Š–¾•_‚Æ
•Ì‚µ•A–¾Ž¡ 4 ”NŽO•Š•_ŽÐ‚Æ‰ü•Ì•B•º˜a39 ”NŒ»ŽÐ•†

’å”\‚Ì•\•B•oŒ¾•¹‚ÍŒc’· 6 ”N”ü”Z‰Á”[‚É•ã–ì‹{•è‚æ‚è“ü•• ‘S•‘‰º p609

‰Æ•¹‚Í•M•¹Žq•B‰F“s‹{”ËŽå•D ‘S•‘‰º p609

Œc‰ž4 ”N•A’·‰ªŒì”ü•iŒF–{”ËŽå’í• j ‚ ÌŒšŒ¾‚Å‰Á“¡•´•³ ‚ª•ÕâJ•BŒF–{•é“à‚Ì‰Á“¡•_ŽÐ‘å•ª‚Ì•_•X pl68
‚Ì‚ ‚é‰ª‚Ì–¼‚ð‚Æ‚è‹Ñ llJ ŽÐ‚Æ’Ê•Ì•B“Å‚ð‚à‚ç‚ê‚½•´•³‚Íƒnƒ“ƒZƒ“Ž••a‚ÆŽ—‚½•Ç•ó‚ð’æ
‚µ‚ÄŽ€‚ñ‚¾‚Æ‚³‚ê•A•´•³‚ª‹AˆË‚µ‚½“ú˜@•@–{–­Ž›‚Æƒnƒ“ƒZƒ“Ž••a‚Æ‚ÌŠÖŒW‚©‚ç•A‚¢‚í
‚ä‚é‚ç‚¢•aŠ³ŽÒ‚É 1’•‹Â‚³‚ê‚½

‘å•ª‚Ì•_•X pl68

‘å•ª‚Ì•_•X pl68

‘å•ª‚Ì•_•X pl68

–¾Ž¡18 ”N’«Žæ•Á ‘å•ª‚Ì•_•X pl68

‘å•ª‚Ì•_•X pl68

‘å•ª‚Ì•_•X pl68

‘å•ª‚Ì•_•X pl68

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

”ª”¦•_ŽÐ•i•¼•^‹Ê•j‹«“àŽÐ‚Ì•Õ•_‚Æ“¯‚¶‚© ‘å•ª‚Ì•_•X pl68

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl68

‘å•ª‚Ì•_•X pl68

Žš’†”ö‚ÌŽR•_ŽÐ‚Ì‹«“àŽÐ‚æ‚èˆÚ‘J ‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
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•–‰Á“¡•´•³ ”ª•âŽÐ•i‘å‘Ñ”ª”¦ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS•P“‡‘º

‰Á“¡•´•³ ‰Á“¡ŽÐ•i‹M‘DŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS•‘Œ©’¬Šò•”

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}¸ÿ	
‰Á“¡•´•³ ‰Á“¡“m•i‹à”ä—…ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS•‘Œ©’¬Œü“c

‰Á“¡•´•³ ‰Á“¡ŽÐ•iŽR•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘©•‘“ŒŒSˆÀŠò’¬–î•ì

•–‰Á“¡•´•³ ‹{”¨ŽÐ ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒSˆÀŠò’¬•x•´

‰Á“¡•´•³ •¶–ÚŽÐ•iŽY—ìŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS••‘ ’¬–ƒ“c

•–‰Á“¡•´•³ ˆ¤“†ŽÐ•i”ª”¦“m‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘¬Œ©ŒS“ú•o’¬‹{’¬

•–‰Á“¡•´•³ •Z‹g•_ŽÐ ‘å•ª•Ê•{Žs•l˜e

•–‰Á“¡•´•³ ‘å•«ŒRŽÐ ‘å•ª‘å•ªŒS‹·ŠÔ’¬ŽÂŒ´

•–‰Á“¡•´•³ ‘å•«ŒRŽÐ ‘å•ª‘å•ªŒS‹·ŠÔ’¬ŽÂŒ´

‰Á“¡•´•³ ‰Á“¡ŽÐ ‘å•ª‘å•ª“’•z‰@’¬’†•ì

•–‰Á“¡•´•³ ŽR•_ŽÐ ‘å•ª‘å•ª“’•z‰@’¬’J•ì

‰Á“¡•´•³ –@ŒìŽ›•i‰Á“¡ŽÐ•A‚Ì‚¿–ì’ÃŒ´•_ŽÐ•j –¾Ž¡4 ‘å•ª‘å•ªŽs–ì’ÃŒ´

‰Á“¡•´•³ ’¹‰zŽÐ ‘å•ª‰P‹nŽs–ì’Ã’¬‹{Œ´

‰Á“¡•´•³ ŒÜƒ–•£•_ŽÐ ‘å•ª‘å•ªŒS•¯“à’¬ŒÜƒ–•£440

‰Á“¡•´•³ ‹Õ•½“m ‘å•ª‘å•ªŒS•¯“à’¬ŒÜƒ–•£468

•–‰Á“¡•´•³ •H—tŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS•´•ì‘º•½•Î

‰Á“¡•´•³ ‹Õ•½ŽÐ ‘å•ª’|“cŽs•{“à’¬

•–‰Á“¡•´•³ ‰ª•_ŽÐ ‘å•ª’|“cŽs’|“c

‰Á“¡•´•³ ‹ÑŽRŽÐ ‘å•ª‹èŽìŒS‹ã•d’¬“c–ì

‰Á“¡•´•³ ‰Á“¡ŽÐ ‘å•ª“ú“cŽs–k“¤“c

‰Á“¡•´•³ ‹ÑŽR•_ŽÐ•iŽá‹{•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“ú“cŽs’|“c’¬

•–‰Á“¡•´•³ “V–žŽÐ ‘å•ª“ú“cŒS’†’Ã•]‘º“È–ì

•–‰Á“¡•´Ž~ ‹à“•”ä—…ŽÐ•i‹Ê—ˆ•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª H“cŒS“V•£’¬ŒÜ”nŽs

Š™‘qŒi•­• iŒ ŒÜŒä—ì•_ŽÐ ‘å•ª‰P‹nŽs–ì“c

Ỹ•j

•–Š™‘qŒi•­•iŒ  ‹Õ•½•_ŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS‘å–ì’¬•Ð“‡

ŒÜ̃Y•j

•–Š™‘qŒi•­•iŒ  “ú‹g•_ŽÐ ‘å•ª’|“cŽs”ò“c•ì

ŒÜ̃Y•j

•–Š™‘qŒi•­•iŒ  ˆ¢‘h–ì•_ŽÐ ‘å•ª‘å•ªŒS•¯“à’¬ˆ¢‘h–ì

ŒÜ̃Y•j

–Ø‰º•r’· ‰¡’Ã•_ŽÐ –¾Ž¡12 ‘å•ª‘¬Œ©ŒS“ú•o’¬“¡Œ´

–Ø‰º•r’· •Ââ¥•_ŽÐ ‘å•ª‹n’zŽs‹n’z•é“à

“í–Ø•³•¬ ‰ñ“V•_ŽÐ•i•Z‹g•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘¬Œ©ŒS“ú•o’¬‘å•_

“í–Ø•³•¬•i“ í•³ “ íŒö“m ‘å•ª’|“cŽs‹Ê—ˆ
•¬•j

“í–Ø•³•¬•i“í ’† “úƒmŒG•_ŽÐ •––¾Ž¡3 ‘å • ª H“cŽs•¯Žè
•«•j

‹Ë”¨Žç•d •¡ŒFŽÐ•i•Ê‹{ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS•‘Œ©’¬ˆÉ”ü

•¬•[“c•·Œp•i•· ‹{•dŽÐ•i•Ê‹{ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS•‘Œ©’¬ˆÉ”ü
•Ÿ•j

•¬•[“c•·Œp ‘c—ìŽÐ•i‰ª“cŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS•‘Œ©’¬–ì“c

•Ö“¡ŽÀ•· ŽÀ•·ŽÐ •––¾Ž¡17 ‘å•ª–LŒã•‚“cŽs•r”ö
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‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

–{’¡ƒf•[ƒ^

•Õ•_‚Í•½Œi•´‚ÌŒë‚è‚© –{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

–{’¡ƒf•[ƒ^

“–ŽÐ‚É‚Í‰Á“¡•´•³‚Ì“ñ•Õ•_‚ª‚ ‚è•A‚¤‚¿‚Ìˆê‚Â•B•‡âJ‚© ‘å•ª‚Ì•_•X pl69

“–ŽÐ‚É‚Í‰Á“¡•´•³‚Ì“ñ•Õ•_‚ª‚ ‚è•A‚¤‚¿‚Ìˆê‚Â ‘å•ª‚Ì•_•X pl69

–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í’†•ì 330 ‰Î–žŽÐ‚Ì•Õ•_ ‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‰Á“¡•´•³‚Í‚Í‚¶‚ß“–‘º“ú˜@•@–@ŒìŽ›‚É’Á•À•B‚Ì‚¿Œ»•Ý’n‚ÉˆÚ‘J•BŽÐ–¼‚Í‰ü•Ì ‘S•‘‰º p622 •A‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

‘å•ª‚Ì•_•X pl69

Œ¹‹`‰Æ‚ª—¤‰œ‚Ì•´Œ´Ž•‚ð•U‚ß‚½‚Æ‚«•A•o•w•B’¹ŠC–íŽO˜Y‚É•¶–Ú‚ðŽË”²‚©‚ê‚½‚ª•A‚»‘å•ª‚Ì•_•X pl49
‚Ì‚Ü‚Ü“š‚Ì–î‚ð‘ŠŽè‚ÉŽË•Ô‚µŽE‚µ•A–Ú‚ÉŽh‚³‚Á‚½–î‚ð‘¼•l‚©‚çŠç‚É‘«‚ð“–‚Ä‚ç‚ê‚ÄŽæ
‚ç‚ê‚é‚Ì‚Í•• i •F‚Ì’p‚Æ‚µ‚ÄŽ©‚ç”²‚¢‚½‚Æ‚¢‚¤

‘å•ª‚Ì•_•X pl49

‘å•ª‚Ì•_•X pl49

‘å•ª‚Ì•_•X pl49

•r’·‚Í 3 ‘ã“ú•o”ËŽå•B“¯”Ë‚ÍŒc’· 6 ”N–Ø‰º‰„•r“ü••ˆÈ•~–‹––‚Ü‚Å–Ø‰ºŽ•’è’…•B–¼ŒN‘å•ª‚Ì•_•X pl34
‚Æ‚³‚ê‚é

Ž­Ž™“‡”Ë‚æ‚è“±“ü‚³‚ê‚½Št‘•ˆç•¬‚É•s—Í‚Æ•l‚¦‚ç‚ê‚½‚© ‘å•ª‚Ì•_•X pl34

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl29

Œã‘çŒí“V•c‚Æ•‡âJ•B‚à‚Æ—F“c‘ºŠx—ÑŽ›’Á•À•B–¾Ž¡3 ”NˆÚ‘J ‘å•ª‚Ì•_•X pl29

•¬•[“c•·Œp•iŽç•Ÿ•j‚Æ‚Æ‚à‚É•Î•´•…”ª”¦‚Ì•ª—ì‚ðˆÉ”ü‚ÉŠ©•¿‚Æ‚¢‚¤ ‘å•ª‚Ì•_•X pl38

—ÌŽå •ÐŒ©’å•M‚Ì–½‚É‚æ‚è•A•¬•[“c•·Œp•iŽç•Ÿ•j ‚Æ‹Ë”¨Žç•d‚ª•Î•´•…”ª”¦ ‚ Ì•ª—ì‚ð ‘å•ª‚Ì•_•X pl37
Š©•¿‚µ•AˆÉ•‡‹½‚ÌŽçŒì•_‚Æ‚µ‚½‚Æ‚¢‚¤

‘å•ª‚Ì•_•X pl38

–¾Ž¡17 ”N 9 ŒŽŽæ•ÁŒÚ‹–‰Â ‘å•ª‚Ì•_•X pl38

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
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•²”ŒˆÒŽ¡•iŽY•ã •x”öŽÐ ‘å•ª•²”ŒŽs•ÂŽR
•x”ö‘å•_•j

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
•–•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å •¯‹{•_ŽÐ ‘å•ª•²”ŒŽs’ß–]
•_̂ÒŽ¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ •x”öŽÐ ‘å•ª•²”ŒŽsŠC•è
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•iŽY•ã •x”ö•_ŽÐ•i•Ÿ‰Ô•ç‰h•P•_ŽÐ•j ‘å•ª•²”ŒŽsŒ˜“c
•x”ö‘å•_•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ •x”öŽÐ•iˆ¤“†ŽÐ‹«“àŽÐ•j “V•¶ 8 ‘å•ª“ìŠC•”ŒS–í•¶’¬‘å•â–{
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ •x”öŽÐ•i“V–žŽÐ•j ‘å•ª“ìŠC•”ŒS–í•¶’¬ŽÚŠÔ
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•iŽF–€ •x”ö•_ŽÐ•i‹_‰€”ª•â•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“ìŠC•”ŒS–í•¶’¬•]—Ç
Žç̂ÒŽ¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ •x”ö•_ŽÐ ‹••Û l ‘å•ª“ìŠC•”ŒS’¼•ì‘º•ã’¼”ü
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ ‰¨”öŒ Œ»•i•x”ö•_ŽÐ•j •–•ó—ï 3 ‘å•ª“ìŠC•”ŒS’¼•ì‘º‹{ƒmŒ³
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ ‰¨”öŽÐ “V•¶ 1 ‘å•ª“ìŠC•”ŒS’¼•ì‘º‰¡•ì
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ •x”ö•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒS’¼•ì‘º•Ô–Ø
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ •x”ö•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒS–{• ‘ºŽR•”
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ •x”öŽÐ•i“V•_ŽÐ•j •––¾Ž¡39 ‘å•ª“ìŠC•”ŒSŠ—•]’¬Š—•]‰Y
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ •x”ö•_ŽÐ ‰–ŒŽŽ• ‘å•ª“ìŠC•”ŒSŠ—•]’¬ŠÛŽs”ö
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ “V–žŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒSŠ—•]’¬’|–ì‰Y‰Í“à
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡ –·–ì”ö•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒS‰F–Ú’¬‘å•½

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ –·–ì”ö•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒS‰F–Ú’¬•¬–ìŽs
Ò̂Ž¡•j

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ ‰¨–ì”öŽÐ•i“V–žŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“ìŠC•”ŒS‰F–Ú’¬“ì‹ŒŒ´
Ò̂Ž¡•j Žš‰¼‰®

•²”ŒˆÒŽ¡•i‘å•_ “Î–ì”öŽÐ•i“V–žŽÐ•j •––¾Ž¡ 9 ‘å•ª“ìŠC•”ŒS‰F–Ú’¬“ì“cŒ´
Ò̂Ž¡•j Žš‰º’Ã—¯

•²”ŒˆÒŽ¡ –·–ì”öŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒS‰F–Ú’¬•ç‘©

•–•²”Œ•ç‘ã’ß •¯‹{•_ŽÐ ‘å•ª•²”ŒŽs’ß–]
•i•ç‘ã’ß•j

•²”Œ•ç‘ã’ß•i•ç •x”öŽÐ ‘å•ª•²”ŒŽsŠC•è
‘ã’ß•j

•²”Œ•ç‘ã’ß•i•ç ‰¨”öŒ Œ»•i•x”ö•_ŽÐ•j •–•ó—ï 3 ‘å•ª“ìŠC•”ŒS’¼•ì‘º‹{ƒmŒ³
‘ã’ß•j

•²”Œ•ç‘ã’ß•i‘å •””öŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒS’¼•ì‘º‰¡•ì
•_•ç‘ã’ß•j

•²”Œ•ç‘ã’ß•i‘å •x”ö•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒS’¼•ì‘º•Ô–Ø
•_•ç‘ã’ß•j
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•Õ•_‚Í–LŒã•²”Œ‚Ì’Ì–´—ç•éŽå•B t ‰Æ‘å—FŽ•‚æ‚è”rŒ‚•A‰ž‰i7 ”N‰P‹n’·Œi‚É‚æ‚è“úŒü•‘ ‘å•ª‚Ì•_•X pl63 •Apl65
ŽO‰Í“à‘º•i•”•à—L‚è•j‚ÅŽ©ƒK•B‚»‚Ì f •ç‘ã’ß‚àŒ˜“c‚Åšî•Ü•B‰P‹nŽ•‚Æ‚»‚Ì‹¦—ÍŽÒ•V–¼
Ž•‚ÎˆÒŽ¡‚Ì–S—ì‚É”Y‚Ü‚³‚ê•ÏŽ€‚Æ‚¢‚¤•BˆÒŽ¡•e•{‚Ì‰…—ì’Á•°‚Ì‚½‚ßâJ‚Á‚½‚Ì‚ª•x”ö•_ŽÐ•B
•²”ŒŽ•Žx”z’n‚Ì“ìŠC•”ŒS‚Æ“úŒü•‘‘ž•”‚É•ª•z•Bˆê•à‚ÉˆÒŽ¡‚Í“Î•i‰¨•j‚É‚È‚Á‚½‚Æ‚à‚¢‚¤

f ‚Ì•ç‘ã’ß‚Æ•‡âJ ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

•{‚Ì•ç‘ã’ß‚Æ•‡âJ ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

ŽÐ–¼‰ü•Ì ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

Œ§•d—v–³Œ`•¶‰»•à•ñ—x‚è‚ð“`‚¦‚é ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

“V–žŽÐ•‡âJ ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

‘å•ª‚Ì•_•X pl65

‹••Û 1 ”NŠ©•¿ ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

•ó–ƒ 3 ”NˆÚ“]•B‹Œ•Ì‰¨“òŒ Œ»‚Å•_‘Ì‚Í•ç‘ã’ß•iˆÒŽ¡Žq•j‚Ìˆâ“•‚Æ‚³‚ê‚é ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

‘å•ª‚Ì•_•X pl65

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl65

–¾Ž¡39 ”N•A“V•_ŽÐ‚Ö•‡âJ ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

ŽÐ‰Æ‚Ì‰–ŒŽŽ•‚ª“úŒü•‘‚Ì“ñ•D‰Í“à‘º‚æ‚èŠ©•¿‚µ‚ÄˆÚ•Z‚µ‚½‚Æ‚¢‚¤•BŠ—•]•_Šy‚ ‚è ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

–{’¡ƒf•[ƒ^

•_‘Ì‚ÎˆÒŽ¡‚Ì’Z“• ‘å•ª‚Ì•_•X pl66

‘å•ª‚Ì•_•X pl66

–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í“V–žŽÐ•Õ•_ ‘å•ª‚Ì•_•X pl66

–¾Ž¡9 ”N“V–žŽÐ‚Ö•‡âJ ‘å•ª‚Ì•_•X pl66

‘å•ª‚Ì•_•X pl66

•ƒ‚Ì•²”Œ•i‘å•_•jˆÒŽ¡‚Æ•‡âJ ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

•ƒ‚Ì•²”Œ•i‘å•_•jˆÒŽ¡‚Æ•‡âJ ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

•ó‹ü 3 ”NˆÚ“]•B‹Œ•Ì‰¨”öŒ Œ»‚Å•_‘Ì‚Í•ç‘ã’ß•iˆÒŽ¡Žq•j‚Ìˆâ“•‚Æ‚³‚ê‚é ‘å•ª‚Ì•_•X pl65

–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í‰¡•ì‰¨”öŽÐ‚É•ç‘ã’ß‚à‚ ‚è –{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
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‰–’J•³‹ `• i ‘åŽl ‰–’J•_ŽÐ•iŽYŽm•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j •ã•••…•A l ‘å•ª–LŒã•‚“cŽsŒà•è
Ỹ•j

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
•½Œi• ´ •¶ H ŽÐ (B —ì“m‹«“àŽÐ•j ‘å•ª’†’ÃŽs–k–å’Ê‚è

•½Œi• ´ •¶–Ú”ª”¦ŽÐ•iˆ¾“‡•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²Žs’·•F

•½Œi•´ •¶“ú•_ŽÐ•i ‹M•zfŽ¢•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŽsH‘«

•½Œi• ´ ‹•–ÚŽÐ•iŒä”nF•_ŽÐ‹«“àƒl t) ‘å•ªŽš•²Žs•¼‰®•~

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i‹M‘D•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²Žs•¼‰®•~Žš”—

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i‘åŽR•Ï•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²Žs•ã–î•”Žš‘å“àŽR

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i”n•é•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²Žs•ã–î•”1028

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i‹M‘D•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ªŽš•²Žs–@‹¾Ž›

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i‰³•ð•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²Žs•ã‰³•—

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•iˆî‰×•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²Žs’†•{‰ê

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i•t“ú•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬–Ø•Ö

•–•½Œi•´ “ñ•D•—•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬‰º–Ñ

•½Œi•´ •¶–Ú“m•i‘å”NŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª–LŒã•‚“cŽs’r•”

•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ•i”N•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘ å • ª [!Ii[ ŒŽ“ŒŒS‘å“c‘º–“•…

•½Œi• ´ ‹•–ÚŽÐ•iŽY—ìŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS‘å“c‘º–“•…

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i•ÎŠÛ•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS‘å“c‘º•ÎŠÛ

•½Œi•Á •¶–ÚŽÐ•iˆî‰×“m‹«“àŽÐ•j ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS‘å“c‘º‰i•¼

•½Œi•´ •¶ H ”ª”¦“m•iŒ¢–ž•_ŽÐ‹«“à“m•j ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS•^‹Ê’¬‘å‘º

•½Œi• ´ •¶–Ú”ª”¦ŽÐ•i‹M‘D•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS•^‹Ê’¬‹à‰®

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS•^‹Ê’¬••t.
•½Œi• ´ ‹•–ÚŽÐ•i”ª•âŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS“¯“Œ’¬•x—ˆ

•–•½Œi•´ “V–žŽÐ ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS•‘“Œ’¬‰º•¬•§

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i”ª•âŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS•‘“Œ’¬Œ©’n

•½Œi•´ •¶–Ú”ª”¦ŽÐ•i“ú‹gŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒSˆÀŠò’¬–¾Ž¡

•½Œi•´ •¶–Ú”ª” ¦ “m ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒSˆÀŠò’¬”’ƒnƒ`

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i‰Á–Î•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒSˆÀŠò’¬‰ºŒ´

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i”ª”¦ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒSˆÀŠò’¬‰ºŽRŒû

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•iŽR•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒSˆÀŠò’¬1[l ƒ•
•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ•i“V–žŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒSˆÀŠò’¬ŽRŒû

•½Œi• ´ •¶–Ú•_ŽÐ•iŒF–ìŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒSˆÀŠò’¬‰–‰®

•½Œi• ´ •¶–Ú”ª” ¦ŽÐ ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒSˆÀŠò’¬’©—ˆ

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i‘å‘Ñ”ª”¦ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS•P“‡‘º

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i“åŽè•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‹n’zŽs“åŽè

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i‹M‘D•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‹n’zŽs“¡ ‚ Ì ILL

•–•½Œi•´ ŒüŽR•_ŽÐ ‘å•ª‹n’zŽs’†‘º

•½Œi• ´ •¶–Ú“m•iŒüŽR•_‘º•j ‘å•ª‹n’z‹Ð’†‘ºŒ Œ»ŽR

•½Œi• ´ •¶ H ŽÐ ‘å•ª ‘¬Œ©ŒS“ú•o’¬•ì•è

•½Œi• ´ •¶–Ú•_ŽÐ ‘å•ª ‘¬Œ©ŒSH •o’¬‘å•_

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ •¶‰»4 ”_–¯•ÕŽµ ‘å•ª•Ê•{Žs“ì—§•Î

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•i•¼•ã•_ŽÐ•m••“àŽÐ•l‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å•ªŽs•ã–ì

•½Œi• ´ •¶–ÚŽÐ•iŽá‹{”ª”¦ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª ‘å•ªŽs‰`ŒG
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•¶‰»14 ”N“ú“c‘ãŠ¯•i•¶•­ 4”N‚©‚ç‚Í•¼•‘‹ØŒS‘ã•j‚Æ‚È‚èŒà•è•V“cŠJ”­‚È‚Ç–¯•­‚ÉŽ¡•Ñ ‘å•ª‚Ì•_•X pl31
‚ð‚ ‚°‚½•B–{‘ºŽY“y•_ŽÐ‚ÍŒà•è 300 ’¬•àŠJ”­Œã‚É‰–’JŽ©•g‚ª‘nŒš‚Æ‚¢‚¤

•½‰Æ‚ÌŽ˜‘å•«ˆ«Žµ•º‰qŒi•´•B“úŒü‚É—Ž‚¿‚Ì‚Ñ’Ç“¢‚ð“¦‚ê‚é‚½‚ß‰EŠá‚ðŽæ‚è•o‚µ‚Ä”ª”¦‘å•ª‚Ì•_•X p153
‹{‚É‹FŠè•BŒ¹Ž•—Í‚É‘¨‚¦‚ç‚ê‚é‚Æ•¶Šá‚à‚­‚è”²‚«Œ¹Ž•‚ÉŽd‚¦‚é‚±‚Æ‚ð‹‘”Û‚Æ‚Ì“`•³‚ ‚è

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

•ã–î•”‚Ì‘åŽR•Ï•_ŽÐ‹«“àŽÐ‚Ì•¶–ÚŽÐ‚Æ“¯‚¶‚© –{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl53

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

‰F•²–ì‘ê‰E‰q–å‚È‚é•l•¨‚ªŠá‚ðŠ³‚¢HŒü•‘•¶–Ú”ª”¦ ‚É•¾ŒÚ•AŽ¡–ü‚µ‚½‚½‚ßŠ©•¿‚Æ‚¢‘å•ª‚Ì•_•X pl54
‚¤“̀ •³‚ ‚è

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í–{ŽÐ‚Í‰ê–ÎŽÐ ‘å•ª‚Ì•_•X pl54

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

’†‘ºŒ Œ»ŽR‚Ì•¶“úŽÐ‚ªŒüŽR•_ŽÐ‚Ö•‡âJ‚Æ‚³‚ê•A“–•Õ•_‚ÍŒüŽR•_ŽÐ‚Ì•‡âJ•_•½Œi•´‚Æ‘å•ª‚Ì•_•X pl54
“¯•[‚©

–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í•“ŽÐ‚Í•¶–Ú•_ŽÐ ‘å•ª‚Ì•_•X pl54

–{’¡ƒf•[ƒ^

ŽÐ“`‚Å‚Í•¶‰»4 ”N•A”_–¯•ÕŽµ‚ªŽ¸–¾•A“úŒü•‘‹{•è‚ Ì•¶–Ú”ª”¦ ‚É‹FŒÚ•”•\“ú‚ÅŠá•a‚ª ‘å•ª‚Ì•_•X pl54
Ž¡–ü‚µ‚½‚Ì‚Å•A‹A•‘‚É•Û‚µŒ»•Ý’n‚ÉŠ©•¿‚Æ‚¢‚¤

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
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•½Œi•´ •H—tŽÐ•i‘å•ªŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å•ªŽs‰H“c

•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ ‘å•ª‘å•ªŽs•ç•Î

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}yÿ	
•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ•i”ª”¦ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å•ªŽs•¬–ì’ß

•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ•iŽµ•ŠŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å•ªŽs’†”ö

•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ•i–Ø“c•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å•ªŽs–Ø“c

•½Œi•´•i“¡Œ´Œi ˜Z•Š•_ŽÐ•i“ú‹g•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å•ªŽs–Ø“c 1567
•́•j

•–•½Œi•´ ”N•_ŽÐ•i“V–žŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å•ªŒS“’•z‰@’¬•ì“ìŽš•¬ƒ‹•ì

•½Œi•´ “V–ž“m ‘å•ª‘å•ªŒS“’•z‰@’¬•ì“ì495

•–•½Œi•´ “ú‹gŽÐ ‘å•ª‘å•ªŒS‹·ŠÔ’¬‹S’Ë

•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ•i“V–žŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å•ªŒS•¯“à’¬“ì‘å’Ã—¯

•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ•iŽR•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å•ªŒS•¯“à’¬“ì‘å’Ã—¯

•–•½Œi•´ ”’’¹ŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒSŽš–Ú’¬Ž£‰ª

•–•½Ÿ÷•´ •X—ìŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS•´•ì‘º‰F“cŽ}

•–•½Œi•´ ‰Ô—§ŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS•´•ì‘º•š–ì

•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ•i‰_Œ©ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å–ìŒS•´•ì‘º‘å”’’J

•–•½Œi•´ ŽR•_ŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS•´•ì‘º•½•\•Î

•–•½Œi•´ ‹Õ•½•_ŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS•´•ì‘º•»“c

•–•½Œi•´ ˆ¤“†ŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS•´•ì‘º“ñ‹Ê

•½Œi•´ •¶–Ú”ª”¦ŽÐ•i“V–žŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª ‘å–ìŒSŒ¢Ž”’¬F’Ã”ö–ì

•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ•iŽO“‡•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å–ìŒS‘å–ì’¬‘ò“c

•–•½Œi•´ “V–žŽÐ ‘å•ª’¼“üŒS’¼“ü’¬•ã“c–k

•½Œi•´• i“¡Œ´Œi •¶–Ú•_ŽÐ•iŒŠ•X•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª’|“cŽs•_Œ´
•́•j

•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ•i‘ê•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‹èŽìŒS‹èŽì’¬ŽR‰Y

•½Œi•´ •¶–ÚŽÐ ‘å• ª H “cŒS“V•£’¬ŒÜ”nŽs

•½•d•· ”ª•âŽÐ•i•¬•¼•_ŽÐ•j Žõ‰i2 ‘å•ª“Œ•‘“ŒŒS•‘‘©’¬‰¡ŽR

•½•d•· •¬•¼ŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS•••û’¬—M–Ø

“cŒûŠÓœA•i—^ˆêŒä—ìŽÐ •OŽ¡2 ‘º• l ‘å•ª‰P‹nŽs‘å”‘
Ỹ•j

“cŒû•¼Ž} Œä—ìŽÐ ‘å•ª‰P‹nŽs•—•¬

—˜ŒõŠÓ‹³• i—˜ŒõŒä—ìŽÐ ‘å•ª‘å•ªŽs’†ŒËŽŸ
‰z‘OŽç•j

•––L•b•G‹g ˆ¤“†•_ŽÐ•i”ª”¦•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘¬Œ©ŒS“ú•o’¬‹{’¬

•–“¿•ì‰Æ•N•i“Œ “ú‹gŽÐ•i‹nŒ´•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j •¼•½Ž• ‘å•ª‘å•ªŽs•ã”ª”¦

•Æ‹{•j

•–“¿•ì‰Æ•N “ú‹gŽÐ•i•¼Š¦“c•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å•ªŽsŠ¦“c

“¿•ì‰Æ•N “Œ•Æ‹{•iŠx—ÑŽ›‹«“à•j ‰„•ó• —Í ‘å•ª“ú“cŽs—F“c

“¿•ì‰Æ•N •‘“Œ“Œ•Æ‹{•i“Œ•ÆŽÐ•B•÷”ª”¦‹{‹« ‘å•ª‘©•‘“ŒŒS•‘“Œ’¬’ß•ì
“àŽÐ•j

’†•ì•´•G ‘‘Šx•_ŽÐ•i’†•ì•_ŽÐ•j •]ŒËŠú ‘å•ª’|“cŽs”q“cŒ´

•–’†•ì•´•G ‘¾“••U•_ŽÐ –¾Ž¡5 ˆÈ•~ ‘å•ª‘å•ªŽsŽO•²

’†•ì•G•­ •SŠx•_ŽÐ•i’†•ì•_ŽÐ•j •]ŒËŠú ‘å•ª’|“cŽs”q“cŒ´
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‘å•ª‚Ì•_•X pl54

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl54

]ÝSWb�0ë]Ý0nY)n€y^y>XƒQ…y>0n^ty^y>0nT�y@y^0h_Symy^0oT� "0h0‚€�0H0‰0Œ0‹0L0�–{’¡ƒf•[ƒ^
“–•Õ•_‚ÍŽå•_‚Æ‚³‚ê‚é

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í“V–žŽÐ•‡âJ•_ ‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl55

–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í‹Ê—ˆ•_ŽÐ•iŒÜ”nŽs791) ‚Ì•‡âJ•_ ‘å•ª‚Ì•_•X pl55

•¬•¼•d•·‚Æ‚à ‘S•‘‰º p613 •A‘å•ª‚Ì•_•X pl52

‘å•ª‚Ì•_•X pl52

‘å—FŽ•‰Æ•b‚Å–L‘O—´‹Ê•éŽå“cŒû‘ • lŠÓ’‰‚ÌŽO’j•B“V•¶”NŠÔ•ƒ‚ªŽå‰Æ‚Ì‚½‚ßŽEŠQ•B‚½‘å•ª‚Ì•_•X pl67
‚ß‚É•ÄŽR‚Ü‚Å“¦‚ê‚³‚ç‚É‘å”‘‚Ìåžå•“´‚É‰B‚ê‚½‚ª‘º–¯‚Ì–§••‚Å’Ç•º‚ÉŽE‚³‚ê‚é•B‚Ì‚¿
‘º–¯‚Ì•ÏŽ€‚â‰u•a‚È‚Ç“ïŽ–‚ª‹N‚±‚Á‚½‚ß‘º–¯‚ª•ÕâJ•B‹••Û 20 ”N‰P‹n”ËŽåˆî—tŽ• ‚ª“m
“`‘nŒš‚Æ‚¢‚¤

“cŒû—^ˆê˜YŠÓœA‚ÌŽo ‘å•ª‚Ì•_•X pl67

—˜Œõ‰z‘OŽç‚Í•í•‘Šú‘å—Fˆê‘°‚Ì—˜ŒõŠÓ‹³‚© ‘å•ª‚Ì•_•X pl63

‘å•ª‚Ì•_•X pl30

‘å‹‹•¼•½Ž•‚Í–œŽ¡Œ³”N‚É–LŒã•‚•¼‚æ‚è–LŒã•{“à“ü•••AˆÈŒã’è’…•B“Œ•Æ‹{‚Í“úŽ}ŽÐ‚É“Œ•Æ‹{pl20
•‡âJ•A‚³‚ç‚É–{ŽÐ‚É•‡âJ

“Œ•Æ‹{pl20

–{Ž›‚ÍŒã‘çŒí“V•c’ºŠèŽ›•BŠ°•¶12 ”NŽéˆó’n30 •Î”q—Ì “Œ•Æ‹{p99

“–’n‚Í‹n’z”Ë—Ì•B•³•Û 2 ”N•A”\Œ©•¼•½Ž•‚Ì‰p•e‚ª–LŒã•‚“c‚©‚ç‹n’z“ü•••AˆÈŒã’è’…•B“Œ•Æ‹{pl21
–¾Ž¡Šú‚É‚Í“Œ•ÆŽÐ

–L•b•G‹g‚Ì• •b‚Ìˆê•l•BæËƒ–Šx‚Ì•í ‚¢‚Å•íŽ€•B’·Žq•G•­‚à•¶˜\ ‚ Ì–ð‚Å•íŽ€•B‚È‚¨•´ ‘S•‘‰º p620
•G‚ç‚Í‰ª•é“à‚É•ÕâJ‚³‚ê‚Ä‚¢‚½‚ª•A–¾Ž¡ 5 ”N•A’†• ì •_ŽÐ• i–¾Ž¡5 ”N”Ë‘c•_ŽOŽÐ‚ð•‡
âJ‚µ’†•ì•_ŽÐ‚Æ•Ì‚µ‚½•j‚É‘JâK

’|“cŽs”q“cŒ´‚Ì’†•ì•_ŽÐ‚Ì•ª—ì ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

•´•G’·’j•B•¶˜\‚Ì–ð‚Å•íŽ€•B’í•G•¬‚ª‰Æ“Â‘Š‘± ‘S•‘‰º p620

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
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•–’†•ì•G•­ ‘¾“••U•_ŽÐ –¾Ž¡5 ˆÈ•~ ‘å•ª‘å•ªŽsŽO•²

’†•ì•G•¬ •@ŠÓ•_ŽÐ•i’†•ì•_ŽÐ•j •]ŒËŠú ‘å•ª’|“cŽs”q“cŒ´

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
•–’†•ì•G•¬ ‘¾“••U•_ŽÐ –¾Ž¡5 ˆÈ•~ ‘å•ª‘å•ªŽsŽO•²

’†•ì‹v•´ “üŽR•_ŽÐ ‘å•ª’¼“üŒS‹v•Z’¬—LŽ•Žš’¹‹•‹v•Û

’†•ì‹v•´ —ˆ“cŒ©•_ŽÐ ‘å•ª’¼•lŒS‹v•Z’¬—LŽ•2950

’†“‡ˆÉ—\Žç ’†“‡•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²Žs•ã•‚‰Æ

’†“‡’e•³’‰ ’†“‡•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²Žs•ã•‚‰Æ

’†“‡ˆëŠòŽç ’†“‡•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²Žs•ã•‚‰Æ

•V“c‹`Ž• ŠÛŽR•_ŽÐ•i’†’Ã•_ŽÐ•j •––¾Ž¡16 ‘å•ª’†’ÃŽs•Ð’[’¬

•V“c‹`Ž• •¬ˆê˜Y•_ŽÐ•i‹M‘D•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª’†’ÃŽs“’‰®

•–•V“c‹`Ž• ”ª” ¦•_ŽÐ ‘å•ª’†’ÃŽs•‚•£Žš”ª”¦

•V“c‹`Ž• •¬Žs˜YŽÐ ‘å•ª’†’ÃŽs•‚•£Žš‘O“c

•V“c‹`Ž• ‹ãˆê˜YŽÐ•i‹M‘D•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª’†’ÃŽs‹{‰i

•–•V“c‹`Ž• Žl•Š•_ŽÐ ‘å•ª F–ÑŒSŽOŒõ‘ºæ|ŽR

•V“c‹`Ž• •¬ˆê˜Y“a•i‹M‘D•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘ å • ªF–ÑŒSŽOŒõ‘ºŒ´Œû

•V“c‹`Ž• •¬ˆê˜YŽÐ Y'R�S\kÛ•áN	QIgQSŸSã ��-�J WJX�

•V“c‹`Ž• •°ˆê—ì•_ŽÐ•i”ª”¦•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰º–ÑŒSŽOŒõ‘º•XŽR

•V“c‹`Ž• •°ˆê˜Y•_ŽÐ•i‹M‘D•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰º–ÑŒSŽOŒõ‘º•¬‘Ü

•V“c‹`Ž• •°ˆê—ì•_ŽÐ ‘å•ª‰º–ÑŒSŽOŒõ‘º“Œ“cŒû

•–•V“c‹`Ž• •ûŽR•_ŽÐ ‘å•ªƒh–ÑŒSŽOŒõ‘º“cŒû3567

•V“c‹`Ž• •¬ˆê˜YŽÐ•i‘åŽR•_âL•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰º–ÑŒSŽOŒõ‘º‰º•[•…

•V“c‹`Ž• •¬ˆê˜Y•_ŽÐ ‘å•ª F–ÑŒS–{–ë”nŒk’¬•¼‰®ŒŽ̀š’J

•V“c‹`Ž• •¬ˆê˜Y•_ŽÐ ‘å•ª‰º–ÑŒV–{–ë”nŒk’¬“Œ‰®Œ̀ŽšŠâ•£

•V“c‹`Ž• Žµ•Š•_ŽÐ ‘å•ª‰º–ÑŒS–{–ë”nŒk’¬“Œ‰®Œ`612

•V“c‹`Ž• •¬ˆê˜Y•_ŽÐ ‘å•ª‰º–ÑŒS–{–ë”nŒk’¬‘]–ØŽšŒü•½

•V“c‹`Ž• •¬ˆê˜Y‹{•i–Ñ˜n•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰º–ÑŒS–{–ë”nŒk’¬‘]–Ø925

•–•V“c‹`Ž• “Œ’J•_ŽÐ ‘å•ª‰º–ÑŒS–{–ë”nŒk’¬‰Í“àŒ´

•V“c‹`Ž• –Øˆê˜YŽÐ•i‹M‘D•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰º–ÑŒSŽR•‘’¬‰F‘]

•V“c‹`Ž• •V“c•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²Žs•Zƒm•]

•V“c‹`Ž• •¬Žs˜YŽÐ•i”ª•â•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬”Â•ê

•V“c‹`Ž• •¬Žs˜YŽÐ•i”ª•âŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ªŽš•²ŒSˆÀ•S‰@’¬”Â•ê

•V“c‹`Ž• •¬Žs˜YŽÐ ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬”Â•êŽš•£ŒË

•V“c‹`Ž• •¬Žs˜YŽÐ•i•¬Žs˜YŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬”Â•êŽš•£ŒË

•V“c‹`’å •¬Žs˜YŽÐ•i‹M‘D•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²Žs‘D’Ã

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•iŽR•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŽsŒF‘ºŽš’Ò

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•iŽR•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŽsŒF‘ºŽš’Ò

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•iŽR•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŽsŒF‘ºŽš’Ò

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•iŽR•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŽsŒF‘º

•V“c‹`’å ‹M‘D•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²Žs•Z•]

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•i•…•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²Žs“å‚Ì”öŠ¦•…

•V“c‹`’å •V“c“m ‘å•ª‰F•²Žs•]“‡

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ ‘å•ª‰F•²ŒS‰@“à’¬••‰º

•V“c‹`’å ’ßŽs•_ŽÐ ‘å•ªŽš•²ŒS‰@“à’¬•›

•V“c‹`’å •¬ˆê˜Y•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²ŒS‰@“à’¬•ã•›
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’|“cŽs”q“cŒ´‚Ì’†•ì•_ŽÐ‚Ì•ª—ì ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

•‰‘ã‰ª”ËŽå•B’†•ì•´•G“ñ’j•B”d–•ŽÅ–Ø‚æ‚è•¶˜\3 ”N“–’n•l•••BˆÈŒã–‹––‚Ü‚Å’†•ìŽ• ‘S•‘‰º p620
‚ª‰ª”ËŽå‚Æ‚µ‚Ä’è’…

’|“cŽs”q“cŒ´‚Ì’†•ì•_ŽÐ‚Ì•ª—ì ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

3 ‘ã‰ª”ËŽå•B•HŠÆŒŸ’n‚ðŽÀŽ{‚µ‰ªŽR‚©‚çŒF‘ò”×ŽR‚ð•µ‚­‚È‚Ç‚µ‚Ä”Ë•­‚ÌŠî‘b‚ð‚Â‚­‚Á‚½ ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

‰G‹•‹v•Û‚Ì“üŽR•_ŽÐ•Õ•_‚Æ“¯‚¶‚© –{’¡ƒf•[ƒ^

‘å—FŽ•‰Æ•b‚Å•í•‘Šú‚Ì•‚‰Æ•éŽå’†“‡–[’¼‚© –{’¡ƒf•[ƒ^

‘å—FŽ•‰Æ•b‚Å•‚‰Æ•éŽå‚Ì’†“‡–[’¼‚Ìˆê–å –{’¡ƒf•[ƒ^

‘å—FŽ•‰Æ•b‚Å•‚‰Æ•éŽå‚Ì’†“‡–[’¼‚Ìˆê–å‚© –{’¡ƒf•[ƒ^

Œn•}‚É‚ ‚ç‚í‚ê‚¸•s•Ú‚¾‚ª•A“ì–k’©Šú•ÎŒ©‚â–L‘O’nˆæ‚ÆŠÖŒW‚ª‚ ‚Á‚½•V“cˆê‘°‚Æ•l‚¦ ‘å•ª‚Ì•_•X pl59
‚ç‚ê‚é•Bˆê•”‚Å‚Í‰®•~•_‰»‚·‚é•B“–ŽÐ‚Í–¾Ž¡ 16 ”N’†’Ã•_ŽÐ‚Ö•‡âJ

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

‘å•ª‚Ì•_•X pl59

“Œ‰®Œ`Šâ•£‚Ì•¬ˆê˜Y•_ŽÐ‚Ì•Õ•_‚ªˆÚ‘J‚© –{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl60

‘]–ØŒü•½‚Ì•¬‰S•à•_ŽÐ‚Ì•Õ•_‚ªˆÚ‘J‚© –{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl60

‘å•ª‚Ì•_•X pl60

‘å•ª‚Ì•_•X pl62

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

‘å•ª‚Ì•_•X pl62

“–ŽÐ‚Í”Â•êŽš•£ŒË•Š•Ý‚Ì•Õ•_‚ð•V“c‹`Ž•‚Æ‚·‚é•¬Žs˜YŽÐ•i•ã‹L•€–Ú•j‚Ì‹«“àŽÐ ‘å•ª‚Ì•_•X pl62

Š™‘q–‹•{‚ð“¢–Å‚³‚¹‚½‚ª•A“ì’©•û‚Ì‘•‘å•«‚Æ‚µ‚Ä‹ž“s ”d–• ”äšø–”ŽR ‰z‘O‚Æ“]•í ‘å•ª‚Ì•_•X pl60

–{ŽÐ‚ÌŽR•_ŽÐ‹«“àŽÐ‚Æ‚µ‚Ä“–ŽÐ‚àŠÜ‚ß•V“c‹` ’å•Õ•_‚Ì•¬ˆê˜YŽÐ‚ªŽOŽÐ‚  ‚é•B‘QŽŸ•‡‘å•ª‚Ì•_•X pl60
âJ‚³‚ê‚½‚à‚Ì‚©

ŽR•_ŽÐ‹«“àŽÐ‚Ì•¬ˆê˜YŽÐ‚Ìˆê‚Â ‘å•ª‚Ì•_•X pl60

ŽR•_ŽÐ‹«“àŽÐ‚Ì•¬ˆê˜YŽÐ‚Ìˆê‚Â ‘å•ª‚Ì•_•X pl60

‘å•ª‚Ì•_•X pl60

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl62

‘å•ª‚Ì•_•X pl62

‘å•ª‚Ì•_•X pl60

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

–¾Ž¡19 ”N”pŽÐ‚Ì‹LŽ–‚ ‚è ‘å•ª‚Ì•_•X pl61

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	

- 149-



• Õ • _ – ¼ • Õ â J Ž Ð ‘nâKŽžŠú ‘ n â K Ž Ò • Š • Ý ’ n

•V“c‹`’å •¬ˆê˜Y•_ŽÐ•i—´“cŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒS‰@“à’¬Œ´Œû

•–•V“c‹`’å ŽR•ã•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²ŒS‰@“à’¬‘äŽš‰Y111

kfXëy^h<S�N�‰§�·z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
•–•V“c‹`’å ‘DŽR”ª”¦•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²ŒS‰@“à’¬“c•½

•–•V“c‹`’å –¾Ž¡•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬ŽRƒmƒ•

•V“c‹`’å •¬ˆê˜Y•_ŽÐ•i“ú‹gŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬•ô•Î

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•i“ú‹gŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒŜÀ•S‰@’¬•…ŽÔŽš‹{ƒmŽR

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•i“ú‹gŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒŜÀ•S‰@’¬•…ŽÔŽš‹{ƒmŽR

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬•…“n

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•i•¡ˆä•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬•¡ˆä

•–•V“c‹`’å •M‰ª•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬–ì•ã

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•i•X•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬•X

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•i”ª”¦•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬’¹‰z

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•i–î’Ã•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬–î’Ã

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•i”ª”¦•_ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬‘åŒ©”ö

•V“c‹`’å •¬ˆê˜YŽÐ•iˆî‰×ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬•ì•è

•–•V“c‹`’å ŽR•_ŽÐ ‘å•ª‰F•²ŒSˆÀ•S‰@’¬ƒ•ƒm’Ø

•V“c‹`’å •V“c•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC“@ŒSŠ—•]’¬“Ñ–ì‰YŽš‰z–ì‰Y

•V“c‹`’å ‹ï ‘«•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC–ÈŒSŠ—•]’¬•¼–ì‰YŽš’†‘º

•–•V“c‹`’å “c‘ãŽÐ ‘å•ª’¼“üŒS‰¬’¬•¼Œ´

•V“c‹`•@ •V“c•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒSŠ—•]’¬•¼–ì‰Y

•V“c‹`Ž¡ •V“c•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒSŠ—•]’¬•¼–ì‰Y

•V“c‹`•s•iŽO˜Y •¬ˆê˜YŽÐ•iŽá”ª”¦ŽÐ‹«“à“m•j ‘å•ª‰F•²ŽsŽR‘Ü
‹̀•s•j

•–“ú•ª–ì‹g–¾ ŒÜ•Š•_ŽÐ ‘å•ª‘å•ªŽs–ì“c
•i•D•”‹g–¾•j

•–“ú•ª–ì‹g–¾ ŽR•_ŽÐ ‘å•ª‘å•ªŒS•¯“à’¬“Œ’·•ó
(B •ª–ì•D•”•³•j

ŒËŽŸ’‰—Š •°‰YŽÐ•i“V•_ŽÐ•j ‘å•ª‘å•ªŽs’†ŒËŽŸ

•×•ì“¡•F •o•…•_ŽÐ•iŒ••_ŽÐ‹«“àŽÐ•j –¾Ž¡14 ‘å•ª‘å•ªŽs“Œ’ß•èŽš“Œ‰Y

•×•ì “ ¡ •F •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡15 ‘å•ª‘å•ªŽs“Œ’ß•èŽš‰h”ö

•×•ì ’‰—` •o•…•_ŽÐ•iŒ••_ŽÐ‹«“àŽÐ•j –¾Ž¡14 ‘å•ª‘å•ªŽs“Œ’ß•èŽš“Œ‰Y

•×•ì ’‰“T •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡15 ‘å•ª‘å•ªŽs“Œ’ß•èŽš‰h”ö

•×•ì ’‰—˜ •o•…•_ŽÐ•iŒ••_ŽÐ‹«“àŽÐ•j –¾Ž¡14 ‘å•ª‘å•ªŽs“Œ’ß•èŽš“Œ‰Y

•×•ì’‰—˜ •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡15 ‘å•ª‘å•ªŽs“Œ’ß•èŽš‰h”ö

•×•ì•dŒ« •o•…•_ŽÐ•iŒ••_ŽÐ‹«“àŽÐ•j –¾Ž¡14 ‘å•ª‘å•ªŽs“Œ’ß•èŽš“Œ‰Y

•×•ì•dŒ« •o•…•_ŽÐ –¾Ž¡15 ‘å•ª‘å•ªŽs“Œ’ß•èŽš‰h”ö

•¼•½‹ß•³ •¼‰h•_ŽÐ Š°•­ 11 •¼•½‹ßˆÌ ‘å•ª‘å•ªŽs‘å•ª

•¼•½ˆê•¬(-•¶•j •¼‰h•_ŽÐ Š°•­ 11 •¼•½‹ß”{ ‘å•ª‘å•ªŽs‘å•ª

•–•¼•½‰p•e •Ââ¥•_ŽÐ ‘å•ª‹n’zŽs‹n’z•é“à

•–•¼•½•d‹x –Ø•t•_ŽÐ•i‹n’z•_ŽÐ•j ‘å•ª‹n’zŽs‹n’z

•–•¼•½Ž£‹x •Ââ¥•_ŽÐ ‘å•ª‹n’zŽs‹n’z•é“à
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g,^•0Ç0ü0¿0g0o\� � "•Îy^y>0o0j0O0�ymy^0oŸ•u0y>0kT�y@ ‘å•ª‚Ì•_•X pl61

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

g,y>0neåT	y>XƒQ…y>0h0W0fe°u0•©Œž0’ymy^0h0Y0‹\� "•Îy>�2 y>0B0Š ‘å•ª‚Ì•_•X pl61

RŒÃ–p‹«“àŽÐ‚Ì‚Æ‚µ‚Ä•V“c‹`’å‚ð•Õ•_‚Æ‚·‚é•¬ˆê˜YŽÐ2 ŽÐ‚ ‚è ‘å•ª‚Ì•_•X pl61

‚Ì‚¿‚É–ìŽR‚Ì”ª”¦•_ŽÐ‚É•‡âJ ‘å•ª‚Ì•_•X pl61

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

‘å•ª‚Ì•_•X pl61

–{’¡ƒf•[ƒ^

‘å•ª‚Ì•_•X pl63

‘å•ª‚Ì•_•X pl63

‘å•ª‚Ì•_•X pl63

“ì–k’©Šú‚Ì“ì’©•û•••«•B•V“c‹`’å‘æ“ñ•nŽq•BŒZ‹`“T‚Æ‚Æ‚à‚É“Œ•‘‚ÅŠˆ“® ‘å•ª‚Ì•_•X pl63

“ì–k’©Šú‚Ì“ì’©•û•••«•B•V“c‹`’å’í‚Ì‹`•••i˜e‰®•j‚Ì f ‘å•ª‚Ì•_•X pl63

‘å•ª‚Ì•_•X pl62

Š°‰i11 ”N•A‰º–ì•p•¶‚æ‚è 2 –œ•Î‚Å“–’n•{“à”Ë“ü•••B–¾—ï2 ”N•a–v‚Å“¯‰Æ”p•â ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

‘å•ª‚Ì•_•X pl35

Y'SË �N�eÏ0h0D0F ‘å•ª‚Ì•_•X pl63

•×•ìŒF–{”Ë‘c•B”ìŒã•‘˜ lŠÔŒS•¡‘º•o•…•_ŽÐ‚æ‚è’‰‹»‚È‚Ç‚Æ‚Æ‚à‚ÉŠ©•¿•B“–’n’ß•è‚Í‘å•ª‚Ì•_•X pl35
•]ŒËŠú‚É•×•ìŒF–{”Ë—Ì”ò’n•`‚Å•A‚±‚Ì—R••‚Å–¾Ž¡Šú‚ÉŠ©•¿‚©

“Œ‰Y‚Ì•o•…•_ŽÐŠ©•¿‚Ì—‚”N‚É“¯—l‚Ì•Õ•_‚ÅŠ©•¿ ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

•‰‘ã•×•ì•¬‘q”ËŽå•B•‰‘ã•×•ìŒF–{”ËŽå’‰—˜•ƒ ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

“Œ‰Y‚Ì•o•…•_ŽÐŠ©•¿‚Ì—‚”N‚É“¯—l‚Ì•Õ•_‚ÅŠ©•¿ ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

•‰‘ã•×•ìŒF–{”ËŽå ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

“Œ‰Y‚Ì•o•…•_ŽÐŠ©•¿‚Ì—‚”N‚É“¯—l‚Ì•Õ•_‚ÅŠ©•¿ ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

6 ‘ã•×•ìŒF–{”ËŽå•B•ó—ï‰üŠv‚ðŽÀŽ{•A–¼ŒN‚Æ‚³‚ê‚é ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

“Œ‰Y‚Ì•o•…•_ŽÐŠ©•¿‚Ì—‚”N‚É“¯—l‚Ì•Õ•_‚ÅŠ©•¿ ‘å•ª‚Ì•_•X pl35

‹ßŽ~‚Í‘å‹‹•@‰Æ‚ÉŽd‚¦•A“V•³18 ”N“¿•ì‰Æ•N‚ÌŠÖ“Œ“ü•‘ ‚É‚Æ‚à‚È‚¢•ã–ìŒQ”nŒSŽO‘ ‚É‘å•ª‚Ì•_•X pl35
5,500 •Î‚ª—^‚¦‚ç‚ê“Æ—§•BŽÐ‚Í•{“à”ËŽå•¼•½•i‘å‹‹•jŽ•‚Ì ‘c•æ‚ð‚Ü‚Â‚Á‚½‚à‚Ì‚Å•A•{
“à”Ë t •¼•½‹ßˆÌ‚ªŽÐ“a‚ð‚½‚Ä‚½‚Ì‚ª‚Í‚¶‚Ü‚è‚Æ‚¢‚¤•B–¾Ž¡ 2 ”N•¼‰h•_ŽÐ‚Æ‰ü•Ì•B“¯2
0”N‘å•ªŽs–x•ì’¬‚É‘J•À•A“¯ 30 ”NIEl •{“à•é‚ÌŒ»•Ý’n‚É‘J•À

‘S•‘‰º p615 ‚Æ‚Æ‚à‚Éˆê•¶‚Æ‚ ‚é‚ªˆê•¬•i‹ß•³Žq•j‚©•BŠÖƒ–Œ´•‡•íŒã•A‰º–ì•‘“s‰êŒS‘å•ª‚Ì•_•X pl35
”Â‹́ l –œ•Î‚ª—^‚¦‚ç‚ê‘å–¼‚É—ñ‚¹‚ç‚ê‚é

–LŒã•‚“c‚©‚ç•³•Û 2 ”N‚É‹n’z“ü•••B•‰‘ã•¼•½•i”\Œ©•j‹n’z”ËŽå•BˆÈŒã“¯‰Æ‚ª–‹––‚Ü‘å•ª‚Ì•_•X pl34
‚Å‹n’z’è’…•B“ú•o”Ë‚æ‚è•Ââ¥•iŽµ“‡â¥•j“±•l

•Õ•_‚Í 3 ‘ã•¼•½•i ” \Œ©•j ‹n ’z”ËŽå•B•ó‰i •³“¿Šú‚Ì”ËŽå‚Å”_•­‚ÉŽ¡•Ñ‚ª‚ ‚Á‚½‚Æ‚¢ ‘å•ª‚Ì•_•X pl34
‚¤•BŽÐ‚Í‹Œ”ËŽå“@“à‚Æ‚¢‚¤

•¼•½‰p•e‚È‚Ç‚Æ•‡âJ•B•Ââ¥‚Ì‚Í“¯”Ë“ÁŽY•i‚Æ‚È‚é ‘å•ª‚Ì•_•X pl34

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
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•¼•½‰Æ•i‹n’z”Ë •‘ŽåŽÐ•i”ª”¦ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª•¼•‘“ŒŒS•••X’n’¬—ª—ˆ
Žå•j

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
•–Œõ•‘ ‘O•‚•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒS–{• ‘ºˆö”ö

•–Œõ•¢ ŽOêˆ•]•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒS–{• ‘º“°ŠÔ

Œ¹ˆ×’©•i’Á•¼”ª Œä—ìŽÐ ‘å•ª•Ê•{Žs–ì“c
Ỹ̂×’©•j

•–Œ¹ˆ×’©•i•½•¼ •x”ö•_ŽÐ ‘å•ª “ ìŠC•”ŒS’¼•ì ‘ º ‘ º •ã ’¼
”ª̃ Ŷ×’©•j Œ©Žš•ãƒm”ö

•–Œ¹ˆ×’©•i’Á•¼ Œä›Ô•_ŽÐ ‘å•ª “ ìŠC•”ŒS’¼•ì ‘ º ‘ º •ã ’¼

”ª̃ Ŷ×’©•j Œ©Žš•_ƒmŒ´

•–Œ¹ˆ×’©•i’Á•¼ •X—ìŽÐ ‘å•ª‘å–ìŒS•´•ì‘º“cŽ}Žš•r•£
”ª̃ Ŷ×’©•j

•–Œ¹ˆ×’©•i’Á•¼ ŽR•_ŽÐ•iŒä›ÔŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª‘å–ìŒS•´•ì‘º“cŽ}
”ª̃ Ŷ×’©•j

•–Œ¹ˆ×’©•i’Á•¼ •X”ª”¦‹{ ‘å•ª’|“cŽsŒŠˆä”—
”ª̃Y ×̂’©•j

Œ¹ˆ×’©•i•½•¼”ª Œä—ìŽÐ•i”ª”¦ŽÐ‹«“àŽÐ•j ‘å•ª’|“cŽsŽŸ‘q

Ỹ̂×’©•j

Œ¹ˆ×’©•i’Á•¼”ª Œä—ìŽÐ ‘å•ª‘x“üŒS‰¬’¬”•Œ´
Ỹ̂×’©•j

Œ¹‹`‰Æ•i”ª”¦‘¾ ‘å–ì•_ŽÐ ‘å•ª‰P‹nŽs‘å–ì
Ỹ‹̀‰Æ•j

‹{˜eŽü–hŽç •[ƒm‹{•_ŽÐ ‘å•ª“ìŠC•”ŒS–í•¶’¬•½ˆä

‘º•ã‹ß•s•i”¹•l Œá•´—ìŽÐ •ó‰i6 ˆÈ•~ ‹v—¯“‡’Ê•­ ‘å•ª‹èŽìŒS‹èŽì’¬”ª”¦
‹ß•s•j

‘º•ã•s‹v•iŽl“¡ Œá•´—ìŽÐ •ó‰i6 ˆÈ•~ ‹v—¯“‡’Ê•­ ‘å•ª‹èŽìŒS‹èŽì’¬”ª”¦
—^ŽO‰q–å•s‹v•j

–Ñ—˜•‚•­ –Ñ—˜•_ŽÐ ‘å•ª•²”ŒŽs’ß’J

‹g•O“••K ‹g•O•_ŽÐ ‘å•ª•Ê•{Žs“ì•ÎŠ_

•–˜a“c‹`•· ”ª”¦•_ŽÐ ‘å•ª’|“cŽs•A–Ø

•i‹{•è•j

•HŒŽ‰Æ—ð‘ã •‘’ß•_ŽÐ –¾Ž¡4 Žm–̄ ‹{•èŽ™“’ŒS•‚“ç’¬•ã•]

‘«—˜‹`•º •Ÿ“‡‘å–¾•_•i•Ÿ“‡‹à’J•_ŽÐ•j –¾‰ž7 “‡’Ã’‰’© ‹{•è‹øŠÔŽs“ì•û

ˆÉ“Œ—S—º ’†–ì”ª”¦‹{•i’†–ì•_ŽÐ•j •¶–¾17 ˆÉ“Œ‰Æ ‹{•è‹{•èŒS•´••’¬–ØŒ´

ˆÉ“Œ—S‹Ä •Ÿ–ì”ª”¦‹{•i‰Á”[•_ŽÐ•j ‹{•è‹{•èŒS•´••’¬‰Á”[

ˆÉ“Œ—S—W ‰ÁŒì”ª”¦•i‰ÁŒì•_ŽÐ•j ‹•˜\ 4 ‹{•è‹{•èŽsŒSŽi•ª

ˆÉ“Œ‹`‰v ‰ÁŒì”ª”¦•i‰ÁŒì•_ŽÐ•j ‹{•è‹{•èŽsŒSŽi•ª

ˆÉ‘©‹`Œ« ‰ÁŒì”ª”¦•i‰ÁŒì•_ŽÐ•j ‹{•è‹{•èŽsŒSŽi•ª

ˆÉ“Œ‹`•Ÿ ‰ÁŒì”ª”¦•i‰ÁŒì•_ŽÐ•j ‹{•è‹{•èŽsŒSŽi•ª
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‹Œ”ËŽå—ì‚ð•Õ‚é‚Æ‚¢‚¤‚ª•A‹n’z”ËŽå•¼•½Ž•‚© ‘å•ª‚Ì•_•X pl34

Œ¹•e‚¶•‡•íŒã‚Ì•½‰Æ—Ž•l‚Å•A•••ûˆÒ‰h‚É‚æ‚èŽEŠQ‚Æ‚¢‚¤ ‘å•ª‚Ì•_•X pl51

Œ¹•½•‡•íŒã‚Ì•½‰Æ—Ž•l‚Å•A•••ûˆÒ‰h‚É‚æ‚èŽEŠQ‚Æ‚¢‚¤ ‘å•ª‚Ì•_•X pl51

–¯‘­•_‰» ‘å•ª‚Ì•_•X pl49

‘å•ª‚Ì•_•X pl50

‘å•ª‚Ì•_•X pl50

‘å•ª‚Ì•_•X pl50

‘å•ª‚Ì•_•X pl50

‘å•ª‚Ì•_•X pl50

‘å•ª‚Ì•_•X pl50

‘å•ª‚Ì•_•X pl50

Œ¹—Š‹`’·Žq‚Å”ª”¦‘¾˜Y‚Æ•Ì‚µ‚½c ‘O‹ã”N ŒãŽO”N‚Ì—¼–ð‚ÉŽQ•í•B–{’¡ƒf•[ƒ^‚Å‚Í•Õ‘å•ª‚Ì•_•X pl28
•_–¼ ”ª”¦‘¾˜Y‹`‰Æ

•²”ŒˆÒŽ¡‚Ì’q•«‚Æ‚¢‚¤ ‘å•ª‚Ì•_•X pl66

‹ß•]•o•g•B 4 ‘ã•X”ËŽå‹v—¯“‡’Ê•­‚ÉŽd‚¦‚½‚ª‹c•S‚É‚æ‚è’í‚Æ‚Æ‚à‚É•Ø• •B‚»‚ÌŒãŠïˆÙ ‘å•ª‚Ì•_•X pl70 •A–{ ’ ¡
‚ª‹N‚±‚è”ËŽå‚ª”ñ‚ð‰÷‚¢âJ‚Á‚½‚Æ‚¢‚¤•B‚±‚ÌŽÐ‚ÌŒÚŠ|‚¯‚·‚é‚ÆŽô‚¢Ž–‚ª•¬•A‚Æ‚¢‚í‚ê‚½ ƒf•[ƒ^

‹ß•]•o•g•B 4 ‘ã•X”ËŽå‹v—¯“‡’Ê•­‚ÉŽd‚¦‚½‚ª‹cŒ¾‚É‚æ‚èŒZ‚Æ‚Æ‚à‚É•Ø• ‚Æ‚¢‚¤ ‘å•ª‚Ì•_•X pl70 •A–{ ’ ¡
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“‡’Ã’‰Ž• •²ŽmŒ´•_ŽÐ –¾Ž¡34 ‹{•è‹{•èŒS•²•ãŒ´’¬‰º“c“‡

“‡’Ã‹v—Y •²“yŒ´•_ŽÐ –¾Ž¡34 ‹{•è‹{•èŒS•²“yŒ´’¬‰º“c“‡

“‡’Ã‹vŽõ •²“yŒ´•_ŽÐ –¾Ž¡34 ‹{•è‹{•èŒS•²“yŒ´’¬‰º“c“‡

“‡’Ã‹v•¿ •²“yŒ´•_“m –¾Ž¡34 ‹{•è‹{•èŒS•²“yŒ´’¬‰º“c“‡

“‡’ÃˆÈ‹v •²“yŒ´•_ŽÐ –¾Ž¡34 ‹{•è‹{•èŒS•²“yŒ´’¬‰º“c“‡

“‡’Ã‹`•O •›Œ´•_ŽÐ•iŒR•_ŽÐˆ®‹u•i‚Ð‚Ì‚¨•j ‹{•è“s•éŽs•P•é’¬
•_ŽÐ•j

“‡’Ã•²ŽmŒ´Žå”Ë •²“yŒ´•_ŽÐ –¾Ž¡34 ‹{•è‹{•èŒS•²•ãŒ´’¬‰º“c“‡
—ð‘ã

•½Œi•´ Œi•´•_ŽÐ•i–¼“c•i‚Ý‚å‚¤‚Å•j•_ŽÐ•j ‹ { • è ‹ { • è Ž sF–k•û’¬

•½Œi•´ •¶–Ú”ª”¦‹{•i•¶–Ú•_ŽÐ•j ‹{•è‹{•èŽs•¶ H

•½‹GŠî Šî’Œ•_ŽÐ •º˜a 60 Ž•Žq ‹{•è“s•éŽs‘O“c’¬

•à•” ’å• j •é“à•¬âK•i•‘’ß•_ŽÐ•j ‹••Û 5 •HŒŽŽí•O ‹{•èŽ™“’ŒS•‚“ç’¬•ã•]

ŽmŽ•Œ“•d •t“ú•_ŽÐ ‹{•è‰„‰ªŽs•P•x’¬

“à“¡‰Æ’· –¾•_•i‹Tˆä•_ŽÐ•j ‹•˜a 1 “à“¡‰Æ ‹{•è‰„‰ªŽs“V•_•¬˜H

“à“¡Œ³’· –¾•_•i‹Tˆä•_ŽÐ•j ‹•˜a 1 “à“¡‰Æ ‹{•è‰„‰ªŽs“V•_•¬˜H

“à“¡‹`’· ‹Tˆä•_ŽÐ ‹{•è‰„‰ªŽs“V•_•¬˜H

“à“¡‰Æ—ð‘ã ‹Tˆä•_ŽÐ ‹{•è‰„‰ªŽs“V•_•¬˜H

–k‹½‘Š‹v•i“‡’Ã•j Žá‹{”ª”¦• i—ì”ª”¦ Œ“Šì‘å–¾•_ –k‹½Žž‹v ‹{•è“s•éŽsŒÜ•\’¬
Œ“Šì•_ŽÐ•j

ŽO“cˆä•e•• •e••‘å–¾•_•i‹{•…•_ŽÐ•j “V•Û15 •\ŽÐ‘å–¾•_ ‹{•è•¼‰P‹nŒS“ú”V‰e’¬Žµ•Ü
‹{Ži“c•K–L
ŒŽ•R •â lj 

–òŠÛŒÇ‰_•iŒÎ‰_•j ˆÀŠy‚³‚Ü •Z–¯ ‹{•è“ì“ß‰ÏŒS“ì‹½’¬˜e–{

–òŠÛŒÇ‰_•iˆÀŠyˆÀŠy‚³‚Ü •Z–¯ ‹{•è“ì“ß‰ÏŒS“ì‹½’¬‹v•Û“c
‰º‘•Žç•j

—Ç•@•e‰¤ ”ª”¦•_ŽÐ •¶–¾3 ”N ‹{•èŽ™“’ŒS•¼•Ä—Ç‘º‘º•ŠŽš’ß

•iŽ­Ž™“‡•j

ˆÉ•W‰@ŽQ‰ÍŽç‹vŽQ‰Í•_ŽÐ Ž­Ž™“‡Ž­‰®Žs‘åŽn—Ç’¬
Œõ

“ü—ˆ‰@—ÐŽž “ú‹g–¾•_•i•d—ˆ•_ŽÐ•j ‹ß•¢•‰Šú “ü—ˆ‰@•d•‚Ž­Ž™“‡ŽF–€•ì“àŽs“ü—’̂¬•›“c•¬‰€

•–“ü—ˆ‰@•d–L •d—ˆ•_ŽÐ Ž­Ž™“‡ŽF–€•ì“àŽs“ü—’̂¬•›“c•¬‰€
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”õ •l “T ‹’
9 ‘ã“‡’Ã•² i: Œ´”ËŽå ‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•p241

10 ‘ã“‡’Ã•²“yŒ´”ËŽå•B’‰Š°‚ÍˆÛ•VŠú‚Ì–¼ŒN‚Æ‚³‚ê‚é ‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•p241

6 ‘ã“‡’Ã•²ŽµŒ´”ËŽå –{’¡ƒf•[ƒ^

8 ‘ã“‡’Ã•²“yŒ´”ËŽå ‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•p241

3 ‘ã“‡’Ã•²“yŒ´”Ë t ‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•p241

’‰‹»‘· ‹{•èŒ§•_“mŽ•p241

7 ‘ã“‡’Ã•²•ãŒ´”ËŽå ‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•p241

ˆÈ‹v‚ÍŒc’· 8 ”N‘å‹÷•‚•…‚©‚ç•²“yŒ´ŽO–œ•Î‚É“]•••A•‰‘ã“‡’Ã•²“yŒ´”ËŽå ‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•p241

•›Œ´•_ŽÐ‚É“í–Ø•³•¬‚Æ‚Æ‚à‚É•‡âJ•B–¾Ž¡4 ”NŒR•_ŽÐ‚É•‡âJ•B–¾Ž¡6 ”N‚³‚ç‚É‹{ŠÛ‘º ‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•pl37
Šâ“T•_ŽÐ‚Æ‚Æ‚à‚É•‡âJ‚³‚êˆ®‹u•_ŽÐ‚Æ‰ü•Ì

’‰Š°‚ÍˆÛ•VŠú‚Ì–¼ŒN‚Æ‚³‚ê‚é•B‚È‚¨—ð‘ã”ËŽå‚à“¯ŽÐ‚ÉâJ‚é ‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•p241

–¾Ž¡4 ”N‚É’ß‰ª”ª”¦‹{‚Ì•ª—ì‚ð‚Ü‚Â‚Á‚½Žá‹{•_ŽÐ‚Æ•‡âJ‚³‚ê•A–¼“c•_ŽÐ‚Æ‰ü•Ì ‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•p95

Ž›ŽÐ‰•‹N‚Ìˆê•à‚É‚ÍŒi•´•A“úŒü‰ºŒü‚Ì•Û•A‚±‚Ì’n‚É•Â‹•Œã–v‚µ•AŠˆ‚¯‚é‚²‚Æ‚«—ìŠá‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•pll6
‚ð•Õ‚Á‚½‚Æ‚¢‚¤•B–{ŽÐ‚Í•¶–Ú—l‚Æ‚µ‚Ä•’Œh‚ð‚ ‚Â‚ß‚é•B–¾Ž¡ 3 ”NŒ»ŽÐ–¼‚É‰ü•Ì•BŒi•´
‚Ì“úŒü‰ºŒü‚É•]‚Á‚½ˆê•l•‚•ÈŽ•‚ª‘ã•XâKŠ¯

•½‹GŠî‚ª–{ŽÐ •_’Œ‹{‚ðˆÉ•m•_‹{‚æ‚èŠ©•¿‘nŒš‚µ‚½‚Ì‚Í–œŽõ3 ”N•BŠî’Œ•_ŽÐ‘nŒšŒã•A‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•pl25
‹GŠî‚Æ‚³‚ê‚é–Ø‘œ‚ðˆÚ‚µˆÀ’u

•Õ•_‚Í•à•”•éŒš•‰‚Ì•éŽå‚Å•A‚Í‚¶‚ß•é“à‚É•¬Žk•A‹••Û 5 ”NŽí•O‚ª‚±‚ê‚ð•Ä‹»‚µ•A“V ‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•p422
•_ŽÐ‚Æ“¯•Š‚ÉâJ‚é

ŽµŽ•Ž•‚Í’†•¢—ÌŽå –{’¡ƒf•[ƒ^

“à“¡‰Æ‚ª”Ë‘c•_Š©•¿•B‰Ã‰i2 ”N–¾•_•†‹XŽ|•B–{ŽÐ‚ÍŒc’·19 ”N•éŽå—L”n’¼•ƒ‚ªŠ©•¿‚µ ‘S•‘‰º p643
‚½“V–ž•_ŽÐ•B–¾Ž¡5 ”NŒ»–¼‚É‰ü•Ì

”Ë‘c‚É•‡âJ ‘S•‘‰º p643

”Ë‘c‚É•‡âJ –{’¡ƒf•[ƒ^

”Ë‘c‚É•‡âJ –{’¡ƒf•[ƒ^

‘Š‹v‚Í“V•³ 7 ”N•ƒŽž‹v‚ÌŒR•¨‚É•U‚ß‚ç‚êŽ©ŠQ•BŽž‹v–³ŽÀ‚ð’m‚èˆÔ—ì‚Ì‚½‚ß‘nŒš•B‚Í‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•pl28
‚¶‚ßŽá‹{”ª”¦•A•Ê“–‰„ŽõŽ›•E•í“¿‰@•i‘T–å•j –{’n‰@‚È‚ÇŒš—§•B—ì”ª”¦‚ðŒo‚Ä–¾“XŒ³
”N‚É•_‹_Š¯—Ì‹g“cŒ“Šì‚É‚æ‚èŒ“Šì‘å–¾•_‚Æ‰ü•Ì•B–¾Ž¡‚ÉŒ“Šì•_ŽÐ

“V•³ 19 ”N•A•G‹g‚Ì–½‚É‚æ‚èŒ§‚Ì•éŽå•‚‹´Œ³Ží‚ÍŽO“cˆä•éŽå•e••‚ð–Å‚Û‚µ‚½•B•‚‹´‚Ì ‘S•‘‰º p652
ŒRŽm‚Í“r’†•A•d‚½‚­‚È‚Á‚½Žñ‚ð‚¤‚ß‚½•B‹{•…‚Ì‘º•l‚Í‹•˜a 3 ”N•Î”è‚ð‚ð‚½‚Ä‚½•B“V•Û
15 ”N•A‹{Ži‚ª•³‘¥‚ÉŠè‚¢•_‹_Š¯—Ì‹g“c‰Æ‚É•¿Šè•A•e••‘å–¾•_‚Ì•_•†‚ð‹–‚³‚ê‚é•B–¾
Ž¡‚É“ü‚èŒ»–¼‚É‰ü•Ì

“V•³ 4 ”NŠÌ•tŽ•‚Ì•••«–òŠÛŒÇ‰_‚Í•A—d”ì‚ÌˆÉ“Œ•û‚É‹U•í‚ðŽ•‚¿‚©‚¯‚½‚ª•AˆÉ“Œ•û‚É ‹{•èŒ§•_“mŽ•p28
“`‚í‚ç‚¸•A•^‚Ì–î•e‚Å•í‚Á‚½ˆÉ“Œ•û‚ÉŒ‚‚½‚êŠÌ•t•û‚Í 300 •l•íŽ€•BŒÇ‰_‚ª‘’‚ç‚ê‚½‹à
˜AŽ›•Õ‚É–òŠÛˆÈ‰º‚Ì•íŽ€‚ð‚ ‚í‚ê‚Ý•A•Õ‚èŽn‚ß‚½‚Æ‚¢‚¤•B•íŽ€‚µ‚½‚Æ‚¢‚¤ 6 ŒŽ15 “ú‚Ì
—‚“ú‚Í—á•Õ‚Å‹U•í‚ÌŽp‚ð•\‚í‚·‰P‘¾ŒÛ—x‚è‚ªˆÔ—ì‚Ì‚½‚ß•ò”[

“V•³ 4 ”NŠÌ•tŽ•‚Ì•••«–òŠÛŒÇ•iŒÎ•j‰_‚Í•A—d”ì‚ÌˆÉ“Œ•û‚É‹U•í‚ðŽ•‚¿‚©‚¯‚½‚ª•AˆÉ ‹{•èŒ§•_ŽÐŽ•p282
“Œ•û‚É“`‚í‚ç‚¸•A•^‚Ì–î•e‚Å•í‚Á‚½ˆÉ“Œ•û‚ÉŒ‚‚½‚êŠÌ•t•û‚Í 300 •l•íŽ€•B•›•«ˆÀŠy‚à
Ž€‚É•A‚»‚ê‚ð“‰‚ñ‚Å•A“y’n‚Ì•l‚ª•æ‚ðŒš‚Ä‚é

•³•½ 11 ”N‰ù—Ç•e‰¤‚Ìˆê‰¤Žq•A—Ç•@•e‰¤‚ª•Ä—ÇŽR‚É™G‹••B•¶–¾3 ”N‰ù—Ç•e‰¤‚Ì‚½‚ß‚É–¼ŠÓp933
‚±‚ÌŽÐ‚ð‘nŒš‚µ•A‘å‰¤‹{‚Æ•†‚·•B“V•³ 2 ”N•Ä—Ç•dŠÓ‚ª•ÄŒš•A‰F•²”ª”¦‹{‚ðŠ©•¿‚µ‚Ä
”ª”¦ŽÐ•†‚ð—p‚¢‚é‚É‚¢‚½‚é•B–¾Ž¡ 5 ”N‹½ŽÐ

•Õ•_‚Í•¶˜\”N’†‚É“–’n‚Ì’n“ª•B•¶˜\Œ³”N”~–k•‘Œ“‚Ì—•‚É—^‚µ•Aæn‚³‚ê‚½•B—ì‚ÌâM‚è ‚Ó‚é‚³‚Æ‚Ì‚¨ŽÐ p434
‚ª‚ ‚é‚Æ‚µ‚ÄŒš—§

•dŽž‚ÍŠÖƒ–Œ´•‡•í‚Å•íŽ€•B‚»‚ÌŽqŽ£•‚‚Ì‘ã‚É•ÕâJ•B‚»‚ÌŒã‚à—ìˆÐ’Á‚Ü‚ç‚È‚¢‚½‚ß•³‰ž ‚Ó‚é‚³‚Æ‚Ì‚¨ŽÐ pl93
4 ”N•d—ˆ–¾•_•_•†“¾‚é

“ü—ˆ‰@ˆê‘° ‚Ó‚é‚³‚Æ‚Ì‚¨ŽÐ pl93

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
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•–“ü—ˆ‰@’è•Ÿ •d—ˆ•_ŽÐ Ž­Ž™“‡ŽF–€•ì“àŽs“ü— ’̂¬•›“c•¬ŒÅ

”~–k• ‘Œ“ ”~–k•_ŽÐ •–Œc’· 17 Ž­Ž™“‡ˆ¦—ÇŒSŽn—Ç’¬–kŽR

kfXëy^h<S�N�‰§ÿ�z?ÿ�N� "‰•eåg,}èÿ	
‰ù—Ç•e‰¤ ’JŽR•_ŽÐ •º̃a 3 Ž­Ž™“‡Ž­Ž™“‡Žs

Š™‘qŒi• ­ • iŒ ŒÜ‹g—˜•_ŽÐ •bœú Ž­Ž™“‡“ú’uŒS“ú‹g’¬‹g—˜
ỸŒi•­•j

Š™‘qŒi• ­ • iŒ ŒÜŒä—ì•_ŽÐ Ž­Ž™“‡“ú’uŒSŽs—ˆ’¬‘å—¢
ỸŒi•­•j

Š™‘qŒi• ­ • iŒ ŒÜŒä—ìŽÐ•i“’”V”ö•_“m•j •–•¶–¾5 Ž­Ž™“‡ˆÉ•²ŒS•HŠ ’¬•ì–k•ãŒ´
ỸŒi•­•j

‰Æ˜V5 –¼ ’ß—ä•_ŽÐ –¾Ž¡2 ”N Ž­Ž™“‡Ž­Ž™“‡Žs‹g–ì ’¬

Š Ì • t Œ “ • e ‰ Æ ‘ °ŠÌ•t•_ŽÐ•iŒäŽÐ•_ŽÐ“Œ“a•j “V •¶2 Ž­Ž™“‡ŠÌ‘®ŒS’êŽR’¬•V•x

“ í–Ø•³•¬ “ ¡ ”V”ö•_ŽÐ Ž­Ž™“‡“ú’uŒS“ŒŽs—ˆ’¬’ ·—¢

“ í–Ø•³ •¬ “íŒöŽÐ•i“í–Ø•_ŽÐ•j •¶‹v l —L”n•VŽµ Ž­Ž™“‡ŽF–€ŒS‹{”V•é’¬‰®’n

ˆÒ•@•LŒ¾ ˆê”V‹{•_“m •–‰„“¿3 Ž­Ž™“‡Ž­Ž™“‡Žs“Œ–“’¬

•¼‹½—²•· ŽQ”q•Š•i“ì•F•_ŽÐ•j –¾Ž¡13 Ž­Ž™“‡Ž­Ž™“‡Žs•ã—³”ö’¬

•¼‹½—²• · “ ì •F•_ŽÐ Ž­Ž™“‡–¼•£Žsˆ°‰Ô•”

Ž ‚Žq ’JŽµ˜Y Ž‚Žq“‡•_ŽÐ “‡–¯ Ž­Ž™“‡•o•…ŒS“Œ’¬Ž‚Žq“‡3162

•–•a’J—L•d •d—ˆ•_ŽÐ Ž­Ž™“‡ŽF–€•ì“àŽs“ü— ’̂¬•›“c•¬ŒÅ

•–•a’J’v•d •d—ˆ•_ŽÐ Ž­Ž™“‡ŽF–€•ì“àŽs“ü— ’̂¬•›“c•¬ŒÅ

•a ’J •d•e •e‘å–¾•_•iŽ‡”ö•_ŽÐ•j •–‰i˜\ 12 •a ’JŽ••d Ž­Ž™“‡•ì“àŽs“cŠC’¬

•a’J•d•® •d—ˆ•_ŽÐ Ž­Ž™“‡ŽF–›•ì“àŽs“ü— ’̂¬•›“c•¬‰€

•–•a’J—Ç•d ‘å• Î •_ŽÐ Ž­Ž™“‡ŽF–€ŒSŽF–€’¬’†’Ã•ì

•–•a’J”õ‘OŽç Ž™”ü•_ŽÐ Ž­Ž™“‡•ì“àŽs•é•ã’¬

•a ’J‰Æ—ð‘ã“–Žå‹SŠÛ•_ŽÐ•i–¶“‡•_ŽÐ•j Ž­Ž™“‡ŽF–€ŒS‹{”V•é’¬ˆ®’¬

“‡’Ã–¾‹v •¼Œ´”ª” ¦ •_ŽÐ “V•³ 7 “‡’Ã‹M‹v Ž­Ž™“‡‘åŒûŽs•Â–Ø

“‡’Ã–¾‹v Žá‹{•_ŽÐ “V• ³ 13 “‡’Ã‹M‹v Ž­Ž™“‡‰HŒŽ‘å“‡

“‡’Ã’©•b —´”ö•_ŽÐ Ž­Ž™“‡•o•…ŒS–ì“c’¬‰º–¼

“‡’Ã‰Æ‹v ‹ÊŸºŽ›•i’·’J•_ŽÐ•j Š°‰i2 ‹ÊŸºŽ›•Z•E Ž­Ž™“‡ŽF–€ŒS”ó˜e’¬“ƒ”VŒ´

“‡’Ã•d•‹ ‰Ô”ö•_ŽÐ Œc‰ž2 ŽRŒûŒ›“¿ Ž­Ž™“‡‘å“‡ŒSŠìŠE’¬Žè‹v’Ã‹v

“‡’Ã‹M‹v “ì—ÑŽ›“¿•ó“a•i•¼Œ´•_ŽÐ•j Œ³ ‹T2 “‡’Ã‹M‹v Ž­Ž™“‡Ž­Ž™“‡Žs•¼Œ´’¬

“‡’Ã‹M‹v ‹Tƒ–•é•_ŽÐ Ž­Ž™“‡H’uŒS‹à•ô’¬”ö‰º

“‡’Ã‹M‹v • Î ‹T•_ŽÐ –¾Ž¡2 Ž­Ž™“‡“ú’uŒS•••ã’¬’†Œ´

“‡’Ã‹M‹v •¼Œ´•_ŽÐ –¾Ž¡Šú Ž­Ž™“‡‘åuŽs‰G‘ƒ

“‡’Ã‹M‹v •¼Œ´•_ŽÐ –¾Ž¡Šú Ž­Ž™“‡ˆÉ•²ŒS•HŠ ’¬ŽsŽR

“‡’Ã‹M‹v •¼Œ´•_ŽÐ –¾Ž¡3 Š¯–½ Ž­Ž™“‡‘]‰—ŒSŽu•zŽu’¬’Ÿ

“‡’Ã‹M‹v •¼Œ´•_ŽÐ•i•‚•ç•ä•_ŽÐ•j –¾Ž¡9 Ž­Ž™“‡‘å“‡ŒS“¿”V“‡’¬‹T’Ã

“‡’Ã’‰–¾ •¼Œ´”ª”¦•_ŽÐ•i•¼Œ´•_ŽÐ•j “V•³ 7 “‡’Ã‹M‹v Ž­Ž™“‡‘åŒûŽs•Â–Ø

“‡’Ã’‰Œ“ Žá‹{‘å–¾•_•iŽá‹{•_ŽÐ•j ’†•¢ ŽR“àŽ›‘m Ž­Ž™“‡•o•…ŒS–ì“c’¬•ã–¼

“‡’Ã’‰Œ“ Žá‹{•_ŽÐ •––¾Ž¡43 Ž­Ž™“‡ˆ¢‹v•ªŽsŽR‰º6447

“‡’Ã’‰Œ“ Žá‹{•_ŽÐ •–Œ³˜\ 15 Ž­Ž™“‡ˆ¢‹v•ªŽsŽR‰º3865

“‡’Ã’‰Œ“ Žá‹{•_ŽÐ Ž­Ž™“‡ˆ¢‹v•ªŽs•¼–Ú
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Nºge–b � " "eÏ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ pl93

‘Î‘å—F•í‚É••Œ÷‚ª‚ ‚Á‚½‚ª•A•¶˜\‚Ì–ð‚É•Û‚µ–L•b•G‹g‚É”½‚µ‚Ä–v ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p378

•eŽµ‚Í‰„Œ³2 ”NãdŽ|‚ð•ò‚¶•A’Á•¼‚É‰ºŒü•A’JŽRŒÜ˜Y—²•M‚Ì‹••é‚É“ü‚é•B—²•M‚Í•VŠÙ‘S•‘ F p669 
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”NŽ›‚è‚ð”p‚µ•AŒ»ŽÐŒš—§

–{ŽÐ‚Í“V•³ 10 ”N•Ä‹»•i“•ŽD•j ‚Ó‚é ‚ ³ ‚Æ‚ Ì ‚ ¨ŽÐ p221

•º˜a 20 ”N•A‹•–¼•¬•Z’ë‚æ‚è•‡âJ ‚Ó‚é ‚ ³ ‚Æ‚ Ì ‚ ¨ “m p221

‹M‹v“ñ’ j•B“ú’u“‡’ÃŽ•‘c•B–L•b•G‹g‚Ì• i•U‚ÉŽ©ŠQ ‚Ó‚é ‚ ³ ‚Æ‚ Ì ‚ ¨ŽÐ p223

‚Ó‚é‚ ³ ‚Æ‚Ì ‚ ¨ŽÐ pl83

•Î‹v‘œ‚ðˆÀ’u ‚Ó‚é‚ ³ ‚Æ‚Ì ‚ ¨ŽÐ p44

“V•³ 13 ”N•A•Î‹v‚ª–{ŽÐ•Ä“T ‚Ó‚é ‚ ³ ‚Æ‚ Ì ‚ ¨ŽÐ p214

ˆÀ•­ 5 ”NŽ€‹Ž•BŽ–•Õ‚ð‚µ‚½‚¢•¶‹v2 ”N•é•¼“ì•ò‰@‚ÌŠs“à‚ÉŽÐ’n‚ð‘I’è•A•Æ•‘‘å–¾•_•B ‚Ó‚é ‚ ³ ‚Æ‚ Ì ‚ ¨ŽÐ pll
Œ³Ž¡Œ³”NŽÐ“a•v•H•A•Æ•‘•_ŽÐ‚Æ•Ì‚µ‚½•B•‘Šø•Õ‚ ‚è

Žè‹v’Ã‹v‘º‚ÌŽRŒû‚Ì•¿ŒÚ•BŒ¹—Š’©‚â’‰‹v‚È‚Ç‚Æ•‡âJ ‚Ó‚é‚ ³ ‚Æ‚Ì ‚ ¨ŽÐ p506

Š°•…13 ”N•A“‡’Ã’‰Œ“‚ðâJ‚éŽá‹{‘å–¾•_‚Ì•Ä‹»‚ð•o•…’n“ª‚ÉŽwŽ¦ ‚Ó‚é‚ ³ ‚Æ‚Ì ‚ ¨ŽÐ p274

‘Š•ì‰Æ2 ‘ã•B“–ŽÐ‘O•g‚ Í‰Ô‘ ‰@•ã‹{Ž› ‚Ó‚é ‚ ³ ‚Æ‚ Ì ‚ ¨ŽÐ pl32

Œc’· 9 ”N•A–­‰~Ž› ‚ð• ì ’ñŽ› ‚É’è ‚ßŽ©‚ç ‚ Ì–Ø‘œˆÀ’u•B–¾Ž¡2 ”N”p•§šÊŽß‚Å“¿•d•_ŽÐ‚Æ‚Ó‚é ‚ ³ ‚Æ‚ Ì ‚ ¨ “m pl09
‰ü•†•BŠÖƒ–Œ´•‡•í‚Éˆö‚Þ•sŽ–‚ ‚è

Œc’·12 ”NˆÈ•~J‚¶̃a 5 ”N‚ ÌŽ€‹Ž‚Ü‚Å‰ÁŽ¡–Ø‚ÅŽ·•­•BŽ€Œã•A–{•¾Ž› ‚ÉŒ`‘ãˆÀ’u•AŠõ“ú‚É‚Ó‚é‚ ³ ‚Æ‚Ì ‚ ¨ “m p367
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Žq‹Ÿ
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’ß—ä•_ŽÐ‚É•‡âJ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p26
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–¶“‡•_ŽÐ‚Ö•‡âJ –{’¡ƒf•[ƒ^

“–’n‚Í•½‰Æ—Ž•l•W—Ž‚Æ‚¢‚¤ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p351

•´•·’·’j•B—Ž•l“`•à—L‚è ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p272

“–’n‚Í•½‰Æ—Ž•l•W—Ž‚Æ‚¢‚¤ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p351

Ž‘•·ˆê‘°‚Ì—Ž•l“`•à‚  ‚è•B•¶•­ 11 ”N‚Ì•æ”è‚ ‚è•B’n–¼‚Ì•”“Ý‚à•A•”Œò•AˆÀ•S•i“Ý•j ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p502
‚¹‚æ•A‚ÆŽ‘•·‚ªŒ¾‚Á‚½‚±‚Æ‚É—R—ˆ‚Æ‚¢‚¤

•Ú•×•s•Ú•Bˆê•à‚ÉŽíŽq“‡Žl˜Y•¶‰q–å‚Í•½‰Æ•Ž—¬‚Æ‚¢‚¤ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p363

•d—Y‚Íåá•é‹½•éŽå•BâM‚è‚ð‹°‚ê•ƒŽq3 •l‚ð•ÕâJ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ pl51

‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ pl53

–{ŽÐ‚ÍˆÉ•¨•‘•Z•l‚Ì“cŠÛ‚ª•‰‚¢‰º‚è•A“–’n‚ÖŠ©•¿‚Æ‚¢‚¤ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p426

19 ‘ã“‡Žå•BŠÃ•“•Í”|“±“ü‚È‚Ç•m•­‚ð•s‚Á‚½‚Æ‚¢‚¤•B‘nâKŽÒ‚Í 23 ‘ã“‡ŽåŽíŽq“‡‹v“¹–¼•Õ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p480

–{’¡ƒf•[ƒ^

’·—¢‘å“úŽ›‚ÉˆÀ’u‚Ì ‘œ‚ªŒc‰ž4 ”N‚Ì”pŽ›Œã–{ŽÐ‹«“à‚É‘J‚µ‚½‚Æ‚¢‚¤’ß•é•_ŽÐ‚Æ‚¢‚¤ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ pl40
‹«“àŽÐ‚ª•A–¾Ž¡43 ”N‚É•‡âJ

“‡’Ã•‰‘ã’‰‹v‚ÍŒ¹—Š’©•ŽŽq•A’OŒã‹Ç‚Í•¶•ê‚Æ‚¢‚¤•B‚Ì ‚¿’‰‹v‚Í‹Ç‚ð—{•ƒ‚Æ‚Æ‚à‚ÉŒÄ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ pl20
‚ÑŠñ‚¹‚±‚Ì’nˆæ‚É—Ì’n‚ð—^‚¦‚½

ŽO•‘–¼•Ÿ•}‰ï‚É‰„“¿3”N•Ä“T‚Æ‚ ‚é•B•]ŒËŠú‚É‚à”ËŽå‚ª•C—••Ä“T ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ pl25

‹Œ8 ŒŽ12 “ú•AˆÀŽY•Õ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p490

•‡âJ‚³‚ê‚½“‡’Ã’‰‹v‚Ì•¶•ê‚Æ‚¢‚¤ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p327

”½ŽçŒì•i“‡’Ã•j•û‚Ì”ö•è•éŽå•B•³•½ 9 •iŠÏ‰ž 3) ”N•AŒÜ‘ã“‡’Ã’å‹v‚É•U‚ß‚ç‚ê•íŽ€•A ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p242
’Á••‚Ì‚½‚ßŒš—§

ŽO•‘–¼•Ÿ•}‰ï‚É‚æ‚ê‚ÎŒõ‹v‚ÌŠ©•¿‚Æ‚¢‚¤•B•Ê“–“ì•ò‰@•BŽ›—Ì500 •ÎŠñ•i•A–¾Ž¡•‰”N”p “Œ•Æ‹{p67
•â

‘å‰i 2 ”N•A“–’n‚Ì‰º‘å‹÷•‚•é‚Å•íŽ€•BâM‚Á‚½‚½‚ßâJ‚Á‚½ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p417

“V•Û”NŠÔ•A‹¥•ì‘ÅŠJ•ô‚Ì•¸•_“I‚æ‚è‚Ç‚±‚ë‚Æ‚µ‚Ä•A‘åŒû’n“ª‚Å‚ ‚Á‚½’‰Œ³•i•í•‘Šúˆê ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p302
‹ß•¢•‰“ª‚Ì“‡’ÃŽ••d•b•j‚ð•_•Š‚æ‚èŠ©•¿•BˆÀ•­ 6 ”N’‰Œ³‘å–¾•_

Œ³‹T Œ¢•³•  ‘å‹÷ŠÌ‘®‚ð–{‹ ’ ‚É•¼—Í•B•Õ•_‚Í•Ì•QŽ•16 ‘ã‚Æ‚¢‚¤•B‘nâKŽÒ‚Í•d’·Žq•B ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ pl33
‘å–¾•_–¼‚Íä¶”ù‚Ì‰Œ‚ª‹SŠÛ‘å–¾•_‚ð•`‚¢‚½‚©‚ç‚Æ‚¢‚¤

‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p463

–{ŽÐ‚Í“‡’Ã’‰‹v‰ºŒü‚Ì•Û•A–{“c’å•e‚ª•d’‰‚Ì–½‚É‚æ‚è••‘ ’••ƒŒ Œ»‚ðŠ©•¿ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p448

•í•‘Šú“‡’Ã‰Æ‰Æ•b•BŽåŒN‚Ì‹}Ž€‚É•Û‚µ•A•¶‚«‚½‚Ü‚ÜŠC‚É’¾‚ÝŽ•‚ð‚­‚¢‚µ‚Î‚é‰¹‚ª‚µ•A ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ pl2
Ž•‚ª”²‚¯‚½‚Æ“`•³

ŽO‹v‚ª“–’n•½•²‚ð”q—Ì‚·‚é‚Æ“úŒü“s•é‚æ‚èŠ©•¿ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ pl66

ŽO‹v‚ª“–’n•½•²‚ð”q—Ì‚·‚é‚Æ“úŒü“s•é‚æ‚èŠ©•¿ ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ pl66

“–’n•½•²—ÌŽå ‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨“m pl66

‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ pl08

‚Ó‚é‚³ ‚Æ‚Ì ‚¨ŽÐ p378
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